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１、開催年月日時刻及び場所 

  平成２６年 ６月１６日 

自   午前１０時 ２分 

至   午後 ３時 ３分 

於   本館 5－Ａ会議室 
 
 
２、出席委員の氏名 

委 員 長 山本 啓介 君 

副 委 員 長 吉村  洋 君 

委 員 田中 愛国 君 

 〃   小林 克敏 君 

 〃   野本 三雄 君 

 〃   江口  健 君 

 〃   徳永 達也 君 

 〃   久野  哲 君 

 〃   髙比良 元 君 

 〃   外間 雅広 君 

 〃   友田 吉泰 君 
 
 

３、欠席委員の氏名 

な   し  
 
 

４、委員外出席議員の氏名 

な   し  
 
 

５、県側出席者の氏名 

県 民 生 活 部 長 辻  良子 君 

県 民 協 働 課 長 村井 正人 君 

男女共同参画室長 吉野ゆき子 君 

人権・同和対策課長 古瀬 達郎 君 

交通・地域安全課長 久保 宗一 君 

統 計 課 長 松本 和也 君 

生 活 衛 生 課 長 本多 秀男 君 
食 品 安 全 ・ 
消 費 生 活 課 長 大串 正文 君 

 

 
環 境 部 長 立石 一弘 君 

環 境 部 次 長 濵田 尚武 君 

環 境 政 策 課 長 山下 三郎 君 

未来環境推進課長 山口 正広 君 

水環境対策課長 川内 俊英 君 

廃棄物対策課長 矢野 博巳 君 
自 然 環 境 課 長 
（ 参 事 監 ） 川越 久史 君 

 
 

土 木 部 長 浅野 和広 君 

土 木 部 技 監 宮﨑 東一 君 

土 木 部 次 長 岩崎 直紀 君 
土 木 部 参 事 監 
(都市・住宅担当) 平松 幹朗 君 

監 理 課 長 馬場 直英 君 

建 設 企 画 課 長 田口 陽一 君 

新幹線事業対策室長 有吉 正敏 君 

都 市 計 画 課 長 藤田 雅雄 君 

道 路 建 設 課 長 佐々 典明 君 

道 路 維 持 課 長 池田 正樹 君 

港 湾 課 長 中田  稔 君 
河 川 課 長 
（ 参 事 監 ） 野口  浩 君 

砂 防 課 長 米田 哲哉 君 

建 築 課 長 大場 光洋 君 

住 宅 課 長 亀山  茂 君 

用 地 課 長 大場  明 君 
 
 

交 通 局 長 山口 雄二 君 

管 理 部 長 田渕 和也 君 

営 業 部 長 松尾  剛 君 
 
 
６、審査の経過次のとおり 

 

― 午前１０時 ２分 開会 ― 
 

【山本(啓)委員長】ただいまから環境生活委員
会を開会いたします。 
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まず、委員席でございますが、お手元に配付

いたしております、委員配席表のとおり決定い

たしたいと存じますので、ご了承をお願いいた

します。 

 議事に入ります前に、選任後、初めての委員

会でございますので、一言ごあいさつ申し上げ

ます。 

 このたび、環境生活委員長を仰せつかりました

山本啓介でございます。 

 吉村副委員長をはじめ、委員や理事者の皆様方

のご指導、ご協力を頂きまして、公正かつ円滑な

委員会運営に努めてまいりたいと存じますので、

何とぞよろしくお願い申し上げます。 

この一年、この委員会におきましては、４つの

部局に取り組むわけでございますが、県民と行政

がともに取り組む形、このベストな形をしっかり

と探っていく県民生活部、さらには、地球温暖化

対策や廃棄物対策、リサイクルの推進など、地球

環境の保全と美しい長崎県の維持に取り組む環境

部、環境部につきましては、是非とも、様々な取

り決めが、現状との不一致を生んでいる部分もあ

るかに思いますので、そういった部分についても、

現状に即した環境づくりを審査してまいりたいと

思っております。 

次に、地域に必要な生活交通を確保するととも

に、観光県長崎を下支えする交通局、交通局にお

かれましては、是非とも、地域の足としての部分

と、また長崎市内における競合する部分について

など、バランスについて、しっかりと審査してま

いりたいと思っております。 

 そして、道路や橋、港、河川など、県民の生活

に必要な公共施設を整備し、安全・安心なまちづ

くりに取り組むことで県土全体の発展を目指す土

木部、土木部につきましては、是非とも、都市部

における、住民の皆様や、マスコミや、都市部の

政治家の皆さんは、もう公共事業等々についても

不要だ、無駄だという議論をしております。 

 しかし、地域においてはもちろん、不要、無駄

だということはないのでございますので、地方に

おける行政として、長崎県においては、離島半島

も多くございますので、そのあたりについても、

公共事業の重要性をしっかりと見ていきたいと、

そのように私は思っております。 

それぞれの各部局におかれましては、是非とも、

本県が抱える課題、それらの課題をクリアしてい

くこと、人口減少が一番でございますが、そうい

ったものをクリアしていくために、われわれは審

査してまいりますので、そのために打っていく事

業が、その課題クリアにどう効果的であるか、ま

た、いま既に打っているものがどのように成果を

出しているのか、そういった部分について、意識

をして、答弁や資料の準備をしていただきますこ

とを、お願いを申し上げたいと思います。 

委員各位におかれましては、県民目線での議論

を尽くしていただきますようお願いいたしますと

ともに、理事者におかれましても、委員会におけ

る論議を真摯に受け止め、未来の長崎県づくりの

ために行政を推進していただきますようお願いい

たしまして、簡単ではございますが、私のご挨拶

とさせていただきます。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、私から副委員長、並びに委員の皆

様方をご紹介申し上げます。 
〔各委員紹介〕 

 以上でございます。 
 どうぞよろしくお願いいたします。 
 次に、理事者側の紹介を受けたいと思います。 
【辻県民生活部長】 おはようございます。 
４月の人事異動により、県民生活部長に就任

いたしました辻良子でございます。 
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 どうぞよろしくお願いいたします。 
【立石環境部長】 環境部長の立石でございます。 
 どうぞよろしくお願いいたします。 
【山口交通局長】 交通局長の山口でございます。 
 よろしくお願いいたします。 
【浅野土木部長】 土木部長の浅野でございます。 
４月から長崎県に参りましたので、是非よろ

しくお願いいたします。 
それでは、環境生活委員会の開会に当たりま

して、理事者側を代表いたしまして、一言ご挨

拶を申し上げます。 

今日の環境・生活分野におきましては、交通

安全対策や食品の安全・安心対策、地球環境問

題、生活の基盤となる社会資本の整備、交通ネ

ットワークの強化など、多くの課題に直面して

おり、本県におきましても、さまざまな課題を

抱えております。 

これらの課題は、県民の生活に密接に関連し

たものばかりであり、私どもといたしましても、

長崎県総合計画をはじめ各部局が策定した計画

の着実な推進を図り、県民の安全で安心な生活

の確保、ＮＰＯ等との協働事業の推進、地球温

暖化対策の推進、閉鎖性水域の水質保全対策、

洪水・土砂災害・地震等の自然災害対策、産業

や生活の基盤である幹線道路などの社会資本の

整備、県営交通事業における地域生活交通の確

保と経営健全化など、これまで取り組んできた

施策を、さらに前進、発展させ、市町や県民の

皆様とも力をあわせながら、県民の皆様の快適

な暮らしの実現に全力で取り組んでまいります。 

山本委員長、吉村副委員長をはじめ、委員の

皆様方のご指導、ご鞭撻のほど、よろしくお願

い申し上げます。 

【山本(啓)委員長】ありがとうございました。 
それでは、これより議事に入ります。 

まず、会議録署名委員を、慣例によりまして、

私から指名させていただきます。 

会議録署名委員は、外間委員、友田委員のご

両人にお願いいたします。 

次に、審査の方法について、お諮りいたしま

す。 

本日の委員会は、関係部局の所管事務の概要

について、説明を受けるためにお集まり願って

おりますので、これより本委員会を協議会に切

り替え、お手元に配付しております審査順序の

とおり、それぞれ説明を受けることといたしま

す。 

なお、ご質問等につきましては、今回は概要

説明の中で、特に理解しにくかった点について

の質問にとどめ、具体的な質問につきましては、

各課へ個別に質問していただくか、７月４日か

らの委員会の中で行うこととしたいと思います

が、ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
ご異議ないようですので、そのように進める

ことにいたします。 

 それでは、ただいまから、委員会を協議会に

切り替えます。 

しばらく休憩いたします。 
 

― 午前１０時 ９分 休憩 ― 

― 午後 ２時５９分 再開 ― 
 

【山本(啓)委員長】 委員会を再開いたします。 
委員会を再開いたします。 

現地調査等について協議したいと思いますの

で、しばらく休憩いたします。 
 

― 午後 ２時５９分 休憩 ― 

― 午後 ３時 ３分 再開 ― 
 

【山本(啓)委員長】 委員会を再開いたします。 
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これをもって環境生活委員会を閉会いたしま

す。 

大変ご苦労さまでした。 
 

― 午後 ３時 ３分 散会 ― 
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１、開催年月日時刻及び場所 

  平成２６年 ６月２３日 

自   午後 １時 ２分 

至   午後 １時１１分 

於   本館 5－Ａ会議室 
 
 
２、出席委員の氏名 

委 員 長 山本 啓介 君 

副 委 員 長 吉村  洋 君 

委 員 田中 愛国 君 

 〃   小林 克敏 君 

 〃   野本 三雄 君 

 〃   江口  健 君 

 〃   徳永 達也 君 

 〃   久野  哲 君 

 〃   髙比良 元 君 

 〃   外間 雅広 君 
 
 

３、欠席委員の氏名 

委 員 友田 吉泰 君 
 
 

４、委員外出席議員の氏名 

な   し  
 
 

５、県側出席者の氏名 

な   し  
 
 
６、審査の経過次のとおり 

 

― 午後 １時 ２分 開会 ― 
 

【山本(啓)委員長】ただいまから環境生活委員
会を開会いたします。 

これより議事に入ります。 

本日の委員会は、平成２６年６月定例会にお

ける本委員会の審査内容を決定するための委員

間討議であります。 

審査方法について、お諮りいたします。 

審査方法は、委員会を協議会に切り替えて行

うことにしたいと思いますが、ご異議ございま

せんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
ご異議ないようですので、そのように進める

ことにいたします。 

それでは、ただいまから、委員会を協議会に

切り替えます。 

しばらく休憩いたします。 
 

― 午後 １時 ３分 休憩 ― 

― 午後 １時１１分 再開 ― 
 

【山本(啓)委員長】 委員会を再開いたします。 
これをもって環境生活委員会を閉会いたしま

す。 

大変ご苦労さまでした。 
 

― 午後 １時１１分 散会 ― 
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１、開催年月日時刻及び場所 

  平成２６年 ７月 ４日 

自   午前１０時 ５分 

至   午後 ５時 ２分 

於   本館 5－Ａ会議室 
 
 
２、出席委員の氏名 

委員長(分科会長) 山本 啓介 君 

副委員長(副会長) 吉村  洋 君 

委 員 田中 愛国 君 

 〃   小林 克敏 君 

 〃   野本 三雄 君 

 〃   江口  健 君 

 〃   徳永 達也 君 

 〃   久野  哲 君 

 〃   髙比良 元 君 

 〃   外間 雅広 君 

 〃   友田 吉泰 君 
 
 

３、欠席委員の氏名 

な   し  
 
 

４、委員外出席議員の氏名 

な   し  
 
 

５、県側出席者の氏名 

土 木 部 長 浅野 和広 君 

土 木 部 技 監 宮﨑 東一 君 

土 木 部 次 長 岩崎 直紀 君 
土 木 部 参 事 監 
(都市・住宅担当) 平松 幹朗 君 

監 理 課 長 馬場 直英 君 

建 設 企 画 課 長 田口 陽一 君 

新幹線事業対策室長 有吉 正敏 君 

都 市 計 画 課 長 藤田 雅雄 君 

道 路 建 設 課 長 佐々 典明 君 

道 路 維 持 課 長 池田 正樹 君 

港 湾 課 長 中田  稔 君 
河 川 課 長 
（ 参 事 監 ） 野口  浩 君 

砂 防 課 長 米田 哲哉 君 

建 築 課 長 大場 光洋 君 

住 宅 課 長 亀山  茂 君 

用 地 課 長 大場  明 君 
 
 
６、審査事件の件名 

○予算決算委員会（環境生活分科会） 

第1号議案 
平成26年度長崎県一般会計補正予算（第1号）
（関係分） 
報告第1号 
平成25年度長崎県一般会計補正予算（第6号）
（関係分） 
報告第8号 
平成25年度長崎県用地特別会計補正予算（第
1号） 

報告第11号 
平成25年度長崎県港湾施設整備特別会計補
正予算（第3号） 

報告第12号 
平成25年度長崎県流域下水道特別会計補正
予算（第3号） 

報告第14号 
平成25年度長崎県港湾整備事業会計補正予
算（第4号）（関係分） 
報告第15号 
平成25年度長崎県交通事業会計補正予算（第
2号） 

 
 
７、付託事件の件名 
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○環境生活委員会 
（1）議 案 
第3号議案 
知事の調査等の対象となる法人の範囲を定

める条例の一部を改正する条例（関係分） 
第9号議案 
長崎県営バス運賃等条例の一部を改正する

条例 
第12号議案 
財産の取得について 
（2）請 願 
    な  し 
（3）陳 情 

・要望書（甲社への行政処分と砂利採取業登録

の取り消しを緊急要望します） 
・平成27年度 県の施策等に関する重点要望事
項（石木ダムの建設促進について 外） 

・平成26年度通常総会決議事項実現についての
要望 
・要望書（財源の確保について 外） 
・平成27年度 国政・県政に対する要望書 
 
 
８、審査の経過次のとおり 

 

― 午前１０時 ５分 開会 ― 
 

【山本(啓委員長】 ただいまから、環境生活委
員会及び予算決算委員会環境生活分科会を開会

いたします。 
 これより議事に入ります。 
 今回、本委員会に付託されました案件は、第

3号議案「知事の調査等の対象となる法人の範
囲を定める条例の一部を改正する条例」のうち

関係部分外2件であります。 
 そのほか、陳情5件の送付を受けております。 
 なお、予算及び報告議案につきましては、予

算決算委員会に付託されました予算及び報告議

案の関係部分を環境生活分科会において審査す

ることになっておりますので、本分科会として

審査いたします案件は、第1号議案「平成26年
度長崎県一般会計補正予算（第1号）」のうち
関係部分外6件であります。 
 次に、審査方法についてお諮りいたします。 
 審査は従来どおり、分科会審査、委員会審査

の順に行うこととし、各部局ごとに、お手元に

お配りしております審査順序のとおり行いたい

と存じますが、ご異議ございませんか。 
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

【山本(啓)委員長】 ご異議ないようですので、
そのように進めることといたします。 
 これより、土木部の審査を行います。 
【山本(啓)分科会長】 まず、分科会による審査
を行います。 
 予算及び報告議案を議題といたします。 
 土木部長より、予算及び報告議案説明をお願

いいたします。 
【浅野土木部長】 それでは、私から、土木部関
係の議案について、ご説明いたします。予算決

算委員会環境生活分科会関係議案説明資料の土

木部をお開きください。 
 今回、ご審議をお願いいたしますのは、第1
号議案「平成26年度長崎県一般会計補正予算
（第1号）」のうち関係部分、報告第1号知事専
決事項報告「平成25年度長崎県一般会計補正予
算（第6号）のうち関係部分、報告第8号知事専
決事項報告「平成25年度長崎県用地特別会計補
正予算（第1号）」、報告第11号知事専決事項
報告「平成25年度長崎県港湾施設整備特別会計
補正予算（第3号）」、報告第14号知事専決事
項報告「平成25年度長崎県港湾整備事業会計補
正予算（第4号）」のうち関係部分でございま
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す。 
 第1号議案「平成26年度長崎県一般会計補正
予算（第1号）」のうち、土木部関係の歳入・
歳出予算は、それぞれ記載のとおりであります。 
 補正予算の内容は、公共事業に対する国の内

示に伴う調整で、道路新設改良費21億8,734万
6,000円の増、海岸老朽化対策緊急事業費1億
6,188万円の増、空港整備費5億5,911万円の増
を計上いたしております。 
 次に、知事専決事項報告についてであります

が、さきの3月定例月議会の予算決算委員会に
おいて、専決処分により措置することについて

あらかじめご了承いただいておりました平成

25年度予算の補正を3月31日付で専決処分させ
ていただいたものであります。 
 このうち、報告第1号知事専決事項報告「平
成25年度長崎県一般会計補正予算（第6号）」
の補正予算の主な内容は、事業費の変更に伴う

減等で、電線共同溝整備費6,614万6,000円の減、
橋梁補修費6,834万7,000円の減、特定構造物改
築事業費4,999万6,000円の減、港湾改修費
5,528万3,000円の減などを補正しております。 
 また、報告第8号知事専決事項報告「平成25
年度長崎県用地特別会計補正予算（第1号）」、
報告第11号知事専決事項報告「平成25年度長崎
県港湾施設整備特別会計補正予算（第3号）」、
報告第14号知事専決事項報告「平成25年度長崎
県港湾整備事業会計補正予算（第4号）」のう
ち関係部分について、それぞれ記載のとおりで

あります。 
 このほか、繰越計算書報告についても、記載

のとおりであります。 
 なお、繰越計算書の報告については、補足説

明資料を配付させていただいております。 
 土木部関係の説明を以上で終わります。 

 よろしくご審議のほど賜りますようお願い申

し上げます。 
【山本(啓)分科会長】 次に、監理課長より補足
説明を求めます。 
【馬場監理課長】 土木部関係の繰越計算報告に
ついて、補足してご説明いたします。 
 お手元にお配りしております課長補足説明資

料の1ページ、「繰越額理由別調書」をご覧く
ださい。 
 表の縦の区分が款項目の予算科目、横の区分

が繰越額の理由別内訳となっております。表の

左端の欄を上から見ていただきますと、総務費、

土木費、災害復旧費、その下が一般会計合計平

成25年度となっております。 
 平成25年度の土木部の繰越額は、一般会計合
計、平成25年度①の欄に記載しておりますとお
り624件、346億7,374万2,000円となっておりま
す。 
 このうち、2月の経済対策補正予算に係る繰
越は、その下の行になりますが、経済対策分②

の欄に記載しておりますとおり、171件、119
億2,408万9,000円となっております。 
 一般会計合計からこの部分を除きますと、通

常分③の欄になりますが、453件、227億4,965
万3,000円となっております。 
 平成25年度の繰越額を平成24年度の繰越額
と比較いたしますと、一般会計合計では、その

少し下の「①－④」の欄になりますが、20億
4,014万3,000円の増となっております。 
 経済対策補正予算を除いた通常分では、③－

⑥の欄になりますけれども、23億2,867万7,000
円の増となっております。 
 これは、道路関係の事業費増などにより繰越

額が増となったものでございます。 
 次に、長崎県港湾施設整備特別会計の繰越額
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が⑦の欄になりますが、3件、9,670万円となっ
ており、一般会計と合わせた土木部合計は、⑧

の欄になりますが、627件、347億7,044万2,000
円となっております。 
 次に、一般会計合計①の欄に戻りますが、①

欄の繰越額を事由別にご説明をいたします。 
 表の右の方に、繰越理由を5つに区分して整
理をしております。 
 まず、地元調整に係る繰越額は、277件、176
億1,012万3,000円。具体的には、関係機関や関
係者との調整、工事施工に伴い発生する騒音や

振動などの地元調整などに日数を要したため、

繰越となったものでございます。 
 次に、用地補償額に対する不満や代替地の要

求、家屋移転に日数を要したものなど、用地補

償に係る繰越額が62件、19億8,421万円となっ
ております。 
 次に、工法の検討や、当初想定していなかっ

た諸条件の変更に伴う設計変更に日数を要した

ものなど、設計、工法等に係る繰越額が77件、
26億3,166万4,000円となっております。 
 次に、事業決定の遅れ、補正等に係る繰越額、

これには経済対策補正予算に係る繰越額も含ん

でおりますが、193件、122億9,315万6,000円と
なっております。 
 また、資機材や人材のひっ迫、入札の不調・

不落に係る繰越額が15件、1億5,458万9,000円
となっており、この内訳としましては、資機材

や人材のひっ迫に係る繰越額が5件、9,064万円。
入札の不調・不落に係る繰越額が10件、6,394
万9,000円となっております。 
 予算については本来、年度内に執行すべきも

のであり、引き続き事業の早期執行に努力する

とともに、今後とも繰越額の縮減に努めてまい

りたいと考えております。 

 以上で説明を終わらせていただきます。 
【山本(啓)分科会長】 以上で説明が終わりまし
たので、これより予算及び報告議案に対する質

疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
【徳永委員】 ただいまの説明の中で、繰越につ
いてです。不調・不落が15件ということであり
ますけれども、どういった内容の工事なのか、

そしてまた、わかる範囲でいいですけれども、

不調の内容を教えていただけませんか。 
【馬場監理課長】 一番右の欄に書いております、
資機材・人材ひっ迫、入札の不調・不落の具体

的な事例ということでございます。 
 不調・不落につきましては、例えば道路橋梁

工事の中で、具体的に申しますと主要地方道大

島太田和線橋梁補修工事の中で発生しました。

これが9,750万円でございます。 
 そのほか、不調・不落ではございませんけれ

ども、資機材・人材ひっ迫ということで、例え

ば、三重川の河川改修の中で仮設鋼材の資材が

不足していたとか、あるいは、一般県道小ヶ倉

田上線の中で特殊工種の人材が不足していたと

いう事例等がございます。 
【徳永委員】 大島の橋梁9,750万円は、どうい
う理由ですか。 
【池田道路維持課長】 大島大橋の橋梁補修でご
ざいますが、補正予算で獲得しました予算で事

業を進めておりましたが、そういうものの工程

について事業期間の確保が難しくなったという

ことでございます。 
【徳永委員】 工期の問題ですか、期間というの
は。 
【池田道路維持課長】 工期の問題でございます。 
【徳永委員】 工期というのはどこもあるわけで
すよ。その中身は、橋梁のどういった補修の工
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事なのかはわかりませんけれども、内容によっ

ては例えば架設の仕事があって、その中に先ほ

ど言われた人材の逼迫とか、技術者の不足等が

あって、そういう仕事はほかにもたくさん出て

いるから、この仕事に対して応札者がいなかっ

たのかということはわかりますけれども、工期

の問題と言われれば、ちょっと理解ができない

んですけれどもね。ほかのところも工期はある

んですから。 
【池田道路維持課長】 少し休憩をいただけませ
んか。もう一回、確認をいたします。 
【山本(啓)分科会長】 しばらく休憩します。 
 

― 午前１０時２０分 休憩 ― 

― 午前１０時２０分 再開 ― 
 

【山本(啓)分科会長】分科会を再開します。 
【徳永委員】 いいです。他の質問をします。 
 全国的に非常にこういう不調・不落が多いと

我々も新聞等報道で認識はしていますけれども、

本県の場合の15件というのは数から見ればそ
うでもないと思うんですけれども、他県に比べ

てどうなんですか。 
【馬場監理課長】 他県との比較は調査できてお
りませんで、そこは比較ができないところでご

ざいます 
 ただ、前年度と比較いたしますと、入札の不

調・不落、あるいは人材ひっ迫、資機材のひっ

迫を主な理由として繰越したというものはござ

いません。 
 それと、先ほどの答弁で訂正をお願いしたい

んですが、入札の不落、不調で大島太田和線の

例を挙げましたが、私、9,750万円と申し上げま
したが、すみません、桁が違っておりまして、

975万円の誤りでございます。失礼いたしまし
た。 

【徳永委員】 そうであれば、あまり質問しない
でもよかった。1億何千万円で9,750万円と言う
ものだから、ちょっと疑問に思ったわけです。

わかりました、内容は後でお聞きします。 
 最後にお聞きしたいのは、今、非常に人材ひ

っ迫と、技術者、ガードマンとか、いろいろと

私たちもよく聞きます。今まで公共事業が右肩

下がりに下がって、急に仕事量が多くなったと

いうことで、特に人材の中でも技術職という特

殊工の方々がいないと、急に技能者、技術者を

揃えることができなくて、仕事を受注したくて

もできないということを聞いています。その辺

はどうなんですか。 
【田口建設企画課長】 昨年度の不調・不落の状
況について、内容を説明させていただきます。 
 昨年度の不調・不落が発生しました工事の種

類につきましては、急傾斜工事、橋梁の補修工

事、そのほか災害防除工事、建築工事等で多く

発生をしております。 
 金額帯といたしまして1,000万円以下の小規
模の工事で多く発生をしておりまして、全体の

約7割がそれに該当する状況でございます。 
 そういう中で私どもとしましては、人材の確

保につきましては技術者の配置条件を緩和した

り、資材の搬入、確保が難しくてどうしても工

期を延ばさざるを得ないという点につきまして

は、これはまさに不測の事態でありますので、

そういったものにつきましては、工期の延長も

含めて適切に対応しているところでございます。 
【徳永委員】 入札はＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄというラン
クがあります。1,000万円ということは、Ｃ、Ｄ
でしょうね。そういうことになれば、特例的に

指名替え、ランク替えを。工期を変えるという

こともあるでしょうけれども、不調・不落を解

消するためにランク替え、もしくは指名替えを
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含めたところでの対応を今後しないのかどうか、

その辺はどうなんでしょうか。 
【田口建設企画課長】 昨年度の不調・不落が発
生しました工事について、例えばＣランクとか

Ｄランクで発生した場合に、その指名を変えま

して、Ｃ、Ｄのほかの方を改めて指名したとこ

ろ、落札しているという状況でございます。 
 したがいまして、Ｃランク、Ｄランクの方々

の中にも、まだ手すきの方がいらっしゃるとい

う状況もありますから、現時点においては指名

替えという形の中で対応してまいりたいと。同

じランクの中で、指名をやり変えるという形で

対応してまいりたいと考えております。 
【徳永委員】 わかりました。同じランクの中で
指名替えでやるのが一番いいんですけれども、

もしそれでもだめだった場合は、例えばＢラン

クを入れるとか、そういうこともやっていかな

ければ、繰越がまた来年、再来年とどんどん増

えれば、またこれは大きな問題。 
 仕事ができる業者もいるんです。受注が少な

いところもありますから、その辺はしっかりと

調査をしていただいて、スムーズな受注に取り

組んでいただきたいと思います。以上です。 
【山本(啓)分科会長】 ほかに質疑はございませ
んか。 
【髙比良(元)委員】 繰越のことについて、ちょ
っとやりとりをしたいと思います。 
 もう常態化しているよね、はっきり言って。

決算の審査の時にもそうだし、こうやって所管

の委員会の中で報告をいただいた時に審査をす

る、意見交換をするということでやっているの

かもしれないけれども、議案というか歳出予算

ではないものだから、言っていることを軽く受

け止めて、一向に指摘に対して改善をしようと

いう意欲が本当にあるのかなと、そう疑わざる

を得ないような、言ってみれば常態化している

と思うんです。 
 公共事業の需要誘発効果とか、あるいは経済

効果に対する影響とか、そういう意味合いを持

った中で執行をしているわけだから、年度内に

きちんと予定の分については消化をしていくと

いうか、とにかく繰越額を減らす努力を目に見

える形でやっていくというのが当然の話なんだ

よな。これは同じことばかり繰り返しているよ

ね。 
 まず、そもそもの話を聞きますが、補助申請

など事業化の前年度の作業内容と時期的な工程

と、いよいよ事業に着手後の作業内容と時期的

な工程について、具体的に話をしてみて、どう

やっているのかというのを。道路、橋梁が一番

多いので、とりあえず例として挙げてください。 
【佐々道路建設課長】 前年度からの事業の着手、
要望、そういう流れについてご説明いたします。 
 まず、国の方に概算要望をするという手続が

前年度の6月ぐらいにございます。その後、県
の予算との絡みが出てきますが、9月ごろに予
算要求ガイドラインというものが財政課から示

されます。 
 その後、いろんな事業がおのおの進んでいき

ますので、概算要望したものを、11月に事業の
進捗に応じて修正するという作業を行います。 
 2月議会に向けて予算の整理をすることにな
りまして、11月の要望を受けて、国の方からい
ろんな査定を受けまして、内示があるというこ

とになります。予算と国からの内示に差がある

場合は、その後、年度がかわりまして予算を補

正させていただくことになります。 
 内示がありました後、事業個々によって対応

は異なっておりますが、新規事業の場合は、そ

こから地元と協議しながら測量設計を行ってい
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くということで、初年度の場合は、いろんな調

査が後半の方にずれていくということもあろう

かと思います。 
 継続事業については、前年度に極力用地を確

保した上で、なるべく早く工事の発注をしたい

と思っているところです。 
【髙比良(元)委員】 予算要求とか編成の話はい
いんだよ。特に本県の場合は、公共事業で予算

要求をする時は、財政課の査定はノーズローで

やっているから、そういうことはいいんだけれ

ども、要するに国への概算要求をする時の計画

の熟度はどこまでのものなのか。 
 例えば、ペーロケであなたたちが勝手にやっ

ておって、ここをせねばいかんということがあ

ったから、その分の概算事業費からはじいて、

地元との調整は全くないままに、要するに江戸

町だけで考えたものをもって要求をして、そう

いう段階で終わってしまっているのか。 
 そうではなくて、事業の必要性を地元住民に

説明をして、基本的な総意というか理解を得た

中で、そして今後やらなきゃいかん手続がこう

なって、協力を事前に取りつけると、そういう

ところまでしての話か。予算がつかないとそう

いうことが全くできないから、言ってみれば地

元の人たちにとっては白紙の状態で、一定作業

が事務方で、県庁の中だけで進められているの

か。どっちなのか。 
【佐々道路建設課長】 地元との関わりについて
ですが、事業化する箇所について市町レベルま

では相談することはありますが、実際に測量設

計に入るのは予算化されてからということにな

りますので、事業化後に。 
 委員のご指摘は、前の年からそういう地元と

の関わりが持てないのかというご質問かと思い

ますが、それについてはやはり事業化してから

の関わりになろうかと思います。 
【髙比良(元)委員】 予算がつくかどうかわから
ないから、個別に具体的に地元の人たち、起業

地内の関係地権者の洗い出しが仮にできておっ

たとしても、具体的な話はなかなかできかねる

といったことで、言ってみれば調整という作業

が全くないという話ですね。 
 しかしながら、初年度は、あなたが言ったよ

うに設計や測量から入るわけだ。それが済んだ

ら何かというと、まさに地元協議ですよ。地元

説明会をやって、そこの大枠の了解がとれた中

で、今度は個別の用地交渉が始まってくるわけ

です。そういうことでしょう。そういうことを

見込んだ初年度の経費が計上されているわけで

す。そうでしょう。それで翌年度に繰越が出て

くるというのは、通常考えにくいですね。初年

度についてはそういうことでしょう。 
 2年とか3年と継続してやっていく場合に繰
越が発生する、そこが問題になってくる。ここ

で出てくるのが、地元調整の遅れとか、用地補

償の云々とか、あるいは設計、工法の変更とか

といったことが挙げられているわけですね。 
 初年度でそういったことを一定クリアしてお

けば、後年度でこんなにたくさん出てくるはず

がない。それとも、全体の計画の中で細切れに

やっておって、そこの部分だけしかやっていか

ないから、1つ1つしかやっていかないから、結
局、その先のところが同じような話になってし

まって、年度はずっと継続するけれども、結局、

後年度にやる部分については同じような状況が

また出てくると、そういう話なんですか。 
 どうも、初年度において発注をするというか、

具体的な事業化に着手する時期というのが、あ

まりにも遅すぎる。9月以降になったりしてい
るだろう。なんでもっと早く、前倒して発注が
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できないのか。初年度はそうだ。 
 次年度以降においては、具体的にここにいろ

いろ上がっているけれども、これがものすごい

件数で上がってくる。初年度の作業がいかにル

ーズかと。 
 だって、設計工法の変更なんていうのは、基

本的なことがあって、これを変更するというの

はあり得ないんだから、細かいところの話だろ

う。それでこんなに大きな数が上がってくると

いうのはおかしいじゃないか。いかに発注の仕

方が、時期的に後ろ倒しになって遅れてしまっ

ている。そこが一番大きな問題だと思っている。

事務作業のあり方の問題だ。どうなんですか、

その辺は。もう少し具体的に説明してください。 
【佐々道路建設課長】 ご指摘の、設計変更、工
法の変更等についてですが、例えばトンネルの

坑口あたりで掘削を進める時に、不測の事態と

いうか、把握できなかったような地滑り等が発

生した際に、工法の検討に時間を要したという

ケースなどもございます。（発言する者あり） 
 用地交渉の遅れ等については、ご本人の承諾

が得られているものの、相続人が多数で、そこ

に時間を要して、その分を買える見込みという

ことで工事の発注を予定していたものが、相続

人多数でなかなか契約に至らなかったといった

理由があります。 
 そのほか関係機関との協議、例えばＪＲとの

協議とか、ＮＥＸＣＯ、西日本高速道路株式会

社との協議が遅れたとか、あるいは地元との調

整、騒音とか振動について工事の途中でいろん

な意見をいただいて、その調整に時間を要した

といったものがございます。 
【髙比良(元)委員】 相続だ何だという用地の話
だけど、そういったことは登記簿を取っていく

段階でもうわかっているはずなんだよ。 

 計画をつくる時に、例えば道路だったら法線

をどう引くかというアウトラインの、これは中

に入っていないからペーロケでやるのかもしれ

ないけれども、そういった中で用地課あたりと

設計協議をやれば、どういった地権者が出てき

て、どれだけ作業の難易が出てくるかというの

はわかるはずだ。 
 そうしたら、用地の取得をするためにどれぐ

らいの期間がかかってくるとか、事務作業とし

てどれぐらいの量が出てきて、期間がどれだけ

かかるかというのは大抵が予測できる。 
 それと、いろいろ協議をしなければいけない

と、それがなかなか不調に終わって時間がかか

ったと。そういうのも、あらかじめやっていけ

ばいいじゃないか、基本的な同意をとりつける

作業というのを。何もかも、予算がついてから

一、二の三で始まるというようなことをやるか

ら、事業化に向けての事業の仕込みというか、

円滑にやっていくための作業を全くやらない。

今、地権者との協議とか、そういった説明がな

かなかかなわないと言ったけれども、具体的に

事業執行について一定の機関と調整をせねばい

かんということがあったら、そこは当然にやっ

ておかないと、事業化そのものができないじゃ

ないか。なぜ、そういうのはやらないのか。 
 設計・工法の変更、騒音とか振動とかと言っ

たけれども、今、品確法で総合評価でそういう

ことをやっているわけでしょうが、そういうも

のを出さないように、そうやって入札をやって

いるわけでしょう。それが、現場にあって、い

よいよ事業化になって執行している時にそうい

うことが出てきて、調整を図らねばいかんと、

時間がかかると。 
 言っていることとやっていることが全然違う

じゃないか。そうしたら、何のために品確法で
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総合評価でやるのか。 
 作業があまりにも遅過ぎるんじゃないですか、

基本的には。着手する時期の問題だ、それぞれ

の年度において。工夫をすれば、うんと件数は

減らせますよ。そういうことを部内で協議をし

て、どうやったら、本当に汗をかいて、知恵を

出して迅速にやって、もっと頑張ってやってい

けば件数が減らせるかと、そういう協議をやっ

たことがあるのか、土木部として。今まで何を

やっていたのか。いつもいつも同じ指摘ばっか

りせざるを得ないだろう。 
 繰越額を減少させる、縮減するということに

対して、庁内協議はどうやっているのか。 
【宮﨑土木部技監】 繰越の縮減につきまして、
少しお話をさせていただきたいと思います。 
 今、委員ご指摘のとおり、繰越の額が多いと

いうのは我々も認識はしております。今年度は

つくっておりませんが、平成22年度から平成23
年度、平成24年度と目標額をつくっております。
平成22年度は目標額280億円、平成23年度が
220億円、平成24年度が150億円というふうに、
徐々に繰越については縮減していこうという目

標をつくってやっております。 
 その結果として、平成22年度、平成23年度、
平成24年度につきましては、繰越の目標額をク
リアしまして、平成22年度が277億円、平成23
年度が194億円、平成24年度が132億円という繰
越額でおさまっております。 
 ただ、減額したからいいとは我々も思ってお

りません。いかにすれば減額、もっともっと少

なくしていけるかというのは、部内で毎年協議

をしております。繰越縮減の推進委員会という

のをつくっておりまして、私が委員会のトップ

をさせてもらっております。各課の総括と事務

所の部長を推進員にしまして、毎年、年度初め

に、いかに今年度の仕事を推進していくかとい

う会合を持っております。特に上半期、9月末
を一つのターゲットとして、執行率等の数字を

目標にして各事務所、各所属課で、これをいか

にすれば縮減できるかと、随時そういう会議を

行って縮減をしようという努力はしております。

今後も、こういう会議等につきましては継続し

てやって、一番いいのは当然繰越額ゼロという

のが目標ですが、仕事をしていく間に、特に用

地につきましては交渉の相手がいると。 
 それと、地元調整で振動、騒音でのことがあ

りましたけど、机上では振動、騒音はこういう

状況で仕事をさせてもらいますという話をして

地元に入りますが、実際に現場に入って地元の

方がどういうふうに思われるかというのは、確

かに机上とは違う部分がありますので、そこに

つきましてはきちんと地元の意見を聞いて調整

した上で仕事をスタートさせるとか、仕事を再

開させるとかというぐあいがありますので、そ

こについては可能な限り協議を早くやって、早

く再開とか工事をやっていきたいと考えており

ます。 
【髙比良(元)委員】 そういう検討をする、内部
での監視をする、調整をするような組織をつく

っているとすれば、実態が、狙いとするところ

に具体的に効果が出るように、協議のあり方と

か、時機に応じたところでのタイムスケジュー

ルがあるんだから、それを見た中で、いま一歩

努力をしていかないと。 
 しかも、目標値をきちんと立てていかないと

だめですよ。技監のところに全員集合して、状

況報告をして、どうするかと、常にそういうこ

とで取り組んでいくんだという、まずは認識、

姿勢の問題だよ。 
 そして、地元調整の話で騒音とか振動とか、
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要するに物理的な工事についての云々という話

があったけれども、それだけじゃないはずです。

言ってみれば、地元の人たちにとって各論で賛

成だ反対だといろいろあって、反対を賛成にと

いうか、理解を得るための努力に時間がかかる

という話は結構あったりする。 
 しかし、事業に着手した後にそういう話にな

ると、反対をする人たちが仮に多かったら、事

業の必要性とか公益性とか、そこが認められて

いないという話になるんだよ。こんな事業は要

らないと言っていることの裏返しなんだ、逆に

言えば。事業をするという意味において、おか

しな話でしょうが。そういうのは、事前にある

程度調整をする、初年度においてきちんと対策

をとる、いろんな方策があるはずです。そして、

可能な限り前倒しをして発注をしていく。 
 いろいろ言っても仕方がないけれども、今、

技監が言った組織があるんだったら、そこの働

きに期待するばかりだけれども、まずは目標値

を立てて、そして今年度はどういうふうに、前

年度以上に頑張ったと、そこを一定の時期に委

員会に報告をしてもらいたいと思います。 
【宮﨑土木部技監】 今の委員のご指摘のとおり、
我々が努力すれば繰越額が減る部分も確かにあ

ります。ただ、我々が努力しても、要は用地の

補償みたいな形で相手さんがいらっしゃると、

これで遅れると、それはもうやむを得ない部分

が一定あると思うんですけど、先ほど言いまし

た、我々が努力すれば減る分野に関しては、今

後とも努力して、全体の繰越額を減らしたいと

いうふうに考えております。 
【髙比良(元)委員】 その決意で、今回の場合は
了とせざるを得ないんだろうけれども、例えば

こういうことだってあるんだよ。 
 用地を取得する、相続が発生しておった、だ

から時間がかかる。そこをどうするのか。 
 それ以前に、占有者というか地権者が、登記

上はそうなっているけれども、実態としてはも

う自分が所有をしているんだと。そのことは事

業を執行する側もわかっている。しかし、登記

が移っていないから、相続人に対して全部同意

を取っていかなければいかんと、そういう話に

なってくる。 
 どうするのか。地権者にしてくれと、要する

に占有者に。しかしながら、それはなかなか難

しい。どうしたらいいだろうかと、ずっと店ざ

らしになってしまっているという話もある。 
 知恵を絞ってどうできるかと、そこをどう解

決できるかという仕組をつくることに対する腐

心というか、知恵出しが全然足らない。積み残

ってしまう。自分の経験から言っているんだよ。 
 だから、そこはどうあったら解決ができるの

か、みんなで知恵を絞る、もう少し部全体とし

て。金額よりも件数なんですよ、問題は。 
 もうこれ以上は言わないけれども、そういう

事例もいろいろあるんですよ。こうすれば、も

っときちんと早く解決できると、そういうとこ

ろに特に腐心をしてください。 
【馬場監理課長】 平成26年度の繰越縮減につ
きましては、具体的に額を幾らにしようという

目標ではございませんが、前倒しで予算を執行

していくということが大事であるという観点、

それと国の方からの要望等もございまして、一

定の発注率の割合で目標を定めております。 
 平成25年度の経済対策補正予算につきまし
ては、6月末で7割以上、9月末で9割以上の発注
率、それから、繰越予算を除く平成26年度の当
初予算につきましては、6月末で4割以上、9月
末で6割以上の発注率を目標にしまして、それ
に向けて努力をしているところでございます。 
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【田中委員】 今、繰越の問題が出ているので、
各論は後で話すけど、総論的に部長と技監にお

聞きしたいと思っているんです。 
 予算の単年度主義と国の補助事業の認定のあ

り方、これに問題があるんじゃなかろうかと、

制度そのものに構造的な問題があるんじゃない

かと私は認識をしているんです。 
 というのが、国の補助事業の認定がなければ

何もできないというのが今までの大体の立場だ

った。大型事業をやっていく時にもね。だから、

そういうものに対して国の補助事業の認定にか

わるべき、県独自で事業確定みたいなことをあ

らかじめすることはできないのか。これをやる

と、測量設計、用地補償的な、工事に入る前の

段階のものは解決できる部分が結構ある。 
 特に用地補償は、私もいろいろ事業をお願い

して経験しているけれども、本当に簡単にいか

ない。裁判関係が出てきて、相続の問題ですよ、

一番は。 
 そういうものをクリアするためには、少し先

行して。大型事業で、ここ10年計画ぐらいでや
るようなものは、用地に関して言うなら公社を

活用するとかね。 
 一般質問で聞いたこともあるけど、税制の問

題はクリアできているのかどうか。用地を先に

買ったって、事業認定がなければ、売った人の

税金上の問題はクリアできないわけだから、そ

ういうもろもろの制度そのもの、構造的なもの

があると私は認識している。それをやって繰越

しをいかに少なくするかという話にならないと。 
 しかし、発注してもできないものも結構ある。

後で聞くけれども、地元調整なんていう問題が

出てくる。 
 しかし、あらかじめ概略みたいなものをつく

って最初から説明すると、大型事業に関しては

うまくいく。わからないで説明すると、いろい

ろなもめ事が起きてくるような感じがするので。 
 総論的にまず聞かせてもらおうと思います。

国の補助事業の認定にかわるべき、県独自の事

業確定みたいな制度ができないのかどうか。そ

れで公社を活用したり、税制の問題をクリアし

たりする、そこら辺の問題ができないのかどう

か、冒頭にお聞きします。 
【宮﨑土木部技監】 今ご指摘のあった、国の認
定にかわるべきものができないかと。例えば補

助事業みたいなものがあって、県が先行して何

かやれないかという話かと思います。 
 仮の話ですけど、県がある事業を進めたいと

いった時に、最終的には県の単独事業ではでき

ませんので、国の補助事業もしくは交付金事業

にのせざるを得ないということで、先行して走

るのはいいんですが、仮にそれを国がオーケー

しない場合にどうなるかというのがあります。

したがいまして、これは事業にのれるという段

階までいかないと、我々は先に進めないという

ところがあります。 
 もう一つは、単年度主義につきましては、確

かに4月から3月で一回切らないといかんとい
うシステムになっていますので、そこはちょっ

と堅苦しいところはありますが、我々の制度と

しましても債務負担行為があります。以前は、

0国（ｾﾞﾛｺｸ）といいまして、年度の前に先出し
みたいな形でやる制度もありました。そういう

制度を活用できれば、全ての事業に活用はでき

ないんですが、活用すれば、幾らかはその辺は

うまくいくのかなと思っております。 
 それと、用地につきましては、用地課でも用

地基金を持っております。例えば、その年に買

いたいんだけど事業費がない、金がないといっ

た時に、用地を先行して買って、次の年にその
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事業用に買い戻すという制度があります。そう

いう制度は可能な限り利用していこうというこ

とで、現に一部の事業では用地基金を利用して

先行して取得している部分もあります。 
【田中委員】 私が話しているのは大型事業の話
で、例えば10億円以上かかるような県の懸案事
項みたいなものがあるわけで、そういうものに

関して、測量設計をしなければ用地補償も何も

できないわけだからね。 
 今、技監が言ったのは事業認定をとった後、

先行して用地基金でやれるのは私もわかってい

る。事業認定そのものがなければやれないと、

そこら辺をクリアする県の事業確定みたいな制

度が考えられないかという話です。 
 事業を認定した後は、用地はできるけど、用

地でも問題がね。簡単にいかないんですよ。私

は経験したけど、10年かかっても完成しないよ
うな事業がいっぱいある。大して大きな事業で

はない、10億円以下の事業。特に歩道などの場
合は家屋が絡んでいる。新規でトンネルを掘る

とかなんとかとはちょっと違うからね。しかし、

これはもうここでとどめます。一応は予算の関

係でやらなきゃならないのでね。 
 繰越の前に、いつも思うんだけれども、当初

予算がある、それから、当年度の3月補正ぐら
いで減額予算がある。例えば、1,000億円ぐらい
当初予算で組んで、ああ、今年は1,000億円やる
かと思っていると、3月で200億円ぐらいの減額
補正がある。そこら辺も一つ問題があるんです。

実質800億円しかない。そのうちの繰越云々だ
けれども。 
 現実で言うと、補正が6月に29億円ついて、
土木部としては917億円6,000万円の事業予算
になっている。これに繰越分が幾らですか、346
億円かな。繰越が4月以降出るとすれば、発注

して繰越もあるけど、事業のパイとして考えれ

ば1,263億円の今年度予算が実行されるのかと
思うんだけれども、来年3月になると、また200
億円ぐらいの減額補正とかね。そこら辺の問題

も含めて解決しないと、本当の意味の1年間の
公共事業のパイが確実に増えていっているのか

どうか。私はもう少し増えると思っていたので、

言い過ぎかもわからないけど、自民党政権にな

って公共事業は増えると思っていた。しかし、

実質はそんなに増えていない。 
 そこで、最後に聞きたいのは、29億円の補正
を組んで、29億円も若干私は少ないような感じ
を持つんだけれども、これは大体もう国の限界

なのか、長崎県の限界なのか、それを聞かせて

ください。総論でいいよ、予算はどこでやって

いるのかな。 
【中田港湾課長】 港湾課の予算で、今回補正を
している分が7億円ぐらいあります。その内訳
をいいますと、2ページの河川海岸費、これは
海岸の開口部の対応をしていくための予算であ

りますが、県予算を上回る予算がつきましたの

で、この分を補正しております。 
 それと、港湾空港費で5億6,000万円ほどの増
額をしておりますが、これは対馬空港の照明と

滑走路の嵩上げ工事の費用で、これにつきまし

ても県予算を上回る予算がつきましたので、そ

の分の補正をいたしております。 
【宮﨑土木部技監】 今回の補正は、県で当初予
算を組んでおりました額よりも国の内示が上回

ったので、そこを調整するために補正を出して

おります。 
 したがいまして、県が独自にあそこをここを

というふうに事業を追加しようというのではな

くて、我々の概算要求とか、その後の本予算に

向けての要求段階で国が調整した金で今回、補
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正を出させてもらっているという数字です。 
【田中委員】 各課の対応を聞くと、あなたの課
は頑張ったな、あなたの課はだめだったなとい

うような形になるので、それはあまり言いたく

ないんだ、内容的には。総論として29億円、約
30億円の補正がどうだったのかなと。 
 3月の補正、プラス補正もあって、本予算を
組んで、6月の補正という形で、昔に比べれば、
出たり入ったり、出たり入ったりが激しいよね、

わかりづらい。だから、決算の時に、本当にそ

の年、その年にどのくらいの公共事業があった

のかなと目安になるけれども、来年の3月に減
額がまたあれば、これはどうだったのかなとい

う話になるものだから、あえて話をしているん

だけれどもね。 
 それで、公共事業に対する県の財政課の対応、

大体もう目いっぱいですか。裏打ちをしなきゃ

いかんからね。地方財政計画は大きなものをつ

くるけれども、その中での県と土木の需要がい

っぱいある。それに対して、財政との交渉もや

らなきゃいかん。なぜかというと、財政は裏打

ちをしなきゃいかんから。国がオーケーしたっ

て、財政の裏打ちがなければやれないわけだか

ら。 
 そこら辺で、県の財政の限界。おおむね、そ

んなに鮮明なところでなくていいけれども、感

触的にどうなのかということを最後に聞いてお

きたいと思います。 
【馬場監理課長】 予算要求につきまして、県は
平成25年度から、制度といいますかやり方を変
えております。平成24年度までは、シーリング
につきましては前年度同額というふうになって

いたんですが、平成25年度から、前年度の国の
内示ベースということに変更されております。 
 したがいまして、当然土木部としましては、

予算の要求については近年の内示率といいます

か、幾らか落とされるということを前提に要求

していくわけですけれども、財政課の方は、前

年度の国の内示ベースということにしておりま

すので、その辺で差が出てくるところがござい

ます。 
【田中委員】 予算要求に関しては、国もあるけ
れども、県の財政の対応もあるので頑張ってほ

しいと。繰越しについては、やっぱり減らすの

が、その年の公共事業の実行された額になるわ

けだから、当初予算を組んだ時の期待感という

のがあるので、できるだけ当年度でやっていた

だけるように希望して終わりたいと思います。 
【江口委員】 先ほど、不調・不落の件で徳永委
員から話があっておりましたが、これは金額と

件数から見ると、小規模なものということで金

額も1億5,400万円で15件と。先ほどの話だと、
不調・不落は組み替えをすることによって大体

全部解消しているということだったんですけれ

ども、よその県では、予定価格があまりに安い

から、そういうことが不調・不落の原因になっ

ているところも随分あるという話も聞いており

ます。 
 長崎県の場合は、そういうことはなくて、組

み替えで全部解消できるということで、労務単

価のこともいろいろありましたけれども、予定

価格そのものが、今のご時世では県が見積もっ

た金額は厳しいということでの不調・不落は、

全く今のところはないんですね。いかがでしょ

うか。 
【田口建設企画課長】 先ほどもお話ししました
ように、昨年度の不調・不落の状況を確認しま

したところ、原因としましては、手持ちの仕事

が多すぎて、新たな仕事を取る余裕がないとい

う話であるとか、同じランクの方で指名を変え
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て違う方を指名しますと受注されるという状況

から見ますと、これは予定価格に問題があるの

ではなくて、業者さんの受注状況といいますか、

手持ち状況に起因するものではないかというふ

うに考えております。 
【江口委員】 なかなか贅沢な状況ですよ、これ
はね。仕事が多すぎてということだから。 
 不調・不落が15件、金額はトータルで1億
5,400万円ですが、予定価格で一番高かったのは
幾らぐらいですか。15件のうち10件が入札での
不調・不落だったという話ですけれども、その

10件のうちで予定価格が一番高かったのは幾
らぐらいのものでしょうか。 
【田口建設企画課長】 先ほど監理課長からご報
告いたしました、主要地方道大島太田和線橋梁

補修工事の975万円でございます。 
【江口委員】 ということは、我が県においては、
大規模な工事については今のところはないとい

うことでしょう。 
 しかし、今後がですね。昨年ぐらいから、こ

ういう不調・不落、もしくは人材不足とか資機

材の不足ということが、比較にならないぐらい

に発生したと。 
 これからの見通し、見込みで、いろんな大型

事業を長崎県も抱えておりますけれども、東京

のオリンピックの問題とか、東日本大震災の復

旧・復興の問題とか重なってくると、資機材の

不足とか、人材の不足とかということの影響が、

我が県にもこれから出てくるんじゃないかなと

思うんです。 
 ということで、この資機材の不足については、

さっきもちょっと話があっておりましたけれど

も、去年の状況、今年に入ってからの状況、そ

のあたりの見通しはどうなんですか。 
【田口建設企画課長】 建設資材等の動向の実態

調査を現在行っております。具体的に申し上げ

ますと、5,000万円以上の県工事を受注しており
ます業者の皆様に対して、現在の資材の需給状

況はどうなのか、過不足があるのか、入手が可

能かどうかという点と、資材の高騰はないかと

いう点で調査をしております。 
 その状況から見ますと、資材の需給状況並び

に価格動向についてもほとんど均等、横ばい状

態であるという回答が95％程度を占めており
ますので、現在においては大きな変動がない、

資材等の確保についても問題なく調達されてい

るというふうに考えております。 
【江口委員】 ということは、長崎県でこれから
大型事業をどんどん抱えておりますが、今の段

階ではそう影響は、心配ないということでよろ

しいんでしょうね。 
 周りからそんな話を聞くことが多いものです

からね。長崎県においても、特に人の不足であ

るとか、技術者がいないとか、材料が高騰して

いるとか、不足しているとかというのをこれま

でも随分聞いておりましたので心配でありまし

たけれども、今の状況ではそんなに心配はない

ということでしょうね。 
 もう一つは、繰越については、髙比良(元)委
員からもありましたように常態化していると、

何年もこのような状況が続いております。しか

し、平成24年、平成25年を比較してみると、件
数が随分改良されているとうかがえます。決し

てこれでいいとは思っておりませんけどね。 
 一つは、技術者が不足していることによって、

さっきもちょっと話があっておりましたが、工

期の問題がですね。今決められた工期で果たし

ていいのかと。入札不落・不調以外で、工期の

問題はあまり影響はないのかなと心配があるん

です。技術者が不足しているために、決められ
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た工期の中ではなかなか上がりが厳しいと、何

とかもうちょっと工期を柔軟に考えてもらえな

いかということについてはどうなんでしょうか。 
【田口建設企画課長】 受注当初は問題なく資材
が購入できる予定であったものが、実際に着工

の中で必要な資材が確保できないと、契約の時

点では予測ができなかった状況につきましては、

工期の延期も含めて県としても適切に対応して

いるところであります。 
【江口委員】 では、個別にですね。 
 繰越の中の道路橋梁とか河川とか港湾という

のは大体わかるんですが、住宅費の9億6,631万
6,000円の繰越というのは、中身はどんなことで
すか。 
【亀山住宅課長】 住宅課の繰越額が9億7,000
万円程度ございます。前年度と比べて約1億
6,000万円の減と。（発言する者あり） 
 繰越額のうち、経済対策補正に伴うものが約

5億円ありまして、補正を除きますと4億7,000
万円で、昨年より約2,000万円の減となっており
ます。 
 内容につきましては、入居者が住みながら住

戸改善をする場合に、駐車場等の入居者との調

整が必要になりまして、それに時間を要したと

いうことでございます。 
 それから、市街地再開発事業に対する補助に

つきましては、民間ベースの事業でございまし

て、基本設計の変更等が生じている状況でござ

います。 
【江口委員】 半分以上は経済対策の分というこ
とですね。わかりました。 
 しかし、今の話で、個別の住戸の改善につい

ては年度を超さないようにやれるんじゃないか

と思うんですよ。道路とかなんとか、土地の問

題とかじゃないんだから、これはぜひ住宅課に

は頑張ってもらってですね。今みたいな理由で

あれば、繰越を何とか食いとめて年度内に事業

を上げていくということが必要だと私は思って

いますので、今後、住宅課においては、今のよ

うな理由での繰越を最小限にというか、出さな

いように努力していただきたいと思います。 
【山本(啓)分科会長】 ほかに質疑はありません
か。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
【山本(啓)分科会長】 ほかに質疑がないようで
すので、これをもって質疑を終了いたします。 
 次に、討論を行います。 
 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
【山本(啓)分科会長】 討論がないようですので、
これをもって、討論を終了いたします。 
 予算及び報告議案に対する質疑・討論が終了

いたしましたので、採決を行います。 
 第1号議案のうち関係部分、報告第1号のうち
関係部分、報告第8号、報告第11号及び報告第
14号のうち関係部分は、原案のとおりそれぞれ
可決・承認することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
【山本(啓)分科会長】 ご異議なしと認めます。 
 よって、予算及び報告議案は、原案のとおり

それぞれ可決・承認すべきものと決定されまし

た。 
【山本(啓)委員長】 次に、委員会による審査を
行いますが、そのまま続行してよろしいですか。

（発言する者あり） 
 では、しばらく休憩をいたします。再開を11
時25分としたいと思います。 
 

― 午前１１時１３分 休憩 ― 

― 午前１１時２５分 再開 ― 
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【山本(啓)委員長】委員会を再開いたします。 
 次に、委員会による審査を行います。 
 議案を議題といたします。 
 土木部長より、総括説明をお願いいたします。 
【浅野土木部長】 私から、土木部関係の議案に
ついてご説明いたします。 
 環境生活委員会関係議案説明資料の土木部を

お開きください。 
 今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

第3号議案「知事の調査等の対象となる法人の
範囲を定める条例の一部を改正する条例」のう

ち関係部分、第12号議案「財産の取得について」
で、その内容は記載のとおりでございます。 
 なお、第12号議案「財産の取得について」は、
補足説明資料を配付させていただいております。 
 次に、土木部関係の議案外の報告事項につい

て、ご説明いたします。 
 今回ご説明いたしますのは、起訴前の和解及

び訴えの提起について、公共用地の取得状況に

ついてで、その内容は記載のとおりでございま

す。 
 次に、土木部関係の主な所管事項についてご

説明いたします。 
 今回ご説明いたしますのは、幹線道路の整備、

石木ダムの推進について、九州新幹線西九州ル

ート（長崎ルート）の推進について、長崎港タ

ーミナルビル活性化検討協議会について、長崎

県新行財政改革プランに基づく取組について、

大規模建築物耐震化に対する支援の拡充につい

てであります。 
 なお、大規模建築物耐震化に対する支援の拡

充については、補足説明資料を配付させていた

だいております。 
 以上をもちまして、土木部関係の説明を終わ

ります。 

 よろしくご審議のほどを賜りますようお願い

いたします。 
【山本(啓)委員長】 次に、港湾課長から補足説
明を求めます。 
【中田港湾課長】 港湾課関係の財産の取得につ
いて、補足して説明いたします。 
 第12号議案「財産の取得について」でござい
ます。 
 配付の課長補足説明資料の1ページをご覧く
ださい。 
 今回の財産の取得につきましては、民間倉庫

を取得し、国際コンテナ貨物の荷捌き上屋とし

て利用するものでございます。 
 取得する箇所でございますが、2ページの位
置図をご覧ください。重要港湾長崎港の長崎市

小ヶ倉柳地区に位置する本県唯一の公共外貿埠

頭で、国際物流の拠点となっています。 
 今回三菱重工長崎造船所の大型客船受注によ

り、輸入貨物の大幅な増加が見込まれておりま

すが、現在の小ヶ倉柳埠頭では上屋の面積が不

足することから、新たに倉庫を取得し荷捌き施

設とするものでございます。 
 3ページ及び4ページに、購入をする倉庫の現
在の写真を貼付しています。 
 契約の相手方、契約金額は、1ページの中段
ほどに記載しているとおりでございます。 
 今回の財産の取得は、民間所有の倉庫を購入

するもので、相手方が特定されていることから、

随意契約により所有者である長崎米穀株式会社

と仮契約を行い、財産取得の案件として上程さ

せていただいた次第でございます。 
 以上で、港湾課関係の財産の取得について、

第12号議案の補足説明を終わらせていただき
ます。 
【山本(啓)委員長】 以上で説明が終わりました
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ので、これより、議案に対する質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
【友田委員】 小ヶ倉柳埠頭の倉庫、財産の取得
について、幾つかお尋ねをしたいと思います。 
 今説明があったように、三菱長崎造船所の客

船受注による輸入貨物の増ということについて

は理解しますし、そのための荷捌き所が必要だ

ということについても理解はいたします。 
 ただ、県があえて、港湾のそばにあるこうい

った倉庫を購入しなければならないのかという

点については、少し疑問とするところでありま

して、県内は長崎港しかありませんので、少な

くとも九州の北部とか、そういったところで、

このコンテナターミナルに附属する倉庫の所有

者がどのようになっているのか、ここをお示し

いただきたいと思います。 
 そして、確かに客船受注によって数年間にわ

たっては荷物が増えるということは当然見えて

いますからいいんですけれども、これだけのも

のを取得するとなると、それ以降の活用がどう

なるのかということが一番問題だろうと思って

います。 
 そういった意味では、この倉庫を取得するこ

とによって小ヶ倉柳埠頭の付加価値がどれだけ

上がって、それ以上に、今後どのようにコンテ

ナの物流が伸びていくというふうに見込んでお

られるのか、このあたりもぜひお示しいただき

たいと思っています。 
 そして、そのあたりについて例えば荷主のニ

ーズなど、これができれば、5年後でも6年後で
もこんなふうに伸びていくんですよという裏づ

けとなる根拠があるのかどうか、示していただ

きたいと思います。 
 また、小ヶ倉柳には、オーシャンローズが就

航していた当時に、クルーズ船とのバッティン

グで、松ヶ枝のＣＩＱが使えなくなるというこ

とで、県が持っていた倉庫をＣＩＱの施設に改

装しました。あれも相当お金をかけたと思うん

ですけれども、実際に使ったのは、私は1回じ
ゃないかと思っていますけど、数度しかないと

いうことであります。あれは、日中間の国交が

非常に悪くなって、そしてオーシャンローズが

廃止に追い込まれたという予測できなかった問

題があるとはいえ、まだ就航していた当時、最

初に私たちにほかの委員会で説明があった時は、

年間20回ぐらい使いますということでした。し
かし、実際に使われたのはそのくらいだったわ

けです。 
 あのような見通しの甘さは、もう小ヶ倉柳に

は許されないと思うので、このあたりのことを

しっかりお示しをいただきたいと思います。 
【中田港湾課長】 貨物上屋について、県が持つ
必要があるのかというご質問にお答えいたしま

す。 
 上屋については、コンテナを扱っております

ので、コンテナから荷物を出してトラックに載

せるといった作業が必要になってまいります。

そのためにＣＦＳ、コンテナフレートステーシ

ョンという施設を、今のところ長崎港には2棟
整備をしております。 
 そこから出した荷物を荷主の都合に合わせて

一時保管をするために上屋が必要になります。

それが、今回取得をしようとしている倉庫の機

能です。 
 これは、産業労働部が集荷の役割分担をして

おりますけれども、ほぼ1年かけて、県内の荷
主を回ってヒアリングをしております。そうい

った荷主の中には、上屋が充実しておれば長崎

港を使いたいという声が多数上がっているとこ

ろでございます。そういった声を聞きますと、
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今後、上屋があることによって長崎港が選ばれ

るというような効果はかなり見込まれるんじゃ

ないかというふうに思っております。 
 それと、他県の状況でございますが、九州管

内の大きな港からご紹介すれば、博多港は24棟
の上屋がございまして、約6万8,000平米ござい
ます。北九州港は、40棟の上屋がございまして、
140万平米ございます。下関港は22棟で4万
8,000平米です。伊万里港は、県有の施設は少な
くて、4棟で約5,000平米になっておりますが、
民有の倉庫が非常に充実をしていると聞いてお

ります。それと、八代港が6棟で1万平米です。 
 長崎港は、今回の民間倉庫を取得しますと、

保有床面積が1万2,400平米になるところでご
ざいます。（発言する者あり）6棟になります。 
 それと、将来の活用法についてでございます

が、当面は三菱の客船受注に伴う貨物をほとん

ど扱うことになると思います。ただ、今のとこ

ろ3隻目の受注がまだ確定をしておりません。
今後、3隻目、4隻目の受注があれば、もちろん
この上屋を使っていただくことになると思いま

す。3隻目、4隻目の受注がない場合でも、三菱
長崎造船所においては高付加価値船の建造を今

後とも引き続き行っていくというふうに言って

おりまして、高付加価値船というと、客船のほ

かに地中探査船とか、ＬＮＧ船とか、そういっ

たものでもコンテナ貨物を取り扱うことになり

ますので、そういった利用になろうかと思いま

す。 
 なお、先ほどご紹介しましたように、県内の

荷主さん方からも、上屋があれば長崎港を使い

たいという声が多数上がっておりますので、三

菱の貨物以外にも、そういった県内荷主の利用

が期待できるというふうに我々は考えておりま

す。 

 それと、柳埠頭の貨物上屋をオーシャンロー

ズの就航のためにＣＩＱ施設に改装した施設で

ございますが、利用については、今、手持ち資

料がないですが、1回ではなく10回未満は利用
したと記憶をしています。 
 現在は、三菱の客船貨物の上屋が必要という

ことがございまして、たまたま、あのＣＩＱの

施設はエアコンが付けられておりまして定温倉

庫として利用できるということで、客船用の絨

毯とか、高級な調度品といったものの保管場所

として、今年の3月ぐらいから、ほぼ満杯状態
で使用をしているところでございます。 
【友田委員】 状況についてはわかりました。 
 他の大きなところがずっとありましたが、そ

もそも博多とか北九州を小ヶ倉と比べるのはい

かがなものかなというのはあるんですけれども、

私が聞いているわけだから、それはそのとおり

お答えいただいたと思うんですが。 
 松浦は伊万里湾に面しているわけで、伊万里

にも私は行ってみました。伊万里港のコンテナ

ターミナルの方にお話を聞いてきました。 
 週に5便ありましたけれども、1便廃止になっ
て週4便です。中には長崎にも経由して伊万里
に入るものもあるんです。 
 先ほど課長からあったように、伊万里はＣＦ

Ｓ倉庫は1つしかないんですけれども、このコ
ンテナターミナルに附帯する、先ほどは4棟あ
るとおっしゃったけれども、それは貨物を積む

ところにあるんです。魚粉とか、そういうもの

を入れて、もともと木材を揚げていたところに

あるんです。コンテナ倉庫に附帯するのは、こ

の奈雅井という民間の会社が持つ1,500坪の倉
庫2棟なんです。 
 ここの方とも話をしてきました。実は小ヶ倉

でこういう話があるけれども、どう思われます



平成２６年６月定例会・環境生活委員会・予算決算委員会（環境生活分科会）（７月４日） 

- 24 - 

かと聞くと、そこの担当の方がおっしゃるには、

確かに三菱重工が客船を受注している2年間に
ついては絶対利用価値はあるでしょうと、しか

し、その後がどうなるのか、そのあたりは私も

何とも言えませんと。 
 先ほど課長からも、客船の3隻目、4隻目がと
れれば、高付加価値船がとれればと、主体は三

菱重工にゆだねられているわけです。 
 長崎県が購入することによって、長崎県が何

か主体的に動いて、そこに動くというのが、先

ほどの産業労働部のヒアリングの話なんです。

私も、このことは何度も産業労働部と話をした

ことがあるんですけれども、産業労働部が今考

えているのは、県内の荷主が輸出入しているコ

ンテナを、とにかく小ヶ倉に集めましょうとい

う発想なんです。 
 でも、データを見せていただくと、小ヶ倉柳

から出ているのは、この長崎港の周辺だけなん

です。佐世保とか県北の方は、博多とか伊万里

とか北九州を使っているんです。なぜか。利便

性がいいからです。週何便あるとか、そういう

ことがあるんです。 
 もう一つおっしゃったのは、小ヶ倉柳の方が

いろんな乙仲の費用とかも高いと。だから、あ

そこにわざわざ揚げるよりも、横持ちを陸路で

使ってでも博多とか伊万里に揚げた方が、荷主

にとってはメリットがあると、だから皆さんは

そういうより利便性のあるところに行くんです

よとおっしゃるんです。 
 考えてみたら、長崎県というのは縦に長いわ

けですから、その一番南部にある小ヶ倉に荷物

を持ってきてくださいと言ったって、県北の人

たちが実際にそこまで持ってくるのか。そこま

での距離があれば、博多にだって行けるように

なるんですよ。先ほどの部長説明にもあるよう

に、西九州道路はどんどん延伸してきているん

です。それを考えると、荷主の皆さんは、もし

こちらに上屋ができたって、利便性が高ければ

伊万里とか博多に行く可能性があるわけです。 
 だから、県が購入をして、最初は確かにいい

でしょうが、その後の十分な利用計画といった

ものをしっかり、十分に検証しておかないと、

県民に説明がつかないと思うんです。 
 たまたま、オーシャンローズのためにつくっ

たＣＩＱ施設については、エアコンが使えるか

ら定温倉庫として使っていますと。そういう付

加価値があったからよかったものの、この倉庫

は、荷物が入らない時に何かに使えるかという

と、荷物が入ってこないと使えないわけです。 
 だから、必要性は十分認めるんだけれども、

即購入とかというんじゃなくて、何年間かリー

スでまず挑戦してみるとか、そういうリスク管

理は必要なんじゃないかと思うんですけれども、

取得をする際に部内でこういった議論はなかっ

たんですか。 
【中田港湾課長】 今ご質問の内容に直にお答え
すれば、部内ではリースで借り受けるというよ

うな議論はしておりません。 
 ただ、今回の取得について、長崎港の将来の

ビジョンを産業労働部と描いております。これ

まで、長崎港は週に1便しかコンテナ航路がな
く、いつ廃止されるかというふうな非常に不安

定な状況でございました。これが、三菱の客船

受注によって、現在のところは釜山航路が週に

3便就航しております。 
 先ほど委員からのご指摘もありましたけれど

も、荷主は、コストと利便性の2点で使用する
港を選んでおります。その中でコストの部分は、

いろんなインセンティブ等を行うことで、ある

程度競争力をつけることができるんですけれど
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も、利便性については、便数を増やさないこと

にはその効果が現れません。現在のところ、先

ほど言いましたように週3便通っておりますの
で、利便性については遜色ない状況になってお

ります。こういった状況をまずは維持すること

が、長崎港にとっては非常に重要なことだと考

えておりまして、利便性とコストの面で、今、

産業労働部としては、荷主に集荷活動を積極的

に行っているところでございます。 
 長崎港で扱われている荷物の状況をさらに分

析をしますと、6割近くが対中国の荷物になっ
ております。現在は釜山を経由して中国に運ば

れる、あるいは中国から運ばれてくるというよ

うな状況になっているんですけれども、いわゆ

る遠回りをしてコストがかかった運搬をしてお

りますので、第2ステップとしては、中国との
直接の航路を開設したいという目標をもって活

動を続けているところでございます。そうする

と、伊万里あたりにも十分競争力がついてくる

ということで、県北部の荷物も集荷の可能性が

出てくるというふうに考えております。 
 その次のステップ、第3ステップとしては、
今は運休しておりますが、フェリーとかローロ

ー船といわれる車を載せるもの、こういったい

わゆる高速船というふうに呼んでいるんですけ

れども、長崎と中国の距離的な近さを生かした

高速船の航路を開設して、さらに競争力をつけ

ていきたいと。そのためにも、今の週3便の航
路を維持するためにも、ベースカーゴとなる三

菱の客船貨物をしっかり確保していく必要があ

るというふうに考えて、この倉庫を取得してお

ります。 
 取得をしたのは、三菱の客船貨物のピークが、

この夏ぐらいにくると言われていまして、夏ぐ

らいに三菱が必要としている床面積が不足する

という状況がございまして、それを少しでも解

消するためにということで、即戦力となる、購

入後にすぐ使えるということもありましたので、

この倉庫を取得したという経過でございます。 
【友田委員】 荷物がたくさんあるから船が就航
する。船が就航したのは、三菱で客船が造られ

ていて荷物がくるとわかっているから週3便に
なっているわけでしょう。船会社だって商売で

すから。伊万里だって、先ほど申し上げたよう

に5便が4便になったのは、荷物が集まらないか
らなんです。今は確かに3便でしょう。でも、3
隻目、4隻目の客船が受注できなかったら、こ
れはまた撤退しますよね。港湾業者は、儲けが

ないところは通らないでしょうから、撤退する

可能性だって十分あると。 
 そういうところにおいて、この夏にピークが

きます、県が、さあ、どうぞと言うのが本当に

県として必要なことなのかと私は思っているん

です。 
 あの港には乙仲の業者さんがいますよね。さ

っき紹介した伊万里湾は、乙仲の業者さんが倉

庫を自前で持って、自らの生業として倉庫を動

かしておられるんです。 
 だから、荷物がいっぱい集まるピークがこの

夏にくるなら、民間の方々に取得していただい

て民間の方に使っていただくと、それを提供し

ていただくということだっていいんじゃないか

と思うんですよね。三菱重工と乙仲の間の民民

の取引でも別にいいんじゃないかと思うんです

けれども、なぜ、民間にゆだねるのではなくて

県がわざわざ購入しなければならないのか、こ

のあたりについて、もう少し説明していただけ

ませんか。 
【中田港湾課長】 長崎港でコンテナ航路を開設
してから、もう既に10年以上たっております。
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これまでいろんな活動をしてきているんですけ

れども、なかなかコンテナ航路が充実するよう

な状況に至っておりません。 
 これは、地理的な条件、あるいはいろんな条

件があって今のような状況になっているとは思

うんですけれども、黙って民間の活動に任せて

おけば、それはもう市場が大きなところ、例え

ば阪神、京浜といったところに荷物が集まって

いくだけになります。九州の中でも北部九州、

北九州とか博多、そこらに荷物が集まり、荷物

が集まるということは、いろんな会社もその周

辺にしか集まらないというような状況になって

しまうかと思うんです。 
 そういう状況を打破するには、民にだけ任せ

ておくわけにもいかないというふうに考えてお

ります。官側が何らかのアプローチをして、そ

ういった需要を喚起するというようなことは必

要ではないかと考えておりまして、今、長崎港

におけるコンテナ航路の充実化の取組を行って

いるところでございます。 
【山本(啓)委員長】 この件に関して、ほかに質
問はございませんか。 
 他の方がなければ、続けてどうぞ。 
【友田委員】 これは、事前に説明を受けた時に、
利用料を取るというお話だったと思います。大

体このぐらい見込めるんじゃないかという金額

もお聞きしましたけれども、そのあたりについ

て、少し説明をしていただけませんか。 
【中田港湾課長】 こういった上屋、あるいは倉
庫については特別会計で行っておりまして、国

から起債という形で借金をして、使用料をもっ

て償還をしていくという事業となっております。 
 大体、上屋というのは華美にはつくらないで

機能面を重視してつくるので、概ね面積当たり

の料金は決まってきまして、今のところ使用料

につきましては、計算の結果、既存の荷捌き上

屋の使用料と同額でペイできるというふうに考

えておりまして、今のところ、日平米当たり

17.11円の使用料を取っていく予定としており
ます。 
【友田委員】 日平米当たり17.11円はわかりま
した。それで償還ができるんじゃないかと、ペ

イできるということだったので、1億8,135万
1,000円で買って、17.11円平米／日で計算した
時に、常に100％ということはないでしょうか
ら、ある程度このくらいだろうと見込める利用

料で、何年で返せるんですか。 
【中田港湾課長】 これは中古ですので、細かい
説明は抜きにして、19年が残りの耐用年数とな
りますので、19年でペイするというふうに計算
しております。 
【友田委員】 19年でペイできる時の占有率は
何パーセントぐらいですか。何パーセントぐら

いでいくという計算ですか。 
【中田港湾課長】 すみません、少し休憩をいた
だいてよろしいでしょうか。 
【山本(啓)委員長】 友田委員、ほかにあります
か。 
【友田委員】 そこをお聞きしたいですね。 
【山本(啓)委員長】 港湾課長、すぐに出ますか。 
【中田港湾課長】 はい、出ます。 
【山本(啓)員長】 では、暫時休憩します。 
 

― 午前１１時５２分 休憩 ― 

― 午前１１時５３分 再開 ― 
 

【山本(啓)委員長】委員会を再開いたします。 
 この内容は、当然のこと議案ですので、各委

員に納得いただかないと進みませんから、午前

中のやり取りも踏まえて必要な資料を揃えてい

ただいて、配付できるものがあれば配付をして
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質疑に臨んでいただくということで、午前中は

終わりたいと思います。 
 午後は、1時30分から再開いたします。 
 しばらく休憩いたします。 
 

― 午前１１時５４分 休憩 ― 

― 午後 １時３０分 再開 ― 
 

【山本(啓)委員長】委員会を再開いたします。 
 まず、午前中に引き続きまして、質問のあり

ました件につきまして、資料を配付していただ

いておりますので、説明を求めます。 
【中田港湾課長】 午前中に引き続きまして、説
明させていただきます。 
 お手元に3枚紙の資料を配付させていただい
ております。まず、その2ページ目をお開きい
ただきたいと思います。 
 午前中にも少し説明をさせていただきました

が、これは、我が県が考える国際物流の将来像、

ビジョンでございます。一番下に書いてありま

すが、このように3ステップの段階的な航路展
開をしまして、長崎港の利便性向上を図り、他

港から貨物を奪還したいと。最終的には、長崎

港の地理的優位性を生かして、全国から高鮮度、

高品質な貨物を集荷し、県内産品の輸出拡大を

図っていくというのが物流の目的でございます。 
 1枚目をお開きください。下に図をつけてお
りますが、これが小ヶ倉柳埠頭の状況でござい

ます。右側に四角が並んでいる、これが上屋群

でございます。今回、購入をしようというのが

赤く着色している部分でございます。その敷地

は赤い線で表記されておりますが、ピンクの着

色をしたエリアは、現在コンテナヤードを拡張

しようとしているエリアでございまして、今回

の長崎米穀の敷地は、まさにこのコンテナヤー

ドに隣接をしており、物流の効率的な利用をす

るために非常にポテンシャルが高い場所となっ

ています。 
 先ほどのステップ1、航路を維持していく段
階に今はあるんですけれども、そういう状況の

中で、航路維持のために必要な三菱の客船貨物

を扱うには、上屋のスペースが足りていないと

いう状況がございました。 
 そういう状況の中で長崎米穀さんが、この土

地・建物を売却したいという情報が入りまして、

我が方としてもぜひ欲しい場所、非常にポテン

シャルが高い場所ということで、今回の購入と

いう経過に至ったわけでございます。 
 1ページ目の上に、この倉庫を購入した場合
の採算性について整理をしております。購入費

用に利子を加算した金額、起債償還額を19年間
の使用料合計の方が上回ると、収支としては成

り立つ結果となっています。 
 加えて言いますと、下の図に1号上屋とござ
いますが、これは建築されて40年が経過してお
ります。耐用年数は31年ということで、耐用年
数を過ぎてもいまだに使用しているという状況

ですので、収支に関しては心配がないというふ

うに考えています。 
 以上でございます。 
【山本(啓)委員長】 説明が終わりましたので、
質疑を行いたいと思います。 
【友田委員】 午前中にお尋ねしていた分で見る
と、結果的に90％の稼働率を19年間続けると、
このような試算ができますということですね。

だから、一番の問題は、90％の荷物を本当に集
められるのかということになってくるわけです

ね。 
 確かに今年の夏に客船の貨物のピークがくる

と。ピークがくるということは、それから落ち

るということでしょう。だから、本当に継続的
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に19年間も90％の状態を保てると、その辺の何
か確固たるものが必要なんじゃないかなと思う。 
 もちろん努力目標であることは十分わかって

いますよ。わかっているんだけれども、これを

県が購入することで、こういうふうな波及効果

があって、そしてこれが、最大の目標とする県

民所得の拡大にこんなふうにつながっていきま

すよと、だから、この倉庫は県が購入しなけれ

ばいけないんですよと、そういうストーリーを

きっちり我々に見せてほしいんですよ。 
 午前中の質疑を聞いていると、結果的に三菱

重工さんにいろんな面でゆだねている。客船を

3隻目、4隻目を受注してもらえば大丈夫ですよ
とか、もしそれを取れなくても、高付加価値船

が受注できれば、それの荷物がありますからと。

でも、それはすべて三菱マターの問題であって、

何もこの90％に反映されていないと思うんで
す。 
 だから、そのあたりをもう少し、こういった

資産を購入して、しかもそれが活用されるとい

うのであれば、もうちょっと、そのあたりの明

確な、やっぱりこれが必要なんだと思えるよう

なお話を我々に聞かせてほしいと私は思ってい

るんですけど、いかがでしょうか。 
【中田港湾課長】 その質問の答えになるかどう
か、3枚目にペーパーを付けております。これ
は、昨年1年間で港湾課と産業政策課と合同で
県内の荷主を回った、そのまとめでございます。 
 荷主さんからは、長崎港の課題として、仕分

け倉庫がないと。この会社のような規模の事業

所では、自前で倉庫を造ることはできないので、

急な注文に対応するためにも在庫を用意する必

要があるというような意見が多数、ヒアリング

の中で出されました。 
 また1ページ目に戻っていただきますが、今

現在、長崎港で取り扱っているコンテナ貨物の

うち、黄色と水色に分けて着色をしております

が、水色の部分が三菱の客船関係の貨物を入れ

ている倉庫です。黄色は三菱以外の貨物を扱っ

ている倉庫でして、このように取り扱っている

貨物は全く三菱だけというわけではなくて、広

くいろんな貨物を扱っているのが現状でござい

ます。 
 我々県としては、三菱の貨物ももちろんです

けれども、先ほどあったような県内の荷主の8
割が県外の港を使用しているという状況から脱

却すべく、とにかく利便性を向上させて、長崎

港で集荷をするというふうな取組を今現在も積

極的に続けているところでございます。倉庫を

生かしていけるように、今後とも積極的に集荷

活動を続けていきたいというふうに考えており

ます。 
【友田委員】 担当課は、この資産の購入に当た
って、委員会でこういう質問が出るという予測

はできていなかったんですか。もし、議会から

きっとこういう指摘があって、こういう回答を

しなければならないんだろうなという思いがあ

るのであればね。 
 私は、この財産の取得についてのペーパーだ

けでは納得できないと思うから、最初からこう

いうものをきちっと付けてあって、事前にこう

いうものがきて、我々がこういうものを一とお

り見た上でこの議論に臨むなら、もうちょっと

いろいろあったんじゃないかなと、我々も、こ

こに臨む時にあったんじゃないかなと。 
 このペーパーだって、委員長から提出しなさ

いという要望があって初めて出てきましたよね。

そういうところがね。そして、90％と書いてあ
る。お尋ねしないと、この90％というのは出て
こない。そういう姿勢で本当にいいのかなとい
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うのもありますしね。 
 やっぱりこの90％、確かに目標高く頑張りま
す、でいいですよ。しかし、19年間これを続け
ればペイできますからと言われても、この90％
が問題なのでね。この辺ももう少し何か説得力

があるようなものがないんですか。やってみな

いとわからないというのはわかりますよ。もち

ろん努力しますというのもわかりますよ。 
 でも、県民がこれを聞いて、それは買わなけ

ればと思いますかね。そんなところなんですよ。 
 そのあたりをもう少し力強く、いやいや、大

丈夫ですと、これを買うことで、私たちは頑張

って、県民所得向上にこうやってつながってい

きますからというようなお話があるのであれば、

それをよしとして信じて認めていいんだけど、

なかなかその辺までのお話がないですよ。こう

して利便性をして、これから頑張りますから、

でしょう。 
 午前中に言ったＣＩＱだってそうなんですよ。

これができれば、さらにクルーズ船の誘客にい

いですからということで議会も認めてきたわけ

です。たまたま定温倉庫として使えているから、

まだましですけれども、あれがもしそういった

利用価値もなければ、何をやっていたんだとい

う話になるわけです。 
 だから、もう一回同じようなことにならない

ためにも、十分にここで議論をして、そういう

発言をした県も、しっかりとその発言が実現で

きるように、ずっと継続的に努力をしていくと

いうような確認ができないといけないと思うん

ですけど、このあたり、部長、いかがですか。 
【山本(啓)委員長】 今日、ずっと友田委員から
そういう質問があって、委員に配っている資料

もありますので、部長からのお言葉をいただく

んですけれども、ほかに、この件について同じ

ようなご意見のある委員はいらっしゃいますか。

よろしいですか。 
 では、1回、部長の答弁を聞いてから、今後
の取り扱いを含めて皆さんにお諮りします。 
【浅野土木部長】 ただいま委員の言われた件に
ついて、長崎県の基本的な考え方はさっき述べ

たとおりで、とにかく長崎港をいかに将来的に

地域として重要な港湾の位置付けにもっていく

のかと、大きな戦略はそうだと思います。それ

によって県民所得向上だとか、県の産業を発展

させていくというのが重要なところだと思いま

す。 
 ここに書いてあること自体は、中身的には非

常に重要なことなんです。こういうものを県の

方針として、県民を含めて議会にきちんと説明

をした上でやっていかなきゃいけないというの

は、おっしゃるとおりだと思いますので、今後

のこういう説明の仕方とか、方針の示し方とか、

その辺は今回かなり不十分だったと思いますの

で、改めて部内で、やり方としてどういうやり

方がいいのか、きちんと議論をした上で、これ

からまた議会に臨みたいというふうに思います。 
 いずれにしても、これにつきましては、県と

しては一番重要な施策の中の一つだというふう

に考えておりますので、ぜひよろしくお願いし

たいと思います。 
【山本(啓)委員長】 暫時休憩します。 
 

― 午後 １時４３分 休憩 ― 

― 午後 １時４５分 再開 ― 
 

【山本(啓)委員長】 委員会を再開いたします。 
 休憩中にお話をいたしましたとおり、第12号
議案に関しまして、それぞれの委員より、もう

少し詳しい資料がほしいというような申し出も

ございました。 
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 理事者におかれましては、週明けの委員会に

おいて、内容について、環境だとか行政側以外

の誰それがじゃなくて、主体的に県行政が、こ

のことについてどのような戦略をもって、どの

ようなビジョンをもって打ち出しているのか、

そういったものがわかりやすい資料をお示しい

ただいて、7月7日、委員会の冒頭で土木部から
の資料説明をしていただいて、審査を再開した

いと思いますが、皆様よろしいでしょうか。 
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

【山本(啓)委員長】 それでは、そのようにいた
したいと思います。 
 ほかに、第3号議案に関しての質疑はござい
ませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
【山本(啓)委員長】 ほかに質疑がないようです
ので、これをもって質疑を終了いたします。 
 次に討論を行います。 
 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
【山本(啓)委員長】 討論がないようですので、
これをもって討論を終了いたします。 
 第3号議案に対する質疑・討論が終了いたし
ましたので、採決を行います。 
 第3号議案のうち関係部分は、原案のとおり
可決することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
【山本(啓)委員長】 ご異議なしと認めます。 
 よって、第3号議案は、原案のとおり可決す
べきものと決定されました。 
 次に、提出のあった政策等決定過程の透明性

等の確保などに関する資料について、説明を求

めます。 
【馬場監理課長】 政策等決定過程の透明性等の
確保及び県議会・議員との協議等の拡充に関す

る決議に基づき、本委員会に提出いたしました

土木部関係の資料について、ご説明いたします。 
 提出している内容については、補助金内示一

覧表、1,000万円以上の契約状況一覧表、陳情・
要望に対する対応状況、附属機関等会議結果報

告となっております。なお、今回の報告対象期

間は、平成26年3月から5月までに実施したもの
となっております。 
 初めに、資料の1ページをお開きください。 
 県が箇所付けを行って実施する個別事業に関

し、市町等に対し内示を行った補助金について

記載をしております。 
 2ページまでが、直接補助金、3ページから5
ページまでが間接補助分となっております。 
 次に、資料の6ページをお開きください。 
 1,000万円以上の契約状況について、建設工事
関係の委託、建設工事、その他の3つに区分し、
契約状況一覧表、入札結果一覧表を添付してお

ります 
 6ページから194ページまでが平成25年度分、
平成26年3月中に契約したものでございます。 
 195ページから353ページまでが平成26年度
分、平成26年4月から5月に契約したものとなっ
ております。 
 次に、資料の354ページをお開きください。 
 知事及び部局長等に対する陳情・要望のうち、

県議会議長あてにも同様の要望が行われたもの

についての県の対応状況を記載しております。 
 最後に、369ページから最終のページまでは
附属機関等の会議結果を記載しております。 
 以上で説明を終わらせていただきます。 
 ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 
【山本(啓)委員長】 次に、政府施策に関する提
案・要望の実施結果について説明を求めます。 
【田口建設企画課長】 平成27年度政府施策に
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関する提案・要望の実施結果について、ご報告

をいたします。 
 お手元の資料「平成27年度政府施策に関する
提案・要望について」をご覧ください。 
 去る6月11日及び12日に実施いたしました平
成27年度政府施策に関する提案・要望について、
土木部関係の要望結果をご説明いたします。 
 土木部関係におきましては、西九州自動車道

の整備促進について、幹線道路、地域高規格道

路、国道、県道、街路の整備促進について、交

流の拠点となる港湾の整備促進についてなど、

8項目の重点項目について、要望を実施いたし
ました。 
 要望実績といたしましては、要望先が自由民

主党、公明党、民主党、国土交通省であり、高

村自民党副総裁、野上国土交通副大臣など計18
名に対し、知事、土木部長により要望を行いま

した。 
 このうち、高村自民党副総裁からは、公共事

業全般のお話として、地域のオピニオンリーダ

ーである知事に、公共事業は防災を含めまだま

だ必要であるということを地域の世論を巻き込

みながら訴えてもらいたいとのご意見をいただ

きました。 
 また、野上国土交通副大臣に対しましては、

特に本県の道路の整備が、全国的に見まして整

備が遅れていることから、一般国道34号などの
幹線道路の整備促進について、強く要望を行い

ました。 
 その結果、一般国道34号、大村から諫早間に
つきましては、準備が整い次第、手続に入って

いきたいとのご意見をいただいたところでござ

います。 
 また、花岡国土政策局長に対しては、近年、

長崎港のクルーズ船の寄港隻数が増加している

ことから、長崎など交流の拠点となる港湾の整

備促進について、強く要望を行いました。その

結果、長崎駅から港まで、一連のものとして考

えなければならないというご意見をいただきま

した。 
 以上が、土木部関係の要望結果でございます

が、一般国道34号、大村から諫早間の平成27年
度新規事業化、長崎港松ヶ枝地区の整備促進な

ど、提案・要望の実現に向けまして、引き続き

国への要望活動を行ってまいります。 
 以上で報告を終わります。よろしくお願いい

たします。 
【山本(啓)委員長】 次に、建築課長より補足説
明の申し出があっております。これを受けるこ

とにいたします。 
【大場建築課長】 長崎県大規模建築物耐震化支
援事業費について、補足してご説明を申し上げ

ます。 
 補足説明資料の5ページをお開きください。 
 資料左側にお示ししていますが、耐震改修促

進法の改正によりまして、特定の用途で大規模

な建築物について、平成27年末までに耐震診断
の実施及び報告が義務づけられました。 
 そこで、これらの耐震診断が義務化される大

規模建築物の耐震化を円滑に進めるために、資

料右側上段のとおりでございますが、病院、店

舗、旅館等の不特定多数の者が利用する建築物

及び幼稚園、保育所等の非難弱者が利用する建

築物のうち大規模なものについて、今年度当初

予算で、耐震診断に要する費用の6分の5を補助
する支援制度を創設したところでございますが、

今回新たに制度を創設しまして、支援内容の拡

充を行おうとしております。 
 資料の右側中段をご覧ください 
 拡充内容といたしましては、耐震診断の補助
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対象となる建築物を対象に、耐震改修計画作成

に要する費用の6分の5を補助する支援制度及
び耐震改修に要する費用の約45％を補助する
支援制度を新たに創設するとともに、下段のと

おり、市町から避難所等の指定を受けた場合は、

耐震改修に要する費用に対する補助率を15分
の11に嵩上げするものであります。 
 なお、避難所等の指定は、市町の地域防災計

画及び長崎県耐震改修促進計画への位置付けが

必要となっております。 
 以上で説明を終わらせていただきます。 
 ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 
【山本(啓)委員長】 以上で説明が終わりました
ので、まず、陳情審査を行います。 
 暫時休憩いたします。 
 

― 午後 １時５５分 休憩 ― 

― 午後 １時５６分 再開 ― 
 

【山本(啓)委員長】 委員会を再開いたします。 
 配付いたしております陳情書一覧表のとおり、

陳情書の送付を受けておりますので、ご覧願い

ます。 
 陳情書について、何かご質問はありませんか。 
【髙比良(元)委員】 佐世保市からの陳情の中で、
石木ダムの建設促進というのがあります。 
 先ほど執行部の方から、陳情に対する対応に

ついて、文書でお示しをいただいております。 
 石木ダム事業の推進のためには、残る地権者

の皆様方には、あらゆる機会を捉えて、ダムの

必要性をご理解いただけるよう、県・市町が一

体となり、誠心誠意努力してまいりますと。こ

れまでずっとこういうようなスタンスでやって

きて、今後ともこういった立ち位置の中でとに

かく全力を尽くすと。 
 それはそれで結構ですが、一方で、平成21年

11月9日に国へ提出した事業認定申請について
は、平成25年9月6日に事業認定の告示がなされ、
今後、用地交渉等の動向を踏まえ、裁決申請に

ついて総合的に判断しますと。要するに、平成

25年9月6日に事業認定の告示がなされて、仮に
裁決申請をする場合においては、1年しか期間
としてありません。残されたところ、今日は7
月4日だから、2カ月ぐらいしかない。そこで知
事も、今度、地権者の皆さんに会うというよう

な話を聞いています。 
 裁決申請について総合的に判断すると、まず

ここから入りたいんだけど、これは、どういう

判断の要素、斟酌する素材をどう考えて、何を

もって判断をするのか、しかもいつごろという

ことについて、答えられる範囲で答えてもらい

たい。 
【野口河川課長】 委員ご指摘のとおり、事業認
定の告示から1年以内に収用裁決申請を上げな
いと、事業認定そのものが失効するという制度

になっております。委員もご指摘のとおり、残

された期間はそんなに長い時間ではございませ

んけれども、県の基本的な考え方としては、誠

心誠意対応させていただいて任意解決を図るの

が県の大前提でございまして、裁決申請のぎり

ぎりまで任意解決について努力してまいりたい

と考えております。 
【髙比良(元)委員】 それでは済まないんです。
そこは表面の話なんですよ。そこに軸足を置い

て頑張るということはそのとおりではあるんだ

けれども、もう少し突っ込んだ議論をしておか

なきゃいかんと思うんです。 
 しないとなれば、9月8日に事業認定の効力が
失効する。今の予定では、9月議会は9月10日に
本会議の予定なんです。臨時でやらない限りは、

石木ダムのことについて我々と議論をする機会
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は今回しかないんです。そういう意味で、少し

突っ込んだ議論をしておかなきゃいかんと思う

んです。 
 今言われたように、任意解決するのが基本だ

と、それに向けてとにかくやるんだとおっしゃ

るけれども、だったら収用はもうやらないと、

裁決申請しないということですか。事業認定が

仮に失効した場合、手続保留をやっているとこ

ろが大部分であるんだけれども、そうでないと

ころがある。そこは、起業地の中の水没地にな

る。あらかじめ先行して、道路の付け替え等を

やっていかなきゃいかん。 
 これはちょっと字が小さくてよく読めないん

だけれども、字矢杖というのか何というのか、

それと字上辻というのかな、結構広い面積のと

ころがあるんです。 
 そうすると、手続保留をやっているところは

まだ猶予が3年残っているんだけれども、いず
れにしても起業地内の重要な位置を占める、保

留をやっていないところ、ここがもし事業認定

が失効したとすると、まさに起業他全体の確保

はできなくなる、事業として成り立たなくなる

ということになるんです。 
 もう一回、事業認定を申請してやり直すこと

ができるかというと、これは理屈ではできない

ことはないけど、現実にはできないと言わざる

を得ないと思う。しないとなれば、緊急性の判

断がそこでもう及ばないという話になる。です

から、国も再度の認定ということはあり得ない

と思います。 
 そうすると、手続保留をやったところ、ある

いはやっていないところ変わりなく、要するに、

最初で最後の裁決申請の期限ということになっ

てくると思うんです。ですから、そういう意味

でお尋ねをしているんだけれども。 

 例えば、裁決申請をする場合に、土地調書も

つくらなければいけない、物件調書もつくらな

ければいかん。そういうふうに事前に書類を作

成する期間は当然必要になってくる。9月8日に
たちまちそれができるかというと、そうではな

い。 
 取得する場合の補償の仕方をどうするか。例

えば立木を移転補償でするのか、取得という形

でするのか。1坪地主ではないけれども、いろ
んな人が関わっておって、権利を持った人がい

る。そこの洗い出しをどうするのか。要するに

裁決申請の仕方はどうするのかということを整

理しないと、収用委員会の審査になじまないと

いう話になってしまう。当然に事務的な準備期

間が必要になってくるわけです。 
 だから、そこのタイムリミットをどういうふ

うに考えてやっていこうとしているのか。我々

に何も示さないままに、県として決めましたと

いうわけにはいかないと思います。委員会の所

管事項だから。 
 本来だったらあなたたちが、いついつ、こう

いう腹を固めましたと、知事の責任のもとに。

その時に委員会を可及的速やかに開いて集中審

査をする、そういう道が残されていないとも限

らないと思うけれども、まだそこはあずかり知

らぬ話ですから、そういう意味で今、お尋ねを

させてもらっています。 
 裁決申請のタイムリミットって、いつぐらい

から準備にかからなければいけないと、そこを

フィードバックした場合にどれぐらいになるの

か。9月8日ではないでしょう。いつぐらいまで
を考えているんですか。 
【野口河川課長】 基本的な最終判断は、やっぱ
り9月8日ぎりぎりまで任意交渉をやるという
基本スタンスの中で、最終判断はぎりぎりまで
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残しておきたいというふうに考えております。 
【髙比良(元)委員】 内々に作業をしつつ、最終
判断は9月8日と、そういう話になるでしょう。
でも、内々の調査といったって、江戸町だけで

できる話ではないんだよ。現場に行って確認を

しなきゃいけないんだよ。例えばさっきの立木

の取得だとか、そういうものについては。権利

関係についても一定、可能なことはやっていか

なきゃいけない。全部不明で、不明裁決申請と

いうわけにはいかないんだから。 
 そうすると、行動を起こさないといけないわ

けです。少なくとも現場に入らなきゃいけない。

こういう作業はどうなっているんですか。 
【野口河川課長】 そういう事務的な作業につい
ては、適宜適切な時期にやっていかなければな

らないと考えておりますけれども、現時点では、

先ほど申し上げましたように、やはり最終判断

は、残された時間は短いんですけれども、任意

解決に向けて最大限努力するというのが、今の

県の立場でございます。 
【髙比良(元)委員】 戻るけど、最終判断をする
場合のメルクマークって何ですか。今後、残さ

れたわずかな期間だけれども、とにかく交渉を

していって、一定歩み寄りができてきた、任意

交渉で解決の糸口を見出すことができて、そこ

に可能性を求めていきたいということで、もう

裁決申請はあきらめましたと、やりませんと、

あくまでも任意でやりますと、そうするのか。 
 そうではなくて、対立が明確になっていて、

何としてもと理解を求めるけれども、そこはご

理解いただけないといったことで、次のステッ

プに入らざるを得ないというふうにして判断す

る。だから、何をもって判断をするのか、最終

判断というか。そこの話をしてください。 
【野口河川課長】 先ほど来申し上げております

ように、任意解決するためには、やっぱり一度

お会いして話し合いをすることが最も大事なこ

とであるということで、先々週から、新聞等で

も報道されておりますけれども、知事、市長、

町長が、どうしても川原地区の地権者の皆さん

とお会いしたいということで再三お願いしてお

ります。具体的に言いますと、7月1日、7月5日、
まさに明日ですけれども、話し合いの機会を持

たせていただきたいと、並びに協力のお願いも

させていただきたいということを申し入れてい

るんですけれども、明日の7月5日の面談につき
ましても、昨日、向こうの方が都合が悪いとい

うふうな返答があっておりまして。 
 県としましては、そういう場を持たせていた

だきたいお願いすることも続けていきたいと考

えておりまして、任意解決のためには、まずお

会いして話をさせていただくのが最重要である

というふうに考えております。 
【髙比良(元)委員】 もうそんなに時間がないわ
けだ。本当に腹をくくって、どうするかという

決断を余儀なくされる時期、期限がもう刻々と

迫っているわけだ。今までの答弁はそれでよか

ったのかもしれないけれども、それがいつまで

も通用しない。客観的に考えて、それはもう最

大限の努力をして理解を求めると、それに尽き

るんだけれども、しかし、この何十年も対立を

しながら、事ここに至っている状況の中で、事

業の必要性とか、公益性とか、そういったこと

について基本的な認識が違うわけだから、おい

それとわかったという話には、客観的に見た場

合はそう簡単な話ではないと思っているんです。 
 そういう状況でしょう。間違いないでしょう、

これは。だったら、また会えなくなったという

話だけれども、仮に会えたとしても一度や二度

で済む話ではないですよ。ところが、9月8日と
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いうのは刻々と迫ってくるわけです。その時に

最終判断と。 
 だから言っているんです、さっきから。最終

判断とは何をもって最終判断をするんですかと。

2つに1つしかない。そこはどう考えているんで
すか。事業をやめるのか。それとも任意交渉で、

今後もずっと引っ張っていってやるのか。どう

するのか。 
 そこは基本的な話だから、いつまでも頑張る、

頑張るという表面の話だけでなくて、腹をくく

った話し合いをしなければいかんのじゃないの

か、我々とも。どうですか、部長。 
【浅野土木部長】 石木ダムにつきましては、今
まで長い年月かけて、40年余り、いろんな交渉
の中でやってきたわけです。 
 事業認定をかける前の段階で、かなりその辺

の議論をさせていただきまして、その状況が、

当時、地元の地権者の方々となかなか会えない

状況がございました中で、何らかの打開ができ

ないのかということで、今まで手続としては進

めてきたということでございます。 
 昨年12月に、場は変わりましたけど、弁護士
が入ったということがちょっと変わったんです

が、いずれにしても話ができる機会が少し出て

きています。その中で事業自体の話とか、その

辺のことにつきまして何回か議論を交わすこと

ができたと。 
 その後、春になって一度、そういう状況の中

で知事も現地に赴いて、何とか一人ひとりとお

話ができる機会ができないのかということで足

を運びました。 
 その後は、我々事務方としましては私がヘッ

ドになって、2回ほどですが、弁護士も入って
はいますが、その議論をしてきた。その中で、

知事との直接の機会ができないのかというお話

があって、我々も、やはり現地へ行って、現地

の13世帯の方々と直接お話しする機会ができ
るのであれば、これを一つの機会として何とか。 
 そこで委員がおっしゃるように和解できるか

とかという問題は置いておいて、まずはお話が

できたということ自体が、話としては一つの進

展ができたということだと思いますので、まず

それを第一義に考えて今やっているわけです。 
 その後の話は、いずれにしても会えた後どう

いう議論になるのかというのが非常に重要で、

そこを踏まえながら、最終的にどういう判断を

するかというのをぎりぎりまで、我々としては

期間の許す限りやっていかなきゃいけないとい

うことで、今こういう話をさせていただいてい

るところです。 
 いずれにしても、手続につきましてはいろい

ろございますので、その辺の話につきましては

必ず議会の方に、こういう話があって、こうい

う段取りを踏んでいきますという話は事前に必

ずご説明しようとは思っていますので、ぜひ、

今の状況をとりあえずは見ていただきたいとい

うふうに思いますので、ぜひよろしくお願いし

ます。 
【髙比良(元)委員】 最終的な判断は、いよいよ
裁決申請の期限である9月8日に行いますと、そ
ういうことですね。そうしたら、その判断をし

て、直ちに我々とまた委員会で議論をするのか。

そういうことは考えていないのか。もう自分た

ちで判断して、それをお知らせするだけなのか。 
 ここのところは、よくよく考えてもらいたい

と思っているんです。蚊帳の外に置かれたって

かなわない、委員会として。そこはどう考えて

いるのか。 
【浅野土木部長】 その辺の県の判断をする場合
には、もちろん議会、皆様方にお話しした上で
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ということが必要だと思います。その段階は少

し我々も考えさせていただきたいし、また、委

員長ともご相談したいと思います。ぜひよろし

くお願いします。 
【髙比良(元)委員】 そのようなことを考えてい
るということですから、委員長においてはぜひ、

ここは抜かりない取り扱いをよろしくお願いし

たいと思います。 
 委員会としてやらなきゃだめですよ。個別に

委員に説明するなんてことはだめだから。 
 それを前提として、その前に整理をする意味

で聞かせていただきたいと思っているんだけど、

仮に裁決申請をするとした場合に、どの範囲で

やるのか。手続保留地も含めて全部やるのか。

それとも、今回失効する分だけやるのか、そこ

はどう考えているのか。 
【野口河川課長】 今回、9月に期限を迎えると
ころ、手続保留をかけていない農地だけを今の

ところは想定いたしております。 
【髙比良(元)委員】 そこは、例えば家屋等の支
障物件はないのか。 
【野口河川課長】 家屋等の支障物件はございま
せん。 
【髙比良(元)委員】 そうすると、仮に裁決申請
をして裁決がなされて、明け渡しが地権者に求

められる時に、行政代執行はあり得ないという

ことだな。行政代執行はないな、そうすると。

答えて。 
【野口河川課長】 行政代執行は想定いたしてお
りません。 
【髙比良(元)委員】 そうすると、実際に起業地
として確保し、いろんな物理的な工事等に入ろ

うとする時に、いろんな抵抗があったら、その

時にはどういうふうなことを考えているのか。

少し先走った話かもわからないけれども、それ

はどういう手続でやっていくのか。 
【大場用地課長】 土地収用手続きと行政代執行
というのは別物でございまして、収用委員会で

裁決したものと、工事で妨害するというのは、

代執行とは別の執行であるということを申し上

げたいと思います。 
【髙比良(元)委員】 そこが民事の裁判でまた別
途という話が当然出てくるんだよな。その辺に

ついて、妨害排除請求とか、そういう話になっ

てきて、代執行じゃなくて強制執行の話になっ

てくるんだよ。そういう意味では、そう簡単で

はないんだよ、これは。収用裁決で終わりとい

う話ではないんだよ。 
 あなたたちは、手続保留地は除くという話を

したけれども、そういうことを一方でしながら、

保留をかけたところについて交渉ができるのか。

交渉できないよ、こんなことは。2段階方式が
基本的に成り立つのかということだよ。ここは、

もう腹をくくって考えていかなきゃいかんと思

いますよ。同じいざこざを、あえて機会を分け

ることによって、さらに助長させてしまう。拡

大してしまう。仮に公用収用権でやろうとした

場合、相手をさらに踏みつける結果になってし

まう。 
 ここは、よく考えたがいいと思うよ、やり方

として。さっき、2段階に分けてやるという話
だったけれども、交渉ができる余地、機会が生

まれる可能性があるのかどうかということを。 
 一方で強制的にやりながら、一方ではテーブ

ルにつけという話、現実にはそんな簡単な話で

はないですよ。そのことによって、相手にどれ

だけのインパクトを与えるかということまで併

せて考える必要があると思いますよ。 
 ですから、仮に裁決申請をするという時には、

先ほどすらっと、分けてという話があったけれ
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ども、ここはしっかり熟慮をした方がいいと思

いますよ。 
 いずれにしろ、とりあえず一定の期間がきた

ら、事務的にいろんなものを調整していかなき

ゃいかんから、そこは9月8日よりも当然に前も
ってやらなきゃいかん。しかし、最終判断は9
月8日にしますと。その前には、我々委員会と
議論をしっかりしますと。それから、立木ほか

は支障物件がない、したがって行政代執行には

及ばない、行政代執行はしないという話ですね。 
 最後に一つ聞きます。仮に裁決申請をした場

合、収用委員会は公開でやられます。恐らく、

地権者の代理人と立木の代理人という格好で、

弁護士等もいろいろ入ってくると思います、今

いろいろ出ているような人たちも含めて。そう

すると、事業の公益性とか必要性とか、そうい

ったことを恐らく主張してくるよ。 
 ところが、事業認定は、仮設的に公用使用権

を付与するに当たって、今言った事業の緊急性

とか、必要性とか、公益性はもう判断をされて

いるわけです。公定力が出されているわけです、

国によって、仮設的に。 
 収用委員会は、それを蒸し返して、また判断

するという余地はないはずなんです。そうした

ら、一方では価格の問題ではなくて事業の要件

についての争いという話ですから、これは逆に

言えば、裁決申請をすれば、そう時間がかから

なくて収用委員会は裁決をするであろうと理屈

としては考えられる、そういう見通しを持って

います。そこだけ確認したいと思います。 
【大場用地課長】 収用委員会の裁決といいます
か、収用委員会で一つありますのは、補償額と

収用等の区域を決定するということがございま

す。その収用委員会の中においても和解という

制度がございまして、その中でも協議をするこ

とがあるということを一つ申し添えたいと思い

ます。 
 それから、収用委員会の審理の期間といいま

すか、今までの通常の収用委員会では大体6カ
月程度で行っておりましたけれども、今回の事

案については、まだ土地等の調査ができていな

い状況ということですから、どういう補償内容

かというのを収用委員会の中で算定といいます

か、起業者の算定と地権者の方のお話とか、そ

ういうものを収用委員会の中で、額等について

審理することになりますから、まだどうこうと

言えませんけど、私の今までの経験から申し上

げれば、通常よりも長くなるんじゃないだろう

かとは思います。 
【髙比良(元)委員】 今の発言だけど、収用委員
会は、和解勧告とか、和解をやりなさいと促進

をするようなやり方は、今回の事例の場合には

絶対にあり得ないと思うよ。補償価格について

の争いではないんだから。歩み寄れる範囲、あ

るいは収用、裁決申請をしたから、地権者にも

う一度考えてもらうと、任意の交渉で得られる

補償費というか、あるいは買収価格というか、

そこと収用でやられた場合の租税特別措置法の

問題もありますよ、税金の問題もある、提示価

格の問題もある。 
 だから、そこのところのプラス・マイナスを

地権者の方で再考するような余地があるとすれ

ば、そういうことで任意で済ませてくれと、済

ませ得ることができるだろうという余地がある

んだったら和解で進めるという話はあるよ。 
 あるものか、今回、そんなのは。和解を勧め

るとはどういうことか。 
 裁決申請したけれども、もう一度、その事業

のダムの必要性等についてご理解をいただくよ

うな、そういう協議をしなさいと収用委員会が
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言うのか。あり得るはずがないだろう、そんな

ことは。用地課長、そんな答弁をしたらつまら

ん。現実に即した話をしていかないと。 
 そう長くはかからないはずですよ。そうする

と、次にいろんな抵抗が出てきた時に、どうい

う手続に入るのかと想定がされてくるね、いろ

いろとね。 
 そういった全体の流れを想定した中で、それ

こそ総合的な判断、そのメルクマークをどうす

るかと。どこでどう腹をくくっていくのかと、

こういうことを政策的に検討していかないとい

けない。しかも時間がないということです。 
 今日は、そういう時期が来た時には委員会で

審査をお願いしますと、そういった類の話が部

長からあったから、これ以上は言いませんけど、

これは待ったなしですよ。いいとか悪いとか、

そういう評価は全く除いた中で今話をしている。

これから想定されるであろうことをイメージし

て、腹を本当にしっかりくくった取り組みを覚

悟しなきゃいかんと思っています。 
【山本(啓)委員長】 ほかに、質問等はございま
せんか。 
【友田委員】 地元の陳情が出ていますので、少
し。 
 先般、知事から回答をいただいたんですけれ

ども、19番の松浦市からの要望です。西九州道
路の整備促進の中の1番はありきたりのことで
ありまして、県としても国に対して要望してい

ることでありますから、それについてはぜひ今

後ともお願いしたいと思っています。 
 2番の、新たなアクセス道路の建設として、
国道204号から松浦インターチェンジ及び一般
県道上志佐今福停車場線から今福インターチェ

ンジ（仮称）の整備を図ることという要望が出

ています。 

 西九州自動車道のインターチェンジが、松浦

市内には3つできる予定です。一番東にある今
福インターチェンジというのが今年度中に供用

開始になるんですけれども、もともと、このイ

ンターチェンジと国道204号を結ぶ道路は、既
存の市道を拡幅して使うということが国土交通

省から示されていました。 
 この道路を拡幅すると、既存の道路の交差点

の30メートルぐらい先に、もう一つＴ字路がで
きるんです。Ｔ字路で使う。こういう形になる

と、この国道自体がクランクになってしまうの

で、こちらから来てアクセス道路に乗ろうとす

る時にクランクのような形で本線に乗ってしま

うので非常に使い勝手が悪いと、地域の交通渋

滞等にもつながるので、ぜひこの道は、204号
のＴ字路を真っ直ぐ延ばして4つ角にしてアク
セスでつないでくださいという要望をずっとし

ていたんです。 
 しかし、ここについては、国土交通省は既存

の市道の拡幅ということを譲らなかったものだ

から、このままこの状態をずっと続けていくと

西九州自動車道の建設そのものにも影響が出る

だろうという判断のもと、松浦市が、新しい道

を、国道204号から今福インターチェンジまで
の間のＭＲをまたぐ大変な道路だったんですけ

れども、一般財源で、市の費用でやりました。 
 もう一つ、調川インターというのがあります。

これも当初はつくる予定はなかったんです。先

ほどの部長説明にもありますけれども、平成30
年度に開通予定の松浦インターチェンジを使う

と。 
 なぜ調川につくるかというと、あそこにはご

案内のとおり松浦魚市があります。松浦魚市か

らのトラック、鮮魚車は松浦インターから載っ

てくださいということだったんですが、そうな
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ると、調川町という旧商店街の中を通らざるを

得ないんです。今は直接福岡方面に行っている

んですが、松浦インターに載るために平戸の方

に通行しなければいけない。じゃあ、現道の拡

幅が必要ですねという話になってくるんです。

現道が不十分なのに、現道を拡幅しないまま松

浦インターチェンジに載ってくださいというの

は現実的ではないので、調川インターチェンジ

もつくってくださいと松浦市はお願いしたんで

す。結果的に、これも山の中にありますから、

204号から調川インターチェンジも、同じよう
に松浦市が一般財源でつくりました。合わせて

14億円ぐらいかかっています。 
 県内に三川内、大塔、佐世保みなと、佐世保

中央、相浦中里、佐々、今度は江迎インターと

平戸江迎御厨インター（仮称）というのができ

る。その中で、同じように地元が自らの一般財

源でアクセス道路を作ったのはないんです。で

すから、ぜひこの204号の取り付け道路を県の
方でつくってくださいという要望なんです。 
 そういう背景がある中で、先般、知事からは、

204号と松浦インターチェンジとのアクセス道
路については、松浦鉄道が隣接しているので、

非常に安全性が問題ですというご指摘がありま

した。その安全性の問題を土木部としてはどん

なふうに、何が危険で、どういうことが想定さ

れるから難しいと言われているのか、そういう

背景も含めてお知らせいただけますか。 
【佐々道路建設課長】 西九州道路の松浦インタ
ーチェンジのアクセスについてのお尋ねです。 
 先般、知事から回答させていただいた内容に

つきましては、今、市の方から要望が上がって

いる接続箇所につきましては、国道204号と松
浦鉄道が並行して走っている、鉄道の横が国道

という状況でありまして、市の方で整備されて

おります街路が国道にＴ字で交差して、提案で

はそれを踏切で、もっと前の松浦バイパスの方

に突き抜けようという計画なんですが、そうな

りますと、そこが十字路になります。踏切のす

ぐ側が国道ということで、松浦バイパス側から

入ってきた車が信号処理で停車するところが踏

みきりになってしまうことになります。そうい

う意味で危険な状態ということです。 
【友田委員】 わかりました。停車するところが
踏み切りなので、そこが危険という判断ですね。

そういうことであれば、わかりました。その辺

をどう改善していくかというところが一番の課

題というところですね。 
 先ほどのような背景があるということを、ぜ

ひ委員各位にもわかっていただきたくて、言い

ました。 
 あと、新福島大橋の建設です。これは、私も

一度、一般質問で取り上げて、まだ前任の土木

部長でありましたけれども、この橋は長寿命化

対策もやっていただいたので、急急に架け替え

るということについてはあまり県として積極的

ではなかったんですけれども。 
 ここに、長崎県橋梁長寿命化修繕計画の改定

におきまして、平成30年度以降の架け替え対象
橋梁としてリストアップをしていただきたいと

書かれているんですけれども、このあたりの可

能性はどのようにお考えなのか、お聞かせいた

だきたいと思います。 
【池田道路維持課長】 福島大橋の架け替えにつ
いてのご質問でございます。福島大橋につきま

しては、県内の橋梁について策定しております

維持管理計画に基づいて、佐賀県とともに適切

な維持・管理をしている状況でございまして、

現在47年経過している橋梁ではございますが、
実際に健全な状態として保てているという状況
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でございます。 
 この維持管理計画の中に架け替えの橋梁に改

定をするというご要望でございますが、先ほど

申しましたとおり、適正な維持管理をしていけ

ば橋梁としてはまだ大丈夫だという判断をして

おりますので、現在のところ、改定におきまし

て架け替えという位置付けにはならないかとい

うふうに思っております。 
【友田委員】 わかりました。これはまた別の機
会に議論をしたいと思います。 
 ここに書いてあるように、これは老朽化して

云々ということよりも、この奥に九州液化ガス

が併設している国家備蓄基地の唯一の陸路での

搬出経路であるというところと、昭和30年代の
設計でありますから、非常に狭隘で歩道もない

というような問題でありますので、これは今後

議論をしていきたいと思います。 
【山本(啓)委員長】 ほかに質問はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
【山本(啓)委員長】 ほかに質問がないようです
ので、陳情につきましては、承っておくことと

いたします。 
 次に、議案外の所管事務一般に対する質問を

行うことといたします。 
 まず、政策決定過程の透明性等の確保などに

関する資料について、質問はありませんか。こ

れはもうまとめてもいいですね。 
 次に、政府施策に関する提案・要望の実施結

果についての質問はございませんか。 
【小林委員】 平成27年度政府施策に関する提
案・要望、この3項の特記事項の中で、本県の
道路の整備が全国的に見て遅れていることから、

こうして強く要望をしてきたということなんだ

ろうけれども、改めて、どの程度遅れているの

かということが気になるね。 

 それと、一般国道34号、大村諫早間について
は、準備が整い次第、手続に入っていきたいと

のご意見をいただいたと。 
 この準備が整い次第というのは、どういうこ

とをもって準備が整っていると言うのか。 
【佐々道路建設課長】 まず、道路整備の状況で
ありますが、平成24年4月末現在で、本県の国
県道の整備状況は、改良率でいきますと、2車
線の改良が71.5％です。九州で5.4％でございま
す。 
 それと、計画段階評価がどういう状況かとい

うことでございますが、3月に計画段階評価に
入るということが公表されまして、現在、その

具体的な準備を整えているとお聞きしておりま

す。 
 その内容としましては、解決すべき課題の把

握とか、政策目標の明確化、複数案の比較を進

めていくとお聞きしておりまして、年度内にな

るべくそれを完了してもらうようにお願いして

いるところです。 
【小林委員】 34号線については、現段階でほ
ぼ完了する予定のものとまだ残っているもの、

それから、大村から諫早までということは、与

崎の交差点から諫早の本野入口のことを言って

いるんでしょう。この内容でしょう、ここに書

いてあることは。 
 与崎の交差点から諫早の本野の入り口までが

大体4.9キロメートルだったかな。 
 あなたは道路建設課長なんだろう。この質問

はあなたにしていいんだろう。何か全然場違い

みたいな、なんで俺に言うのかというような顔

をしていて。質問していいんだろう。全然俺に

は関係ないというような顔をして。（笑声）答

えてよ、質問しているんだ。 
【佐々道路建設課長】 先ほどのは4.9キロメー
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トルではなく、5.3キロメートルでございます。 
【小林委員】 4.9が5.3になったわけだね。あな
たから4.9と以前に聞いておったけど、あなたが
間違いだったんだな。そういうことで、今は5.3
キロメートルになった。 
 それはいいとして、準備が整い次第に手続に

入っていきたいというようなことで、平成27年
度にこの事業が事業化されるかというようなと

ころに関心があるわけです。 
 先ほどから言っているように、今年度中に問

題を全部クリアして、平成27年度から事業化さ
れると、こんな見込みが立つのかということな

んです。そこのところをもう少し、感触とか、

現実に事務作業を進めている状況の中で、今の

段階はどうですかと聞いているんです。 
【佐々道路建設課長】 この計画段階評価の中で、
九州地方整備局で社会資本整備審議会地方小委

員会というものが数回行われるとお聞きしてお

ります。その1回目の会議に向けて、今は事務
的な整理をしているとお聞きしております。 
 事業化の可能性につきましては、全国で今年

度の新規事業化は9カ所しかございませんでし
た。こういう状況を踏まえますと、昨年度、本

県内では西九州が事業化されておりますので、

楽観はできないというふうに考えています。 
 あの国道は、日交通量が3万台を超え、非常
に混雑しているということは国の方も認識され

ております。それを裏づけるというか裏打ちす

るために、地方の意見を十分中央に伝える必要

があると考えていますので、大村市、諫早市、

県も協力して、国の方にそういう声を伝えてい

きたいと考えております。 
【小林委員】 声を伝える程度でこれが事業化に
なるならば、非常にいいことだ。何か問題がそ

こにあるのかと。現実に、1日3万台を超えてい

ると、これは急いで4車線化をやっていただき
たいと願っているわけでしょう。 
 今、計画段階評価ということで調査費がつい

たというような認識でいいのかどうか。調査費

がつけば、当然事業化されるだろうと、こんな

見方ができるわけだけれども、そこら辺の調査

費で、もう既に計画段階評価みたいなものに入

っていっているのかどうか、調査費は何に使っ

ているのか、そういうところを。 
【佐々道路建設課長】 調査費についてのお尋ね
ですが、計画段階評価に入ったからこういうお

金がついたというものではないらしいんです。

本県の場合は、長崎河川国道事務所という国土

交通省の出先事務所がございますが、そこの道

路調査費をやりくりしながら、大村諫早間の調

査を進められているとお聞きしております。 
【小林委員】 では、もう一回最初から。 
 ここの中に書いてある、建設企画課長が話を

した内容で、準備が整い次第、手続に入ってい

きたいとのご意見をいただいたと。準備が整い

次第というのは具体的にどういうことかと。そ

れクリアして手続に入っていきたいと言ってい

るんだけれども、その内容が具体的にどういう

ことなのかということを聞いているんです。 
【佐々道路建設課長】 先ほど申し上げました整
備局で開かれる委員会に入るというのが手続の

一種でありまして、それが数回あると今お聞き

しています。数回ある間に、地元の意見を聞く

という活動を行うことになります。具体的には

簡易ＰＩということになろうかと思いますが、

意見交換会等を国が主催されるんだと思います。

それを具体的な手続だというふうに考えており

ます。 
【小林委員】 建設企画課長の先ほどの説明では、
平成27年度新規事業にということを非常に前
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向きに期待できるような発言をしているような

感じで、そして君の方は非常にトーンダウンし

ているわけで、2人の意見が離れているような
感じがするから聞いているんです。 
 これは、平成27年度の新規の事業化にまだ手
応えを感じていない、そんな簡単なものではな

いよということなのか。平成27年度は、こうい
う条件をクリアすることができれば新規採択と

いう形になっていくんじゃないかと、そんなよ

うな見通しは何もないのかということで、奥歯

に物の挟まらないような形で、もうちょっとき

ちっと話をしたらどうなのか。 
【佐々道路建設課長】 段階的なお話をすると、
計画段階評価に入ったということは、事業の必

要性についてはもう整理が終わっているという

ふうに考えられます。あとは事業化される時期

の問題でありまして、通常は計画段階評価には

2年から3年かかるというふうに言われており
ます。これは平成24年度にできた制度なので、
事例が少なくて判断しかねる部分もあるんです

が、当箇所につきましては、大きなルートが幾

つもあるというわけではないように思われます。

現道拡幅的なことが多いんだろうと思うんです

けど、そうなると、その期間は短くて済むんじ

ゃないかということで、来年の2月か3月に行わ
れる新規事業採択時評価にかけてもらいたいと

思っていまして、そのためには働きかけが必要

だということで、決して後ろ向きに考えている

わけではありません。 
【小林委員】 今言うように計画の段階評価とい
うような形で、そこのところに載ったというこ

とは、要するに事業の必要性については認めら

れているんだと。それはもう当然のことながら、

さっきも言ったように、1日3万台を超えるなら
ば事業対象になるということは当たり前のこと

だから、交通量の多さにおいては、これはやっ

ぱり新規で採択していただかなければいけない

客観的な条件は満たしていると、これは当然誰

しも受け止めているわけです。 
 具体的に予算の少ない状況の中にと言うけれ

ども、予算があるのか、ないのかということも

あるわけだけれども、今の状態においては予算

は結構大幅に増加されているわけだから、あま

り予算がないからできないんだというようなこ

とにもならないだろうと思うんだけれども、地

元の声を大きく上げていってほしいとか、2月、
3月ごろに検討委員会があるから、そこの中で
最終的に判断を待つということで、平成27年度
に事業化できるかどうかということについては、

2月、3月ごろまでに条件整備を整えていかなけ
ればいけないと、そしてそこで結論を待つと、

こういうような見方でいいんですか。 
【佐々道路建設課長】 委員おっしゃるとおりだ
と思います。 
【小林委員】 では、2月、3月までに絶対にそ
こで認めていただくとすれば、今何をしなけれ

ばいかんのかということを、もうちょっと明確

に言ってもらいたいと思うんです。条件はもう

わかっているわけだから、何をしなければいか

んのか。声だけを張り上げておけばいいのか。

あとは何をしないといかんのか。クリアしなけ

ればいかんのは何があるのか。 
【佐々道路建設課長】 やはり、中央にそれが必
要だということを伝えることが一番大事だとい

うふうに考えております。 
【小林委員】 中央に必要だと伝えるって、どう
やって伝えるのか。それをもっと頻繁にやれと

いうことか。 
 もうちょっと具体的に、今何を求められてい

るのかと。クリアしなければいけない条件は全
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部クリアしているんだろう。2月、3月にきちっ
と評価していただけるようにするためにと、あ

と何をしないといかんのかということを聞いて

いるんじゃないか。声だけ張り上げておけばい

いのか。 
【浅野土木部長】 具体的な手続は、先ほど申し
たとおりですが、全国で新規事業は、先ほど言

ったように非常に数が少ないんです。その中で、

今のお話は、どういう活動をすれば国土交通省

でそういう条件が整うのかということだと思い

ます。 
 西九州自動車道の例を挙げて申しわけないん

ですが、昨年、概算要求が終わった8月の段階
から、もちろん地元でも期成会とか大会とかを

行って、中央の議員とか国土交通省のそれなり

の方々を呼んで、必要性についてはそこで議論

したり、地元の声を直接聞いていただいたり、

そういう機会をできるだけ頻繁につくって納得

していただくと、理解をしていただくという活

動をいろんな場面でやっていくという意味です。 
 そこについては、県知事も中央に行ったり、

国会議員のところに行ったり、それから地元の

市長さん、町長さんにも何度も行ってもらった

という経過がありますので、その辺の熱意の伝

わり方だとか内容の伝わり方、それが何回か行

くとかいろんな方が行くことによって多方面か

ら伝わるということでお願いしているわけです。 
【小林委員】 要は、政治力をしっかり確保して
言うべき物をしっかり言って、お願いをしてい

かなくちゃいかんと、要は政治力だと、そうい

うような認識をいたしました。 
 現時点においては、平成27年度新規になると
いう可能性についてはまだ全く白紙の状態だと

いうような認識におらなければならないという

ことかな。 

 私がここのところにこだわりを持って質問を

いたしておりますのは、今の国道34号線の手前
の堂崎まで、水主町の入り口、そこからの状況

と水主町入り口から、もう一つ空港入り口と、

これがまだ実は残っているわけだよ。水主町の

入り口から34号線の4車線化というようなこと
で、今立派になりつつあるわけだけれども、堂

崎までは3.2キロメートルだった。わずか3.2キ
ロメートルなんだけれども、そこまでは大体で

きた。 
 水主町の入り口のところから空港入り口の約

500メートル、これは全くまだできていないわ
けだよ。 
 水主町の入り口から与崎の交差点までの間が

3.2キロメートルと。3.2キロメートルに対して
何年かかっているかと。わずか3.2キロメートル
を拡幅するのに何年かかったか。 
【佐々道路建設課長】 今、委員がおっしゃった
区間については、事業化が平成3年になされて
おります。ですから、その間を供用したのが平

成23年度なので、約20年を要しております。 
【小林委員】 平成3年に事業採択となって、約
20年と言うが、これは実際に20年9カ月かかっ
ているんだよ。たった3.2キロメートルが20年と
9カ月もかかっているわけよ。しかも、あと500
メートルは残っているわけだ。こんな状況の中

で、そこから先の与崎の交差点から本野の交差

点までは、もうどんなことがあっても1日も早
くやっていただかなければ、何度も言うように、

もう1日3万台を超えているわけです。これは、
いろんな意味から早急にやらなくちゃいかんと。

だから、国会議員の方々も含め、諫早と大村の

市長をはじめ関係者の皆さん方で協議会みたい

なものをこの間やっている、知事も来てもらっ

ていると、こんなような状況になっているわけ
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だけれども、その4車線化の諫早本野までのこ
とと、3.2キロメートルをやっと終わって、この
500メートルがまだできていないんだよ。この
500メートルはどうなっているのか。 
【佐々道路建設課長】 水主町から空港南口まで
のお尋ねですが、平成24年度に建物調査とか構
造物の設計を行っておりまして、平成25年度、
昨年度に用地取得に着手、用地の協議を始めて

おります。今年度は、その用地取得を促進して

いくというふうに伺っております。 
【小林委員】 だから、500メートルはあとどの
くらいの見通しなのかと。3.2キロメートルを
20.9カ月もかかった。 
 土木部長、あなたは最近これを知っただろう

と思うんだよ。このわずか3.2キロメートルに20
年9カ月もの期間がかかったということについ
ては、どう思っているか。 
【浅野土木部長】 実際問題としましては、事業
はそれぞれの地域、場所によってかなり状況が

異なっていますが、20年というのはちょっと長
いような気がします。一つのプロジェクトは、

ものによるんですけど、まず5年ペース、5年、
10年、せいぜい15年とかですね。ダムの場合は
全く違いますが、そういうペースでいかに効率

的に事業を進めていくかと。 
 最近においては、プロジェクトマネージメン

トというのを取り入れて、できるだけ早く事業

ができるように進めていくということも努力し

ているようですが、それは国の方でございます。 
【小林委員】 あなたのところの国土交通省なん
だよ。20年は長いだろうが。20年と9カ月もか
かって、まだできていないんだよ。申しわけな

い言い方だけれども、何度も何度も言っている

けれども、3.2キロメートルだよ、わずか。 
 用買かれこれというのは、みんなうまくいっ

ているんだよ。全部うまくいっているんだよ。

それにもかかわらず、わずか3.2キロメートルが
20年9カ月もかかる。そして、まだ500メートル
は残っている。そんな状況の中で、今こうやっ

て本野の入り口まで5.3キロメートル、4車線化
ということをやっているわけだ。 
 こんなに時間がかかって、一体これは何なの

かと。今あなたは、10年を一つのスパンと、ち
ょっと問題点があったとしても15年だと。あな
たも今いみじくも言われたように、20年も超え
ているということはちと長すぎると。 
 一体何なのか、こういうことは。要するに工

事をして完成をすればありがたいということに

なるけれども、工事の最中はとても、いたずら

に混雑するばかりだよ。渋滞が解消と言うもの

の、その工事の期間中は、むしろ反対に渋滞を

加速させるような結果にもなっているわけだよ。

そんなようなことを考えていけば、今回の新規

事業化ということについても速やかにやっても

らわないと、今回の3.2キロメートルが20年9カ
月もかかったと、しかもまだ500メートルはや
りっぱなしということ、全然長崎県の声は届か

ないではないかと。 
 結局は新幹線も、最終的に一番最後になって

しまった。これは鹿児島ルートと一緒にやって

もらわないといかんのだよ、本当は。これは江

口委員もいるけれども、公明党の先生方が大抵

加勢をしていただいた。 
 なんでこういうような状態で、20年9カ月も
わずか30.2キロメートルに。 
 今後のそういう見通しについて、あなた方も

もう少ししっかり取り組んでいただかなければ。

今、平成27年度の新規事業についても、何か奥
歯に物の挟まったような言い方をしているけれ

ども、これもまだ明確ではない。採択されてか
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ら、いつ完成をするかということが一番問題な

んだけれども、今度のところは1日に3万台も通
っている。これは20年もかからないとしても、
時間がかかっておったら、交通の渋滞は、もう

これ以上のものはなくなってしまう。 
 そういう点から考えてみて、長崎県のこうい

うような道路の整備が遅れているということを

指摘しているわけだから、そんな3.2キロメート
ルを20年以上かかって、それをもってできたで
きたと。それは完成したことは喜ばしいけれど

も、まだ途中じゃないかということだよ。 
 もう一回明確に、あと500メートルはいつで
きるのか。 
【佐々道路建設課長】 残りの500メートル区間
についての完成のお尋ねですけど、それにつき

まして、通常であれば、用地の取得状況を見て

国が完成時期を公表していますので、現段階で

私の方から、いつということを申し上げられる

段階にはございません。申しわけありません。 
【小林委員】 全然手つかずだったろうが、この
500メートルについては。3.2キロメートルに対
して20年9カ月もかかるわけだから、むしろそ
っちの方も。 
 それもちまちまやっているんだよな。国病入

り口から久原2丁目までの200メートル、それか
ら玖島中学校入り口から国病入り口の300メー
トル、久原2丁目から与崎交差点まで700メート
ル、3つに分けてちまちま、ちまちまやって、
何か知らないが、予算がついたと思ったら、ど

こかよそに持っていかれてしまったり、結局は、

そういうようなやり方の中でこんなに遅れたと

思うんだよ。 
 あと500メートルについて、全く手つかずの
状況で、用地買収だって今からだろうが。用地

の買収について、地元が反対しているからでき

ないということじゃないじゃないか。なんだ、

このやり方は。 
 だから、国土交通省から来ている土木部長、

もうちょっと国土交通省に言いなさいよ。本当

に恥ずかしいぞ、こんなことで。冗談じゃない

よ。政府要望の中において、そんないい加減な、

全然何を言っているかわからないような答弁を

したり、何を聞いてきているかわからないよう

なことで、今言うような実態は実に驚くと同時

に嘆かわしいし、それはもう国民、県民、市民

として、できたこと、完成することについては

喜びを感じるが、その途中の経過については、

こんなにも時間を要するような事例はあまりな

いと思うんだよ。とんでもない話だよ。 
 だから、あと500メートルを早急に。4車線も、
諫早の本野の方も大事です。同時並行の中でこ

れをどんどんやってもらわないといかんという

ことで、これは一つ命題として、ぜひ、土木部

長が来て、これを早期に解決することを期待し

たいと思うが、決意のほどを。 
【浅野土木部長】 実情はよくわかりました。 
 私も、県に来たからには県の代表として、長

崎県民を代表して国土交通省に調整をしたいと、

申し入れをしたいというふうに思います。よろ

しくお願いします。 
【山本(啓)委員長】 ほかに質問がないようであ
れば、一度休憩を取りたいんですが、よろしい

でしょうか。 
 しばらく休憩します。3時15分再開でお願い
します。 
 

― 午後 ３時 ０分 休憩 ― 

― 午後 ３時１５分 再開 ― 
 

【山本(啓)委員長】 委員会を再開いたします。 
 次に、議案外所管事務一般について、質問を
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していただきたいと思いますが、大体20分めど
で回していきたいと思いますので、皆さんの考

慮でお願いします。 
【小林委員】 20年9カ月でちょっと調子が出て
きましたので、引き続き、委員長のお許しを得

て、よろしくお願いしたいと思います。 
 20分とは言わずに、適当にやってくれ。 
 道の駅の長崎街道鈴田峠について、道路維持

課長にご説明を求めたいと思います。質問をい

たします。 
 まず、道の駅というシステム、地元の自治体

から上がってきて、県を経由して、それから国

土交通省で最終的に採択してもらうと。これは、

言うように県が非常に重要な役割を果たすと。 
 例えば大村市の長崎街道鈴田峠という道の駅

が大村市の方から申請が県にくる。県で十分に

整理をしていただいて、その上において国土交

通省に上げると、国土交通省で予算をまたつけ

ると。 
 県は予算を出さないが、地元大村市と国で、

それぞれ比率を分かち合いながらやっていくと

いうことなんだけれども、長崎街道鈴田峠につ

いては、大体どういうような申請の内容だった

のか、まず、その辺を聞かせてもらいたい。 
【池田道路維持課長】 大村市の鈴田峠に現在建
設をしております道の駅についてでございます。 
 事業主体は大村市ということでございますが、

道の駅の建設に当たりましては、接続する道路

管理者との協議が一番最初に出てまいります。

したがいまして、国道34号に接続をしておりま
すので、国土交通省とどういう形で整備をして

いくかを協議します。 
 道の駅の機能は、休憩施設、情報発信施設、

地域の振興のための施設、この3つの機能を備
えているということが要件になります。 

 それから、適正な配置になっているかという

ことで、県内の道の駅がある一定の配置間隔で

適正に行われているかについても取り上げて整

備をしていくということでございます。 
 道の駅の登録そのものは供用開始前にすると

いうことで、これは県も当然入りました協議会

の中で、道の駅として十分な要件を持っている

ということで推薦をして、国の登録をいただく

という手続になっております。 
【小林委員】 時間がないから、要点だけ答弁し
てください。 
 道の駅の機能は、地域振興、休憩施設とか3
つあったんです。道の駅については、あくまで

もあなた方県で採択をするわけですね。そして

国土交通省に上げると。県の段階で、これを大

村市側と調整をしながらと言うんだけれども、

地域振興というのは、この計画ではどういうふ

うになっているのか。何をもって地域振興と言

えるのか。 
【池田道路維持課長】 現在のところ、大村市の
方で地域振興策について検討を進めているとい

う段階でございます。 
【小林委員】 その辺のところが私はわからない
わけです。平成23年から平成24年、平成25年と
4年間かけて、トータル1億5,000万円ぐらいお
金を出しているんだぞ。平成23年から、この資
料では628万円、平成24年が2,700万円、平成25
年が5,000万円、平成26年が6,600万円、トータ
ル1億5,000万円です。 
 地域振興の内容はどういうものなのかと聞い

ているわけです。今、大村市がそれをいろいろ

と調整しているとか、何か計画を立てていると

か、そんなようなあなたの答弁ではなかったか

と思うけれども、事業計画を提起する時に、地

域振興とはどういうものだと、こんなトイレを
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つくるとか、公衆電話をつけるとか、そんなこ

とは当然として、地域振興にどう貢献するかと

いうことについて、今こんな事業が始まって、

予算をつけるだけつけて、その中でまだ決まっ

ていないとは一体どういうことですか。理解が

できない。 
【池田道路維持課長】 事業経過といたしまして
は、平成23年に採択した段階では、地域振興策
について、隣にレストラン、地元の農産品など

を売る民間施設がございまして、それを併せた

形で道の駅ということで進めておりました。 
 ところが、平成24年になりまして国の方から、
特に民間施設の存続性が重んじられるというこ

とで、民間施設の存続性担保がとれるかについ

て、大村市が判断をすべきとなりました。その

段階で、道の駅としては、併設する民間施設を

外して単独で整備をするということになりまし

た。 
【小林委員】 民間の施設はあくまでも民間の施
設じゃないか。今、1億5,000万円もかけて整備
しているその目の前に、産直の店と「野鳥の森

レストラン」、そんなものがあるわけだよ。平

成16年から始まって、当初予定では、5年後の
平成21年には売上げ見込みを4億8,000万円、4
億9,000万円という予定を上げておったわけだ
よ。お客さんを大体35万人ぐらいとしておった。
平成16年度から「鈴田峠農園」ということで、
今整備している道の駅の目の前にこれがある。

当初の予定では、平成16年度からスタートして、
平成21年度には4億8,800万円、約4億9,000万円
の売上目標、集客人数を35万人としておったけ
れども、平成21年度の時点においては、35万人
を相当下回る24万人、そして売上げは約5億円
に対して2億円しかない。平成24年度には、集
客について21万7,000人ということで、相当ト

ーンダウンしている。売上げについても1億
9,600万円ということで、相当これもトーンダウ
ンしているわけだよ。 
 こういう状況の中にあるにもかかわらず、地

域振興についてはということで、平成23年度、
全く業務の改善がないままに、地域の振興につ

いてはこの民間施設と組むと、そういう形の中

で事業採択をしたと、こんなようなことになっ

ているわけだけれども、地域振興については、

平成23年度の申請の時には、そのレストランと
か産直と組んで、そこにやってもらうという話

がまかり通っておったんですか。途中で変わっ

たと言うけれども、途中でこの内容の制度、仕

組みが変わったんですか。 
【池田道路維持課長】 併設する民間施設を一体
として整備することにつきましては、協定など

を結ぶことによって、民間施設を取り込んだ道

の駅とすることができるということになってお

りました。 
 ところが、道の駅そのものに民間施設を取り

入れた形での整備が、なかなか存続が難しいと

いう実態が全国で生じてきているということも

ございまして、民間施設を一体として整備する

場合には、先ほど言った存続性を求めると、少

しハードルが上がって、その基準が変わったと

いうことでございます。 
【小林委員】 制度の仕組みが変わったとかと言
っているけれども、もとも出発点が不純じゃな

いか。目の前のレストランとか産直の店が、さ

っきも言ったように全然目標に達していない。

それから、ここは長崎市あたりに産直の店を2
回にわたって出していて、それが結局撤退を余

儀なくされたと、相当な赤字ではないかという

ことが仄聞されているわけだよ。 
 そういうような状態の中で、平成23年度にこ
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の事業を採択する上において、現状の鈴田峠農

園という、県が100％出しているところの食と
農というような制度にのってこれができている

わけだけれども、これが全然ペイしていないじ

ゃないか。ペイしていない状態の中で、ここが

地域振興に貢献できるという平成23年度の時
点においての計画そのものが無理ではなかった

かと。事業計画はそれで正しいと思ったのか。 
【池田道路維持課長】 民間施設の経営状況は、
確かに我々がいただいております資料は委員が

おっしゃったような数字でございます。目標に

対して確かに売上げは少ない状況でございます

が、経営の中身については農林部局の方で所管

をしておりまして、そこについて赤字であると

か、黒字であるとかという判断は、定かではな

かったのかなというふうに思っております。 
【小林委員】 同じ県庁の組織の中で、今みたい
な無責任な答弁がまかり通るということ自体が

聞いて驚きなんだよ。県民の税金だろう。市民

の税金、国民の税金だぞ。こんなものが、食と

農の農林部の管轄だからとかということで、地

域振興に貢献できるような状態でもないのに。 
 もう一度言うが、目標の売上げの金額は5億
円だよ。それに対して2億円弱なんだよ。3億円
の差があるじゃないか。35万人といいながら20
万人しか来ていないじゃないか。 
 こんなようなところと組んで、地域振興はこ

れによって貢献できると。そして、制度が変わ

ってからは地域振興については何一つ。もう来

年度から供用開始という時に、今年度ももう既

に7月になって、あとわずかしかないけれども、
地域振興に貢献できるような。 
 事業が先に進んで、全部でき上がってしまっ

ているじゃないか。それにもかかわらず、今計

画をしていると、こんなような話があるのか、

この世界に。行政のシステムの中に、こんな考

えられないような計画があるのか。これについ

てはどう思うのか。 
【池田道路維持課長】 確かに通常こういう計画
を立てる時には、最終的には登録の前までにそ

ういう内容を確立させるということになってく

るかと思いますが、今回、途中で変更になって

いるということから、我々も、交付金事業につ

いては施設の建設、道の駅については登録の中

身を早めに充実させるように指導をしてきたと

ころでございます。 
【小林委員】 もうちょっとよく考えてから答弁
をしてくださいよ。道の駅の採択基準には、地

域振興に貢献できなければいけないという1項
があるわけだよ。トイレをつくるだとか、公衆

電話をつくるとか、あるいは道路の情報及び地

域に関する情報の提供ができる施設とか、こん

なような3つの要件をクリアしなければいけな
いということは、先ほどあなたも答弁した。 
 その中で、地域振興というのはとても大事な

んです。これに大村市側から約7,000万円、国土
交通省から8,000万円、トータルで1億5,000万
円の国民、市民の税金が投入されているわけだ

よ。こういう状況を考えた時に、その3つの要
件を完成するまでに出せばいいということは、

誰が決めているのか。そんなことで地域振興に

貢献できるという要件を満たされているという

ことになるんですか。 
【池田道路維持課長】 制度的には、先ほど申し
ましたとおり、登録前までに確実なものにする

ということでございます。事業化の際には、そ

ういった検討も並行して進めつつ事業を行って

いくべきものだと思います。 
【小林委員】 登録する前までという状態ではな
くして、もういろいろ造り替えることもできな
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いわけだよ。地域振興にどうやって貢献するか

ということが何もできていないじゃないか。 
 駐車場27台、トイレを10基ぐらいつけると、
そこまでは固まったけれども、どういう内容を

もって地域に貢献できるんですかと。その地域

に貢献できるという内容が、まだ今なお固まっ

ていないというところに私は不満を感じるとい

うことなんだよ。 
 同時に、事業計画がでたらめじゃないか。こ

の運営費、管理等々に毎月、あるいは年間にか

かるお金はどこから出てくるんですか。これに

ついて、きちんとした当初の事業計画というも

のがあって、設置主体は大村市だけれども、大

村市がこれをずっとそのまま自分たちで持って

やるのか。市民の税金をまさに投げ捨てるよう

な、赤字だらけのこんなものを許されていいの

かどうかということは誰しもが考えるよ。 
 ここの維持管理、運営費は、どういう売上げ

をもってやろうとしているんですか。 
【池田道路維持課長】 道の駅の管理というもの
は、駐車場スペース、あるいはトイレの維持管

理も含めたところでの維持管理費でございます。

その上で、現在大村市の方で考えておりますの

は、類似施設の規模から考えまして、100万円
から150万円ということで検討しているという
ことです。 
 それともう一つ、地域振興の施設の内容につ

いては、確かに具体的なものはまだ固まってお

りませんけれども、地域振興施設の経営が黒字

でなければいけないという規定はございません。

道の駅の目的そのものが、物販とかレストラン

という営業利益だけではなくて、情報提供をす

る、あるいは防災機能を持たせる、一般的な話

ですが、そういった目的も道の駅にはございま

す。 

【小林委員】 防災機能を持たせる、道路情報を
伝える、こんなことを一つの自治体でなぜやら

ねばいかんのか。長崎県に道の駅は幾つあるの

か。この維持管理費は、今の話では年間100万
円から150万円かかると。それについては、今
の状況だったら大村市が丸抱えで市民の税金か

ら払わねばいかんというようなことで、赤字で

あってはならない。だからといって、経常費は

全然上がらないわけだよ。全部市民の税金でこ

れを払うという建前の中でやっているのか。 
【池田道路維持課長】 先ほど申しましたとおり、
その経営につきましては、必ずしも収入で支出

をペイするというような経営形態ではない場合

もございます。その上において、維持管理等々

の経費が必要になってきた場合には、大村市自

ら支出をするということを確認しております。 
【小林委員】 これは大村市が設置主体だけれど
も、ここの運営主体を一般公募して、誰かに引

き受けていただこうという考え方が当初のスタ

ートではないのか。事業計画は何もない、そこ

から売上げも全然ない、みんな丸抱えで市民の

税金で払う、こんな形で運営されるようになっ

ているのか。収入の道というものを何ら事業計

画の中で考えていないのか、どうですか。 
【池田道路維持課長】 そういうところを今、ま
さに検討している段階でございます。本来はそ

こは早めに検討しなければいけない内容かとは

思います。 
【小林委員】 土木部長、これは国土交通省の話
だけど、あなたも最近お見えになって、今のや

り取りを聞いておって、来年4月に供用開始、
オープンするわけ。事業計画も固まっていない。

お金だけ先に出して、事業計画は固まっていな

い段階において、売上げが幾ら上がるとか、100
万円だろうが150万円だろうが、その金をどう
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やって捻出するかということについては、単純

に市民の税金で払えばいいじゃないかと、こん

な見切り発車的な、こんな無責任な、税金をか

なぐり捨てるようなやり方でこれが採択された

というところに、私は不純な面を感じるわけで

す。 
 これは単純にいえば、目の前のレストランと

か産直がうまくいっていないと、これを助ける

ためにこんなようなことをやったと言われても

仕方がないではないかと。 
 当初のスタートは、地域振興についてはそれ

を認めておったけれども、どうもうさんくさい

ということで内容が変わったと。地域振興につ

いては設置主体の市で独自で考えてくれと。じ

ゃあ、何が地域振興と言えるのかといえば、今

それを協議している最中と。 
 もう7月だぞ。もう既に工事は始まって、完
成は近いんだよ。もうほとんど完成をしている。

そんな状況の中で、今みたいな答弁をもって県

が、無責任な採択をして国土交通省に上げてい

いのかと。もう少し市と協議をしながら、どう

やって採算をペイできるかと、当然そんな話を。

しかも、地域振興について当初の話から少し変

わったと。変わったならば、それに変わるべき

内容はと、まだそれができていないということ

の中で、もう目の前で完成をして見切り発車し

ようとしている。 
 地域振興ができていなかったら、これは実際

おかしいじゃないかということになって、要件

を満たしていないということにもなりかねない。

どう思いますか。 
【浅野土木部長】 経緯は今聞いている中でしか
わからないですが、道の駅の施設は、道路利用

者に対するサービスということで、もともとは

道路管理者が駐車場、休憩施設をつくるという

ところからスタートして、それに地域の物販施

設とかをプラスアルファでやれば、もっと機能

が活かせるだろうということで、この道の駅の

やり方をすれば地域に貢献ができるだろうとい

うことで、この制度ができてきた経緯がござい

ます。 
 ですから、少なくとも今できている施設とし

て、道路利用者なり地元の方々にどのぐらいサ

ービスができるのかというのがまず一つあって、

その中で…。（発言する者あり） 
【小林委員】 そんな話をしていたってしようが
ないよ。 
 全国で広がっているといっても、長崎県で幾

つあるのか知っているのか、部長は。道の駅を

長崎県で幾つ造っているか、知っているのか。

そんなことを知った上でそんな答弁をしている

のか。何が全国に広がっていると、一般論だろ

う。長崎県で道の駅がどのくらいあるのか。知

らないくせに何を言っているのか。9つしかな
いんだよ。長崎県で、9つしか道の駅はないよ。
みんな赤字だそうだ。 
 そういう状態の中で税金をたれ流しするよう

な形、そんなことは国でやってくれよ。道路情

報と、地域振興に貢献できるようなものではな

い。 
 しかも、私がけしからんと思うことは、設置

主体は市だ。今言うように国土交通省で8,000
万円、そして地元大村市で7,000万円、1億5,000
万円の予算において、これが経営的にペイでき

るのかということについては、全く何も考えて

いない。これを一般公募の中で第三者にやって

もらおうと。誰が第三者がやってくれますか、

こんなのを。結局は税金のたれ流し。 
 国の採択基準が全くできていない状況の中で、

今なお地域振興に貢献できるようなものが何も
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ない中で、こんなものが平成27年度にオープン
するということについては、極めて税金がもっ

たいないし、これはもう赤字になるということ。 
 毎年100万円とか150万円とかと言っている
けれども、この根拠は一体何なのか。そんな簡

単なものではないよ。月に10万円もかからない
ような維持管理で済むわけはないじゃないか。

何か泥船みたいないい加減な計算をしている。

こんな無責任なことがまかり通るということは

絶対に許されないと。こんなことについては、

やはりきちっと県の方でチェックしていただか

なければいけない。そのチェックがなぜかでき

ていないということにあきれている。 
 やっぱりこれはどう考えてもうさんくさい。

何のためにこの道の駅がつくられるのか、大体

私はわかっているような感じがするけれども、

こんな変則的なおかしいやり方の中で、税金が

政治的な配慮の中で投入されるということにつ

いては絶対に許し難いということを重ねて申し

上げておきます。もうこれ以上言ってもしよう

がないから。 
 しかし、これは今後十二分に検討してもらわ

ないと、こんな見切り発車は絶対に私は納得で

きないということだけは、ここでしっかり申し

上げておきたい。 
【久野委員】 1～2点、質問させていただきた
いと思います。 
 まず1点目は幹線道路です。先ほど、西九州
自動車道で小林委員の方からいろいろ言われて

おりましたけれども、私の方からは西彼杵道路

の問題について話をさせていただきたいと思い

ます。 
 西彼杵道路につきまして、江上、指方からパ

ールラインを通って、第2西海橋を通って大串
までということで、供用開始できているのが

13.6キロメートルです。佐世保から長崎まで、
時津までは46.6キロメートルですか、約50キロ
メートル弱ですね。そういった中で13.6キロメ
ートルしかできていない。先ほど言われた20年
9カ月で3.5キロメートルよりは幾らかいいんで
すけれども。 
 そういうふうな状況で、この供用率を考えて

みますと27％なんです。私が議員になる前です
から、8年か9年ぐらい前ですか、第2西海橋の
開通式がありました。私も何らかの形でご案内

をいただいて参加をしたんです。出席をさせて

いただきました。その時に国会議員、もちろん

要職を持っておられる大臣クラスの議員から、

佐世保－長崎間を1時間で結ぶと、しかもこれ
は10年かかるよというふうな挨拶がありまし
た。うわ、10年かかるのかというようなことで
聞いたんですけど、13.6キロメートルぐらいで、
もう既に10年近くたっているんですね。 
 あと残りが33キロメートルあると、供用率が
これはまだ27％ですよ。そういうふうな状況の
中で、これは国の補助等々もいろいろあると思

いますけれども、非常に遅い。道路ができるの

が遅い。先ほど小林委員が言われたように、本

当に遅いと思うんです。 
 ですから、まず1点は、県の目標として、先
ほど言いますように国の補助、いろいろあると

思いますけれども、この全線開通はいつを目標

にされているのか、まずお聞かせいただきたい

と思います。 
【佐々道路建設課長】 委員のお話のように全線
約50キロメートルございまして、そのうちの
13.6キロメートル、27％が現在供用していると
ころでございます。 
 現時点の整備状況としましては、時津側から

整備をしようということで、約3キロメートル
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を今年度から事業化したところでございます。

3キロメートルを足しても17キロメートルぐら
いですので、あと30数キロメートルの未着手区
間があるということで、現時点で、その完成の

目標とか、見通しとか、そういったものを申し

上げられる段階にはないというふうに考えてお

ります。 
【久野委員】 目標は目標であるようですけれど
も、今度、平成26年度の重点目標ですね、時津
の3キロメートルというのは。これも今から用
地買収にかかるわけでしょう。 
 この用地買収は大体どれぐらいかかるんです

か、3キロメートルで。私はそこらあたりがよ
くわからないんですけれども、何年ぐらいかか

るんですか。 
【佐々道路建設課長】 用地買収についてのお尋
ねですが、ケース・バイ・ケースかと思います

が、用地を全て買ってしまってから工事に着手

するというものではなくて、例えばこの工区の

場合はトンネルがございますので、トンネルに

着手できる範囲を優先的に用地取得しまして、

工事用道路の借り上げとか、そういう段取りを

とりまして進めたいと考えておりますので、こ

の場合は、なるべく2年後にはトンネルに着手
したいというような計画でおります。 
【久野委員】 計画は計画でそれぞれされて、そ
の中から用地の取得をしていかなきゃいかんと

いうようなことでございます。なかなか遅くな

るなというふうに思います。 
 幹線道路網を含めて、1車線ですけど、大串
までできて、非常に速いです。 
 地域の経済が発展をしないのは何かといえば、

そこに港があり、交通アクセスがきちんといっ

ておれば、おまけにそこに水があれば、本当に

いい経済波及効果、いわゆる経済が発展すると

思うんです。こういう要所要所のところが、先

ほどから小林委員が言われたように、力をかけ

なきゃいかんところにかかっていないなと、私

はいつもそういうふうに思っているんです。 
 部長、そこのあたりはどうですか。もう少し

力を入れるところはぐっと力を入れながらやっ

ていかなきゃいかんと思うんですけど。 
【浅野土木部長】 長崎県に来て思ったことは、
道路ネットワークの幹線道路網が大分遅れてい

ると。それはいろんな要因があったかもしれま

せんが、今、西彼杵道路、それから西九州自動

車道、今度は東彼杵道路も要望していますので、

そのネットワークがいかに早くできるかという

ことに、これから国土交通省への要望も含めて

努力していきたいと思いますので、ぜひご支援

をまたよろしくお願いしたいと思います。 
【久野委員】 道路問題については、西九州自動
車道も一緒ですよね、松浦佐々間、ぜひひとつ、

1日も早い供用開始ができるようにお願いして
おきたいと思います。 
 それから、先ほどから石木ダムの問題が髙比

良(元)委員からありました。もう一回、ここで
整理をさせていただきたいと思うんです。 
 ご案内のとおり、石木ダム建設については、

計画から約40年です。40年たっても、いまだ先
が見えないというのが現実ではなかろうかなと

思っているんです。 
 何とか、昨年9月6日、事業認定が告示されま
した。そして土地収用裁決申請が1年以内とい
うことで、この期限が9月8日と、もう本当に時
間が迫っているというような状況であります。 
 なぜこの石木ダムが必要なのかというところ

を、もう一回、私なりに話をさせていただきた

いと思うんです。 
 まず一つは、平成6年に264日間、実に9カ月
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ですよ。約9カ月間、佐世保市民の皆さん方は
制限給水、これはもう本当に大変な状況でした。

これからもう20年近くたっているものですか
ら、だんだん、だんだんそれが薄れてきている

と私は思うんです。もう一回、あの平成6年の
渇水時を思い浮かべながら話をさせていただき

たいと思います。 
 佐世保の場合は、貯水量が75日分です。640
万トンぐらいです。75日間雨が降らないとした
ら、そんなことはないだろうと思うんですけれ

ども、しかしこれはわからない。平成6年みた
いな形になるんです。 
 特に今みたいに地球温暖化の状況を考えてい

くならば、大洪水とか大渇水、世界各地で起こ

っているわけです。この前、東京では、夏服を

着ながら雹が降るということもあっているし、

どういうふうな事態になるかわからない。まさ

に異常気象になっている。 
 ですから私どもは、何としてでもこの水瓶を

つくっておかなければいかん。佐世保は慢性的

な水不足ですよというのが一つです。平成6年
にありましたけど、その後もいろいろと時間制

限等々やってきております。 
 それからもう1点は、川棚町で、平成2年7月
ですか、大洪水が起きたわけです。若い人たち

は知らないと思いますが、川棚町で床下浸水、

床上浸水が384戸ということだってあっている
わけです。 
 ですから、私ども佐世保の人間としては、佐

世保の水だけではなくして、川棚町の皆さん方

も一緒なんです。佐世保も川棚も、安心して安

全な生活ができるようにということを考えてい

くならば、やっぱり石木ダム以外にないという

ふうに私どもは思っております。 
 今日までいろんな推進活動を行ってきており

ますけれども、なかなか厳しい状況であります。

特に私どもとしては、ただただ13戸の反対者の
皆様方のご理解を何とかひとついただきたいと

思っているところでございますけれども、なか

なか決意は固い状況でございます。 
 そこで、特に今回、知事が言われました。今

後、建設に向けて、県と市と町と一体となって

最後の最後まで最大限の努力をしていくという

ことを言われておりますけれども、任意交渉で

これが解決できるかといえば、かなり厳しいん

じゃないかというふうに思っております。 
 もう一回、ここあたりについて、残された期

間にどういうふうな交渉をやっていかれるのか、

再度聞かせていただきたい。これは部長の方か

らよろしくお願いしたいと思います。 
【浅野土木部長】 この必要性については県とし
ては、県知事はじめ、絶対に必要だということ

でずっと進めてきたわけです。 
 確かにもう2カ月余りということで、非常に
短い期間ですが、今はとりあえず地元の方々と

いかに会うのかと、会う中で何が我々としてお

話しできるのかと、その機会を何回とるのかと。

とにかくそういう機会をできるだけとって、理

解を得られるかどうかわかりませんが、我々の

誠意を尽くしていくというのが我々の今の立場

だと思います。よろしくお願いします。 
【久野委員】 何か、よくわからなかったですけ
ど。 
 40年間、推進派にしても、反対派の皆さん方
にしても、40年間というこの時間ですよね。も
うここらで、いずれかにしても決着をつけなけ

ればいかん、その時期にきていると私は思うん

です。ですから今回は、知事の結論というもの

を、ぜひひとつ下していただきたいというふう

に思っております。 
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 もう1点は、付替工事道路です。これが今、4
世帯ですか、まだ残っているんでしょう、土地

の買収が。このあたりは進んでいるんですか。 
【野口河川課長】 付替道路につきましては、3
月に発注しておりますけど、全て用地買収済み

の区間を発注しておりまして、先ほど来、裁決

申請の場所として農地があると言いましたのは、

それから先の迂回路の部分でございまして、現

在発注しております道路区間につきましては、

全て買収済みの土地でございます。 
【久野委員】 工事をするためには、こういうふ
うな基本的な道路はどうしても必要であって、

何としてもこれも早く解決していただきたいと

思っております。 
 それからもう1点は、生活協力金ですかね、3
億円というのがありましたね。この問題でこの

前、副知事ですか、もう支払いをされたという

ことを聞いて、残りの13戸の皆さん方の支払い
というのは、恐らくできないでしょうから、こ

こらあたりについての基金の問題をお知らせい

ただければと思います。 
【野口河川課長】 県の方では生活再建等特別助
成金と呼んでおりますが、これは、委員ご存じ

のとおり、久保元知事等が協力感謝金という名

称で呼んでいたお金でございます。 
 これまで、124世帯の対象のうち102世帯の
方々にはお支払いをしております。残り22世帯
という状況になっております。 
 今回、議案でも出しておりましたけれども、

昨年11月30日に、公益法人改革法案に基づいて
基金そのものが解散の状況になっておりまして、

今、清算人会の方に移行している状況でござい

ます。そのために昨年度、先ほど申し上げまし

た102世帯の方々にお支払いをしてきたという
状況で、まだお支払いしていない方々について

は、今後の基金のあり方について、今、精算人

会の中で議論しているところでございまして、

今の状況ではまだはっきりしていないところで

ございます。 
【久野委員】 先ほどからの髙比良(元)委員との
やり取りで大体わかりましたので、これ以上は

言いませんけれども、土木部長がこちらに着任

されて、初めての大きな石木ダムの仕事じゃな

いかなというふうに思いますので、ぜひひとつ

これは解決に結びつくように頑張っていただき

たいとお願いして終わります。 
【田中委員】 前のお二方と同じく、道路網の遅
れを私はお願いをさせていただこうと思う。部

長に認識をしてもらわなきゃいかんので。 
 国道205号、針尾バイパスです。資料による
と昭和48年採択だから、もう40年以上です。供
用開始はしました。ハウステンボスのオープン

に合わせて供用開始はしました。ただ、4車線
化と江上交差点の立体交差と最後の塔の崎の交

差点改良、大きく言ってこの3つが残っている
わけです。 
 今まで310億円ほど使ってやってくれたみた
いだけれども、4車線化ということになると、
今の立体化、最後の交差点改良まで入れると、

まだ道半ばの感じがする、半分ぐらいかなとい

う感じがする。 
 国土交通省の年次計画はあるそうですよ。ど

んな感じか。私も10年先とかわからないから、
ここ4～5年でどこら辺まで行くんだろうかと
いうのを教えてください。 
【佐々道路建設課長】 針尾バイパスについての
お尋ねですが、4車線化の事業自体は、平成19
年から始められておりまして、平成25年8月ま
でに江上交差点までの4車化が完了しています。 
 昨年は、先ほど委員のお話もありました江上
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交差点の立体化の工事に着手されておりまして、

関連する深谷橋の下部工、それと交差点自体の

橋梁の下部工に着手されております。 
 今年度は、深谷橋の上部工、これはランプ部

になりますが、ここの施工と残る用地の取得を

進めたいというふうにお聞きしておりまして、

用地の取得の見通しが立った段階で、ある程度

どこまでをいつぐらいに供用するということが

公表されるというふうに考えておりますので、

現時点で委員のリクエストにお答えすることは

難しい状況にございます。 
【田中委員】 用地に関しては私の方がちょっと
詳しいと思うので、そんなには残っていない。

むしろ、国土交通省がちょっとずる休みしてい

たわけでね。二十数年間払わないで使っていた

用水路があるわけでね。まだ払ってもいないと。

供用開始してから20年たっても、まだ払いもし
ないというようなところも残っているから、用

地の問題とはちょっと言い難いと思う。 
 これは佐世保市にもちょっと問題がある。い

つも要望が、県道の要望と一緒に上がってくる。

この佐世保からの要望にも、県道と一緒に上が

ってきている。これは国直轄事業ですから、県

の事業ではないんです。だから、この認識は佐

世保市にもさせなきゃいかん。これは国直轄事

業だから。そういうことで、これ以上は追求し

ても出てこないだろうから。 
 引き続き、この塔の崎を基点にして、東彼杵

道路という構想があります。私は、基点は塔の

崎だと思っている、針尾バイパスの終点で。大

塔からという話もあるけれども、大塔からだっ

たら大変だ。ハウステンボスの入り口の針尾橋

から、塔の崎から、東彼杵道路の要望もちゃん

と上がっているんですよね。国にも要望してい

ます。この採択の見通しについて、土木部長に

聞かせてもらおうかな。課長がいいですか。 
【佐々道路建設課長】 東彼杵道路について、部
長へのということですが、申しわけありません、

私の方からお答えさせていただきます。 
 この路線は、平成6年に地域高規格道路の候
補路線として指定されたものでありまして、整

備を進める妥当性、緊急性について調査、検討

を進めるという位置付けでございます。 
 しかしながら、地域高規格道路の路線指定は、

長いことあっていません。計画路線への格上げ

をお願いしてきたところですが、全国的に見て

も格上げがなされていないということで、今年

度から事業評価に関するラインで、計画段階評

価に入っていただきたいというような要望の仕

方に切り替えています。 
 これは今年度、34号の大村－諫早間が計画段
階評価に入ったということも念頭に置いて、事

業化への近道じゃないかということを考えまし

て、そういうふうにかじを切ったところでござ

います。 
 ただ、事業化がいつかということについては、

現段階ではお答えできない状況にあります。 
【田中委員】 これもかれこれ20年なんですよ。
平成4年、私は佐世保市の市議会議員をしてい
たんだけど、その時に期成会をつくって始めた

仕事なんです。まだ何にも進まない、20年。頭
に入れておってください。よろしくお願いした

いと思います。 
 次に、都市計画課。親切心がちょっと足りな

いと私は思うんだけれどもね。ここには、佐世

保市出身の県議会議員が4人います。多分、何
の話もなかったと思う。 
 長崎駅から早岐駅への車両基地の移転。50億
円もかけた県の事業ですよ、これは。車両基地

の移転は県の事業、50億円かけている。もう3
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月に完成して、供用開始していますよ。 
 スタートする時も、落成した時も、何の話も

ない。50億円かけてやった事業が。 
 これは、正確に50億円ではないかもわからな
いけれども、50億円が正確な数字とすれば、県
はどのくらい負担したんですか。国、県、市、

ＪＲの負担率はどうなんですか。 
【藤田都市計画課長】 事業につきましては交付
金事業でやっていますので、国が65％、市が
10％、残りの25％が県というふうになります。 
【田中委員】 私はＪＲ九州も負担したと聞いて
いたんだけど、ＪＲ九州はなかったのかな。 
【藤田都市計画課長】 ＪＲにつきましては、
7％が全体の負担金となっております。連立事
業としての負担金としましては7％です。 
【田中委員】 これには入れていないわけですね。 
 市の10％というのは、佐世保市ではないです
よね。長崎市でしょう。佐世保市が出したのか。

（「暫時休憩をお願いします」と呼ぶ者あり） 
【山本(啓)委員長】 資料は、休憩してすぐ出て
きますか。（「はい」と呼ぶ者あり） 
 しばらく休憩します。 
 

― 午後 ４時 ４分 休憩 ― 

― 午後 ４時 ５分 再開 ― 
 

【山本(啓)委員長】 委員会を再開します。 
【藤田都市計画課長】 連立事業としましては、
国が65％、ＪＲの負担金が7％、残りを県と長
崎市で折半で、佐世保市ではありません。申し

わけありません、さっきのは間違いです。 
【田中委員】 私の理解の方が正しかったな。長
崎市が負担した事業で、佐世保市は1円も負担
していない事業だから、あなたたちは佐世保市

へもあまり説明していない。50億円は間違いな
いでしょう。50億円の事業なら、スタートとか

終了した時ぐらい、何かの見学会とは言わない

けれども、何かやるぐらいのサービスはしても

らいたいね、地元に対してね。我々じゃないよ、

地元の町内会、自治会、関係者ということ。 
 50億円の事業がぽんときて、何も知らない。
説明会はちゃんとあったけれども、むしろ地元

は関連事業の説明に興味があったのでね。関連

事業は、稗田の踏切、東西通路、花高側の駅前

広場。その事業費が当初から4億円ぐらい膨ら
んできた。膨らんだけれども、国は何の支障も

なく認めてくれたんですか。国が7割負担した
と私は聞いているんだけれどもね。 
【藤田都市計画課長】 国は、増額の理由として
適切であるということで、増額は認められてお

ります。 
【田中委員】 当初の計画から4億円ぐらい増え
たけれども、国は何も言わないで7割でしょう。
県が2割、佐世保市が1割出しているという話は
聞いている。14億円近くになりましたよね。 
 ただ、稗田の踏切だけが事業費が減っている。

あなたたちはどういう説明を地元に、佐世保市

にしたか知らないけれども、私がもらった資料

からすると、稗田の踏切の改良区間が短い。私

がもらった資料からすると、完成したのは7割
ぐらいしかやっていない。だから事業費が少な

くなっている。なぜ、最初の案どおり改良でき

なかったのか、稗田の踏切の道路改良が。どう

いうことですか。 
【藤田都市計画課長】 稗田の踏切につきまして
は、東西連絡橋と一緒に発注をしておりますけ

れども、約7.1億円のうちの1.4億円で踏切の改
良工事を行っております。そこにつきましては、

当然ながら連立との関連ということで、踏切部

分に支障がある部分の最小限の延長を連立関連

事業ということで提案しておりますので、その
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部分だけを今回改良工事で行ったところです。 
【田中委員】 しかし、最初にもらった青写真で
は、もうちょっと長かったよ、改良区間が。佐

世保市は何も言わなかったのかなと、私はそう

思っているけれどもね。 
 これも来年の3月には完了するでしょう。あ
なたたちは、10月の国体までに間に合わせろと
業者には言っているらしいけれども、それは無

理だよ、あなたたちは発注をしていないのに。

そんな早く、国体までなんて、あと何カ月しか

ないんだから。 
【藤田都市計画課長】 今の予定としましては、
東西の連絡橋及び東側の駅広場のロータリーの

中を除いては、国体前に完成させたいと思って

います。ただ、ロータリーの中につきましては、

国体後に竣工したいと考えております。 
【田中委員】 早くできるのはいいけれども、工
事期間が決まっているわけだから、あまり業者

に無理強いはすべきじゃないと思っている。そ

ういう声が上がってきている。もっと早く発注

すればいいのに、発注が遅かったわけだから、

国体までに間に合わないのが当たり前という認

識を私はしている。 
 それから、関連附帯工事の事業採択について

は、私はちょっと疑義を持っている。駅の我々

の大体の構想としては、東西連絡通路ではなく

て、道路を1本入れたかった、駅の上に。踏切
でいつも困るので、駅の上に道路を1本入れた
かったけれども、車両基地ができたということ

で、この道路を入れる計画は、多分将来とも無

理だと思う。だから、本当は汐入の踏切も改良

してほしい。 
 しかし、あなたたちは、駅に関連しなければ

だめだと、駅の敷地に。敷地に関連するとなる

と、西口の駅前広場は何らかの改良の余地があ

るよと。そこまで目が届かなかったというと、

そうかもわからない。これは事業採択そのもの

に無理があったんだからね。やってくれたから

ありがたいんだけど、長崎市の予算が佐世保市

の早岐駅の車両基地にくること自体もおかしな

話だ。迷惑料はもちろん長崎市は出していない

けれども。 
 国が採択するのに、相当あなたたちは頑張っ

てくれたとは思う。同じ頑張るなら、もうちょ

っと頑張れば、もっとよかったなという感じ。

地元の人は、「東口だけきれいになって、西口

は何もしないのか」という話になる。「県の事

業やろうもん」と、こうなる。県の事業じゃな

いと、あれはあくまでも県がサービスしてやっ

た事業と私は言っている。実際、佐世保市の事

業を県が直接やることはないわけだからね。だ

から、結果としてはありがたいと思っているけ

れども、もう少し親切心があったら、もっとよ

かったなということを、あえて議事録に残して

おきたいと思います。 
 最後にしますが、今の石木ダムの関係。いろ

いろありましたけれども、私も決断をすべき時

期だと、どちらにしてもね。どちらにしてもと

いう言い方はおかしいけれども、もう40数年た
って、事業費としての進捗率はもう半分という

感じなんです。そして、1割ちょっとの土地の
所有者、建物の所有者はおられるかもわからな

いけれども、やっぱりここは知事に決断をして

もらわなければいかんと、私個人は思っている。

だから、土木部長にも頑張ってほしいという感

じがします。 
 もう少し聞かせてもらいたいと思います。 
 道路維持課、田子の浦交差点の改良をやって

もらった。ありがたいことだ、地元にとって。

戦後70年、何も動かなかった早岐地区に、田子
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の浦交差点の改良が、あとちょっと残っている

けれども立派にできた。これは、あえて言うな

ら感謝している。 
 そしてもう一つ、観潮橋から有福バス停まで

の歩道の整備が、もう間もなく用地交渉に入る。

これもありがたいことだ。 
 ただ、両側歩道をつくって整備をする中で、

肝心の橋の歩道はどうするのかと、観潮橋その

ものは。今度の有福の事業の中に入っているん

ですか。田子の浦の事業の中に入っていたんで

すか。どっちも入っていないとすれば、両側2.5
メートル、ずっと歩道を整備しているのに、真

ん中の橋の上だけは何もしないと。今あるのは

あります。あるけれども、1メートルもあるか
ないか。変形な歩道ですからね。両側はきれい

に整備して、真ん中の歩道はどうするんですか。

ぜひこれはお願いをしたいと思うけれども、道

路維持課でやるのか、道路建設でやるのか、ま

だはっきりしないんですよという話です。これ

は早く決着をつけてください。つけられないと

すると、私はまた技監に、早く決着をしなさい

と言わざるを得ない。どうですか。 
【池田道路維持課長】 観潮橋の側道橋の歩道の
問題でございますが、確かに委員がおっしゃい

ますとおり、田子の浦の交差点には両歩道、そ

れから、平成24年から事業化をいたしておりま
す針尾川の有福工区も両歩道で整備することに

なっておりまして、観潮橋には佐世保側の歩道

しかついておりません。 
 事業的には、連続性を考えればどうしても必

要とは考えますが、有福工区が今、地元説明会

を終えて用地買収に入ろうとしている段階でご

ざいますので、当面はこちら側に傾注していき

たいと思っております。 
【田中委員】道路維持課長、わかります。わか

るけれども、橋のところをどうするかと、両側

の終点。整合性を保つためにも早く決着しない

と。そうしなければ、ここはやれない。こちら

側も最後の時にやれない。だから、それはぜひ

お願いをしたいと。 
 それから、河川課に感謝をしなきゃいかんで

すね。長年の懸案の早岐川が、ようやく改修の

運びに、平成26年度からということになってい
る。 
 昨日は心配したんですよ、大雨で。早岐川は

氾濫かという話をラジオでやっていたからね、

そこまでいかなかったけど。しかし、これはど

うしてもやらなきゃいかん。これも100年の大
計。 
 それから、港湾課にも感謝しないといかん。

早岐瀬戸、これがやっぱりネックなんですよ、

防災というか危機管理にも。あそこにどんと水

がたまってね。それも困るし、もう一つは、川

の末端に土砂がたまって、早岐瀬戸は本当に汚

くなってしまいました。大村湾の浄化の一環と

しても早岐瀬戸をどうにかしてほしいという話

をしておったら、来年度から40年ぶりに浚渫を
してくれるという話なのでね。5億円なのか、
10億円なのか、20億円なのかわからないけれど
も、40年前は10億円ぐらいかかったそうです。 
 私が聞くところによると、幅が20メートルで、
6メートルぐらいの深さだったかな。今度は、
どういう形になるのか、それと、土砂の持って

いき場はどうなっているのか、2点だけ聞いて
終わります。 
【中田港湾課長】 早岐港の早岐瀬戸の浚渫につ
きましては、事業としましては社会資本整備総

合交付金にて、来年度新規事業ということで着

手をしたいと思っております。 
 今のところ、航路という位置付けでやる予定
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にしておりまして、水深はマイナス2メートル
を確保する予定にしております。幅員に関しま

しては、まだまだ詳細に調査をする必要があり

まして、存在する漁船の形に合わせた幅員をと

りたいと思っております、 
 土砂の処分についても、適当なところを今、

探しているところですので、確定し次第、また

ご報告したいと思います。 
【田中委員】 佐世保市長から、この前、土砂を
持っていくところに関しては若干相談してもら

えないでしょうかという話があったから、佐世

保の港湾部長から連絡があると思います。土砂

の持って行き場によって事業費が相当違ってく

るから、よろしくお願いしたいと思います。 
【江口委員】 中央自動車道の笹子トンネルの天
井崩落事故以降、メンテナンスについて非常に

厳しく、国土交通省からも話がきております。 
 5月末ぐらいですか、長崎県でもメンテナン
ス会議というのができたと聞いております。こ

のメンテナンス会議そのものと、これからの道

路、トンネル、橋梁、このあたりのメンテ、維

持管理について、具体的にどういうことがこれ

から行われるのか。 
 トンネルが今、県内にどれぐらいでしょうか、

200本ぐらいあるんでしょうか。橋梁が1万橋ぐ
らいとかと聞いております。できてから50年ぐ
らい経過しているものが、この中にも随分ある

と聞いているんですが、そういうことを含めて

メンテナンス会議の役目、役割と、今後の維持

管理、メンテについて具体的に長崎県としての

方針がもう決まっているのかですね。 
【池田道路維持課長】 まず、メンテナンス会議
につきましては、特に県内の市町の支援をしな

ければいけないと。市町が抱えている問題は何

かと申しますと、予算的な問題、あるいは人員

の問題、技術力の問題、こういうものを解決す

るためにどういうふうな方策ができるかという

話し合いを持つ場として、国、県、それから全

市町集まっていただいて討論をしているところ

でございます。 
 それから、トンネルの維持管理計画について

でございますが、県のトンネルは現在129本ご
ざいます。平成21年に維持管理計画を立てまし
て、今年、補修をすべきトンネルについては全

て補修を完了する予定でございます。 
 ただし今後は、5年に1度の調査を進めていき、
予防保全をするため、維持管理費が要らないと

いうことではございません。 
【江口委員】 先ほど申しました50年ぐらい経
過しているトンネル、もしくは橋梁はどれくら

いの数があるんですか。概略でいいです、これ

ぐらいあるとわかれば。 
 メンテナンス会議は、財源的なこととか、技

術者が足りないところについて支援、応援して

いくということですけれども、これは、国、県

が市町に対してそういう支援をしていくという

ことになるんですか。 
【池田道路維持課長】 現在、長崎県が管理をし
ております橋梁、トンネルで、50年を経過して
いるものは9％ございます。高度成長期にたく
さんつくっておりますから、今後、加速度的に

老朽化をしていくものでございます。 
 それと、支援についてのお話でございますが、

財政、技術力、人員の問題がございまして、ど

ういった支援ができるのか、全国的にも協議を

している段階でございます。例えば、市町が行

う点検について、まとめてどこか一括で発注を

進める一括方式とか、そういうところを現在研

究しているところでございます。 
【江口委員】 メンテナンス会議そのものがそう
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いう役目、役割をしていくとなると、財政的に

非常に厳しい市町に対しては非常にいいことで

すね。 
 それから、さっき言われた5年に1度点検をし
ていくというのは、管理者が点検をやっていく

ということが、この7月から義務化されたんで
すか。国土交通省がそういうことを出しました

よね。 
 5年に1度というのは、目視か何かでやるんで
すか。 
【池田道路維持課長】 メンテナンスにつきまし
ては、国の法改正がございまして、7月1日で政
令が変わって、5年に1度、近接目視で全数を調
査しなさいということになっております。特に

橋梁、トンネル、大型の構造物、門型の標識と

か、横断歩道橋とか、そういうものが対象にな

っているところでございます。 
【江口委員】 わかりました。トンネル、橋梁に
ついてはそういうことですね。 
 最近、道路が陥没するということも時々聞き

ます。道路について、非破壊検査が全国的にあ

ちこちでされているという話を伺っております。

長崎県で非破壊検査をした道路の実績があるの

か、いかがでしょうか。 
【池田道路維持課長】 長崎県におきましては、
路面の下の空洞調査をやっております。非常に

事業費がかかる関係で、空洞調査につきまして

は、平成25年にストック点検で172キロメート
ルをやっております。これは、埋設物が多いよ

うな箇所を対象に行っております。 
【江口委員】 実は私、非破壊検査の車を実際に
見てきたんです。非常に便利だなと思ったのは、

時速60キロメートルぐらいで走っても、レント
ゲンですから、道路面が全部、中身がどうだと

いうことが見てとれる。走った段階でそういう

データが全部出てくるわけです。走らせて出て

きたデータを会社で分析、解析をして、この道

路についてはこのあたりがどうだということが

わかると。びっくりしました、私は。 
 確かにお金はかかるでしょうが、今は道路管

理者が車を走らせながらあちこち点検をしてい

るんでしょうけれども、全県下の道路を全部点

検していくのは大変ですね。だから、今後計画

的に非破壊検査をどんどん取り入れると、マン

パワーは全く要らないわけですから、財源をど

う措置していくのかというのが今後問題でしょ

うけれども、非常に便利な点検だなと。 
 何年前か、福岡で堤防が決壊したことがあり

ましたけど、ああいうところも非破壊検査がで

きれば、こんな便利なことはないと思います。 
 とりあえず道路の点検については、人が点検

するやり方では何人おっても足りないぐらいで

しょうから、今後、非破壊検査の導入を。財源

との相談もあるんでしょうけれども、今後、こ

の路線、またこの路線ということで、年間を通

じて長期計画の中で、中期計画も含めて非破壊

検査の導入ということについて、県としてはい

かがでしょうか。 
【池田道路維持課長】 道路についてお答えをい
たしますと、非破壊検査は年々高度化して、価

格も非常に安くなっているのが現実でございま

す。確かに今おっしゃるように人が少なくてす

む、あるいは予算的に安くなる場合もあろうか

と思います。将来的には、当然そういったもの

の導入を全線計画的にやっていかないといけな

いというふうには思っておりますが、この辺は

もう少し慎重に、どういった点検の仕方が一番

経済的で的確な点検の仕方になるかというとこ

ろを、少し研究したいと思っております。 
【江口委員】 わかりました。今後の取組として、
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ぜひそういうことを検討してみてはと思ってお

ります。 
 特に橋梁とかトンネルについては、ちゃんと

した点検をやっていかなければいかん問題であ

りましょうし、メンテによって、ああいう大き

な事故を防げることもありましょうから、ぜひ

このメンテについては、今つくられたばかりの

メンテナンス会議で、全県下の市町がくまなく

恩恵を受けられるような形でやっていただきた

いと要望しておきます。 
【山本(啓)委員長】 ほかにご質問はございませ
んか。 
【友田委員】 今年度、土木部において、佐世保
の大野と世知原を結ぶ板山トンネルの新規事業

化が決まりました。これはもともと椋呂路板山

トンネルの期成会がありまして、松浦市の上志

佐から世知原に抜ける椋呂路峠、世知原から峠

を越えて大野に抜ける板山峠、この2つの峠に
トンネルを掘ってくださいという期成会なんで

す。これまで県議会でも佐世保選出の議員の皆

さんを中心にずっと要望してこられて、やっと

今年度、板山が先行してということだったんで

す。 
 これを2つ一遍には掘れないから、どちらか
優先順位を決めようということで、客観的に冬

季における凍結による通行止めの時間、それに

よって影響の出る車両数等々出して、板山の方

が多いということから、期成会においても板山

をやるということが決まって、県において事業

化ができたわけであります。 
 板山の方を優先してということを県に要望す

る際には、従来、椋呂路も併せて要望してきた

関係で、椋呂路のトンネルについてはその後で

結構だけれども、実際に冬場の凍結による通行

止め等もあるということから、この椋呂路につ

いては現状の拡幅をお願いしたいという要望が

出ています。 
 椋呂路の取り扱いについて、土木部ではどの

ように認識しておられるのか、お尋ねいたしま

す。 
【佐々道路建設課長】 椋呂路峠の現道部につい
てのお尋ねです。ここに関しましては、待避所

とか、部分的な突角改良、視距改良ですね、見

通しをよくするための小規模な工事を平成19
年ぐらいから進めておりまして、大型車は若干

支障があるかもしれませんが、普通車について

は大分走りやすくなっているように認識してい

ます。 
 地元の意見も聞きながら、そういったところ

がまだあるようであれば対応したいと考えてお

ります。 
【友田委員】 課長がおっしゃるとおり、松浦側
は大分、待避所とかカーブ改良をやっていただ

いて改良が進んでいます。 
 ただ、峠を越えた世知原側が、ちょうど峠の

一番上の方から世知原に抜けて、一部カーブが

きつくて大型車両が通行できないようなところ

がありますので、その辺の改良も含めて地域と

しては要望されていると思いますので、今後、

十分地域と、県北振興局とかと連携をとりなが

ら、この改良については。 
 トンネルを掘るということは本当に難しいで

しょうし、相当長期間になってしまうでしょう

から、局部改良などの改良で当面は対応を求め

たいと思います。 
 板山トンネルの採択に当たって、ここは玄海

原子力発電所の30キロ圏内に入っていると、世
知原の方々を速やかに圏外に出すためには板山

トンネルが必要という根拠になっているわけで

す。そういう意味では、より近い20キロ圏内ぐ
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らいにいる世知原、上志佐地域の方々を速やか

に30キロ圏外に出すには、やっぱりこの椋呂路
も十分な改良がどうしても必要です。志佐の方

に来ると、より原発に近くなりますので、この

あたりについては、今回の徳永委員の一般質問

において副知事からも、避難経路を形成するよ

うな道路については優先的な採択を考えていき

たいというようなニュアンスの答弁もありまし

たので、そのあたりも十分理解いただいた上で

地元と協議を進めていただきたいと思いますが、

いかがでしょうか。 
【佐々道路建設課長】 今、委員からお話があり
ました件につきましては、徳永委員から提案が

ありまして、副知事が答弁させていただいてお

ります。 
 今おっしゃった峠の世知原側については、平

成21年と平成22年に線形の改良を実施してお
ります。県道を上っていきまして、田平側に向

かう農道との交差点から峠までについては、完

全な2車線ではないんですが、1車線で、その部
分については改良が終わっていると認識してい

まして、それ以上の手当てが必要ということで

あれば、また現地の方を確認して対応したいと

思います。 
【友田委員】 ここについては、十分また地元と
ですね。これは要望がありますので、お願いし

たいと思います。 
 もう一つです。西九州自動車道の佐々インタ

ーチェンジ周辺、インターに乗る前は佐々の町

道になるんです、あそこの一部はね。川を越え

ていくと県道18号ですけれども、末端のインタ
ーになっているものですから、車両が集中して

朝夕は大変な大渋滞を招いていて、地元の方か

らも、何とかならないかと、事故もよく起きて

いるんだというようなことが言われています。 

 早期に佐々－松浦間が開通、延伸をして車両

の分散をすることが最も有効な対策だというこ

とはわかるんですけれども、今年度事業化され

たばかりで、その目処がまだ立っていないとな

ると、当面その渋滞は続くわけです。県として

も県道の18号を拡幅するとか、何らかの対策を
とっていかないと、佐々のあの周辺の方々に相

当な負担を強いている感じになっているんです。

このあたりに何らかの対策を講じる計画があれ

ば、お知らせいただきたいと思います。 
【佐々道路建設課長】 佐々インター付近の道路
網についてのお尋ねですが、西九州道が佐々ま

で延伸するちょっと前に、それを見越して佐々

川大橋という工区、志方江迎線につながる橋梁

を整備しました。この目的としては、先ほど委

員がおっしゃった町道の混雑緩和。これにイン

ターの足がつくとかなり混雑するということで、

平成17年度から事業化しまして、そのインター
の供用に間に合わせようということで進めてき

ております。 
 その対象の町道につきまして、町の事業でな

されるとお聞きしていますが、変則的な3車線、
真ん中に中央帯を設けるようなことを考えてい

るということは聞いたことがあるんですが、そ

れがどういう進捗になっているかというのは、

申しわけありませんが、現段階では把握してい

ません。 
 県といたしましては、インターを降りてきた

車が、例えば小佐々の方に行く場合に町道を使

うと混雑するといったことから、先ほど申し上

げた佐々川大橋を渡ったところの交差点から左

側、佐々川の右岸側の1車線の区間を2車線に拡
幅しようということで、現在事業化して進めて

いるということです。 
【友田委員】 町の道路も絡んでくるものですか
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ら、県としては難しいところもあるかもしれま

せんけれども、本当に朝夕は。 
 確かに佐々川大橋の開通で志方江迎線との連

携ができて、非常に便利になっています。佐々

のまちを通らずに江迎、鹿町へ抜ける方々はこ

こを通ります。私もそこを通っています。 
 しかしながら、佐々や吉井町から佐世保に抜

ける人たちは、あそこにアリアケジャパンとか、

いろんな企業があるものですから、そこに行か

なきゃいけない人たちは、あの交差点を通って

行くんですよ。そうすると、佐々インターは使

わないんだけれども、その交差点で車両がずっ

と何百メートルも、佐々駅周辺ぐらいまで渋滞

するんです。事故等も起きているということで

すから、佐々町ともご相談をいただいて、早期

の改良を図っていただきたいと思っています。 
 もう一つ、直接的に県に言うのもおかしな話

かもしれませんけれども、相浦中里インターの

渋滞対策は何とかならないのかと思うんですけ

ど、ここで聞いていいのかどうかわからないで

すけど、本当に最近特にひどいです。合流をも

うちょっと上手にやればいいんじゃないかと思

います。 
 みなとインターの合流がありますね、ご存じ

ですか。トンネルの手前のみなとの合流は、ポ

ールがちょっと先まで立っているんです。加速

車線とすぐじゃなくて、ポールを立ててすぐに

入らせないようにしているんです。だから奥か

ら行くんです。 
 相浦佐々は、ポールがないんです。そうする

と、合流して本道とつながったところから入る

んです。ずっと奥まで加速車線があるのに、こ

こでみんな入るんです。そうすると、ここで1
台ずつ譲り合って入るので時間がかかる。もう

ちょっと上手に、加速車線を使いながら、みん

なが入っていけるような工夫ができれば、もう

ちょっとあの道路混雑は解消するんじゃないか

と思うんですけどね。 
 そのあたり、県として国の方に言うとか何か

できないんでしょうか。 
【佐々道路建設課長】 相浦中里インターの佐世
保向けのランプの合流部の話ですね。 
 そこの合流点で混雑が発生しているというこ

とを、申しわけありませんが私は把握していな

くて、その辺をちょっと国土交通省とお話をし

てみたいと思います。 
【友田委員】 これは、本当に最近極めて、極め
て長くなりました。国道204号を佐々町の口石
小学校の脇で超えています。わかりますか、山

喜ソーイングか何かがあるところです。左側に

佐々病院とありますね。佐々病院が見えるぐら

いからもう混雑です。前は嘘越の高架を過ぎた

ぐらいからだったんです。今は、佐々病院が見

えるぐらいからずっと、朝は7時半ぐらいから8
時半ぐらいまで大渋滞です。本当にあれは何と

かしないと。 
 西九州自動車道の佐世保中央－大塔間の4車
線化という要望もありますけれども、県北の人

たちからすると、トンネルをもう1本、弓張に
掘ってもらって、中央と相浦ぐらいまでの間を

4車線にしてくれと。そうしないと、本当にこ
れは大変だなというぐらいです。だから、それ

はランプをもうちょっと改良を。ぜひ、県とし

ても現状を把握していただきたいと思います。 
 もう一つ、今年10月に国体がありますから、
県外からもいろんな方が見えると思うんですけ

ど、川平有料道路の関係です。これは県の道路

公社ですよね。 
 川平有料道路の西山バイパスに行く路線と川

平に入る、左に行くところの案内板が、非常に
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わかりづらいんです。県庁と書いてある方に行

って川平に行ったという人が結構いるんです。 
 実は、昨日遅れてきたある人もそうなんです。

私は違いますが、遅れてきたある人も、初めて

あそこに行って、県庁と書いてあるから行った

ら、実は川平に行ってしまったという方がいら

っしゃいます。 
 実は私の後援会が、バスの運転手が間違って

川平に行ったということもあるんです。だから、

結構いろんな人が間違っているはずです。 
 あれは多分、表示の仕方だと思います。手前

に川平に入るＥＴＣがありますね。正面から行

くと、その先に西山バイパスに入るところがあ

るんだけど、県庁はこっちですよという矢印か、

下に何か書くかしないと、同じような間違いが

きっと何台も起きていると思うんです。そうい

う認識は、長崎の人はないですよ、わかってい

るから。その辺はどうでしょうか。 
【佐々道路建設課長】 今のお話は、諫早方面か
ら長崎バイパスに入ってきて、まず昭和町と西

山の分岐があって、その先の話ですね。 
 そこで迷われたというお話は今初めてお聞き

したので、管理は高速道路株式会社がやってお

りますので、その状況について確認をさせてい

ただきたいと思います。 
【友田委員】 ここで言うことではないかもしれ
ませんが、あれは多分、表示の仕方だと思うん

です。看板も本当にわかりにくいんです。一番

上に県庁と何とかと書いてあって、右側に多分、

県庁だと思うんです。県庁と書いてあって、道

が曲がったところに県庁と書いてあるのかな。 
 そういう目でぜひ見ていただくことをお願い

します。西山バイパスに乗ろうと思って川平に

行ってしまうという人が、今の状態では少なか

らずいらっしゃると思います。そこはぜひ現地

確認をして、そういう意識で見ていただくと問

題点に気づくと思いますので、よろしくお願い

します。 
【外間委員】 1点だけ、お尋ねをいたします。 
 九州横断自動車道の東彼杵－嬉野間に3本の
トンネルがありますが、上りの東彼杵道路の県

境のトンネルで、化粧板タイルのはげ落ち方が

異常です。はげているなと気づいて、ここ3年
間に、県境約1キロメートルにわたって化粧材
がはげ落ちております。あのはげ方は、トンネ

ルの崩壊をちょっと感じさせるような、恐怖感

を与えるイメージのはげ方です。何とかあのイ

メージを払拭するためにも、早くあのトンネル

内の化粧板の対策を練っていただけないものか、

お尋ねをいたします。 
 まず、それをご存じですか。 
【佐々道路建設課長】 九州横断自動車道の県境
に、俵坂トンネルと嬉野トンネルともう一つあ

るんですが、そこの化粧板の状況が悪いという

お話でございますが、これも高速道路株式会社

で管理していますので、その辺から情報をとり

まして適切にお願いをしてみたいと思います。 
【外間委員】 ぜひ確認をしていただきたいんで
す。これは私だけではないと思うんです。ここ

数年間で、そのはげ落ち方が激しいんです。県

境、両サイドで1キロ以上はげておりますので、
トンネルの半分ぐらいがはげているような状況

になりますと、ドライバーとしては心理上相当

圧迫感があるんじゃないかなというふうに私は

思いながら運転をしておりますので、ここは早

急に高速道路株式会社に確認をしていただいて、

やっていただけるものならばやっていただきた

いと思います。イメージだけでも全然違います

し、本当に崩落したら大事ですから。何かそう

いうふうにイメージが、崩落するんじゃないか
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と本当に思うんですよ。ぜひ、対応をよろしく

お願いします。 
【徳永委員】 確認をしたいんですけれども、耐
震化の支援事業で、改修の補助率はわかったん

ですが、上限額はあるんですか。 
【大場建築課長】 公費については、全体額の上
限ではございませんで、平米当たり4万8,700円
の単価に改修面積を掛けたものとなっておりま

す。 
【徳永委員】 ということは、平米数はどれだけ
でもいいという解釈ですね。 
 それで、避難所と認められれば、補助率が違

うんですね。これは非常にいいことだと思いま

す。 
 以前に私もこのことは一般質問で質問しまし

た。避難所、医療施設等がありますけれども、

私の地元の雲仙のホテル等も要望されていたん

ですけれども、ホテル等も対象となり得るでし

ょうか。 
【大場建築課長】 ホテル・旅館等の宿泊施設に
つきましても、市町がいろんな協定を結んで、

例えば二次避難所と。一次避難所は公民館みた

いなところで、長期化するとホテル・旅館とか

という話になっていくと思うんですけど、そう

いう避難所として指定をしていただくと、表で

いうところの一番下段の高率の補助をもらえる

ものと考えております。 
【徳永委員】 ということは、対象になるという
ことですね。ありがとうございました。 
 次に、昨日の大雨を見た場合に、よくテレビ

に出る、アンダーパスですか、下をくぐる。こ

れは長崎県内も結構ありますけれども、この対

策は前からしていたのか。こういった大雨で事

故が起きていると。この前も北九州で、車の中

から救助をして、命に異常はなかったんですけ

れども。 
 長崎も多いという認識を私はしておりますけ

れども、そういうところの対策はどうされてい

るのかお尋ねします。 
【池田道路維持課長】 県内にアンダーパスが何
カ所あるかというところまで把握はしていない

んですが、対策としては、排水が難しいところ

については、所定の時間雨量を超えますと自動

的に作動するようなポンプを据え付けていると

いうことでございます。 
【徳永委員】 どこでもそのような対策をとって
いると思うんですけれども、私の認識は、昨今

のゲリラ豪雨とか、設計当初の想定以上の雨量

で、ポンプで自動的にというけれども、水をく

み上げきれずに事故が起きているのではないか

と思うんです。その辺の対策はそれで大丈夫な

のかどうか。これは人命にかかわるものですか

ら、今の対策で大丈夫か、一度しっかりとした

調査をやるべきだと私は思うんですけど、その

辺はどうなんですか。 
【池田道路維持課長】 実際に今回も、昨日の雨
で通行止めになったアンダーパスが2カ所ほど
ございます。やはりゲリラ豪雨といういきなり

の集中豪雨がありますと、そのポンプの能力で

対応できないということもございます。 
 雨量が、以前と条件が若干変わってきている

という状況もございますので、一度そういうも

のの点検を考えてみたいと思います。 
【徳永委員】 例えば事前に通行止めとか、そう
いった対策を、雨量がどれぐらいになればでき

るのか。今の雨量の設定よりも早めに出すとい

うのも一つの対策だと私は思うんですけど、そ

の辺はどうなんですか。 
【池田道路維持課長】 現場の能力として排水が
できないという場合もございますので、そうい
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うところの交通規制をどの段階で行うかという

ことも、今後密に検討してまいりたいと思いま

す。 
【徳永委員】 その辺は人命にかかわりますから、
よろしくお願いしたいと思っております。 
 次に、住宅供給公社。4ページに書いてあり
ますけれども、27億8,000万円の繰上償還とい
うことで、かなり当初の計画より進んでいます。

今の流れでいけば、当初の返還計画よりもどれ

ぐらいの短縮ができるのか、教えていただけま

すか。 
【亀山住宅課長】 住宅供給公社は、毎年経常利
益ということでプラスになっておりまして、平

成25年度につきましては2億5,000万円程度プ
ラスになっております。 
 繰上償還につきましては、前倒しでたくさん

返すことによって利息の軽減を図っております

が、返済期間自体は当初の計画どおりでござい

ます。 
【徳永委員】 しかし、それは利益が出ているか
ら返還もできるわけでしょう。確かに利息です

からね。そこは理解をしました。これは当初の

計画でしょうけれども、それ以上に利益を出し

ていると。 
 例えば、造成を第2期工事とかやっています
ね。県の方もいろいろと考えて、業者に設計と

工事を委託して、それを住宅メーカーが買って、

その不足分を県に土地を返していただくという

ようなやり方だと認識をしています。 
 当初は、本当にこれで利益がどうなのかとい

うことと、以前に一度委員会で、戸数販売は、

土地の販売は結構いいと言われたけれども、実

際の販売価格が本当に利益と見合うのかという

指摘があったのを私は記憶しているんですけれ

ども、その辺を含めたところでの今の状況を教

えていただけませんか。 
【亀山住宅課長】 諫早西部団地でございますが、
第2工区を今造成中でございまして、第2工区の
中の東の1工区というところで、民間のハウス
メーカーとか建設会社に造成をしてもらい、そ

の工事費見合いの土地を業者さんに渡して、残

りの部分は公社で売ると、民間と公社と分けて

分譲していたところでございます。 
 東の1が終わりまして、東の2につきましては
公社の手持ちの範囲内で造成をいたしまして、

分譲に向けて工事を進めているところでござい

ます。現状はそういうところでございます。 
【徳永委員】 どうなんですか、もう全部売れた
んですか、分譲は。 
【亀山住宅課長】 東の1の公社部分の分譲につ
きまして、50区画のうち40区画は売れておりま
す。予約等も2～3件入っておりますので、残り
少ないという状態になっております。 
【徳永委員】 それ以上聞くと、住宅課長の担当
になるのかどうか、わからないんですけれども、

販売単価です。今、これはどうなんですか。そ

れを答えられますか。 
 当初の1工区、今は2工区をして、今度は3工
区になるんですか。今、2工区でしょう。次は3
工区をやるんでしょう。 
【亀山住宅課長】 最初の1工区というのが四百
数十ございまして、次に2工区ですけど、2工区
を少しずつ造成しておりまして、2工区の中の
東の1が終わったところでございます。 
 販売単価につきましては、今、細かい数字は

手持ち資料がないんですけれども、1工区につ
きましては坪単価が20万円を超えているよう
な状態でございましたが、2工区につきまして
は10万円台を平均としています。 
【徳永委員】 半分以下ということですか。範囲



平成２６年６月定例会・環境生活委員会・予算決算委員会（環境生活分科会）（７月４日） 

- 67 - 

がね。わかりました。 
 一番問題なのは、最初の工事の時に非常に大

きな負債を出したということで、私たちの先輩

議員の時に特別委員会等ができて、非常に大き

な問題になったわけです。そういう反省を含め

ながら、土地は取得をしていますから、当然そ

れを売らなければいけない。これをどうにかし

てやるということも含めたところでの再建計画

ということで、一生懸命努力されていることは

私も認識をしております。 
 そういう中で私が少し心配だったのが、最初

に購入をされた方と次の方とのギャップとか、

最初の計画と次の計画が変わっているというこ

とで、価値観の違いというもので、最初に購入

された方とのいろんな問題を私も聞いておった

んです。その辺のところはどういう整理をされ

ているのか、お聞きしたいと思います。 
【亀山住宅課長】 最初の1工区は、下の方に小
学校があるんですけれども、西諫早ニュータウ

ンにも近く、それだけ利便性もいいという部分

がございます。2工区に行きますとちょっと離
れているというところから、私たちも、そこに

幾らかの金額差は出てくるものかと考えており

ます。 
【徳永委員】 私が言うのは、最初の計画ではそ
こに、例えばスーパーとか大型店舗が来ると。

最初に購入した方たちは、全体的な構成を見て

いるんですよね。そして、景観もそうなんです

よ。造り方です。あそこは電線埋設で、しっか

りとした対策をとられていますし、外の歩道の

造り方とか、街灯とか、非常に当時は高いと言

われましたけれども、それなりのインフラがし

っかりとして、景観もしっかりとしたところだ

ったものですから、拡張工事もそういうふうな

一体感のある造り方だという認識を持っていた

という話を聞いたことがあったものですから、

次の工事になれば単価も下がりますから、当然

工事費も安くなるから、それだけの設計、基準

も下がるわけですね。それはそれとしていいん

ですけど、その辺のギャップで、最初に購入さ

れた方からそういった意見が出ていないのかど

うかというのを最後にお聞きをしたかったんで

す。 
【亀山住宅課長】 現在のところは、そういう地
元の方からのお話は伺っていないところでござ

います。 
【徳永委員】 そういうことであれば、いい流れ
ていっていますので、頑張っていただきたいと

思います。 
【山本(啓)委員長】 本日の審査はこれにてとど
め、7月7日は、午前10時から委員会を再開し、
今の議案の続きですね、野本委員と髙比良(元)
委員の質問を行いまして、第12号議案の改めて
の説明をお願いしたいと思います。 
 本日は、これをもって散会いたします。 
 お疲れさまでした。 
 

― 午後 ５時 ２分 散会 ― 
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１、開催年月日時刻及び場所 

  平成２６年７月７日 

自   午前１０時 １分 

至   午後 ４時５４分 

於   本館５－Ａ会議室 
 
 
２、出席委員の氏名 

委員長(分科会長) 山本 啓介 君 

副委員長(副会長) 吉村  洋 君 

委 員 田中 愛国 君 

 〃   小林 克敏 君 

 〃   野本 三雄 君 

 〃   江口  健 君 

 〃   徳永 達也 君 

 〃   久野  哲 君 

 〃   髙比良 元 君 

 〃   外間 雅弘 君 

 〃   友田 吉泰 君 
 
 

３、欠席委員の氏名 

な   し  
 
 

４、委員外出席議員の氏名 

な   し  
 
 

５、県側出席者の氏名 

土 木 部 長 浅野 和広 君 

土 木 部 技 監 宮﨑 東一 君 

土 木 部 次 長 岩崎 直紀 君 
土 木 部 参 事 監 
（都市・住宅担当） 平松 幹朗 君 

監 理 課 長 馬場 直英 君 

建 設 企 画 課 長 田口 陽一 君 

新幹線事業対策室長 有吉 正敏 君 

都 市 計 画 課 長 藤田 雅雄 君 

道 路 建 設 課 長 佐々 典明 君 

道 路 維 持 課 長 池田 正樹 君 

港 湾 課 長 中田  稔 君 
河 川 課 長 
（ 参 事 監 ） 野口  浩 君 

砂 防 課 長 米田 哲哉 君 

建 築 課 長 大場 光洋 君 

住 宅 課 長 亀山  茂 君 

用 地 課 長 大場  明 君 
 
 

環 境 部 長 立石 一弘 君 

環 境 部 次 長 濵田 尚武 君 

環 境 政 策 課 長 山下 三郎 君 

未来環境推進課長 山口 正広 君 

水環境対策課長 川内 俊英 君 

廃棄物対策課長 矢野 博巳 君 
自 然 環 境 課 長 
（ 参 事 監 ） 川越 久史 君 

 
 
６、審査の経過次のとおり 

 

― 午前１０時 １分 開議 ― 
 

【山本(啓)委員長】 おはようございます。 
 委員会を再開いたします。 
 本日の日程を一部変更いたしまして、冒頭、

大雨等々における被害の状況についての報告を

求め、その後、先週から続く議案外の質問、2
名の委員からの質問をお受けし、終了後、小ヶ

倉柳埠頭についての現地視察を行いたいと思っ

ておりますが、いかがでしょうか。 
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

【山本(啓)委員長】 ご異議がないようなので、
そのように進めたいと思います。 
 それでは、まず、理事者より大雨の被害につ

いての報告を受けたいと思います。 
【馬場監理課長】 それでは、私の方から、まず、
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概要についてご説明を申し上げたいと思います。 
 資料は、「平成26年7月6日～7日の大雨に係
る被害状況について」というペーパーでござい

ます。これは、本日朝7時現在でわかる範囲で
まとめたものでございます。 
 まず、1番の24時間最大雨量ですが、256ミリ、
これは7月6日の6時半から本日7日6時半までの
量でございます。島原振興局で観測されたもの

でございます。 
 2番の被害状況ですが、住宅被害が1棟、これ
は南島原市の西有家町でございます。それから、

床下浸水が1棟、これは南島原市北有馬町でご
ざいます。長崎市でも、「（調査中）」と書い

ておりますが、ここの数字がまだ確定しており

ませんので、数としては1棟です。それから、
がけ崩れが合計7カ所、長崎市、佐世保市、新
上五島町でそれぞれあっております。内容は、

記載のとおりでございます。 
 人的被害につきましては、本日朝7時現在で
報告はございません。 
 3番の避難状況ですが、自主避難、合計13世
帯25人、市町ごとの避難先、世帯数、人員は記
載のとおりでございます。 
【野口河川課長】 降雨の状況等について、補足
して説明させていただきます。 
 今回の7月6日から7月7日までの雨におきま
して、時間雨量で最も降ったところが島原の深

江でございまして、7月6日の22時から23時まで
に50ミリの雨を記録しております。また、長崎
市におきましては、7月6日の21時から22時まで
に45ミリ、7月6日の18時から19時まで上五島で
48ミリの雨を記録している状況でございます。 
 それとあわせまして、ペーパーが間に合わな

くて申しわけないんですけれども、先週7月3日
の雨の状況について、口頭でご説明させていた

だきます。 
 3日9時に長崎地方気象台の方から、「長崎市、
西海市、東彼杵町では50年に一度の記録的な大
雨となっているところがあります」という気象

情報が発表されております。この状況について

ご説明いたします。 
 雨といたしましては、長崎市の長浦岳で、3
日の7時から8時までに95ミリという雨を観測
し、長崎市内でも3日の8時半から9時半までに
85ミリ、また、島原の山田川で、8時50分から9
時50分まで89ミリという雨を記録しておりま
す。 
 また、24時間の雨量につきましては、長浦岳
で314ミリ、長崎で209ミリ、諫早で202ミリと
いう状況になっております。 
 これまでに寄せられました公共土木施設災害

につきましては、西海市、諫早市、東彼杵町か

ら、道路・河川等22件の報告が上がっておりま
す。 
 また、一般被害につきましては、3日につき
ましては、住宅被害2棟、床上・床下浸水13棟、
道路損壊4カ所、がけ崩れ22カ所の報告があっ
ております。 
【米田砂防課長】 土砂災害について、報告させ
ていただきたいと思います。 
 土砂災害につきましては、土砂災害の危険性

が高まったとして注意を呼びかける土砂災害警

戒情報が、昨日18時40分に新上五島町並びに西
海市の平島・江島を皮切りに、佐世保市、川棚

町、東彼杵町、西海市全域、長崎市、時津町、

長与町並びに南島原市に発令されております。 
 現在、新上五島町並びに南島原市については

継続中となっております。 
 被害の状況につきましては、監理課がお配り

したペーパーに、まず、住家被害、これも土砂
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災害の1カ所ですけれど、これは西有家町で、
窓ガラスが割れたということで被害の報告を受

けております。それから、がけ崩れ7カ所、計8
カ所です。 
 避難状況ですが、明らかにがけ崩れで避難さ

れたというのは、長崎市の三重地区、佐世保市

の2件、南島原市の4件と聞いております。 
 なお、夜が明けて、雨が小康状態になったと

いうことで、この方々は、今のところは自宅に

戻られたと聞いております。 
 それから、3日の雨についても少し説明させ
ていただきます。3日も土砂災害警戒情報が長
崎市、佐世保市、西海市（平島・江島は除く）、

長与町、時津町、東彼杵町、川棚町、波佐見町

に発令されております。 
 被害の状況につきましては、がけ崩れで、現

在までに、長崎市、諫早市、大村市、西海市、

波佐見町、東彼杵町の4市2町で22件、報告が上
がってきております。 
 その時の避難状況につきましては、長崎市、

東彼杵町で避難が実際行われたと聞いておりま

す。 
 なお、こちらにつきましても、現在は自宅に

戻られて生活されていると聞いております。 
【池田道路維持課長】 道路維持課からは、道路
の被災状況についてご説明いたしますが、資料

を準備しておりますので、今から配付させてい

ただけますでしょうか。 
〔資料配付〕 

 道路の被災状況についてでございます。7月3
日の豪雨と、昨日から今朝にかけての豪雨、2
段書きにしておりますが、まず、この順番どお

り、3日の豪雨についてご説明いたします。 
 災害が2カ所発生しております。まず、389号
の雲仙市国見町多比良、ここで石積みの崩壊が

あっておりまして、延長が10メーター、高さが
2.5メーターぐらいのところです。ここにつきま
しては、特に規制はしておりません。 
 それから、次の一般県道昭和馬町線長崎市三

原町、これは舗装面がめくれまして、おおむね

延長が20メーター程度、全幅にわたりまして舗
装面がめくれた関係で、一時全面通行止めをし

ております。現在は、仮復旧をして、通行は確

保しております。 
 それから、昨日の夜から今朝にかけての雨に

ついてでございますが、災害が1カ所発生して
おります。一般国道499号長崎市蚊焼町岳路、
ここが自然法面の崩壊ということで、延長が6
メーター、高さが4メーター、片側の通行規制
をしております。場所は、今、改良で岳路工区

をやっておる、一番手前の起点側のところの自

然法面ということでございます。 
 それから、通行規制中の箇所が2カ所ござい
まして、251号の雲仙市南串山町赤間～加津佐
町権田までの区間でございます。ここにつきま

しては、時間雨量で30ミリが降ったということ
で、昨夜の22時から通行規制をずっとしておる
状況でございます。 
 それから、57号、島原市から小浜町の方に抜
ける区間のうち、深江町甲字硲～雲仙市小浜町

雲仙字宝原までの8.2キロの区間が、連続雨量で
250ミリ以上降ったということで、今朝の6時40
分から規制をしております。 
 この区間につきましては、裏の方に、国土交

通省から記者発表した資料がございます。雨量

についての事前通行規制区間が2カ所あるんで
すが、右側の方の8.2キロ区間、これが現在通行
止めという状況でございます。 
【山本(啓)委員長】 ただいま各担当から、大雨
に係る被害状況についての報告をお受けしまし



平成２６年６月定例会・環境生活委員会・予算決算委員会（環境生活分科会）（７月７日） 

- 71 - 

たが、今の説明につきまして、質問等ございま

したら、どうぞ。 
【髙比良(元)委員】 被災状況について、今説明
があったんですが、できれば、私たち自身も回

ってしないといけないんですが、こういう情報

が入った時には、地元の県議会議員とかにはお

知らせをしてもらえないかな。 
 例えば、長崎市三原町の路面のめくれとか、

岳路の自然法面の崩壊とか、本当に地元の地元

なんだよな。わかっていることでしょう。知っ

ているだろう。よかったら、教えていただきた

いなと思うんだけれども、ほかの委員も異存は

ないと思うよ。できれば、お願いをしておきま

す。 
【池田道路維持課長】 特にこういう全面通行規
制がかかったような場合には、議員の方々にフ

ァクスででも連絡をするようにいたします。よ

ろしくお願いいたします。 
【山本(啓)委員長】 ほかにございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
【山本(啓)委員長】 それでは、被害状況につい
ての説明を受けたということで、ぜひとも対応

を、スピードと、そして十分な対応をお願いし

たい。そして、議員・委員に対する情報提供に

ついては速やかにお願い申し上げたいと思いま

す。 
 続きまして、先週の議案外の質問、野本委員

会と髙比良(元)委員を残しておりましたので、
ご質問を受けたいと思いますので、お願いしま

す。 
【野本委員】 本会議で質問いたしましたけれど
も、消化不良でありましたので、再度お尋ねを

いたしたいと思います。まずは、神ノ島の問題

については、要は、長崎市との協議であります

けれども、これは3年ぐらい前から懸案事項で

あった問題が、まだ現在もそのままになってい

るということで、要はこの問題について、当局

はどのように考えておられるのか。 
 私は、長崎市との協議はもっともっと積極性

があってもいいんじゃないかと。そしてまた、

県の立場といいますか、実情、また将来を含め

た問題で、この問題については、あの土地を売

るためには、そして売った後、相乗効果をもた

らせる、最大効果をもたらせるためにはという

形を考えれば、私が本会議で申し上げたように、

用途地域の見直しというのが最たるものだと思

うんですけれども、もう一回そのことについて

お尋ねいたします。 
【中田港湾課長】 神ノ島の工業団地の件につき
ましては、一般質問にもあって答弁したとおり

でございますが、長い間売却が進んでいなかっ

たということで、県としては、これまで工業団

地としての売却を進めてきたんですけれども、

もっとほかの用途に広げて売却することができ

ないかということで、例えば商業施設などほか

の業種に対しても売却の幅を広げていきたいと

いうふうな方針でおります。 
 その件につきまして、現況といたしましては

土地利用の規制がかかっておりまして、港湾法

上の臨港地区がかかっております。分区がかか

っておりますが、商港区というふうな分区がか

かっております。 
 一方で、都市計画区域では工業専用地域とい

う用途がかかっておりますので、商業施設等に

も幅を広げるためには、まずは分区の解除が必

要となってまいります。分区の解除をいたしま

すと、自動的に都市計画区域の用途が適用され

ることになりますので、今の時点では、分区を

解除したとしても、工業専用地域ということで、

商業施設の立地ができないというふうな状況に
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なっております。 
 そういう状況から、これまで都市計画決定権

者である長崎市の方と協議を続けてまいってき

ております。長崎市に県の方針を伝え、照会を

したところ、長崎市からは、「現在の用途地域

を変更してまで商業施設等の他の業種の立地を

進めることについては、慎重な検討が必要。ま

た、大規模商業施設の立地を図ることは困難」

というふうな回答が返ってきております。 
 この回答につきまして、大規模商業施設につ

いては困難、用途の見直しをすることについて

は慎重な対応というふうな答えの使い分けがさ

れておりますので、今後、長崎市に関しまして

は、この「慎重な検討」というものがどういう

内容であるのか、これまで文書によってやりと

りをしてきたんですけれども、今後は、直接顔

を突き合わせて協議を行ってまいりたいと考え

ております。 
【野本委員】 今、港湾課長の説明の中で、本会
議の答弁とあわせて、長崎市との協議の中にな

かなかかみ合わないところがあるようでありま

すけれども、今、最後に話がありましたように、

要するに、今のままでは決していいわけではあ

りませんので、これをよくしていこうとするな

らば、やはり長崎市と、先ほど言われたように、

顔を突き合わせて県の状況をお話ししてお願い

をしていくということをしていかなければなら

ないと思うわけです。このことについてはずっ

と言ってきていますので、本当に腹をくくって、

長崎県の実情を話をしていくべきだと思います。 
 考えてみてください。この事業費は合わせて、

利息を含めて、何せ406億円かかっているわけ
ですよ。そして、結果的に、今売れているのが

170億円ですから、帳簿上はまだ226億円も赤字
なんですよ。だから、こういうことについて、

早く土地を処分して、処分だけじゃどうにもな

らないので、その土地が生きてくる、先々この

土地で利益を生むという形の道をたどっていか

ないといかんだろうと思うわけですから、ぜひ

今、お話がありました件については、これは私

が知事に言ったのは、知事も腰を上げて、知事

が出ていって長崎市にお願いをすると。過去は、

そういうことでやっているんですよ。長崎県が

どうしてもお願いしたいということで行ってお

願いして、そうなってきているんですよ。この

問題について、最近はそういうことについて、

私は長崎県の積極姿勢が足らないというふうに

思っておりますので、このことは強く要望して

おきたいと思います。それが一つです。 
 次は、新日見トンネルの問題についてですが、

新日見トンネルについては事情を理解しておら

れるようで、このことについては前向きに検討

をしていくということで答弁をいただいていま

す。 
 このことについては、過去は過去として、土

木部長は過去にとらわれずに、新しく長崎に来

られたわけですから、この問題の実情は、何せ

平成24年は19件の人身事故があって、1人トン
ネル内で亡くなっているわけです。死亡事故が

起こっているんですよ。そういうことを考えて

みても、この問題は緊急かつ重要だと思います

ので、土木部長については、ぜひ新しい視点で

この問題に取り組んで、本会議の答弁どおり頑

張っていただきたいと思います。 
 その次に、浦上川線についてですけれども、

これは市街地を通過するということで移転物件

が多く、建設費も多大となることから、今後は

地元市町と協議を行い、詳細なルートを検討し

ていきたいということですよね。大体今の状況

からいくと、平野町、大橋の手前ですけれども、
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あれから大きく西彼杵道路につないでいくとい

う状況から考えていきますと、おっしゃるよう

に、どうしても横断していかなければいけない

という時に、建家がたくさんありますので、大

変な費用がかかるだろうと思います。 
 費用対効果という問題をよく言われますけれ

ども、この問題についてはそこだけ、前進する

ための費用対効果じゃなくして、どうも進めな

いための費用対効果の話だけが計算上に上がっ

てくる感じがしますけれども、この費用対効果

というのはどのような形の中で取り扱おうとし

ているのか、どういう見方をしているのか、計

算されていないかもしれませんけれども、考え

方としてお尋ねしたいと思います。 
【藤田都市計画課長】 費用対効果のお尋ねです
けれども、費用対効果といいますと、まず、便

益ということで、走行時間の短縮とか、事故の

削減、そういう便益が分子にきまして、それに

対して実際にかかった費用が分母にくるという

ことで、それを割った時に1.0を超えておれば、
当然ながらＢ／Ｃがあるということになります

ので、便益の方がかかった費用よりも大きいと

いう時に、1.0を超えればその事業が成り立つと
いうことで、現在は考えております。 
【野本委員】 今の状況だと、この浦上川線の北
伸についてはどうなんですか。 
【藤田都市計画課長】 今、概略のルートという
ことで、家屋が何軒かかるとかそういうことを

いろいろ計算しながらやっておりますけれども、

現在の見込みとしましては、Ｂ／Ｃとしては出

てくると思っております。 
 ただ、今後まだ詳細な検討、事業費であると

か、インターチェンジとかも出てきますので、

そういう詳細な検討をした中で最終的なＢ／Ｃ

を計算しながら、事業化について検討していき

たいと考えております。 
【野本委員】 それは、今でも机上の問題ですか
ら、もちろん現地も調査していかないといかん

でしょうけれども、早くその結論を出していく

ということが、まず第一だと思います。 
 もう一つは、費用対効果の問題ですが、私は

過去にも話したことがあって、これは河川ごと

の問題があってあれですけれども、私は浦上川

に、要するに橋脚、ペアを立てて、川の上空に

道路をつくると。前、私は路面電車の問題でこ

のことを、計画図をつくって出したことがある

んですけれども、そういう形の中でそういう検

討ももう一回国と、土木部長は国土交通省にお

られたわけですから、道路と河川との問題、違

いはあると思いますけれども、そういう視点も、

費用対効果の中で考えたら、はるかにこれは費

用が安くなるわけですから、そういうのは全く

だめなのか。 
 私は大阪に行って、道頓堀川に高速道路が走

っている中で、あれだけの大きなペアが何本も

立っているという状況を見る時に、それはあそ

こと長崎とでは状況が、これからという問題で

違ってはおりますけれども、そういうことを考

えると、全く私は、100％、120％だめじゃない
と思うわけでありますけれども、そういう問題

を含めて、土木部長にお尋ねいたします。 
【浅野土木部長】 道路の計画の面で河川との関
係、今直接おっしゃられたのは河川との関係と

いうことで、基本的には河川空間をどう考える

か、それから、全体の都市の景観をどう考える

か。 
 東京とか大阪でいろんな高速道路が、川の上

というよりかは川の横とか、例えば日本橋なん

かは川の上に都市高速道路が入っていると。そ

ういうところは、現在、都市景観とか、地域の
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ポテンシャルとして、そういうものはまずいだ

ろうと。例えば日本橋であれば、今プロジェク

トが動いていまして、地下に入れようとか、地

域のそれぞれの実情に応じて見直しもされてき

ているので、そういうのを踏まえながら、長崎

のこれからの将来としては、やっぱり観光都市

でいくということだと思いますので、その辺を

よく踏まえて、どういう形でやればいいのか、

例えばぎりぎり河川区域のどの部分に入れれば

いいのかとか、そういうのを十分検討した上で、

地域の合意を図ってやっていかなければいけな

いだろうと思います。 
【野本委員】 今の土木部長の答弁は、ぜひ現地
を見られると、私は、河川敷等々については十

分ペアは立てられると考えますので、もう一回、

そういう新しい視点で検討をしてもらいたいと

思っております。 
 浦上川線北伸については、非常に重要な、位

置づけとしては、交通渋滞の今の状況から考え

ていくと、これは待たれている問題であります

ので、方法も含めて、そして、これから費用対

効果の問題についても急いで試算をされて、市

民・県民が納得できるような説明ができるよう

にしてもらいたいと思います。この件について

は、以上です。 
 次に、福田バイパスについてです。これこそ

答弁では、「整備に多額の費用を要し、利用交

通も少ないことから、長期的な課題と考えてお

ります」ということですけれども、「長期的な」

という話については、長崎の一般国道202号福
田バイパス道路整備促進協議会という形で、こ

れは会長は長崎市長ですけれども、副会長は市

議会議長、さらに、もう一人の副会長は商工会

議所会頭と。それとか、幹事等々については長

崎県バス協会会長、タクシー協会会長、あるい

はトラック協会の長崎支部長とかというから、

そうそうたる方々が役員になって要望してきた

いきさつがあるわけです。 
 そういうことを考えていくと、答弁では私は

満足しないわけで、部分的に道路の改良をして

いくということについては現在もやってきてい

ますけれども、これを続けていくことと、これ

こそ費用対効果も含めていくと、延々と続けて

いって、それでも住民が不便をしながら辛抱し

ていくということになるのか。 
 それと、女神大橋ができてから、この問題を

考えていく時にも、相当道路改良がされてきて、

202号の改良もされてきて、そして、結局あそ
こが、言うなれば、大きな意味でのボトルネッ

クになっているということですので、こういう

問題についても、ぜひ、本会議の答弁をもう一

回整理をし直していただいて、取組というもの

を再検討してもらいたいと思うんですけれども、

まず、そのことについて、土木部長の答弁でし

たから、お願いいたします。 
【浅野土木部長】 福田バイパス以外も、ほかの
道路につきましても答弁させていただきました

が、いずれにしても現地ですね、私自身は来た

ばかりということもありまして、現地を見なが

ら少し状況を見た上で、また、道路建設課の方

と相談させていただきたいと思っています。 
【野本委員】 これで、一応議案外の問題につい
ては締めたいと思いますけれども、最初の神ノ

島問題については、今の道路関係、要するに、

事業計画を始めた時は、あそこはまさに陸の孤

島であって、今のように女神大橋線も含めて、

何とあの道路工事が、あの周辺だけでも900億
円を超えているということで、そういう状況か

ら考えていくと、全く事情が変わってきており

ます。 
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 そういうものから検討すると、計画当時の状

況とはもう全く違っているんだということを考

えていくならば、この問題については、ぜひ港

湾課長、長崎市との話についても、長崎市が一

生懸命にならないから問題だけれども、これだ

けのアクセス道路がきちんとでき上がってしま

っているわけですから、土地をどう活かすかと

いうこと、また、活かし方が十分あるわけです

から、このことについては、その辺のことも強

く指摘をしていただいて、県が今進めていこう

としている、進めていこうとしているというよ

りも、私がずっと質問してきた問題についての

前進があるように、ぜひ要望しておきたいと思

います。 
【髙比良(元)委員】 時間がないので絞って聞き
ますが、まず、行革プランの検証について、「公

共施設の適切な維持管理の推進」、これは達成

状況は「◎」になっているんだけれど、このこ

とについて、若干お尋ねをします。 
 まず、第1点、この公共施設の維持管理計画
の中で、公営住宅というのも項目として入って

いますが、これについては、住宅供給公社の公

営住宅の取り扱いについても、中身として含ま

れていますか。 
【亀山住宅課長】 公営住宅につきましてでござ
いますが、公営住宅は長寿命化を図っておりま

す。（「住宅供給公社も入っているのかと」と

呼ぶ者あり） 
【山本(啓)委員長】 休憩します。 
 

― 午前１０時３４分 休憩 ― 

― 午前１０時３４分 再開 ― 
 

【山本(啓)委員長】 委員会を再開します。 
【亀山住宅課長】 長崎県公営住宅長寿命化計画
というのは、県営住宅についての計画でござい

ます。（「だから、入っているのか、入ってい

ないのか」と呼ぶ者あり） 
 住宅供給公社の住宅は入っておりません。 
【髙比良(元)委員】 入ってないのか。 
 公共施設というよりは公物の話になるんだけ

れども、河川とか道路とかの維持管理というこ

とについて、これは計画の中に入っているんで

すか。特に河川はどうですか。 
【野口河川課長】 河川の護岸、堤防、水門、陸
湖またはダム等、入っております。 
【髙比良(元)委員】 河床の整備ということは入
ってないんですか。 
【野口河川課長】 整備ということではなくて、
維持管理の方法、手法、何年に一度やるか、ま

たは事前対策をやるのか、事後対策でやるのか

等々の計画をやっておりまして、今現在、デー

タを蓄積して、今後の維持管理に反映させよう

ということで、監視・観測をやってデータを蓄

積しているような状況でございます。 
【髙比良(元)委員】 あまり大きな話じゃないん
だよ。草木の撤去というか、清掃というか、そ

ういう話なんだよな。そういったことは、これ

の中には入っていないのか。 
【野口河川課長】 基本的には、維持管理の中に
は、草木の伐採等につきましては、断面を5割
阻害した段階、それと背後地の状況等々を考え

て、Ａ、Ｂ、Ｃランクをしまして、それに基づ

いて実施するような手法をとっております。 
【髙比良(元)委員】 予算を組んで、かなり年次
的にやっていかなければいかんというものはあ

るんだけれども、一方では、小規模の河川の維

持管理費、大したことはないけれども、今、10
億円あったうちの3億円はリフォームの方に使
わせてもらっているんだけれども、そこの予算

等を活用してやるという、そういうレベルの話
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なんだけれども、要望がものすごく多いと思う

んだよな。ものすごく、県内で。卑近な例だと、

うちの場合だったら、八郎川護岸なんかすごい

わな。あるいは、多比良川なんかも。そういっ

たことに対して、連合自治会とか地元の人たち

から、大変要望が多いと思うんだけれども、大

体そういった類のものとして、要望額に対する

年度消化額というか、達成額というのはどれぐ

らいの割合になっているんですか。 
【野口河川課長】 基本的には、もともと河川の
伐採等についての予算は1億円しかございませ
ん。1億円で、県で管理しております河川は、
376河川の1,000キロをやっておるわけでござ
いますけれども、それではとても足らないとい

うことで、ここ3年ほどは小規模改修事業とい
うことで、中小企業対策として1億円、年度事
業費として合計2億円で、今、伐採・しゅんせ
つの維持管理を実施しております。 
 ここ2～3年の状況でございますけれども、伐
採・しゅんせつ等の要望が年間180件から200
件近く上がってきておりまして、それにつきま

して、大体50％から60％、90件から100件ぐら
いが対応している状況でございます。ですから、

要望をいただいた箇所の半分ぐらいが対応して

いるという状況でございます。 
【髙比良(元)委員】 できればもうちょっと、中
小企業の振興対策ということもあるし、それで

災害にならないといったらおかしいけれども、

いずれにしろ、地元の人たちも管理に大分手を

かけるというか、積極的にかかわりながら、そ

れでも自分たちではできないから、やっぱり県

でその辺は撤去しているというような、そうい

う類の話なんだよね。ここは、やっぱり河川の

良好な状況を、特に景観保全対策とかそういう

ことも含めた中での話にもつながってくるんだ

けれども、やっぱり必要なものについては、基

本的に対応していく。もし予算が足らなかった

ら、もう少し増加してもいいじゃないか。1億
円プラス1億円で、もう少し上げてもいいと思
うよ。達成率は50％ぐらいいくんだったらば。 
 執行の仕方もいろいろあると思うんですよね。

計画的にやっていく、段階的にやっていく、い

ろんな方法があると思うので、達成率50％はも
う少し引き上げをするように要望をしておきま

す。これはものすごく多いよ、いろんなところ

から。 
 その次、公園施設の関係ですが、港湾漁港事

務所が所管する公園施設等についても、これは

維持管理計画の中に入っているんですか。 
【中田港湾課長】 現在のところ、まだ維持管理
計画は策定はしておりません。 
【髙比良(元)委員】 臨海が所管する分、港湾漁
港事務所が所管する分については入ってないん

ですか。公園施設はあっているけれども、都市

計画の範囲の公園施設だけですか。「土木部の

所管する施設の維持管理計画を策定する」云々

となっているけれども、入っていないんですか。 
【中田港湾課長】 港湾課で所管する公園につい
ても、この維持管理計画の中には対象として入

ってまいります。 
【髙比良(元)委員】 そうしたら、これに類する
やり方としてどういうふうな計画を立てている

んですか。それとも、全然立ててないんですか、

どっちですか。 
【中田港湾課長】 これまで、まず最初に、港湾
施設の鋼構造物、その次にコンクリート構造物、

海岸施設は、今、仕上げのところをやっている

ところでして、その後に公園施設についても策

定をしようというふうに考えております。 
【髙比良(元)委員】 しようとしているが、ちょ
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っと現実に追いついていないところがあるね。

やっぱり維持管理は徹底してないというか、利

用促進を図るには、到底それがかなわないよう

な状況に陥っていると、そういう地元からの話

がいろいろあるんだよな。 
 仮に、維持管理は地元にお願いしますという

ことで建設というか、設置する時の状況があっ

たとしても、それはもう無理ですよ。地元の人

たちも高齢化をしていく中で、しょっちゅう草

刈りをしながらやっていくとか、そういうのに

委ねるというやり方は、もうかなわなくなって

きているよ。 
 だから、ここは設置者として、基本的にどう

うするかという、設置をする以上はその責任を

果たしていく。新しく設置をするということは、

もう恐らくあまり出てこないと思うんだよな。

そうであれば、そういうふうにきちんと手を入

れるのか、あるいは、もうそれはかなわないか

ら、利用の頻度というのも少なくなっているの

で、これは売却をしましょうというふうに結論

を出すか、そういうふうにしないと、いつまで

も見苦しいままでほったらかしにしていくと、

「県はなんばしよっとか」という話で必ず返っ

てくるから、この辺は具体的なことは言いませ

んけれども、そういう方針だけは明確にしても

らいたいとなと思っているんです。 
 あわせたところで、話は先に進みますが、企

業会計、あるいは港湾特会で整備した土地の未

利用地の売却促進と行革の中でもうたっている。

これについては、基本的な対応というか、行政

としての立ち方についての話なんですよ。例え

ば、ここの土地を売ってくださいというふうな

要望があった時に、それにどう向き合うかとい

う話なんだけれども、基本的な認識を、港湾課

長、話をしてください。 

【中田港湾課長】 港湾課で所管する、そういっ
た未利用地については3種類ございまして、ま
ずは、一般会計で持っている土地、特別会計で

持っている土地、それと企業会計で持っている

土地がございます。 
 一般会計で持っている土地を売却する事例と

いうのはほとんどないんですけれども、特別会

計で持っている土地については、売却する際に

ついては、基本、公募をして売却をするという

ことになっております。それと、売却の際の価

格については、造成にかかった金額、それと近

傍地価と比較をして、高い方で売却をするとい

うふうなルールとなっております。 
 一方、企業会計でつくった土地につきまして

は、これは公募をせずとも随意契約で売却をす

ることができます。 
 もう一つ、特別会計の土地については、一定

の面積、7,000平米を超えますと議会の議決が必
要ということになりますが、企業会計は議決は

必要ないと、こういった形になっていまして、

企業会計の土地の売却については機動的な対応

ができるんですけれども、特別会計の土地につ

いては、現在のルールでいきますと、なかなか

機動的な売却ができないというふうな状況とな

っております。 
【髙比良(元)委員】 企業会計の方が機動的対応
ができるという話だけれども、しかしながら、

一旦一般会計で買い戻しをするとか、そのため

に議会を通さなければいかんとか、そういう手

続きはありますね。 
 それと、企業会計の場合は随契でできるとい

う話だけれども、基本的に公募というか、入札

というか、そういう形でやっているんだよな。

何か特定者に対して申し入れがあったから、直

ちに随契でやるという話では決してないと思う
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んだよな。 
 公募をやるという時、問題は、どういう状況

の時にそれをやるんですかという話なんです。

あるいは、入札をしますという時に、競争入札

ですが、それをするというのは、どういうふう

なきっかけのもとにやるんですかという話なん

です。 
 要するに、県の方でここを売りたいというこ

とで計画を立てて決めて、そして、売却という

ことで、その土地は要りませんかというような

公募をするというやり方というのをそこでやる

のか。そうじゃなくて、民間の方から、この土

地が欲しいから売ってくださいという申し入れ

があったということを十分に斟酌して、そこに

限定した土地ではあるけれども、そこについて

一般競争入札でやりますというような格好で、

そういうふうな手続を進めていくのかという話

なんです。 
【中田港湾課長】 厳密に言いますと、2つのパ
ターンがあるかと思うんですけれども、そもそ

も売却を目的に造成する土地が、特別会計の場

合にもあるんですけれども、そういった場合に、

引き合いがあったというわけではなく、まずは

公募をするというケースがあると思います。 
 一方、引き合いがあった場合につきましても、

それを売却するためには、一旦公募して、ほか

にその土地が欲しいという方がおられないかど

うか、一定の競争をさせた上で、高い金額で買

っていただけるところ、県に戻る収入が大きい

方に売却をしたいと考えておりますので、いず

れにしても公募して、一般競争入札での売却と

いう形をとっている状況でございます。 
【髙比良(元)委員】 もやっとした言い方をして
いるものだから、何を問うているのかというこ

とが、ちょっと聞いている人にはわからないか

もしれないけれども、とにかく引き合いがあっ

た時の公募というか、競争入札と一般競争入札

をして売却していこうという、そこについての

基本的な取り組み方の話なんです。 
 要するに、引き合いがあった時に、この土地

というのはこういうふうな施設の類型でないと

だめだと、条件としてはこういうものだと。例

えば位置については、全体面積の中でここでな

きゃいかんとか、要するに、売却しようとする

側が、言ってみれば、自分たちの理屈を持って、

申し入れをした、土地が欲しいと言った人に対

していろんな条件を逆に課してしまうというこ

とによって売却が進まないということになった

ならば、元も子もない話じゃないか。そういう

ことが、民間の中でいろいろ動きをやってきて、

我々も腐心をして、努力をして、そういったと

ころに立地をしませんかというようなところま

で持っていったにもかかわらず、「いや、ここ

の土地はこういう制限がある」みたいなことを、

ある意味拡大解釈というか、売る側の殿様商売

的な発想の中でいろいろ言われてもかなわんと

いう話をしているわけですよ。 
 そういうことについては、やっぱり売却をし

ていくんだ、そして、用途の中での施設の設置

というのは別に制限なく、制限というのは、と

にかく利用促進をしていこうというような観点

で合目的には解釈をしてもらうとか、そういう

立ち方があって、初めて公有地の売却というの

は進んでいくのではないかというふうに考えて

いるものですから、こういった基本的な認識を

ぜひお示しいただきたいと思って言っているん

です。どうですか。 
【中田港湾課長】 既存のストックをいかに活用
するかという点でございますので、長らく利用

がなされていない、そういったストックがあれ
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ば、積極的に売却をし、活用を図っていくとい

う観点で取り組んでまいりたいと考えておりま

す。 
【髙比良(元)委員】 次の問題へいきます。入札
制度の問題です。 
 これについては、これぐらいの時間でできる

ような話ではとてもありませんので、9月定例
会の中で私としては少し時間を割いて、論点を

絞っていろいろやりとりをさせていただきたい

と思っていますが、それに備えての話として聞

いておいてください。 
 まず、格付基準、発注区分の見直しをやって

いこうと、改革を進めていこうといったことで、

県議会・県政改革特別委員会の中でかなり何回

もやってきた。機関が、それこそ、もう承知の

とおりです。 
 そこの中で、平成25年度ぐらいから公共事業
費がとりあえず伸びていきますと、経済対策の

関係もあって。そこで発注件数、発注金額、そ

ういったものが伸びていくだろうと。したがっ

て、そのことは各事業所というか、企業に対し

ていろいろ経営改善につながるような状況が生

まれるのではないか。ですから、そこの推移を

見極めた上で、将来に対する取り組み方として

の基本的な事柄についてもう一度検討し、整理

すべきは整理していこうというようなことで、

今、積み残しというか、棚上げになっているわ

けだ。要するに、そういったことでなっている。 
 そうしたらば、平成25年度、平成26年度、現
時点における発注、過年度と比較をしたその時

期における発注件数、金額の推移というのはど

うなっているのか。 
 そして、そのことによって、今言った業者の

経営改善への寄与というのがどういうふうにな

っているのかというのを考察しているのかどう

か、この辺の答弁を求めたいと思います。 
【山本(啓)委員長】 休憩します。 
 

― 午前１０時５０分 休憩 ― 

― 午前１０時５０分 再開 ― 
 

【山本(啓)委員長】 委員会を再開します。 
【髙比良(元)委員】 時間がないから、後でそう
いう資料を出してください。要求しておきます。 
 その次、各種現場作業員の労務賃金の推移と

実態把握の調査方法はどういうふうにやってい

るのか、実態調査の信憑性についてはどう考え

ているのか。 
 それと、仮にそれが上がっていったとして、

それについては、設計労務単価はいつの時点で

どのように反映されているのか、あわせたとこ

ろで答弁してください。 
【田口建設企画課長】 労務単価の実態調査につ
きましては、毎年10月に国、県、いわゆる公共
事業の発注機関が一同に、公共工事における労

務賃金の実態調査を行っております。その結果

をもとにしまして、次年度の設計労務単価に反

映させているという状況になっております。 
 今年度につきましては、従来ですと年一回、

10月だけの労務単価の調査であったのが、今年
につきましては、国の方が、依然として賃金の

上昇傾向にあるという判断の中で、7月に労務
賃金のフォローアップ調査を行うということで

動かれております。 
 ただし、実態調査の結果を設計労務単価に反

映させるかどうかということにつきましては、

現時点については未定というふうに聞いており

ます。 
【髙比良(元)委員】 答えになっていない。 
 そうしたら、労務賃金調査をやったわけだろ

う。それが、具体的に労務単価にどの程度、ど
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ういうふうに反映されたのかということなんで

す、職種別に。そういったことを出さないと、

設計労務単価の引き上げをやっていくというの

が一番大きな主眼であって、人材確保の面から

いって、あるいは人材育成の面からもそのこと

を言っているので、今の抽象的な答弁ではとて

も納得できない。具体的な数字を出して説明し

てください。 
【田口建設企画課長】 平成25年10月に労務費
調査を行いました。その結果が、平成26年2月
の設計労務単価に反映されているというふうに

考えております。 
 そうした時に、主要12職種の平均で6.6％の上
昇が設計労務単価の中で行われているとなって

おりますので、逆に言えば6.6％、実態の労務賃
金が上昇したというふうに考えております。 
【髙比良(元)委員】 実態把握の調査方法はどう
いうふうにしてやっているの。賃金台帳を確認

するというやり方でやっているけれども、具体

的にどれだけのことをやって、それ自身の信憑

性はどうなんですか。 
【田口建設企画課長】 10月の公共事業の労務
費調査の中で、今、委員がおっしゃいましたよ

うに、各企業の方から賃金台帳、あとは支払い

の領収書等を実際にいただきまして、それと突

き合わせた上でその信憑性というのを確認して

おります。 
【髙比良(元)委員】 私たちに入ってくる声は、
やっぱり下請、元請からこういうふうに出して

くれと言われて、そういうことで出さざるを得

ないというか、そういうことで、実態としては

上がっていないというような声がいっぱい聞こ

えるよ。参考人招致をして言わせてもいいよ、

本当に。どこまでやっているのか。手取りはい

っちょん上がっていないと、そんな話をよく聞

きますよ。もし集中審査が可能だったら、そう

いう参考人招致をやってもいいぐらいですよ。 
 平均で6,.6％上がった、これは全部設計労務
単価の中に反映されているということですか。

（「はい」と呼ぶ者あり）それでも追いつかな

い状況があるんじゃないですか、どうですか。 
【田口建設企画課長】 全国的な状況から、やは
り賃金自体が依然として上昇傾向にあるという

状況がございますので、国の方から、先ほど申

しましたように、例年にはなかった7月の緊急
調査というのを行われまして、その中で実態を

把握されるというふうに考えております。 
【髙比良(元)委員】 これは具体的な賃金という
か、支給額というか、その辺を並べた上で、ま

たやりとりをしますから、今、労務賃金6.6％、
これは業種別に出してください。その資料もお

願いします。 
 それで、その他に、確認作業というのはどう

しているかという、その辺の手続フローも示し

たものも出してもらいたいと思っています。 
 建築の場合はどうなっているのか、建築の場

合には。実勢単価をどういうふうに反映させる

かということについての取り組み方。 
【大場建築課長】 長崎県発注の建築工事におき
ましては、昨年の10月に、土木よりも建築はお
くれていたんですけれど、法定福利費の反映と

いうことで、10月に率とか、刊行物単価の取り
扱いについて、ちょっと扱いを変えました。10
月以降、かなりアップをさせております。 
 そういった中で、大型建築工事の不調・不落

というのは、現在のところ見受けられていない

状況でございます。 
 それと、皆様方の声としても、「建築につい

ては、10月以降上がっているね」と、単価の方
ですね、「県の発注する単価の方は上がってい
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るね」ということでお声が届いているところで

ございます。 
【髙比良(元)委員】 だから、それは上げている
のか、そのままになっているのかという話なん

だよ。まあ、いいや。 
 もう時間がないので、この問題は大きいです

から、先ほど言ったみたいに9月にやりますか
ら、そのために必要な資料としてお願いをさせ

ていただきたいと思います。 
 まずは、入札の指名の話なんです。これまで、

とにかく大義名分として、会社の経営能力と規

模に応じたところでの参加機会の平準化といっ

たことをやっているわけだな。しかしながら、

いろいろ問題点があるんだけれども、とりあえ

ず、そのことに関しての話ですが、Ａランク、

Ｂランク、Ｃランクに分けたところで、平成25
年度分で、各区分での登録業者に対するそれぞ

れの入札参加機会は幾らあって、そのうち落札

件数は幾らあったのかというのを出してくださ

い。わかりますね。土木の場合、Ａ、Ｂ、Ｃラ

ンクに分けたところで。言ってみれば、どこの

業者が何回指名に入ったか、そして、指名に入

ったうちに何回落札したのかといったことをラ

ンク別に、登録事業者別に出してください、全

部。それが一つ。 
 それから、昨年度、設計変更協議があったか

どうか。あったとしたら、その内容は何なのか、

幾らあったか、これについてもいろいろあった

というふうに思いますので、資料を出していた

だきたいと思います。以上2点。 
 それから、さっきの推移表、言ってみれば、

どれだけ業者の経営改善につながったか、寄与

したかといったことの考察としてどういうふう

になっているのかといったこと、その3点の資
料です。 

 それから、ぱらぱら言って申しわけない。さ

っきの現場の作業員の賃金の話、その資料、以

上4点、お願いします。 
【山本(啓)委員長】 それでは、ただいまの髙比
良(元)委員の質問に関しましての資料について
は、後ほど事務局から確認し、もう一度言いま

すので、資料の提出をお願いしたいと思います。 
 それでは、議案外についての質問をこれにて

とどめまして、予定しておりました、11時から
の視察に移動したいと思いますので、玄関の方

に車を用意していますので、正面玄関に移動し

てください。 
 暫時休憩します。 
 

― 午前１０時５９分 休憩 ― 

― 午後 １時３２分 再開 ― 
 

【山本(啓)委員長】 委員会を再開いたします。 
 午前中の視察は、お疲れさまでした。 
 その内容につきまして補足の説明を求めます。 
【中田港湾課長】 それでは、説明させていただ
きます。金曜日の委員会では説明が不足してお

りまして、大変申しわけございませんでした。

改めて説明をさせていただきます。 
 まず最初に、購入に至った前提としまして、

産業労働部が策定をした国際物流戦略について

説明をいたします。 
 午前中に配付させていただいた資料の1ペー
ジをご覧いただきたいと思います。 
 平成10年のコンテナ航路開設以来、本港では
取扱量が低迷しておりましたが、三菱の客船受

注を契機に、昨年6月、釜山航路が週1便から週
3便に増便し、利便性が飛躍的に向上しました。
この好機を逃すことなく、長崎港が持つ、大陸

に最も近いという地理的優位性を生かした高速

船物流につなげていくという戦略でございます。 
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 航路週3便を定着させるステップ1、中国との
コンテナ船ダイレクト航路を開設させるステッ

プ2、高速船物流を開設するステップ3により、
段階的に物流機能を高めていき、目標としては、

高速船物流により高鮮度・高品質な本県産品の

輸出拡大と企業誘致につなげていきたいと考え

ております。 
 資料の2ページをご覧ください。 
 現状では、長崎港の背後圏である県南部、図

の中ではピンク色に着色している部分ですけれ

ども、県南部の長崎ブロックにおいて発生消費

するコンテナ貨物は約1万1,400TEUでありま
すが、そのうち長崎港を利用しているのは2割
程度の約2,600TEUにとどまっており、その多
くは博多港や北九州港へと流れています。 
 私たちはこの戦略により、県外・他港を利用

している約8,800TEUのうち、半分の4,400TEU
を奪還し、客船貨物2,200TEUを含め9,200TEU
の取り扱いを目標と定めております。 
 コンテナ貨物1個の取り扱いの経済効果が65
万円と試算をされており、取扱量が4,400TEU
増加することで、約29億円の経済効果が期待さ
れるところでございます。 
 この物流戦略に基づき、産業労働部では、今

年度より対中国の貨物に対する新たなインセン

ティブ創設のための予算を確保するとともに、

集荷専任の担当として2名の物流企業ＯＢを配
置して、現在、積極的な集荷活動に着手をして

おります。 
 資料の3ページをご覧ください。 
 将来取り扱い目標である9,200TEUの貨物を
取り扱うためには、1万7,200平米の上屋が必要
になります。現在の上屋面積は1万600平米しか
ない状況でございます。今回の倉庫取得は、本

港の上屋面積が不足している中、戦略のステッ

プ1である週3便の航路を維持するために、また、
本港の利便性向上を図り、他港から貨物を奪還

するためにもぜひとも必要なものでございます。 
 さらに、当該倉庫の位置は、コンテナヤード

に隣接をし、本港の物流機能の拡充を図る上で

とても重要な場所を占めています。この場所が

民間の企業の手に渡り、上屋以外に利用される

ようなこととなれば、本港の物流機能上の支障

になるおそれも出てきます。 
 以上のことから、この民間倉庫を取得したい

と考えております。 
 なお、取得には特別会計で予算措置し、地方

債を充てて、使用料により償還していく計画で

ございます。 
 既存の上屋の使用状況につきましては、日通

などの物流企業が、年間を通してほぼ100％使
用している状況でございます。取得後も、官民

協力した集荷活動を続けることで集荷を確実な

ものにし、使用料収入による起債の償還は可能

と考えております。 
 説明は以上になります。 
 追加で資料を配付させていただきたいと思い

ます。 
〔資料配付〕 

 ただいま配付させていただいた資料は償還計

画、収支の計算の資料でございます。 
 今回お諮りしている内容につきましては、倉

庫の購入でございますが、この購入と同時に、

別途用地の取得も行うようにしております。用

地につきましては、購入費用が3億30万6,000円、
利子が4,949万5,000円、合計3億4,980万1,000
円の費用がかかる予定でございます。 
 この用地につきましては、下の図にあります

とおり、コンテナヤードを拡張するということ

で、4,100平米をコンテナヤードとして使用する
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予定でございます。 
 下の用地の使用料の欄を見ていただくと、

4,100平米に、これは100％ではなく85％使用さ
れた状況を想定しておりますが、条例で日当た

り料金が決まっておりまして、8.33円、1年間、
それに消費税を掛けますとこの数字になります。

上の倉庫は、耐用年数が残り19年でございます
が、土地については耐用年数はございませんの

で、起債の償還期間の最大の30年を使っており
ます。これで用地の使用料の収入が3億4,966万
6,952円になりますが、この倉庫・用地合わせて
収支計算をいたしますと、起債償還額を使用料

が上回るということで収支が成り立つという計

算になっております。 
 収支計算については、以上でございます。 
 よろしくご審議のほどお願いいたします。 
【山本(啓)委員長】 以上で説明が終わりました
ので、これより第12号議案に対する質疑を再開
いたします。 
 質疑はありませんか。 
【友田委員】 先週からの流れがありますので、
私から質問させていただきます。 
 まず、突然用地が出てきたんですけれども、

用地は、今回の議案は、あくまでも財産の取得

は倉庫の議案ですよね。用地が出てきたのは、

議案はどこに上がっているんですかね。教えて

ください。 
【中田港湾課長】 議決が必要なものが、建物に
ついては7,000平米以上、土地については2万平
米かつ7,000万円以上という条件になっており
ますので、今回、用地の取得については議案の

対象とならなかったということでございます。

（「用地の方が高いじゃないか」と呼ぶ者あり） 
【友田委員】 それはほかの方の質問に委ねて、
まず、90％の1,720平米ですね、倉庫を見てき

ました。この1,720平米というのが、計算すれば
わかるんでしょうけれど、1,720平米のうちの
90％ですよというふうに書かれているんです
が、倉庫のそばにはいろいろ附帯施設というか、

事務所だったり、反対側は壁があって見られな

かったですけれど、我々が入って右側の出っ張

りのところですね、あの中とかありますよね。

2階とか3階には事務所があったりして、そうな
っているんですけれども、この1,720平米という
のは、1階平面図で言うところの物が置いてあ
ったところ、あの面積が1,720平米なのか、それ
とも、今私が申し上げた、附帯している出っ張

りの事務所だとか、そういったものもすべて合

わせて1,720平米なのか、そこを教えていただけ
ますか。 
【中田港湾課長】 1,720平米は、1階の附帯部
分を除いた部分、今日見ていただいた、荷物が

置かれている、あのフロアの面積になります。 
【友田委員】 わかりました。そうすると、既に
今日はもう持ち主の方が三菱なんかと契約して

荷物が置かれていたわけですけれども、先ほど

の説明の中で、大体業者が借りると。借りると

いう時には、県から言えば貸し方ですね。今回、

荷物がぽつぽつと置いてありましたよね。あの

床面積で貸すのか、例えばこの柱からこの柱ま

で全部貸すと、何を置いていようが置いていま

いが貸すのか、そのあたりを少し説明してくだ

さい。 
【中田港湾課長】 これはコンテナヤードについ
ても同様なことなんですけれども、荷役機械が

動いて回る部分についても全てひっくるめて貸

し付けを行っております。 
 中のフロアの利用の仕方は、借りる方が自分

の都合のいいように自由にレイアウトされて使

っていただくということにしておりますので、
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床面積全てを貸し付けを行っているところでご

ざいます。 
【友田委員】 そうすると、この90％の根拠な
んですよね。我々、通常考えると、床面積の90％
を常に荷物が占めているというイメージだった

んですが、そうではなくて、例えば360日間、
1,720平米のうち1,000平米をＡ社が借りる、
720平米をＢ社が借りて、年間で契約をすると
か、そういう形になっているということですね。

そういうことであれば、この90％というのは、
借りてさえくれれば可能なのかなと、荷物があ

ろうがなかろうが。その辺はどうなんですか。 
【中田港湾課長】 今、ご質問がありましたよう
に、荷物があろうがなかろうが、年に一括して

貸し付けを行いますので、荷物があろうがなか

ろうが変わらないということでございます。 
【友田委員】 わかりました。 
 倉庫のことでもう1つ、2つあるんですけれど
も、それは後でいいです。 
 産業労働部が計画しているこのグラフ、でき

れば当初からこういうグラフをお示しいただい

て我々に説明していただければ、もっと議論も

まとまったのかなという気がします。今後の審

査においては、ぜひこういった資料も準備して

お示しいただきたいと思います。 
 私が一番求めたかったのは、このグラフなん

ですよ。こういったものが、右肩上がりになっ

ていく目標を持っていると。その上でこの倉庫

が示す役割がこうだから、絶対必要なんですよ

と。今日、港湾課長の方から、このエリアの中

で、民間がここを倉庫以外に使われると、長崎

港の活用にも支障が出るのでというお話もあり

ました。そういう話を聞けば、なるほどなと思

う部分はあります。 
 あくまでもこの目標でいった時に、平成39年

には2万3,200TEUを目指しているということ
ですよね。今回のこの倉庫を買うに当たっての

根拠となっているのは9,200TEUと、貨物量の
目標は9,200TEUですと。9,200TEUをさばくた
めにはこの倉庫が必要ですよという話ですよね。

そうすると、それ以上に、計画どおり伸びてい

ったとした時の倉庫はどうなるんですか。この

敷地の中では、今示しておられる中で2万
3,000TEUはさばけるんですか。 
【中田港湾課長】 今、示している現在の埋立地
の面積では、2万3,000TEUをさばくことはでき
ないと思います。 
 当面、高速船の航路の開設については、既存

の施設を利用しながら始めるわけですが、これ

が順調に軌道に乗ってまいりますと、面積が足

りませんので、新たな埠頭を建設する必要が出

てくるのではないかと考えておりますが、その

際は、この写真でいいますと、左側とか前面に

は拡張の余地がございませんので、上屋が並ん

でいる右側に延ばしていくようなことになろう

かと考えております。 
【友田委員】 そうなると、やはりこの位置関係
というのは、コンテナヤードの拡張とかそうい

うことを考えると非常に重要であるということ

が、おおよそ理解ができました。 
 現地でも説明をしていただきましたが、現在

は民間の倉庫、今回購入しようとしている倉庫

の周囲に道がありますよね。今は埠頭用地とい

うことで高いフェンスがありますよね。この倉

庫と土地を購入することによって、あのフェン

スは取っ払って、そして、あの道路のところも

コンテナを置けるようなヤードに改修をしてい

くということなんですね。そこを教えてくださ

い。 
【中田港湾課長】 現在のところ、コンテナヤー
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ドに隣接をして、今度購入する倉庫が隣接して

おりますので、ヤードと一体的に利用が可能な

ようにフェンスの設置位置等は考慮してまいり

たいと考えております。 
【友田委員】 おおよそ理解はできました。 
 それともう一つ、この図面を見て気になった

のは、この図面は以前の図面なのかなと思うん

ですけれども、2階の片隅にＰＣＢの汚染物の
保管場所というのがあえて黒字で書いてあるん

ですけれど、これはもう処分は済んでいるんで

すよね。2階平面図のここに、ＰＣＢ汚染物の
保管場所と書いてあるんですけれど、ＰＣＢは

まとめて置かなければいけないとありますよね。

これは、この持ち主さんがそうしていただけで、

今回、県が購入する時には、このＰＣＢの汚染

物というのは、所有者がちゃんと処分をした上

で県に引き渡しをしてくれるんですね。 
【中田港湾課長】 この処分はもう既に済んでお
りまして、処分が終わった形で引き取るように

しております。 
【友田委員】 はい、わかりました。 
【山本(啓)委員長】 ほかに質問はありませんか。 
【髙比良(元)委員】 用地のことは全然頭になく
て、我々もいかんかったなと思うんだけれども、

これは県が造成した土地じゃなかったですかね。

それを売却したのかな。ちょっと教えてくださ

い。 
【中田港湾課長】 現在、長崎米穀が建っている
土地は、長崎港の柳埠頭の埠頭用地として所有

をしておった場所でございます。内港再開発事

業で元船の埠頭を拡張する際に、そこに建って

おった倉庫群が、移転場所としてここに移って

きたものでございます。 
【髙比良(元)委員】 だから、県で造成したとこ
ろを売却したわけでしょう。（「はい」と呼ぶ

者あり）それと、元船と等価交換か何かしたの。

売却をしたんですか。売却をしたのなら、その

当時の売却価格というのは幾らですか。持って

いないですか。 
【中田港湾課長】 当時の売却の値段については、
今手持ちにございません。 
【髙比良(元)委員】 売却価格が出ないからあれ
なんだけれども、こんな金額ではないと思うん

です。長崎米穀さんがこれを売ることで、大分

もうかるよね。というか、県の負担が大きいよ

ね。ものすごく大きいよ。倉庫の上屋のことし

か考えてなくて、底地については、私は貸し付

けをやっているのかなと思ったから、何も言わ

なかったけれども、買収までしなければいかん

のだったら、トータルで5億5,000万円。 
 まず、2つだけ聞きますが、起債は何の起債
ですか。交付税の措置はあるんですか。 
【中田港湾課長】 これは公営企業債になります
ので、交付税措置はございません。 
【髙比良(元)委員】 だから、結局、全部真水で
やっていかないといかんわけだね。それで、利

子もこれだけ払っていかないといかん。すごく

高い買い物ですよね。 
 例えば、5億5,000万円もかけるんだったら、
坪単価の取り方次第だけれども、もっと広い面

積のものを特別会計でつくれるんじゃないの。

例えば、この護岸の左側の方とか。そこら辺の

比較衡量をやってみましたか。全然検討の俎上

に上がっていないんですか。 
【中田港湾課長】 例えば、ここの柳埠頭と同じ
くらいの面積の土地を新たに造成するというこ

とであれば、平米当たりの単価というのはそこ

そこ、比較的安くて仕上げることができると思

うんですが、新たにわずかな土地をつくるため

に護岸費が非常に高く、水深がかなり深い場所
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になりますので、同じ土地を造成によって取得

するというと、かなり高いものにつくかと考え

ます。 
【髙比良(元)委員】 いや、そうじゃない。あい
ている土地があるんじゃないかと、小ヶ倉埠頭

の中で、この左側とか。私もずうっと何回か回

って見ているけれども、あいている土地はなか

ったかね。コンテナヤードのところは別として、

あいている土地。あるのか、ないのか、言って

みてください。 
【中田港湾課長】 今のところ、先ほど説明しま
したように、上屋もかなり満杯状態で、今、新

たに埋め立てを行っておりますが、そこが埋め

立てが完了するのはあと1年ちょっとはかかる
んですけれども、その時点においても用地の需

要はかなりいっぱいいっぱいになっております

ので、今のところ遊んでいる土地は、この柳埠

頭にはございません。 
【髙比良(元)委員】 ちょっと釈然とせんね、な
いというのは。 
【江口委員】 この間もらった資料の中で意味が
よくわからないのですが、9,200TEUの貨物を
取り扱うためには約1万7,200平米の上屋が必
要と、一般貨物7,000TEUの場合は約1万3,600
平米ですね。現在の小ヶ倉柳埠頭の上屋面積約

1万600平米では不足と。このところが、上屋、
上屋というのはどこの上屋を言うのか。 
 今日もらった資料で、この前からの資料もあ

りますけれども、上屋がここの岸壁に、4号上
屋450平米とか、3号が829平米、1号が1,814平
米、5号ＣＦＳ、これは入っているのかな。こ
の上屋というのはどこどこどこを指して1万
600平米ということになっているんですかね。 
 それと、今回購入するここが1,720平米という
ことと、この数字がどこでどう合うのか、ちょ

っとわからないんですけれどね。 
【中田港湾課長】 現在の既存上屋面積1万600
平米というのは、1号、3号、4号、5号、それと
6号まで足した数字になります。 
 上屋は全て、今回購入する倉庫を除いて全て

になります。 
【江口委員】 6号というのはどこにあるんです
か。去年できた分かな。 
【中田港湾課長】 すみません。縦の紙で言いま
すと、右上からいきますと、4号、3号、1号、5
号、それと、左側のＨ25新設ＣＦＳの2,100と
2,700、これを合計したものが1万600平米でご
ざいます。 
【江口委員】 今ので数字は合いますか。足して
みませんか。4号上屋、3号、1号、5号でしょう、
それから平成25年新設のＣＦＳの2,100、その
下のブルーが2,700でしょう。今度の分の1,720
でしょう。合いますかね。（「1万600になりま
す」と呼ぶ者あり）ああ、そうですか。わかり

ました。それはわかりました。 
 問題は、去年ですか、平成25年にできた4,800
平米ですかね、これが一つありますよね。これ

は、今の2,100と2,700のところですよね。2つ
足して4,800ですから。この時点から、不足分に
ついてということで、今度の長崎米穀について

検討されていたんですか。 
【中田港湾課長】 この6号上屋を建てる時点で
は、もう上屋を建られる場所が6号上屋の敷地
しかなかったので、6号上屋までしか上屋面積
は確保できないというふうに考えており、建て

ることにしておりましたが、この途中で、長崎

米穀さんの倉庫が売りに出されるという情報が

入りました。それで、ぜひともこの場所が欲し

いということで購入の検討に入りました。 
【江口委員】 去年、平成25年の実績でいくと、
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5,000をちょっと切れるぐらいですよね、コンテ
ナの数が。4,268ですか。それと、週3便になっ
てからどれぐらい増えたかというと、あまり増

えてないんですけれども、数字的には若干増え

たということで書いてありますけれどね。 
 だけれども、今後の目標の1万ということを
置いた場合に、4,268というのは、まだ半分以下
です。5割以下。三菱のやつが、これはずうっ
と今の数量できた場合においてでも、それでも

トータルでは2,000から2,500ぐらいマイナス
になるんじゃないかなと、これは以前の2月ご
ろ出された、長崎新聞だったでしょうかね。と

いうことで数字が述べてありますけれども、問

題は、今日出されたグラフでは右肩上がりで、

これは希望ですよね。こういう形でいったらい

いなということと、何とかこういう形にしたい

というのはわかりますけれども、現実的には、

三菱の分の加算をしてでも、これからの目標1
万に対してでは2,500ぐらいの不足が生じてく
ると。このあたりは現実的な問題なんですけれ

どもね。ということで、そのあたりをどう見て

いくかということなんでしょうけれども、いか

がでしょうか、そのあたりは。 
【中田港湾課長】 このグラフを見ていただきま
すと、平成26年ぐらいから棒グラフが高く、数
字的には8,400とか8,500という数字になって
おりますが、ここは客船の貨物で大きくこうい

うふうに増えるというのは、昨年、一昨年ぐら

いから想定が続いております。 
 現時点で、仮に客船貨物が全て入ったとする

と、この米穀倉庫を取得したとしても、若干充

足率としては足りない状況でございます。ただ

し、仮に客船受注が今後かなわなかったという

場合においても、一定程度県内の貨物の集荷を

見込めば、今回購入する米穀倉庫の上屋の分ま

で満たせるくらいの数字にはなるかというふう

に考えております。 
【江口委員】 わかりました。今は三菱の客船の
ことで安定したものが入ってきていると、取り

扱っているということですが、それはそれでい

いんですけれども、その分にかわるものをほか

の民間から、穴埋めはどうするかなんて、これ

は簡単にいかん問題だと思っていますけれども、

しかし、今回の倉庫購入については、そういう

ことも将来見越して、こういうものがないとい

かんということでの気持ちはわからないわけで

はないですけれども、これは大きな賭けという

か、冒険ということになるかもわかりません。 
 私は、もう一つは、前からちょっと心配して

いるのは、柳埠頭が本当に順調にこのようなグ

ラフのように右肩上がりでいくことに関しては、

道路事情があまりよくないと思うんです、アク

セスがね。柳埠頭から国道499に出る時のあの
問題とか、もしくは、今、新戸町から茂木に延

びているあの道路が新しい、南環状線ができま

したが、しかし、ここの道路改良も含めてやっ

ていかなければ、普通でさえこの499は朝、夕
はものすごく混雑しているわけですから、そこ

に、週3便になって貨物の取り扱いが、皆さん
が考えているような形で順調に伸びた場合に、

今のアクセスがそのままでいいのかどうかにつ

いては、皆さんたちの問題のみならず、もしく

は長崎県として、これは全部考えていかなけれ

ば、柳埠頭の活用は厳しいんじゃないかと思っ

ています。 
 ということで、そこらあたりも含めた上で、

今後は検討してもらいたいと思っています。い

かがでしょうか。 
【中田港湾課長】 この柳埠頭の計画と同時に、
今、長崎港の港湾計画の中では、この柳埠頭と
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女神大橋を結ぶ、海岸線沿いに臨港道路の計画

を持っております。ただし、現在のところ、そ

の臨港道路に事業着手するほど貨物量がありま

せんので、今のところは既存の道路、499号線
にかかる負荷がどの程度かというところを、今、

交通量調査等をしながら観測をしている状況で

ございます。 
 今後、柳埠頭の貨物量が増えてきますと、既

存の交通にかなり負荷がかかってくる可能性が

ございますので、その臨港道路の着手が必要か

どうかについて、今後とも観測を続けてまいり

たいと考えております。 
【江口委員】 もう終わりにしますが、荷主から
すると、やっぱり交通のアクセスがどうだとい

うことは一番、港の使い勝手もそうなんですが、

そこまで持っていく、もしくは輸送するための

アクセスがどうだということは大きな問題だと

思います。 
 もう一つは、毛井首、土井首が、今、海岸線

の道路がもうちょっとすると、もう一時かかり

ますが、完成するでしょう。そうすると、この

あたりの、499というのは、今の現状でいいの
かとなると、大変な混雑なんですよ。だから、

荷物が多いか少ないか、今のところそこまでな

いから、海岸線の道路がと言いますけれども、

逆に先にでき上がっていたら、荷主からすると、

非常に使い勝手がいいということになるんです。

それは、今のような考え方だったら、道路事情

はよくならないですよ。 
 本当に右肩上がりの形で柳埠頭を活用してい

きたいということになれば、そのあたりはもっ

と深刻な問題として考えていかなければ、これ

はなかなか解決できない問題じゃないかと思い

ます。私はこの道路事情がよくわかるものだか

ら、かなり心配しております。 

 ということで、今後も今のようなことを含め

て、やっぱり柳埠頭を中心に、長崎ゾーン関係

の交通アクセスについては、今まで以上にもっ

とスピードアップして取り組んでもらわないと

いかん問題が絡んでいるんじゃないかというこ

とを、これは意見として申し上げておきたいと

思います。 
【髙比良(元)委員】 この平成25年に新設をした
ＣＦＳの2,100平米とか2,700平米というのは、
これは事業費は幾らかかったんですか。工事費、

2つ合わせて。 
【中田港湾課長】 2つにエリアが分かれており
ますが、建物自体は一つの建物になって、中身

が2つに分かれておるんですが、約8億円、ちょ
っと正確な数字が思い出せないんですけれども、

約8億円ぐらいの事業費だったと思います。 
【髙比良(元)委員】 それは、4,800平米でね。
（「はい」と呼ぶ者あり） 
【山本(啓)委員長】 ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
【山本(啓)委員長】 ほかに質疑がないようです
ので、これをもって質疑を終了いたします。 
 次に、討論を行います。 
 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
【山本(啓)委員長】 討論がないようですので、
これをもって討論を終了いたします。 
 議案に対する質疑、討論が終了しましたので、

採決を行います。 
 第12号議案は、原案のとおり可決することに
ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
【山本(啓)委員長】 ご異議なしと認めます。 
 よって、第12号議案は、原案のとおり可決す
べきものと決定されました。 
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 しばらく休憩いたします。 
 

― 午後 ２時１１分 休憩 ― 

― 午後 ２時１１分 再開 ― 
 

【山本(啓)委員長】 委員会を再開いたします。 
 これをもちまして、土木部関係の審査を終了

いたします。 
 引き続き、環境部の審査を行います。 
 しばらく休憩し、14時25分再開で行います。 
 

― 午後 ２時１２分 休憩 ― 

― 午後 ２時２５分 再開 ― 
 

【山本(啓)委員長】 委員会及び分科会を再開い

たします。 

 これより、環境部の審査を行います。 

【山本(啓)分科会長】 まず、分科会による審査

を行います。 

 予算及び報告議案を議題といたします。 

 環境部長より、予算及び報告議案説明をお願

いいたします。 

【立石環境部長】 環境部関係の議案についてご

説明いたします。 

 予算決算委員会環境生活分科会関係議案説明

資料の環境部をお開きください。 

 今回、ご審議をお願いいたしております議案

は、第1号議案「平成26年度長崎県一般会計補
正予算（第1号）」のうち関係部分のほか、報
告議案が2件であり、歳入歳出予算はそれぞれ
記載のとおりであります。 
 なお、平成26年度長崎県一般会計補正予算
（第1号）の内容につきましては、海岸環境保
全対策推進事業についてで、記載のとおりであ

ります。 
 また、報告議案につきましては、先の3月定
例月議会の予算決算委員会において、専決処分

により措置することについて、あらかじめご了

承いただいておりました、平成25年度予算の補
正を3月31日付けで専決処分させていただいた
もので、内容は、記載のとおりであります。 
 以上をもちまして、環境部関係の説明を終わ

ります。 
 よろしくご審議を賜りますようお願いいたし

ます。 
【山本(啓)分科会長】 以上で説明が終わりまし
たので、これより予算及び報告議案に対する質

疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
【友田委員】 海岸環境保全対策推進事業費の
1,519万2,000円、今回補正されているんですが、
これは国の地域環境保全対策費補助金を創設し

て、国において設置されて、これによって県費

で基金事業として補助率10分の10でやってい
る分ですよね。実際、1,500万円、今回補正して、
これは平成26年度までの基金事業なので、今年
度中に全部、基本的に消化しなければなりませ

んね。そうすると、あと残り幾ら、この基金が

残っているのか、そのうち1,500万円というのは
どういうふうになるのか、どういうものに使お

うとされているのか、このあたりの関係と使途

についてお知らせください。 
【矢野廃棄物対策課長】 この1,519万2,000円
につきましては、平成25年度の執行残を今回予
算化したものでございます。 
 委員ご指摘のとおり、平成26年度までの予算
でございますので、今年度中に全部使い切って

しまうということで、平成26年度の当初予算、
9億9,392万2,000円と、今回の1,519万2,000円、
合わせまして10億911万4,000円を今回予算化
したものでございます。 
 用途につきましては、多分、関係資料でお配
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りしているかと思うのですが、県が管理する港

湾海岸関係で、まず32カ所で1万4,000立米ほど、
それから市町では佐世保とか松浦、雲仙、壱岐、

対馬等の12市町で210カ所で約2万8,000立米ほ
どを回収する予定にしております。 
 今回、補正でお願いしております1,500万円に
つきましては、これは小値賀町の方が「教会群」

遺産の関係で、野崎島周辺での清掃をやりたい

ということで、町長様から直々要望があったも

のでございますが、それで小値賀町の方に1,500
万円予算化いたしておるものでございます。 
【友田委員】 資料はこれですね。（「はい、そ
うです」と呼ぶ者あり）確かに、残が10億900
万円ということです。 
 ここにある予算額が、それぞれ市町の分があ

るんですけれども、この使途なんですけれども、

それぞれ回収予定量というのが示されていて、

そして金額があるんですけれども、これは、実

際に予算を使う時はどのような使い道なのか。

例えば、この範囲に幾ら分やってくださいと、

例えば、予算が300万円なので、300万円の範囲
内でやってくださいというやり方なのか。それ

とも、実際に作業をしてみたところ、ごみの処

理料とかも入るわけでしょうから、600万円ぐ
らいかかりましたとなった時に、この予算はど

のように執行されるのか、そのあたりをもう少

し教えてもらえますか。 
【矢野廃棄物対策課長】 この予算は、各市町が
4月の段階で海岸を見ていただいて、このくら
いごみがあるので、このくらいお金がかかるで

あろうということで積み上げていただいた金額

でございます。 
 実際、平成25年度もあったんですが、ごみを
回収しようとした時に、4月に確認をしていた
よりもごみが少なくなっていたと、波に流され

て少なくなるんですが、そういう状況もござい

ますし、また反対に、多く打ち寄せられて多く

なってしまったという事案もございます。そう

いうものにつきましては、増減を私どもの方で

調整いたしまして、余った市町から少し吸い上

げてほかの市町に回すというようなことで調整

をいたしております。 
【友田委員】 全国2番目に長い海岸線を持つ長
崎県でありますから、特に西側に開けているよ

うなところについては、相当ごみがたまります

し、湾の中でも潮の関係で、一部のところに集

中的にたまっているとかいうのがあります。 
 私の地元の松浦市においても、今回、514万
3,000円の当初予算が上がっているんですけれ
ども、いろいろ現場を見ると、ちょっとこの予

算では賄えない部分等が散見されます。そこに

実際行ってみると、ごみがある、そして、それ

にまた周辺の砂利みたいなのが、このくらいの

玉石みたいなのが上に乗って、その方がおっし

ゃいましたけれど、まさに「ごみのミルフィー

ユ」、多層になっていると。ごみがあって砂利

が乗って、ごみが乗って砂利が乗っていると。

そうすると、一番上だけとっても、波の浸食で、

また下のごみが浮いてきたりするので、どうせ

やるならそこまでやりたいんだと。そうすると、

今の予算内ではちょっと厳しいですというよう

なお話等もありますので、今、廃棄物対策課長

の方から、ごみが少なかったところの予算等を

充てるということですから、ぜひそういうふう

に柔軟にしていただいて、やっぱり一度やった

時にやらないと、また二度手間、三度手間にな

ってしまいますし、私の地元では、海岸線にお

りるには軽トラックしかおりないようなところ

もありますので、そうなると、やっぱり最初や

った時にしっかりやっておかないと、かえって
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予算の無駄遣いになってしまいますので、その

あたりは、ぜひ柔軟に対応いただくように、こ

れは要望しておきたいと思います。 
 終わります。 
【山本(啓)分科会長】 ほかに質疑ありませんか。 
【江口委員】 これは平成25年度の補正になる
んでしょうか、3ページの浄化槽対策費が822万
2,000円の減ということですが、これは各市町が
行う浄化槽設置整備事業ということに対する補

助金の問題なんですけれども、特に離島を含む

地域において、浄化槽が、公共下水道に乗らな

い地域も含めて整備されていると思いますけれ

ども、この822万2,000円の減というのは、市町
で分けたら、大体どの地域にどの程度とか、当

然これは目標が、何基ぐらい設置することに対

しての予算というので決められているんでしょ

うから、この減額ということは、目標値に達し

ないということなんでしょうけれども、このあ

たりのばらつきが非常に、なかなか進まない地

域があるとか、そういうことがあるのかないの

かを含めて、そのあたりはいかがでしょうか。 
【川内水環境対策課長】 今、浄化槽の補助金
822万2,000円の減というところで、どの地域に
多いんだろうかというような話でございました。 
 結論から申しますと、822万2,000円、どこの
市町にも同じぐらいあったということで、この

822万2,000円の金額について、ちょっとご説明
させていただきたいと思います。 
 例えば5人槽の補助金といたしましては、県
で補助金を出すのが14万8,000円ということに
なります。ざくっと822万2,000円を14万8,000
円で割りますと、基数にして55基になります。
それで、現在、浄化槽をやっておりますのが、

小値賀、時津を除く19の市町でやっております
ので、この55基を19市町で割りますと、おおむ

ね3基程度になります。これが10人槽でいけば
42基ということで、19市町で割ると2基という
ことで、どの市町でもおおむね2～3基少ない、
余らせてしまったというところでございます。 
 ただ、市町の職員の方にお聞きすると、3月
ぐらいぎりぎりになってきますと、どんどん申

請が上がってきまして、足らなくなるんじゃな

いかというようなおそれもあるということで、

市町の職員の方は一生懸命頑張っていただいて、

結果として2基とか3基とかできなかったとい
うところでございます。 
【江口委員】 平均すると、そうやってわずかの
基数ぐらいしか上がりませんけれども、特に浄

化槽設置ということになると、新築の家を建て

るか、大改造するとか、そういう時じゃないと

なかなか、普通の時に浄化槽をやろうかという

のは、それだけ費用もかかるわけですから、な

かなか思い切ってやるというのは難しいと思い

ます。 
 だけれども、この何年かを平均して、浄化槽

が進まない理由の一つは、全国的にもだんだん

高齢化が進んでいくと、「そこまでもね」とい

うようなことが起こったりするんでしょうけれ

ども、極端なことを言うと、「汲み取りのまま

でいい」とか、「公共下水道もきているけれど

もつながない」とかということも理由の中にあ

るかと思いますけれども、そのあたりはいかが

でしょうか。 
【川内水環境対策課長】 私の手元にある資料だ
けでご説明いたしますと、平成24年に佐世保市
で新規設置箇所が329基ございました。そのう
ち新築が202基、改築等が127基ということで、
委員おっしゃいましたように、新築が6割を占
めて、あとの4割が改築、汲み取りから水洗化
するために合併浄化槽に変えるというのが127
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基のうち115基ということで、そのような状況
でございます。 
【江口委員】 はい、わかりました。 
【山本(啓)分科会長】 ほかに質疑はありません
か。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
【山本(啓)分科会長】 ほかに質疑がないようで
すので、これをもって質疑を終了いたします。 
 次に、討論を行います。 
 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
【山本(啓)分科会長】 討論がないようですので、
これをもって討論を終了いたします。 
 予算及び報告議案に対する質疑・討論が終了

しましたので、採決を行います。 
 第1号議案のうち関係部分、報告第1号のうち
関係部分及び報告第12号は、原案のとおり、そ
れぞれ可決・承認することにご異議ございませ

んか。 
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

【山本(啓)分科会長】 ご異議なしと認めます。 
 よって、予算及び報告議案は、原案のとおり、

それぞれ可決、承認すべきものと決定されまし

た。 
【山本(啓)委員長】 次に、委員会による審査を
行います。 
 環境部は、委員会付託議案がないことから、

所管事項についての説明及び提出資料に関する

説明を受けた後、陳情審査、所管事項について

の質問を行います。 
 環境部長より、総括説明をお願いします。 
【立石環境部長】 今回、環境部関係の議案はご
ざいませんので、議案以外の主な所管事項につ

いてご説明いたします。 
 今回ご報告いたしますのは、第3期大村湾環

境保全・活性化行動計画について、ＰＭ2.5の監
視体制等について、海水浴場水質調査の結果に

ついて、節電対策について、海岸漂着物対策の

推進について、産業廃棄物の適正処理推進につ

いて、生物多様性保全戦略の推進について、『長

崎県「新」行財政改革プラン』に基づく取組に

ついてで、内容については記載のとおりであり

ます。 
 以上をもちまして、環境部関係の説明を終わ

ります。 
 よろしくご審議を賜りますようお願いいたし

ます。 
【山本(啓)委員長】 次に、提出のあった「政策
等決定の透明性等の確保などに関する資料」及

び「政府施策要望に関する提案・要望の実施結

果」について説明を求めます。 
【山下環境政策課長】 「政策等決定過程の透明
性等の確保及び県議会・議員との協議等の拡充

に関する決議」に基づき本委員会に提出いたし

ました環境部関係の資料について、ご説明いた

します。 
 まず、県が箇所づけを行って実施する個別事

業に関し、市町に対して内示を行った補助金に

つきましては、本年3月から5月までの3カ月間
の実績は、資料1ページから3ページまでに記載
しており、直接補助金といたしましては、合計

で36件ございます。なお、間接補助金について
はございません。 
 次に、4ページをご覧ください。 
 1,000万円以上の契約案件について、本年3月
から5月までの実績でございます。資料4ページ
に記載しておりますとおり、計2件ございます。 
 続きまして、7ページをご覧ください。 
 環境部の附属機関等会議結果報告につきまし

ては、平成26年3月から平成26年5月までに開催
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した分でございます。 
 長崎県環境審議会生物多様性保全戦略策定部

会など6件となっております。その内容につき
ましては、次の8ページ以降に記載しておりま
す。 
 以上で説明を終わらせていただきます。 
【山本(啓)委員長】 次に、自然環境課長より補
足説明の申し出があっておりますので、これを

受けることにいたします。 
【川越自然環境課長】 自然環境課からは、長崎
県生物多様性保全戦略の見直しについてご説明

をさせていただきたいと思います。 
 補足説明資料1という資料をお配りしており
ますので、それに基づいてご説明させていただ

きたいと思います。 
 長崎県生物多様性保全戦略ですが、こちらの

方は貴重な動植物をはじめとした生き物や自然

を守るということ、加えまして、食料など自然

からの恵みというものを持続的に活用していく

ことを目的とした、生き物版の基本計画となる

ものです。 
 この基本計画につきましては、1の概要にご
ざいますが、「長崎県未来につながる環境を守

り育てる条例に」に基づき、平成21年度に最初
の計画を策定しまして、これまで取組を進めて

きたところでございます。 
 平成21年度から平成25年度の5カ年につきま
しては、約95の取組を実施してまいりましたが、
策定を5年をめどに見直すこととされておりま
して、平成25年度より見直しを行っているもの
でございます。 
 補足説明資料1の2、スケジュールですが、こ
れまでの作業の概要について、簡単にご説明を

させていただきます。 
 平成25年5月に、長崎県環境審議会の方に諮

問させていただきました。その後、7月から生
物多様性保全戦略策定部会という部会を設置し、

検討を進めてきたところでございます。 
 また、今回の見直しでは、県民の方々からい

ろいろな意見を聞きたいということで、昨年の

11月から2月にかけまして、県内の6地域で意見
交換会を開催いたしました。 
 また、1月から2月にかけましては、「生物多
様性」という言葉がなかなか聞き慣れないとい

うこともありますので、学術経験者ですとか、

著名人の方、地元で生き物や自然にかかわりが

ある活動をされている方々を招いたフォーラム

などを開催しまして、これまで関心、理解とい

うものを深める努力をあわせてやってきたとこ

ろでございます。 
 本日、平成26年7月というところで書いてお
りますが、委員会でまず今日の案をご説明させ

ていただいた後、パブリックコメントを行いま

して、部会での検討を経て、9月をめどに県環
境審議会の答申を経て完成をさせたいというこ

とで、今、作業を進めているものでございます。 
 続きまして、2ページ目をご覧ください。 
 今回の見直しのポイントについて、概要をご

説明させていただきます。 
 まず、計画期間ですが、今年度、平成26年度
から平成32年度（2020年度）までを予定してお
ります。この期間につきましては、国の方で同

様の計画をつくっておりますが、そういったも

のの年限と合わせるということで、平成32年と
いう形にしております。 
 3の（2）これまでの取組や県民意識から見た
課題というところでございますけれども、ここ

にはこれまでの5年間の取組、さらには県内6地
域で意見交換を行った際の課題として出された

ものを整理したものです。 



平成２６年６月定例会・環境生活委員会・予算決算委員会（環境生活分科会）（７月７日） 

- 94 - 

 特に下の表につきましては、県民からの意見

交換の場で出された意見をまとめたものでござ

います。特に県民の方々が期待している取組と

しましては、ここの下の四角のところにも書い

てありますけれども、生態系や野生動植物種の

保全対策をもっとやっていってほしいという話、

さらには、シカ・イノシシをはじめとした野生

鳥獣、さらには外来生物による被害防止対策の

強化、自然環境調査の実施、自然とのふれあい

の機会の場の増加、普及啓発・広報、環境教育

を推進していくこと。さらには、多様な主体と

の連携・協働の仕組みづくり、公共工事等にお

ける環境配慮、そういったことをぜひ今後引き

続いて、もしくは新しく進めていってほしいと

いうような意見が出されたところでございます。 
 続きまして、3ページ目をご覧ください。 
 現状の長崎県の生物多様性は、今どういうこ

とになっているのかというものを簡単にまとめ

たものでございます。ボックスの中の一番上に

なりますが、まず、開発や盗掘などによる影響

は継続ということで、近年、大規模な開発など

は減ってきておりますけれども、絶滅危惧種と

いうものの数を見てみますと、平成12年から平
成23年の間で1,000種から1,392種ということ
で、まだ392種増えているという状況にござい
ます。 
 2番目として、里地里山の管理・利用の減少
や農林水産業の担い手の減少、高齢化によって

身近な生きものが減少しているという点です。 
 例えば、昔であればなじみでありましたキキ

ョウとか、トノサマガエル、そういったものさ

えも、今、実は絶滅の危機に瀕している生物に

なっているというところです。 
 3点目としては、野生鳥獣による被害が深刻
化というものです。 

 下のグラフ、図等について簡単にご説明をさ

せていただきますと、真ん中の左側地図につい

ては、シカの分布状況の変遷を示したものでご

ざいます。まず、黄色が昭和53年にシカが生息
していたところ、オレンジ色が平成15年にシカ
が確認されたところ、赤色が2010年～2011年に
確認されたということで、黄色、オレンジ、赤

という形で、県内ほぼ全域にシカが、約30年間
で広がっているという様子がわかっております。 
 さらに、下のグラフにつきましては、イノシ

シ・シカの捕獲頭数ですが、イノシシにつきま

しては約3万5,000頭、シカについては6,000頭
を平成24年度で捕獲しておりますけれども、依
然として農林業への被害というものは深刻化し

ております。 
 加えまして、生態系への被害というものも出

ておりまして、右側の写真については、上の方

が対馬の鰐浦のヒトツバタゴという天然記念物

の白い花が咲くところの群落ですが、林床がシ

カの食害によってやられてしまっている様子、

下の方の写真は、小値賀の野崎島、先ほど海ご

みの話が出ておりましたが、これもシカの頭数

が増えて、草地が荒れてしまっている、そうい

った状況が今生まれつつあるということでござ

います。 
 加えまして、問題の方に戻りますが、外来生

物の侵入・拡大ということで、近年、対馬にお

けるツマアカスズメバチという外来種が新たに

入ってくるなど問題となっております。 
 4ページをご覧ください。 
 4ページの左の方が、ツマアカスズメバチと
いうものが、対馬で、国内で初めて確認された

という新聞記事でございます。現在、まだ対馬

のみで発見されているだけですが、養蜂への影

響なども懸念されておりまして、早急な対策が
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必要と考えているものです。 
 下にまいりますが、海水温の上昇ということ

で、地球温暖化ということがよく言われますが、

海水温のグラフ、男女群島のものですが、それ

を見たものです。このグラフを見ますと、約40
年間で海水温が2度上がっているということが
データとしてもとられております。右側の方は、

これは男女群島の写真ではございませんけれど

も、もともとはここに海草が茂っていたんです

が、海水温の上昇によってこのような形で岩盤

がむき出しになっているというところが県内各

地で出ているということで、こういった地球環

境の問題というものも対応していくべきものが

あると考えております。 
 続きまして、5ページ目をご覧ください。 
 今までご説明したような県民の方々の意見で

すとか、生物多様性の現状を踏まえまして、今

回大きくポイントを2つ設けて見直しを行いま
した。 
 1点目としましては、2020年度までに達成す
べき「5つの行動目標」と長崎県の特徴や課題
を踏まえた「7つの視点」を設定して取組を進
めていこうと考えております。 
 行動目標①としましては、自然環境の監視と

種の保護・生態系の保全を強化するということ

で、特に視点①では、アジアをはじめとした他

地域とのつながりを守るということで、これに

つきましては、例えばツシマヤマネコですとか、

渡り鳥、そういったものは長崎県を特徴づける

動物なんですが、いずれも絶滅の状態にある、

もしくは危うい状態にあるというものが多いこ

とから、そういったものについては、ぜひ重点

的に取り組んでいきたいと考えております。 
 視点②の島の個性を守るというところは、先

ほどツマアカスズメバチの話をいたしましたが、

対馬のニホンミツバチが唯一それだけで生息す

る島ということで、日本でも非常に価値がある

島というふうに言われています。また、チョウ

チョの仲間なんですが、ツシマウラボシシジミ

という対馬にしかいないチョウも、実はシカの

食害によって、かなり今、生息地が減っている

といった状況がございます。そういった点では、

対馬に残された非常に大切な資源、価値という

ものが失われつつありますので、ぜひ今後、平

成32年度（2020年度）まで、こういった島の特
徴というものを守るべき取組を強化していきた

いというものが、行動目標①でございます。 
 以降、行動目標②、人とふるさとの自然との

つながりを回復するというところは、やはり本

県の課題であります少子高齢化というものが進

展していく中で担い手の育成とか、やはり地域

の活性化、そういったものもやはり我々の取組

で考えていく必要があるというふうに思ってい

ます。そういった中で、生物の関係ですと、里

地や里山の取組支援ですとか、野生鳥獣の対策、

そういったものをぜひ進めていきたいというこ

とで書いております。 
 行動目標③、多様な地域資源の活用を進める

ということで、あくまで生物多様性を守るだけ

ではなく、それを使っていくということもあわ

せてやっていかなければ、特に身近な生きもの

は守っていけないのではないかと考えておりま

す。そういった点では、地域資源を活用した産

業を育てる、視点④として設けておりますが、

そういったことを掲げまして、特に自然関係で

はツーリズム、そういったものをより一層進展

していきたいと考えております。 
 行動目標④、生物多様性の恵みにふれる機会

を増やすということで、県内ではまだまだ、「生

物多様性」という言葉もそうですし、自然とふ
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れあう機会というものも十分ではないというよ

うな声を県民の方からいただいております。そ

ういった点で、できることというものを引き続

き進めて、より強化していくものはしていくと

いうことで考えております。 
 最後、行動目標⑤ですが、生物多様性に関す

る情報の整備と環境に配慮した取組を進めると

いうことで、視点⑥としては、生物多様性に関

する基礎データの収集・整備というものを引き

続き進めていきたいということと、視点⑦、公

共事業等における環境配慮というものを、これ

も現在、県でも進めておりますが、引き続き進

めていくというようなことで視点を7つ設定し
ております。 
 最後、6ページをご覧ください。 
 ポイント2ということですが、5つの行動目標
ごとに2020年度までの取組を「行動計画」とし
て整理するというのと、施策の達成状況やその

成果を把握するための指標を設定ということで

す。 
 特に指標については、実際、現行の戦略では

全くこのようなものが設定されておりませんで

して、どれだけ何をやったのか、どういった効

果があったのかということがわからないような

状態になっておりました。したがいまして、今

回このような指標を設定しまして、それぞれの

取組を評価していくということで、どれだけこ

れらが効果があったのかというような検証がで

きる仕組みにしていきたいと考えております。 
 以上で、生物多様性戦略のご説明を終わらせ

ていただきます。 
【山本(啓)委員長】 以上で説明が終わりました
ので、陳情審査を行います。 
 配付いたしております陳情書一覧表のとおり、

陳情書の送付を受けておりますので、ご覧願い

ます。陳情番号16番と20番です。 
 陳情書について、何かご質問はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
【山本(啓)委員長】 質問がないようですので、
陳情につきましては、承っておくこととします。 
【山下環境政策課長】 平成27年度政府施策に
関する提案・要望の実施結果について、ご説明

したいと思います。 
 去る6月11日及び12日に実施いたしました平
成27年度政府施策に関する提案・要望につきま
して、環境部関係の要望結果をご説明いたしま

す。 
 環境部関係につきましては、重点項目の「国

営諫早湾干拓事業」につきまして、環境省の鈴

木大臣官房長に対しまして、石塚副知事、立石

環境部長から要望を行いました。 
 国営諫早湾干拓事業については、諫早湾干拓

調整池の水質保全対策などについて、現状対策

の継続では水質目標の達成は困難なことから、

強く要望を行い、鈴木大臣官房長からは、「水

質保全対策は重要。機会があれば農水省に話を

伝えたい」とのご意見をいただいたところでご

ざいます。 
 このほか、一般項目の漂流・漂着ごみの対策

についてなど6項目について、環境省、経済産
業省、国土交通省の各省に対しまして要望を行

いました。 
 以上が、環境部関係の要望結果でありますが、

今回の政府施策に関する提案・要望の実現に向

け、引き続き取組を行ってまいりたいと考えて

おります。 
 以上で報告を終わらせていただきます。 
【山本(啓)委員長】 次に、議案外の所管事務一
般に対する質問を行うことといたします。 
 まず、「政策等決定過程の透明性等の確保な
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どに関する資料」について、質問はありません

か。 
〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

【山本(啓)委員長】 次に、「政府施策要望に関
する提案・要望の実施結果」について、質問は

ありませんか。 
【友田委員】 先ほど、このほかにというところ
で、海岸漂着物の関係で少しふれられましたの

でお尋ねしたいと思うんですけれども、先ほど

も予算審議をしたとおり、平成25年度～平成26
年度の2年間の事業で、今年度で終わるわけで
すね、海岸漂着物に対する国の支援がですね。

県としても、恒久的にお願いしますということ

で国に求めているわけですが、これは国の動き

は、今後どんなふうになっているのか。 
 もう7月ですから、来年度に向けて、平成25
年度～平成26年度、2年間で基金事業ができた
ので、これ以後全くこないかというと、それは

あり得ない話で、くるわけですね。 
 それで、特に、私の地元でも海岸線をずっと

歩いてみますと、真っ黒いじょうごのようなも

のがいっぱい流れ着いているんですよ。漁師さ

んに聞いたんですね、「これは、あなたたちが

捨てよっとやなかろうね」と聞いたら、「いや

いや、とんでもない。大体これは韓国のアナゴ

漁か何かのやつですよ」と言われて、松浦まで

流れ着いてきているんですよ。 
 だから、これは本当に一都道府県がやれる問

題ではないんですね。国でしっかり対応してい

ただいて、そして、その処理についても継続的

にこの予算というものは求めていかなければな

らないと思うんです。今後また、その実現のた

めに精力的に対応するということでありました

けれども、現時点において国がどのように考え

ておられるのか、承知しておられれば、そのあ

たりをお聞かせいただきたいと思います。 
【矢野廃棄物対策課長】 国におきましては、現
在、来年度予算の獲得に向けまして、精力的に

努力をいただいておるところでございます。今

年の6月に、実際、国の方から、来年度どのく
らい予算が必要かということでのアンケート調

査もございました。 
 そういう中で、私どもとしましては、県の要

望だけではなく、全国知事会、または九州知事

会等でも国に対して広く要望活動を行っている

ところでございます。 
【江口委員】 今の件は大事なことですよ。だか
ら、これは1県のみならず、漂着ごみに関して
は全国で何県かあるわけでしょうから、そうい

うよその県とも連携をとって、そして財源を、

要するに補助金じゃなくて、恒久的な財政措置

というか、そんな話は前からあるわけだから、

長崎県1県というより、今のようなことについ
ては関係する全国の県と、離島を抱えた県とは

離島振興については、また国境離島については

そういう連携をとっていますけれども、この漂

着ごみということに関して特化した場合に、そ

ういう連携をとった国に対する要望・要請とい

うのはどうなっているんですか。 
【矢野廃棄物対策課長】 実際、全国知事会等々
を考えますと、長崎ですとか鹿児島、沖縄、山

口県、もしくは、向こうの方にいきますと石川

県だとか富山県、ああいうふうに日本海なり東

シナ海に面したところは、やはり外国のごみが

多いということでとても熱心でございますが、

例えば瀬戸内の県におきましては、外国のごみ

はそんなにきてないと。出ているのは自分たち

のごみか、もしくは隣の県のごみだということ

で、積極的ではないということではないんです

が、私どもと比べたら、少しトーンダウンして
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いるという状況でございます。 
 そういう中で、先日、国の方からも、「長崎

県さん、先日、県の要望をいただきましたが、

1県だけではなくて、やっぱり全国まとまって
要望をいただいた方が大きな力になりますよ」

とご助言もいただきましたので、全国知事会、

九州知事会、あと、全国の廃棄物の担当課長会

等々もございますので、そういう組織といいま

すか、団体を利用して、国の方には要望いたし

ているところでございます。 
【江口委員】 なかなかこの問題は、漂着ごみが
解決することは、まず不可能だと思います。そ

のためには、財源の恒久的な措置は、当然国に

求めていかなければ、その時その時の補助金ぐ

らいで間に合う問題ではないと思います。 
 だから、ぜひ連携をとっていただきながら、

国に対する要望はちゃんとしていただきたいと。

我々議会というか、また政党からでも、今のよ

うな問題は、特別にこういう問題があるんだと

いうことは、国、国会議員に対しても要請はし

ていきたいと思っています。 
【立石環境部長】 今、お話があっております海
岸漂着物対策につきましては、我々も継続した、

長期的な取組は極めて重要と考えておりまして、

それと、海岸漂着物処理推進法におきましても、

「国は、海岸漂着物対策を推進するために、必

要な財政上の措置を講じなければならない」と

いうふうにされております。 
 そういう意味におきましても、今後、今、お

話がありましたように、関係県、あるいは全国

知事会、九州知事会等を通じて、国に恒久的な

財源措置について強く働きかけをしてまいりた

いと思います。 
【山本(啓)委員長】 次に、議案外所管事務一般
について、ご質問はありませんか。 

【友田委員】 今のごみの関係なんですけれども、
先ほど海岸漂着物の海外のごみの話をしました

が、ずうっと回ってみますと、確かに半分ぐら

いはハングル文字のついたごみなんですけれど

も、残りの半分ぐらいは純日本製のごみなんで

すよ。日本人が捨てたごみです。中には、特に

釣り用の餌の空き袋だとか、即席麺の空き容器

とかそういうものなんですよ。 
 環境教育というものを県としてはどのように

取り組んできておられるのか。これはそれぞれ

の学校や教育委員会とかでもやられていると思

うんですけれども、県の環境行政を司る環境部

としては、県民に対して環境教育、こういうこ

とをすると現状こうなんですよと。例えば、海

で捨てたのがこんなふうに海岸に打ち寄せられ

てこんなことになっていますと。実際にこれだ

けお金を払って処理しているんですよと。全て

皆さんの税金ですよと。何か捨てる人たちに響

くような環境教育、こういったものが必要かな

と思うし、取り組まれているとは思いますけれ

ども、このあたりの実態について、少しお聞か

せいただきたいと思います。 
【矢野廃棄物対策課長】 まず、漂着ごみの環境
教育という狭い視点でお話をさせていただきま

すが、平成25年度から2カ年でつきました、今
回の環境保全対策臨時基金でございますが、こ

れにつきましては、発生抑制対策もあわせてし

なさいということで国の方から指示があってお

ります。そういう意味で、ごみをただ単に拾っ

て処理するだけではなくて、発生抑制対策もあ

わせてするということで、平成25年度から重点
的に取り組んでおるところでございます。 
 そういう中で、特に子どもたちに対する環境

教育が必要であると考えておりまして、平成25
年度はＮＰＯに委託をいたしまして、漂着ごみ
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に関する紙芝居を本土の4地区の小学校で実施
いたしました。今年度は、離島地区の4箇所で
実施をする予定としております。 
 それから、今年も壱岐市とか五島市が行うの

ですが、壱岐市とか五島市に長崎県内の大学生

を派遣いたしまして、その中で学生たちが各離

島の方でごみ拾いをすること、それから地域の

高校生や中学生、小学生も巻き込んだごみ拾い

をすることによって、地域の環境教育、あわせ

てボランティアの育成を図るということで、そ

ういう事業もあわせて行っております。 
【友田委員】 ごみを捨てるのはやめましょうと、
随分昔から言われていることなんですけれども、

実際には相当なごみがそういったところに流れ

ていますし、これは山の中のごみ、これも一緒

ですけれども、まあ、イタチごっこみたいなと

ころはありますけれども、ぜひそういった意識

が変わるように、引き続き対応いただきたいと

思います。 
 もう一つ、先般もありましたけれども、県内

の海水浴場の水質調査の公表がありますね。こ

こにも県内の主要な25カ所というのがあるん
ですけれども、地元に帰りましたら、「この25
カ所の基準は何ですか。なんで25カ所だけなん
ですか」と。 
 というのは、私の地元の松浦市にも海水浴場

はあるんですけれども、全て松浦以外のところ

にあるんですよ。地元の皆さんは一生懸命、自

分のところの海水浴場はすばらしい海水浴場だ

と思って整備をされていて、こういうのが公表

されないのはなぜなんだろうということで、一

度聞いてはいるんですけれども、ぜひ委員会の

中でもそのあたりについてお知らせいただきた

いと思います。 
【山下環境政策課長】 まず、海水浴場の水質調

査の目的でございますが、この調査の目的は、

環境基本法に基づくものではなくて、「全国の

水浴に供される公共用水域の水質等を把握し、

その対策を公表して国民の利用に資することを

目的とする」と。いわゆるその海水浴場が安心

ですよという安心感を持たせるということから、

環境省の方が昭和48年に通知を出しまして、主
要な海水浴場について調査をしなさいというこ

とで、本県におきましては、過去3年の利用者
数が約1万人の海水浴場につきまして調査を実
施してきたところでございます。 
 実は、現在25カ所でございますが、平成5年
におきましては40カ所の調査を実際にしてき
ております。ただ、一つは、海水浴の利用者数

が減っているということもございまして、ここ

数年は25カ所ということでございます。 
 そして、各海水浴場の3カ年の平均を見ます
と、1万人を超したところというのが数箇所で
ございまして、そういう意味では、県としまし

ては、25カ所につきましては確実にやっていこ
うということで考えておるところでございます。 
【友田委員】 過去3年間平均して1万人ですね、
3年間を平均すると1万人ということでしょう。
（「延べです」と呼ぶ者あり）延べということ

は、1年間に3,333人が3年間が来れば1万人です
よね。3,500人ぐらいが来ていればいいというこ
とになりますよね。 
 じゃ、その3千何百人来ているという把握は
どうやってやるんですか。 
【山本(啓)委員長】 もう一回、数字の説明を言
ってください。1万人の話。 
【山下環境政策課長】 まず、過去3年間の延べ
利用者数がおおむね1万人ということで、具体
的な数字は、各市町の方から数字を上げていた

だいております。 
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【友田委員】 わかりました。実は、先日、「う
ちのところは3,000人は来るんだ」と言うんです
よね。本当に来るんですよ。「1万人です」と
私が言ったら、1万人だったら3年かかるなとい
う話を、ついこの間聞いたんですよ。延べで1
万人なら、私が言っている箇所は、確かに1万
人なんですよね。このあたりは、市がどういう

ふうに把握しているかというのもあると思いま

すので、持ち帰って調べたいと思います。 
 いずれにしても、きれいな海水浴場ですよと

いうことをマスコミで公表していただくと、付

加価値はあるわけですよ。もちろん市でもやっ

ているんです。海水浴場は市の調査をしてやっ

ているんですけど、それは市内に公表される程

度なんです。マスコミでしっかりやられると、

少なくとも県内には広くいくわけでありまして、

近年、交流人口の拡大というのは、各自治体に

とって大きな課題でありますので、そこにもこ

の海水浴場というのは、一シーズンだけですけ

れども、効果があるものでありますので、市町

から1万人超えて公表してくださいというよう
な要望がある際には、この25に限らず、県とし
ても実施してその公表をするということでいい

のかどうか、ここを確認しておきたいと思いま

す。 
【山下環境政策課長】 まず、各自治体で独自に
やられているところもございます。例えば五島

市あたりは頓泊地区とか、これ以外にも数箇所、

独自でやられまして、非常に水質がいいという

ことで、これは宣伝の一つにしているという状

況もございますので、各市町で、25カ所以外の
部分については独自に調査していただいて、ま

さしく交流人口の拡大、観光の大きな資源とし

て活用していただければなと思うところでござ

います。 

【友田委員】 いやいや、もちろん市はやるんで
すよ。市ももちろん、市のホームページとかで

やるんだけれども、例えば地元紙の長崎新聞な

んかが書いてくれると、少なくとも県内に広く、

ああ、どこどこの海水浴場は水質がいいんだな

というのがわかるわけですね。じゃ、行ったこ

とがないから行ってみようかとか、そして、ホ

ームページを見て、場所を理解したいというふ

うになるわけですよ。 
 ですから、先ほどおっしゃるとおり、3年間
の利用者数の延べ1万人があって、それは市町
が数値を提出した中であれば、この対象として、

県としては水質調査をして公表するんですかと

いうことなんです。そこです。 
【山下環境政策課長】 3カ年間の延べ利用者数
がおおむね1万人というのが目安でございます
ので、当然、1万人を超えるということであれ
ば、それは主要な海水浴場に該当しますので、

県としましては、その分も調査する形で、今後

考えていきたいと思います。 
【友田委員】 はい、了解しました。 
【山本(啓)委員長】 ほかに質疑のある方。 
【小林委員】 大村湾の浄化については、中村県
政においても重要な施策の一つだということに

なっている。先般から、特に大村湾の底質を改

善させるというようなことの中で、試験的に水

酸化マグネシウムを散布してもらった。たしか

平成23年度、平成24年度、平成25年度、3年間
継続してやっていただいたと思うわけだよね。

その成果が、今般出たような感じがするわけだ

けれども、この3年間、底質改善のための水酸
化マグネシウムを散布して、その成果はどうい

うふうに上がったのか、まずお尋ねをします。 
【山下環境政策課長】 委員ご指摘のように、平
成23年から平成25年にかけまして、これは水産
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部の予算でございますけれども、合計2,400万円
程度の予算を投入しまして、水酸化マグネシウ

ムによる底質改善調査を実施しております。 
 あわせまして、昨年、平成25年度は、これを
実験室できっちり評価するということで、長崎

大学におきまして、研究委託費として約1,000
万円の試験研究を実施しまして、その結果とし

まして、今回の底質改善実証事業の狙いとしま

しては、水酸化マグネシウムの散布により、毒

性の強い硫化水素の発生を抑制し、底質の硫化

水素を減少させることを目的として実施したも

のでございます。 
 結果としまして、現海域で水酸化マグネシウ

ムを散布することによりまして、底質の水素イ

オン濃度が、3カ年通じてかなり上がったと、
水素イオン濃度が9を超えたということがまず
実証されました。 
 あわせまして、この水酸化マグネシウムによ

り、こういった水素イオン濃度が高い場合に応

じては、毒素であります硫化水素の毒性を弱め

るという成果が出ましたので、これはそもそも

国に対しまして、こういった成果を踏まえて事

業を要望するということも目指して実施した事

業でございまして、水産部と合同で水産庁に事

業としての要望を、本来ならば6月に予定した
ところが、水産庁の関係の部局の方がどうして

も対応できないということで、7月10日に水産
部と環境部合同で、この状況の要望に行きたい

と考えておるところでございます。 
【小林委員】 まず、そうやって水酸化マグネシ
ウムを散布したと、その成果が非常によい結果

が出たんだというようなことの、今、お話なん

だよね。 
 それで、大村湾の浄化については、水質の問

題と底質の問題があると。水酸化マグネシウム

については、底質のいわゆる改良材として水酸

化マグネシウムを3年間続けてまいったと。そ
の結果が、非常によい結果につながったと。し

かも、大学をそうやって招き入れて、約1,000
万円の予算を使って、これまた研究を重ねてい

ただいたと。この結果が、いろんな形の中でよ

い方向に向かっているわけだね。 
 それで、どういうような成果を一番出したか

というところなんです。環境政策課長が今言わ

れるように、水素イオン濃度が9を超えたとい
うこと、これはかなりのものだと思うんだよね。

それから毒素、あるいは硫化水素というものを

非常に抑えることができると。3年間かけてや
ったところが、8カ所だけれども、それなりの
いい結果が全体的に出ていると、こういうこと

になっているわけだよ。 
 これを今後どうするかということの中で、今

回の実証実験をやっていただいた。これを環境

部としてどういう評価をしているかということ、

まずその辺のところをきちんと押さえて、ぴし

っと落ち着いた話をしてもらって、そこから先、

国の方に対してどうするのかというような話に

なっていかなくちゃいかんだろうと思うわけだ

な。まず、そこのところをきちんと押さえて、

要するに貝類とか、ゴカイ類とか、ベントスと

いうか、そういうものがプラスの結果になって

いると。新たなベントス、そういうような形に

なっているということだから、そんなようなと

ころで、まず、県の受け止め方をきちんと、水

酸化マグネシウムを散布して、大学側にも研究

をやっていただいて、その結果こういうことに

大体なったと。したがって、県としては、3年
間の実証試験が終わったんだけれども、さあ、

これからどうしていくのかとか、こういうこと

を順繰りに、きちんと今後の対策、県としての
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対応、国に対しての要望、それまでの間はどう

やっていくのかとか。 
 特に、連立会派を組んでから、髙比良(末)政
調会長のもとでいろいろと予算をお願いした経

過がありました。それが非常によい結果につな

がっているということを大変力強く思っている

わけだよ。今、水質についても非常によくなっ

ているわけだよね。相当お金はかかったけれど

も。しかし、底質については、あまり予算をか

けない割には、こういういい結果につながって

いるわけだから、これを今後どう活かすかとい

うことについては、今あなたが言われるように、

7月10日に、今回の国の要望について、これが
全然入っていないけれども、国に対する要望は

どうなったのかなと、そんなに思っておりまし

たが、国の方に対してのものは次にして、まず、

県として、環境部としてこの結果をどう受け止

めているか、そして、今後どういう対応をする

か、まずこの辺からひとつご説明をいただきた

いと思います。 
【山下環境政策課長】 まず、水酸化マグネシウ
ムの効果については、これを事業化したいとい

う強い思いがございますので、この分につきま

しては、水産部と協議しましたところ、例えば

平成18年から平成20年、底質の耕うんという事
業をやっています。これはＣＯＤベースでは底

質はかなり、水質的にはまだはっきり解明され

ていない部分はございますが、改善していると

いう部分がございます。 
 例えば、耕うんの中に水酸化マグネシウムを

混入する形でできないか、こういったことで、

今週、水産部と、そういった形で事業化できな

いかということをまず水産庁にお願いしに行く

ところでございます。 
 また、底質につきましては、委員ご指摘のと

おり、特に湾央部の部分が有機物がたまって、

ほかの部分より非常に悪いという状況もござい

まして、これは平成25年から4年間、長崎大学
の方で、下にパイプを敷いて等間隔で水を揚げ

まして、エアレーション技術というのをやって

います。この事業で貧酸素水塊という、夏場の

表層と底層の比重の違いによりまして、下の部

分の酸素がかなりなくなると生物がすみにくく

なるという部分について、このエアレーション

技術が効果があるということがある程度実証で

きましたので、今回はこれを、今までは等間隔

の部分を大村湾の中央部よりちょっと西側、一

番深いところがＣＯＤが一番悪化しているとい

うことなので、ここを集中的に、エアレーショ

ンの形を、例えば蛇腹状にして11カ所を集中的
に、穴も太めにして泡を送り出して貧酸素水塊

を解消する技術を、今年度、実用化のための研

究をすることによって底質の改善、そして貧酸

素水塊の解消を図ろうということを考えておる

ところでございます。 
【小林委員】 だから、まず今回の実証実験は、
600万円、600万円、1,200万円だろう。それに、
あと1,000万円だろう。2,400万円と1,000万円
で3,400万円ぐらいだろう、3カ年間の予算は。
その3カ年間の予算の中で、実証実験が非常に
プラス効果として、大学側も太鼓判を押して、

こういう結果だよということが出たわけだよ。 
私は、今回の水酸化マグネシウムの底質改善の

成果は想像以上にあったんだというようなこと

で、大変失礼だけれども、小さい予算でこんな

成果が出るなんていうことはすごいじゃないか。 
 そうすると、これからどうするかという中に

おいて、事業化したいと。事業化したいという

ことが、事業化をずっと継続してやっていくと

いうようなことを言っているんだろうと思うけ
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れども、その事業化の内容ということは、例え

ば海底耕うんみたいな、水産部と一緒になって、

海底耕うんの中に水酸化マグネシウムを入れて

やったら、貧酸素化対策も大学側と組んでいろ

いろやっているけれども、それはそれとして、

両方の中で相当大村湾浄化の効果というものが

出てくるんじゃないかと。 
 こういうようなことで、まず、国に要望する

ということで、7月10日に行くということで、
これは水産部の方と一緒になってやっていこう

とされているわけだよ。そのことは、当然やっ

てもらわないといかんし、非常に結構なことだ

と思っているんだけれども、県独自として、3
年間の実証実験が終わったと。さあ、これから

平成26年度以降どういうふうになるのかと。こ
れは、最終的に国に力を大きくかりなければい

かんけれども、これは非常に画期的なことなん

だよ、こういうような結果が出ているというこ

とは。 
 これまでいろんなことをやってきたんだよ。

いろんなことをやってきたけれども、こうやっ

て環境部の長い間のご尽力、努力というものが、

まず、そうやって水質改善というものが、非常

によくなってきている。そういうことでできて

いる。かなり標準に近くなってきているんだよ。

だから、あと底質というようなことの中でやっ

てみたら、水酸化マグネシウムが非常によい結

果になってきて、貝類とか、ゴカイ類とか、い

ろんな形の中でプラス要因がいっぱい出てきた

ということ。この事業を絶対外したらいかんわ

けだよ。 
 そういうような形の中で、県がどう受け止め

ているかと、ここのところなんだけれども、環

境部長、第3期大村湾環境保全・活性化行動計
画についても、水酸化マグネシウムの底質改善

についてこういう結果が出たぞと、こんなよう

なことを何一つ書いてないじゃないか。これは

環境政策課長の分野かな、あるいは次長の分野

か、こんなのは全然考えてないじゃないか。「み

らいにつなぐ“宝の海”大村湾」と言いながら、

底質改善にこれだけの効果があっているわけだ

から、これは1項をきちんとゴシックで書かな
いといかんぐらいの内容じゃないのか。言う割

に、全然真剣な受け止め方というか、やる気が

あるのか、やる気がないのか、こういうところ

にも全然、この資料を出す前だったのか。この

資料に間に合わないような、その後に出てきた

のか、この結果は。 
 そんなようなことを考えれば、まず第一番目

に、環境部長あたりが堂々と胸を張って、こん

なよい結果が出たぞと、こんなようなことを言

ってもいいのではないかと思うぐらい、実はヒ

ット商品なんだよ。なんでこんなような扱いし

かしないのか。やる気があるのかないのかとい

うようなことを改めて問いたいけれども、こん

なよい結果が出たんだから、もうちょっと県と

しての受け止め方についても、こんなような報

告の中身をきちんと書いておかないといかんだ

ろうし、また、国に対してもちゃんと間に合う

ように報告に行くとか、今後どうするかという

ようなことは、当然この委員会の中で報告すべ

き内容だろうと思っているけれども、何ひとつ

触れない。一体どういうことですか。 
【立石環境部長】 確かに、第3期の行動計画の
中には、水酸化マグネシウムの直接的な記載を

しておりません。結果が取りまとめの後に出て

きておりまして、第3期の行動計画については、
今後取り組むものとして記載させていただいて

おりますので、そういった関係になっておりま

す。 
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 委員お話しのように、今回、大学でのいわゆ

る室内実験においても、水酸化マグネシウムに

ついて底質改良材として非常に有効であるとい

う結果が出ておりますので、それを踏まえて、

今後、水産部とあわせて、水産庁に対して底質

改良の事業として取り込んでいただくように、

そこはしっかり、こちらの方としても要望させ

ていただきたいと思うところでございます。 
【小林委員】 だから、国に対して要望していく
と、国に対して要望していくという内容は一体

何なのか。 
【立石環境部長】 基本的には、水酸化マグネシ
ウムを用いた底質改良の事業としてということ

で、今、水産部の方からは、いわゆる海底耕う

んという事業が、組合長会からも要望が出てお

りまして、より効果を発揮するためには、海底

耕うんのところにあわせて水酸化マグネシウム

を散布したらどうかと、そちらの方の向きで水

産庁の方にもしっかり要望してまいりたいとい

うふうに、今考えているところでございます。 
【小林委員】 だから、国で事業化してもらうた
めに、例えば今回の実験の、しかも長崎大学と、

官学で一緒になってやったわけだよ。大学を入

れたということは非常によかった。あれは、た

しか板山教授、あの方がその道の権威で、その

板山教授を中に入れて研究を1年間やってもら
った。そういう結果がこういう形の中で出てき

た。その研究結果を、実証結果を国の方に持っ

ていく。水産庁として、これは事業化して直ち

にやってくれればいいんだけれども、今言うよ

うに、まず、ヘドロの一番多いところ、例えば

諫早と大村の津水湾のところ、あの辺のところ

とか、8カ所ぐらいやったところがよい結果に
なったということだよ。これは全体の8カ所だ
よな、まだまだ。そういうことだから、この8

カ所の中において、ヘドロが解消されて、硫化

水素のにおいまで解消されつつあるということ

なんだから、これが相当解消された状況だから、

この時期を外さずに、国が事業化するまでの間

に、また同じように、もとに戻るようなことば

かりでは困るということを言いたいわけだよ。 
 国が直ちにやってくれるかどうかというとこ

ろなんだけれども、それが大体どのくらいの、

海底耕うんだと言っても、これは漁協がやるわ

けだよな。漁協の範疇の中でやるというところ

の中で、特にヘドロなんかの多いところの津水

湾なんかは、単なる1漁協でできるんだろうか
と思ったりするわけよ。 
 だから、そんなようなところも含めて、国が

直ちに予算化してもらって、そして、今言うよ

うに、海底耕うんと一緒に水酸化マグネシウム

を混ぜてやることによってと、こういうような

内容まで考えていただいていることは非常に結

構なこと。ただ、いつからやるかというところ

なんです。だから、平成26年度、今年度は何も
やらないわけだろう。平成25年度まで3カ年間
やった、いい結果が出た。さあ、これを国にや

ってもらいましょう。これは国の仕事だと、こ

このところまでわかる。じゃ、国がすぐ、おい

それと腰を上げてもらうようになるかと。これ

は国会議員の方々にしっかり頼んで、大村湾の

浄化ということについては、県政の施策の中に

おいても重要だということになっているわけだ

から、これをきちんきちんと推し進めていくよ

うな形、しかも大学もこうして結果を出してく

れた。今後とも一緒になって力を合わしてやっ

ていく、そういう意味では、今回、この分につ

いては、平成26年度は予算は1円も上げてない
んだろう。計上しとらんじゃないか。そんなよ

うなところから、どうなっていくのかというこ
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とを心配しているんだよ。 
 国がやるまでの間、またもとに戻ってしまう

ようなことになりはしないかと、ここのところ

はどうかということを聞いているんだよ。 
【立石環境部長】 この実証事業の目的が、基本
的には国の事業として採択する向きでやってき

ておりますので、一応3年間を区切りとして実
証事業をやったということで、その結果、十分

に効果が期待できるのではないかということで

すので、次のステップにいかせていただくとい

う意味で、しっかり水産部と共同して、水産庁

に対して事業化に向けての要望をさせていただ

きたいと思います。 
【小林委員】 環境部長はなかなかの名答弁をす
るね。あなたは議会事務局長だったろう。あの

ころはそんなふうに名答弁はなかったが、いつ

からこんなふうになったのか。 
 確かに、いい言葉だよね。まず、国の事業な

んだと。そのステップとして、まず第一段階を

やったんだと。次の第二段階に国の仕事として

やっていくんだと、こんな話は、議会事務局長

の時なんかにはするような風情はどこにもなか

ったけれども、やっぱりこうやって環境部長に

なって環境が変わればこうなっていくわけだよ。 
 だから、国の方では、これをすぐさまやって

もらわないといかんじゃないか。もう間がない

ぞ。こんないい結果が出たわけだから。今、本

当に水質も限りなく基準に近まったんだよ。あ

の大村湾の死の海が、それこそいろんな案が出

たよな。どうやってこの水域を変えるかとか、

底から全部堀り直してどうのこうのとか、幾ら

金がかかるかわからんとか言っていたわけだけ

れども、この水酸化マグネシウムというのは、

正直に言って、あまり予算がかからないんだよ

な。そういう点からいけば、本当にこれは国に

対して、もっともっと力強く、挙げて知事を先

頭として、これはお願いをして事業化してもら

わないといかんと思うんだよ。そして、閉鎖海

域のところは全国にあちこちあるわけだから、

これは大村湾がまさに先駆けとなるわけだよ。

これは画期的なことをやるんだぞ、君たちは。 
 だから、これを間髪入れずやらないとどうす

るかということを言っているんだよ。国に対し

てこの結果を7月10日に持っていって、そして、
これを平成27年度、こういうような形の中でや
ってもらうというような、そんな予算化しても

らうような、事業化するような見通しはまだ何

もないんだろう。どうなのか。 
【立石環境部長】 まだ具体的な確証かれこれと
いうのは今からでございますので、ありません

けれども、ただ、いずれにしても、今の時期に

しっかり要望させていただいて、次年度、ある

いは次年度以降につながるような働きかけをし

てまいりたい、そういう意味の7月ということ
でございますので、そこをご理解いただければ

と思います。 
【小林委員】 よくわかりました。では、その辺
のところを期待して待っておきたいと思います。 
 これは、先ほども言ったように、環境部とし

てこれを成功させるとか、これを事業化させる

ということになれば、大変な評価になるんだぞ。

この重みはわかっているだろう、みんなは。こ

こにこうやって勢ぞろいされているけれども、

あなた方は大変なことをしたということになる

んだぞ、本当に。 
 これはまた、中村県政の大いなる成果になる

わけだ。長崎県政は大したものだと、こんな死

の海なんて言われたのを生き返らせることがで

きたと、こんなような評価になるわけだから、

これは絶対タイミングを外さないようにして、
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県庁挙げてこれをやらなければいかん。こうい

うようなことをぜひお願いをしたい。 
 今の環境部長の答弁のような、そういう形の

中で、直ちに国の方に事業化できるように、そ

して、一日も早く底質の改善、そして水質改善

が行われて、死の海、大村湾がまさに生き返っ

たというような一つのアピールを、発信を全国

に向けて、これは世界に向けて発信することに

なるわけだから、ぜひその点で長崎県を見直し

ていただくようにお願いをしておきたいと思い

ます。 
【山本(啓)委員長】 ほかに質疑はございません
か。 
【田中委員】 私も2点、お願いを兼ねてやらせ
てもらいますが、まず1点は、今の大村湾の浄
化なんです。 
 今は奥の方の話等々で、私は入り口の方なん

だけれども、西海橋の下はもう間違いなく問題

ないと思うけれども、もう一つ、早岐瀬戸水道

というのは本当に汚い。ハウステンボスの駅の

上から観光客の皆さんがよく下を見ている。そ

して言っているのは、「ここは海ですか、川で

すか。汚いですね」と、最後「汚いですね」と

しか言わない。だから、どうにかしてもらわな

いといかんし、観潮橋からハウステンボスのと

ころまで潮がほとんど動いていない。今度、幸

い港湾課がしゅんせつをすると、予算化すると

いう話になっているけれども、何年かかってや

るかはわからない。だから、早岐瀬戸水道も一

緒になってもう少しきれいにすると、大村湾の

浄化に少しは寄与するところもありはしないか

なと私は思うんだけれども、本当に汚い。私の

家の前のことになるんだけれども、早岐瀬戸水

道。 
 ところが、何年か前の委員会でもこの話はす

るけれども、意外と、ＣＯＤは別に問題ないん

ですよという話で、あまり取り合わないね。ぜ

ひこれはきれいな海にしていただきたいという

のが一つ。 
 もう一つは、大村湾の浄化の一環で、私も合

併処理槽に協力しなければいかんなと思って、

何年かずうっと合併処理槽の推進を、周辺の皆

さん方にお願いした経緯がある。 
 ところが、今言われるのは、管理費用が高過

ぎるんだよ、合併処理槽の管理費用が。公共下

水道は、年間大体4万円から4万5,000円なんで
す。何回もあなたたちに言っているからわかる

と思うけれどね。ところが、合併処理槽になる

と、年間8万から9万円かかる。約倍かかる。初
年度の投資が国の補助で安くなっていますから

と、初年度だけ。設備の投資をする時だけね。

後の何十年と続く管理費用は倍になっている。

これは、やっぱり問題があり過ぎる。特に、県

の条例で指示をしている検査というか、1回見
るだけで4万円から4万5,000円かかるでしょう。
年に1回やらなければいかん。これが、やっぱ
りちょっと高過ぎるんだ。4万円から4万5,000
円、ぽんと出してくださいと言われたって、ど

こでも簡単にいかない。だから、検査の普及が

うまくいっていない原因だと私は思う、実施、

実行率というかな。やっぱり年に1回、4万円か
ら4万5,000円出すというのは大変なことなの
よ。だから、管理費用が倍になるんだ。 
 これは県の条例でやっているんだけれども、

県内全部一律料金でやっているんですか。そし

て、県の料金体系に県も関与しているのかどう

か、これはちょっと聞いておきたいと思います。 
【川内水環境対策課長】 今、委員おっしゃられ
たのは、年間の維持費の中で浄化槽法上の法定

検査と、今の4万5,000円と言われたところを見
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ますと、保守点検も加えたお金を言っておられ

るのかなというところで、例えば5人槽の場合
でございますけれども、年間の法定検査の金額

は6,000円です。これは一律6,000円、法定検査
の金額というのは変わりませんで、県内一律で

ございます。例えば5人槽から20人槽までは
6,000円ということで、21人槽から50人槽まで
が7,000円ということでございます。 
 そのほか、今、委員がおっしゃられた4万
5,000円というのは、多分、予想でございますけ
れども、保守点検という費用が別途、浄化槽の

維持、ちゃんと作動しているかどうかとか、消

毒剤が入っているかどうかということを、例え

ば5人槽であれば、年間3回点検をするようなも
のがございます。この費用につきましては、各

地区で金額が違うところでございます。佐世保

市の場合でいきますと、5人槽でいけば1万
5,000円、そのほかに清掃まで入って、今の4万
5,000円というのがどういう数字かというのは
非常に難しゅうございますけれども、単に5人
槽でいけば、先ほど言いましたように、保守点

検が1万5,000円で、法定検査が6,000円ですの
で、2万1,000円にしかなりません。そのほか電
気代なんかが9,000円ぐらいかかりますけれど
も、それでいっても3万円ぐらいにしかなりま
せんので、多分清掃も入れられて言われたのか

もしれませんけれども、清掃費用についても、

地区によって違うということで、それについて

は県では管理していませんで、清掃については、

市町で一定決めておられるということを聞いて

おります。 
【田中委員】 私は、半年ぐらい前かな、1年ぐ
らい前かな、領収書を持っていったことがある

よね、あなたたちのところに。こうやって4万
5,000円要るんですよ、年に1回。その時は何の

説明もしなかったな。「ああ、そうですか」で

終わってしまった。今みたいな説明があると、

またわかりやすいんだけれども、しかし、間違

いなく年に8万円から9万円要るんだ、全部トー
タルするとね。 
 際立っているのが、年に1回やる、県の条例
か何かで書いてくるけれども、やらなきゃいか

んのですよと。そうすると、やると4万5,000円。
ほかにも何回もくるよ。それは1万いかない、
何千円の関係だから、それはあまり目立たない

んだ。しかし、これは突出して4万5,000円とぽ
んとくるもんだから、これはちょっとやっぱり

…。しかし、よそで聞いてみると、大体そうい

う話だよ。「高過ぎる」、「高過ぎる」と言っ

て私のところに、「ぜひ頑張ってください、そ

の件については」と言われるケースがいっぱい

ある。 
 だから、公共下水道並みだったらね、年間4
万から4万5,000円ならば、公共下水道もこれだ
けかかっているんですよと、だから、皆さんも

そのくらいは負担せんといかんよという話をす

るんだけれども、この差額が大き過ぎるものだ

からね。 
 何回も言っているから、調べていると思うん

だけれどね。一方通行じゃなくて、これは領収

書を持ってちゃんと、あなたたちに持っていっ

たことがある。年間これだけかかるんだよと。 
 だから、私が思うのは、検査を受けてないと

ころもあるので、むしろ全部受けるということ

を前提にして、指定管理者制度みたいにしてや

った方が割安になると思うんだけれどね。全部

受ければ、多分、単価は安くなると思う。やっ

ている人も、実施率が少なくなればなるほど、

やっぱり経費は要るわけだから。 
 だから、そういうことで料金の根拠からする
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と、それは合わなきゃやれないわけだから、向

こうだってね。だから、ちゃんとした根拠で料

金設定はなされていると思うけれども、全部を

指定管理者みたいな制度で、全世帯100％やる
んですよと。料金は別に県が徴収するなら徴収

するでいいんじゃないですか。県の条例でやる

んだから。 
 だから、業者にはちゃんと県が指定管理者み

たいな感じで、年間何億円でやってくださいと、

その方がよっぽどはっきりする。私はそう思う

んだけれども、これはぜひ検討していただきた

いと思うし、受けてないところはそのままなん

です。結構あると思うよ、受けてないところは、

その検査は。「そう言われても、うちはお金が

ないから受けません」なんて言う人もいるだろ

う。 
 そこら辺、この2点は、私は今度の委員会で1
年かけてやらなければいかんと思っているので

ね。大村湾の浄化と、合併処理槽の適正な管理

費用について、ぜひ検討をお願いして終わりた

いと思います。 
【川内水環境対策課長】 浄化槽の保守点検検査
について、一言だけお話しさせていただきたい

と思っておりますけれども、浄化槽については、

1年間のうちに受けなければならないものがご
ざいまして、多分、田中委員がおっしゃったの

は、法定検査と保守点検、清掃全部合わせてと

いう話なんだろうと思っています。 
 まず、受けなければいけないのが、先ほど申

しましたように、浄化槽がちゃんと作動してい

るのか、あるいは消毒薬がちゃんと入っている

のか、入っていなければ充填する。それを、例

えば5人槽でお話しますけれども、5人槽でいけ
ば、4カ月に一遍ですから、年に3回以上しない
といかんということで、通常3回やられます。5

人槽の保守点検については、各地区によって違

いますけれども、例えば佐世保であれば、先ほ

ど言いましたように、1万5,000円かかります。
そのほかに、浄化槽法上、1年に1回清掃しなく
てはいけないというものがございます。それに

ついては、5人槽で、佐世保市でいきますと2万
1,000円、合わせて3万6,000円でございます。
法定検査につきましては、毎年の定例的な検査

というのは年に1回、必ず受けなくてはいけな
いということで、これが6,000円かかります。合
わせて4万2,000円で、そのほかブロアをつけな
くてはいけませんので、それが年間の電気代で

9,000円ぐらいかかりますので、2年目以降でい
けば、通常でいけば、合わせて5万1,000円とい
うところでございます。 
 先ほど4万5,000円の領収書と言われるのが、
多分、清掃と保守点検を合わせたものでもちょ

っと高いですね。それは7人槽か何かなんです
かね。5人槽ではないんですか。 
【山本(啓)委員長】 休憩します。 
 

― 午後 ３時５２分 休憩 ― 

― 午後 ３時５３分 再開 ― 
 

【山本(啓)委員長】 委員会を再開します。 
 また、数字を確認していただいて、答弁をお

願いします。 
 休憩します。 
 

― 午後 ３時５４分 休憩 ― 

― 午後 ４時 ３分 再開 ― 
 

【山本(啓)委員長】 委員会を再開いたします。 
 それでは、質問を続けます。 
【野本委員】 大村湾の浄化問題で、私も本会議
で質問させてもらったわけでありますけれども、

そのことを踏まえて質問させてもらいます。 
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 今、水酸化マグネシウム散布で3カ年間で
2,400万円、また、長崎大学が1,000万円と、合
計3,400万円で非常に成果が出たということだ
けれども、これは面積はどの程度、大村湾全体

が約320平方キロあるわけだけれども、面積は
どの程度で実証実験されたのか。全体をやると

したらどれくらいかかるものか。 
 また、エアレーションとの関係、エアレーシ

ョンは実証実験をやるということだけれども、

これは水酸化マグネシウムとは別途だと思うん

ですけれども、その兼ね合いを決めていくと。

仮にこれを進めていくというと、概算どのぐら

いの費用がかかるものか。そして、それは単年

度で終わるわけではないと思うので、その辺の

問題についてもご説明をいただきたいと思いま

す。 
【山下環境政策課長】 まず、水酸化マグネシウ
ムの散布規模でございますが、40メートル掛け
40メートルで8カ所しております。ですから、1
万2,800平米という形に、単純計算ではなるわけ
でございます。これがどういった事業規模にな

るかというのは、申しわけございません、まだ

こちらの方で試算しておりません。 
 一方、エアレーションでございますが、今、

エアレーションの部分につきましては、今年度

1基で実施することにしております。この1基分
の施設整備としましては、長崎大学の方が既に

施設を1,500万円かけてつくっております。それ
を無償で譲り受けて実施する関係で、それにラ

ンニングコストが電気代等約100万円というこ
とで、1基が1,500万円前後ということで、今、
想定しているところでございます。 
 果たしてこのエアレーションの部分は何基必

要かということにつきましては、実は国の方で

今年度、閉鎖性海域向けの評価事業がございま

す。この事業が沿岸域環境改善技術評価事業と

いうことで、要は、環境省の方で閉鎖性水域の

水質にとって、Ｂ／Ｃも含め、どういった事業

が一番技術的に効果があるのかというのを評価

する事業がございまして、実はこの評価事業に、

大村湾のエアレーション技術についても取り入

れてくれないかということで、環境部の方から

も5月の初めに環境省の担当室長の方にお願い
に行った実績がございます。 
 どういった実証フィールドをやるかについて

は、7月の中旬に結果が出るということでござ
いますので、もしその中に大村湾の実証フィー

ルドでの評価があるということであれば、その

中で、例えば今のエアレーションの基数を幾つ

に、どれぐらいの規模にするかというのもおの

ずと積算できるのかなと思って考えているとこ

ろでございます。 
【野本委員】 今の水酸化マグネシウムについて
もそうですけれども、これは全域、320平方キ
ロ全部にやるというわけではなくて、当然、浄

化に必要な部分ということで、悪いところ、い

いところがあるわけですから、全部にやらなけ

ればいかんということはないわけでしょうけれ

ども、そういうものもやっぱり試算してみると

いうのは大事だろうと思います。大体全体では

どうか。それは、単年度で終わるわけはないと

思いますので。そういうことを考えていくと、

莫大な金額になると思うんですよ。エアレーシ

ョンなんかは、特にそうだと思うんですよ。こ

れなんかはずうっと、配管の問題を含めてやっ

ていくわけですから。 
 そういうことも、まだ実証実験の段階だとい

うことでありますけれども、本会議で私への答

弁で環境部長が、私の提案についても、第3期
行動計画を今策定しているということで、経過
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を見ながら、そしてまた、私が提案した問題に

ついては、「これから課題も多い。事前に解明

すべき課題も多いことから、現段階では実証実

験に取り組むことは難しい状況にありますが」

ということで答弁をされたわけですね。私はそ

の前に、昨年の12月議会にこの問題を提案して
いるんですよね。既に7カ月たっているんです
けれども、その間、全くそういう問題について

調査研究、あるいは現場、実際やったところの

調査研究もやっている形跡はないようでありま

す。 
 今、大村湾の浄化についてはいろんなやり方

があちこちから提案をされておるということは

私も承知ですけれども、そういう提案の中で、

どれが一番いいのかというのは、当然算出して、

そしてどれがいいということに。そのためには、

やっぱり実証実験が必要なものはしないといけ

ないし、あるいは、それにかわる証明できるも

のがあれば、それを証明させるということにな

ると思うんです。 
 そういうことで、例えば津水湾、あそこが一

番水質も悪いし、そしてヘドロについても多い

ということですから、あそこあたりで私が提案

した問題なんかをやって、実証実験にどのぐら

いかかるのかと言ったら、500万円ぐらいもあ
れば実証実験はできますと。というのは、ヘド

ロを揚げて固液分離するわけですけれども、分

離化するわけですけれども、当然、水そのもの

は戻せるし、そして、ヘドロ等々を結局固形化

していって魚礁をつくっていくと。これは、ほ

かのところでは魚礁をつくって、非常に海草の

つきもいいということで、そういうことも証明

されておるわけですから、ぜひこれは、環境部

長、そういうところにも足を運んで、そういう

ものを一応確認した上で、何らかの形で手を打

たなければ、議会答弁の中で、ただ質問に対し

て答弁して、今のような答弁で毎回、毎回やら

れたら、たまったもんじゃないわけですから、

質問する側もこの答弁は答弁で、本会議では時

間がなかったから、私も黙っておりましたけれ

ども、委員会があるからと思って言わなかった

んですけれども、これはぜひ、私は実証実験に

踏み切る以前の問題として、その前の問題とし

て、やはり調査というのはあっていいと思うん

ですけれども、調査の意向があるのかないのか、

まずお尋ねしたいと思います。 
【立石環境部長】 確かに委員の方から、浄化技
術といったものの提案がございました。12月議
会にも提案がございましたけれども、12月議会
の時は、炭化して肥料とか、そういったものに

どうかということで、それは実現性がどうかと

いうことで、製品化した中での販売先がどうか

という問題がございましたので、なかなか先に

進めなかった部分がありましたけれど、今回、

魚礁化するという改めての提案がございました。

それに際しましても、一応魚礁に適した形状と

か、安定性とか、あるいは魚類や海草に対する

効果等、こういったものを事前に解明すべき部

分がございますので、そういう意味でも、引き

続き情報収集をさせてくださいという趣旨でお

答えしているところでございます。 
 当面、今年度の事業としては、大学の方でい

わゆる基礎研究までで一定の成果が出ておりま

すエアレーションの実用化の研究、検証をやっ

てみたいという部分がございますので、まずそ

れを優先するという意味合いで、そういった答

弁をしているところでございまして、委員の方

からご提案あった部分も、大村湾浄化の技術提

案の一つでございますので、これについては、

引き続き、情報収集等に努めてまいりたいと考
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えている次第でございます。 
【野本委員】 大村湾沿いには、長崎市も地域を
持って、要するに琴海町、ここの沿岸もあって、

大村湾にはある意味では関連をしているわけで

すから、私もあえて質問させてもらうんですけ

れども、今の環境部長の答弁は、一応了とせざ

るを得ないでしょうけれども、実証実験までや

れというわけではなくして、その前の調査とい

うのは金がかからないでできるわけですから、

既に実証されているところ等々についてのご案

内もできるということでありますので、ぜひ担

当者はそこに行ってみて調べて、そして、そう

いうことに値するかどうか。 
 それは、今、長崎大学がやっていることをま

ず今年度やりたいということについて、それを

私はどうこう言いませんけれども、しかし、こ

んなことは並行してやっていって、そして、い

いという方向について、どこかで踏み切らない

といかんわけですから、あっちもこっちも全て

手を挙げたところについて全部をやるというの

は大変なことでしょう。しかし、本当にこれは

いいなという問題であれば、魚礁の形は幾らで

も、どんなにでもできるということであります

から、農林水産省が進めている現状の魚礁の形

もとれるということでありますので、形状にお

いては問題ないと思っておりますが、等々含め

て、そういう先進地の調査をされながら、そし

て、今後どう取り組んでいけるのか、いけない

のかという問題。問題は、できるかできないか、

やるかやらないか、そういうところが私は論議

の対象となりますので、できるかできないか、

やるかやらないかという姿勢の問題ですから、

そのことを強く要望して、時間の問題もありま

すので、この程度で今日はやめたいと思います。 
【髙比良(元)委員】 3点ばかりあるのですが、

大急ぎでやらなければいかんのだけれども、ま

ず、自然環境課長に、県有施設のあり方の見直

しについて、行革プランの中でも述べられてい

るし、それから、今回の部長の説明の中にも入

っているんだけれども、そのことについて、ま

ずは質問いたします。 
 行革プランの中の91ページの表というか、子
細をもって質問していきたいなと思っているん

だけれども、佐世保の海洋スポーツ基地への回

復とか、大浜園地とか、高浜園地、蛤浜、田代

原野営場、こういったものを移管していきます

よと、そういう計画のようなんですが、移管す

るに当たっての市町の管理経費の負担の取り組

み方というのは、具体的にどういうふうになっ

ているのか、まず、そこからいきましょう。 
【川越自然環境課長】 今、当課の施設のうち7
施設が移譲対象になっております。そのうち田

代原野営場には、年間138万円の指定管理費と
いうことで払ってお願いしておりますが、それ

以外の県有施設については、市町への権限委譲、

交付金を使いまして年間の管理をお願いしてい

るような状況でございます。 
【髙比良(元)委員】 交付金は幾らですか。 
【川越自然環境課長】 田代原につきましては
138万の3カ年で債務負担行為を立てておりま
す。 
 それ以外の県有施設は、一律1カ所15万円と
いう形になっております。 
【髙比良(元)委員】 このほかに自然環境課で所
管している自然公園施設というのはトータルで

幾つあって、全体で管理費が幾らかかっている

かというのを、そこの話をしてくれませんか。 
【川越自然環境課長】 まず、単体の県の県有施
設と、あと、九州自然歩道という大きく2種類
に分かれております。 
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 県有施設につきましては、平成23年は計75カ
所、額につきましては5,000万円強、年間かかっ
ております。 
 九州自然歩道につきましては、約900万円か
ら1,000万円、年間かかっております。 
【髙比良(元)委員】 施設の規模の大小というの
は当然あるんだろうけれども、少なくとも交付

金、年間15万円ということで、それをもって、
今、運営費は委託で出しているのかな。まあ、

いいですよ。それを移管して、その後15万円、
これはいつまで続けるかという話もあるかもし

れないけれども、そこをやっぱりとてもその金

額じゃ受けられませんよと、率直なところ、市

町としてはそういう状況じゃないんですか。ど

うなんですか。 
【川越自然環境課長】 各市とは話をしておりま
す。 
 今、移譲を検討している施設というものにつ

いては、まず、観光客の利用と、地域の交流拠

点となっているかという点、さらには、利用料

の収入が見込めるかという点、さらには、整備

後10年を経過していない、そういった主に3点
から7施設を対象としております。 
 そういった中で、市町との話をする中で、や

はり自前の市町の施設で手一杯で、これ以上は

受けられないというような話がやはりありまし

て、なかなかうまくいっていないということで

ございます。 
【髙比良(元)委員】 平成23年度は全体で75カ所、
それで5,000万円強ぐらいかかっているという
話ですけれども、これは1カ所に割り戻すと、
ほとんど15万円とかという話じゃないんだよ
ね。1回の清掃費だけで終わってしまうぐらい
の、そういった金額をもって、とにかく譲り受

けくださいというか、引き受けてくださいとい

う話になると、これはやっぱり市町としては二

の足を踏むというのは当然の話だよな。 
 むしろ逆に、これまでの施設整備に当たって

の考え方と利用促進についての考え方というの

は、これは整合性を持っているのか。県有施設

としてつくった以上、国土交通省でつくった分

もあれば、こちらでつくった分もいろいろとあ

ると思うんだけれども、県単でやった分もね。

それこそ規模は大小だけれども、やっぱり自然

公園施設として必要なものだとして、自然環境

課で整備をしてやってきたんでしょう、これま

で。なんでこういうふうに数々の移譲をしてい

くのか。 
 こういったものをしっかり維持管理をしなが

ら、未利用資産については売却を、マネジメン

トの観点からやっていかなければいかんのだけ

れども、そうじゃなくて利用されていると。特

に自然に親しむ施設、後で戦略の話をしますけ

れども、そういうことに奉仕する施設としてつ

くってきた以上は、しっかり維持管理すること

で利用の増進を図っていくというのが、基本的

な方向じゃないんですか。だから、これを市町

にやってしまうと、結局荒れてしまうよ。必ず

荒れてしまう。今みたいな交付金ぐらいの話で

あれば。 
 そういうことが一見危惧されるというか、予

測されるにもかかわらず、これを市町に移譲し

てしまうというのは、これはいかがなものかな

というふうに私は思っているんですよ。この辺

についての考え方というのはどうなんですか。 
【川越自然環境課長】 まず、県が施設した整備
ですけれども、整備に当たっては、まず、市町

からの要望を受けて整備というのを原則として

これまでもやってきております。その際には、

つくった後は、市町において管理をしてくれる
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という話もした上でつくっておりますので、そ

の辺は市町と県の中で約束をした上でこれまで

つくり、維持管理をしてきたというふうに我々

は認識しております。 
 先ほど70幾つというような施設のお話をし
ましたが、全てを渡すというのではなくて、そ

ういった中でも、先ほど申し上げました3点に
合致するような施設についてのみ移譲というも

のを考えているというところです。やはり移譲

に当たっても、せっかくつくったものが使われ

ないということでは、なかなかよろしくありま

せんので、そこは移譲に当たっては、こちらと

してもこういった形で運営してくれというよう

な話をして、移譲できるものは移譲していくと

いうような形で考えております。 
【髙比良(元)委員】 なんでこれだけ、5つとい
うのが挙がっているのかよくわからないけれど

も、例えば高浜の園地なんていうのは、これは

西海国立公園の中の一つの拠点にすると言った

らおかしいけれども、やっぱり一番利用頻度が

高いところで施設整備をやってきた、ある意味、

県の肝いりとしてね。それから、田代原の野営

場なんていうのは、雲仙で野外キャンプをやっ

ていく中では、そこが担っていく一番大きな受

け皿ですよ。こういったものを手放して、しか

も、今言ったみたいに交付金でやる。田代原に

しては138万円、3年間の債務負担という話なん
だけれども、それにしたって、やっぱり金額は

少ないよな。 
 こういうのを手放していくということが、自

然環境課のあり方として本当にいいのか。ここ

は少々金はかかっても、さっきのトータル75カ
所の中に含めたところでしっかり維持管理をや

っていくと、利用増進を図るというのが本筋の

話じゃないかというふうに思うんだけれども、

なんでこんなことをわざわざしなければいかん

のだ。 
【川越自然環境課長】 今、挙げられた施設、確
かに利用者が多い。田代原につきましては、緑

のダイヤモンド計画という中で肝いりの施設の

一つとしてつくられたということを認識してお

ります。 
 一方で、「新」行財政改革プランを検討して

いく中で、先ほど申し上げたような3点に合致
する施設は、そういったものは移せというよう

な統一的な見解というものがあったかと承知し

ております。そういった中で、こういった施設

は移譲していくべきということでなってしまっ

ているというところが現状だというふうに我々

の方は認識しております。 
【髙比良(元)委員】 そこの議論でどういうふう
なメルクマークを持って、これは移譲というの

が適当だという判断をしたのか。そこのところ

が全然示されてないものだから、ちょっと議論

のしようがないんだ。基本的に、これまでつく

ってきた自然公園施設整備についての考え方と、

それから、今回の移譲に当たっての方針という

のはミスマッチというか、整合してないと思っ

ているよ。 
 だから、もう一度そこを、なぜこういったも

のを移譲しようとしたのかということを、きち

んと具体的に説明をしてください。その上で議

論をしたいと思っているけれども。見直すべき

は見直していいんだよ。たかだかこんな5つぐ
らいで、しかも、こういうことで市町に押しつ

けるみたいな話というのは。基本的に引き取り

手もないんだから。 
 そうじゃなくて、たかだか15万円とか幾らと
か、維持管理費を削減するためにこういったも

のを手放していくというのは、公園整備のあり
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方として、基本的に間違っている。私はそう思

っているんだ。もう一度議論するけれども、そ

ういう意味で、どういう方針でこういったもの

が出てきたのかということを資料で説明をして

ください。要求しておきます。 
 次に、生物多様性保全戦略の話、これは率直

に申し上げて、結論から言って、この戦略がで

きたら、具体的に何がどう変わるのかと。例え

ば計画の実効性の確保についての仕組みはどう

できているのか、あるいは、施策効果の評価方

法、検証の方策をどう考えているのか。これは、

ベンチマークが幾つかありました。ベンチマー

クそのものについても話をするけれども、こう

いった、特に計画の実効性の確保についての仕

組み、推進体制の話、原動力の装置づくり、こ

ういったものをどう考えているんですかという

こと。 
 なぜ聞くかというと、環境部でいろいろ計画

をつくりますよ。それを庁内でオーソライズし

て、庁内の各部各課の、ある意味しりをたたい

てというか、要するに土俵にしっかり乗っても

らった中で、自分のものとして環境部がつくっ

たものをベースに、率先的に取り組むと、その

仕掛けづくりが、私の経験では、今までは薄い

んですよ。せっかく努力してつくったとしても、

計画をつくったことで終わってしまう。そうい

うことが多々あるものだから、そういう意味に

おいて、原動力の装置づくりというか、計画の

実効性の確保はどうしているのか、これはどう

考えているんですか。 
【川越自然環境課長】 先ほど概要のみで少しご
説明をさせていただきましたが、あわせまして、

「長崎県生物多様性保全戦略（素案）」という

60数ページにわたる資料をお配りしておりま
す。そちらの中の60ページに書いておりますが、

その中に、「1．県戦略の推進」ということで
書いてありまして、その実効性を確保するため

の取組については9行目から10行目に書いてあ
ります。やり方としては、「21長崎県環境づく
り推進本部」、これは本部長が知事で、副知事

が副本部長というような形になっておりますが、

あと、長崎県の環境審議会、これは今までなか

った仕組みですが、そういったものを活用して、

年度ごとに県、関係事業に関する実施状況を点

検していきますということ。加えまして、県民

の意見というものはパブリックコメントみたい

なものを想定しておりますが、そういったもの

を実施しまして、どのような状況かというのを

公表した上で、年度年度で取組を実施していく。

そのような形で進行管理というものを行ってい

きたいと考えております。 
【髙比良(元)委員】 そうすると、「21長崎県環
境づくり推進本部」という中に各部は全部入る

という話だな。（「部長が入っております。」

と呼ぶ者あり） 
 そうしたら、それについても進捗状況を把握

するんでしょうけれども、より一層の事業化の

推進について、環境部としての主導性というの

はどういうふうに発揮されていくんですか。 
【川越自然環境課長】 まず、毎年度毎年度、各
部局からどれだけ事業をやったかということを

報告させていただきますけれども、そういった

中で、毎回推進本部というものを開催していき

ます。そういった中で、当然、環境部としては

こうじゃないかというような話はできますので、

そういった中で、ここの部分は少しおくれてい

ますねとか、もう少しやっていくべきですかと

いうような話ができていくのではないかという

ふうに考えています。 
【髙比良(元)委員】 これは戦略だからかもしれ
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ないけれども、基本的に具体的方策は挙げられ

ているのか。項目は挙げられているんだけれど

も、あるいは中身の概要ということ、この辺に

ついては書いてあるんだけれども、具体的な実

施内容というか、実施設計がないんですよ。要

するに、事業内容とか、実施機関とか、事業箇

所とか、事業費とか、そういうふうな実施に向

けての中身というのはないんだよね。そうする

と、各部各課に任せてしまうというか、予算要

求の問題もあるんだ、予算編成の一つの問題も

あるんだよ。だから、その辺をしっかり押さえ

ていかないと、何か抽象的な、あるいは空中戦

の話だけしても、結局、動いていかないという

ふうな、そういう状況になるんですよ。 
 だから、例えば各部各課が来年の当初予算の

予算要求をする前においては、基本的に環境に

奉仕する施策の推進というか、そのことについ

て、具体的に前年度はどうあって、伸び率はど

うするかとか、あるいはどこにアクセルを踏ん

でいくかとか、具体的な数字を上げつつやって

いかないと、ここは結果的にベンチマークを上

げている、達成できないんじゃないかというふ

うに思っているんだな。その辺に対する危惧が

あるんだけれども、どう取り組むかと、もう一

度話をしてください。 
【川越自然環境課長】 先ほど話しました厚い方
の素案の資料ですが、例えば46ページをご覧い
ただきますと、下の29行目以降、「取組」とい
うのが書いてあります。そこに事務・事業名、

さらには事業の概要、担当課名というようなこ

とが書いてあります。こういった事業をやって

いくということですが、先ほど申し上げました

点検の際には、今、髙比良(元)委員からお話が
ありましたように、当該年度の事業費は幾らだ

ったのか、どんな事業をやったのか、それで事

業の達成状況はどうなのか、進捗状況はどうな

のかといった整理はしていくということで、数

値的に明らかにしていくということで進めたい

と考えております。 
【髙比良(元)委員】 多面する作業はしなくても
いいんだけれども、要するに、具体的に進捗を

していくために必要な作業というのはきちんと

データとして整理をした上で、本部の中で環境

部としてしっかり主導性、イニシアチブをとっ

ていくというような、そういう体制づくりにな

お一層腐心をしてもらいたいというふうに思っ

ているんです。そうしないと、なかなか進まな

いと思っていますからね。 
 何となれば、もう具体的にこの項目の中に挙

げられている内容も、実際やっているのが多い

んだよ。足らざるところがあるから、もっと、

さらに力を入れますという話なんだけれども、

じゃ、具体的にどこに、どれだけ力を入れるの

かということ、そこのところが、ある意味では

ポイントになっていくものだから、一部ベンチ

マークの中にあっているものもあるんだけれど

も、事業内容の充実・拡充を図るというのは、

基本的にはそういう話だろうと考えていますの

で、より主導性を発揮するように、そういう取

組をぜひお願いしたいということ。 
 それから、投資効果、指標を挙げているとい

う話だけれども、基本的に一生懸命頑張っても

らって、立ててはもらっているんだけれども、

やっぱりベンチマークの数が足らない、これじ

ゃ。具体的な項目の内容の割にはね。 
 それから、足りないし、ここの中でもいろい

ろ考えてくれていると思うんだけれども、やっ

ぱりアウトカムとアウトプットが混在している。

アウトプットはもう要らないよ。それをした結

果としてアウトカムはどうなるかと、その指標



平成２６年６月定例会・環境生活委員会・予算決算委員会（環境生活分科会）（７月７日） 

- 116 - 

を考えて立てなければ意味がないじゃない。こ

の辺について、これは素案ですから、もう少し

作業を掘り下げてもらいたいと思っています。

どうですか。 
【川越自然環境課長】 ベンチマークの件ですけ
れども、これにつきましては、できる限り多く

設定したいということで、関係部局の方は調整

をして、今日の委員会にこのような資料でお示

ししました。 
 少ないというふうにご指摘をいただきました

けれども、引き続き、どれだけ増やせるかとい

う話はございますが、関係部局との調整を最後

までやっていきたいと考えております。 
【髙比良(元)委員】 なぜ言うかというと、そこ
をしっかり立てていけるかどうかと、要するに、

自分たちのものとして、そこに具体的な責任を

明確化するというか、目標を明確化するという

こと、それによってはじめて腰が入っていくん

ですよ。そういう意味で言っているので、委員

会でそういう指摘があったということについて

は、各部各課に伝えて、より一層の努力をして

もらうように、あなたたちが主体性を発揮して

もらいたいと思っています。 
 3点目、ＰＭ2.5対策なんだけれども、部長の
説明を読む限りにおいては、また、私の知る限

りにおいては、いろいろ測定をしますというこ

とで、そして、測定の結果、許容値とか、いろ

いろな基準値とか、この辺については危ないと

いう話、注意喚起をしますと。注意喚起をラジ

オか何かで聞いたことがあるんだけれども、具

体的な取組の話なんだけれど、現状としては注

意喚起だけで終わっているの。どういうふうに

しているんですか。そのほかにも、ここにも書

いてないことについての取組があったら、まず

はお知らせをいただきたいと思うんだけれども。

【山下環境政策課長】 まず、ＰＭ2.5の情報の
提供につきましては、県のホームページで1時
間ごとに提供していくということとあわせまし

て、注意喚起の時は、当然、各町の行政無線で

もするんですが、平常時も、今年の5月からツ
イッターで情報を提供することにしています。 
 あわせまして、テレビといいますか、ＮＢＣ

のデータ放送で、昨年から各地点のデータがデ

ータ放送で入手できるということとあわせまし

て、今年の7月から、ＮＨＫの方と協議しまし
て、今、18地点の観測地点がございますが、そ
の観測地点のそれぞれの1時間値のデータがリ
アルタイムに、あわせまして、その地域の1日
の推移も棒グラフで表示できるということにな

っておりますので、そういう意味では、情報の

提供につきましては、いろいろな団体を介して

情報提供ができる形になっているということで

ございます。 
【髙比良(元)委員】 いろいろなチャンネルを通
じた中での情報提供に努めているという、そこ

の限りの話だというふうに受け止めたんだけれ

ども、言ってみれば、大変迷惑な話ですよ、本

当に。冗談じゃないと言いたいんだよな、中国

の生産活動というか、産業活動というのは。大

気汚染はやりっ放しでやって、海洋汚染もそう

だし、ごみの問題もそうだろう。そういうこと

をやっていると、そういう国に対しては、我が

国なんて、他国と連携して産業活動を止めるぐ

らいのことをやってほしいと思っているんだよ

な。人間の命にかかわる問題だぞ。 
 そういう意味で、県としてやれる範囲という

のはしれたものしかないんだけれども、ただ単

に注意喚起をするというだけじゃなくて、もう

少し庁内でこの問題に対する関係機関の会議か

何かつくって、医学的見地から予防というか、
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あるいは防御というか、そういったことの取組

として喚起をしていく、こういったことがもう

必要になってきているんじゃないかと思うんだ

よ。どれくらいの量だったらどうなるというの

が。それは子どもと大人と年寄りと、いろいろ

あるかもしれないけれども。そうしないと、た

だ単に外に出るのを注意してくださいと、幼稚

園に通園している人は屋外で遊ぶというのは注

意してくださいというだけの話であって、この

測定値だったら、こういう人体に対する影響を

具体的に与える、人体に対してこうだとか、そ

の他の問題、いろいろあるでしょう。こういっ

たものを医学的、疫学的な見地の中から具体的

な数値ごとに明確にしていって、それに対する

可能な対応な仕方というものを示していって、

それが初めて注意喚起というか、そういうこと

につながってくると思うんだよ。こういうこと

をやっていくという考え方はないのかどうか。 
【山下環境政策課長】 まず、健康影響調査につ
きましては、今回の政府施策要望でも強く国の

方に要望しています。 
 あわせまして、県独自の取組としまして、環

境保健研究センターの方で、今年度から3年間
の取組としまして、長崎大学病院と、あと五島

中央病院のぜん息の患者さんを対象としまして、

ＰＭ2.5の濃度によりまして、ぜん息患者さんは
毎日病状をつけるということでございますので、

ＰＭ2.5と状況の変化等についての調査を今年
度から、健康影響調査以外にも、発生源の場所

についてとか、粒子の成分分析とか、そういっ

たものを今年度単独予算として320万円ほど計
上しておりますので、こういったものを参照し

ながら、各連携機関との調整を図りながら、た

だ単に注意喚起だけじゃなくて、健康に対する

影響についても何らかの形で情報の提供を図っ

ていきたいと思っています。 
【髙比良(元)委員】 のどとか、気管とか、肺だ
けの話じゃないんだよね。目だってやられるん

だよ、やっぱりね。その辺は、だから、とにか

く医療チームみたいなものをつくる中で、あわ

よくば専門医を入れた中でやってもらいたいと

いうふうに思っています。 
 今、3百何十万円という話をしたけど、それ
は財源は何ですか、国費で全部やっているのか、

それは県単でやっているのか。 
【山下環境政策課長】 県単の一般財源でやって
おります。 
【髙比良(元)委員】 そういうようなものこそ国
費で出させるべきですよ。本県だけが、何も県

単でやらなければいかんという話じゃないんだ

から。一番被害をこうむっている長崎県、そこ

の中でいろいろ対策を打っていかなければいか

んと、注意喚起だけじゃなくて。そのために予

防でできることについては、可能な範囲での話

だけれども、手を打つためには、いろんな事務

経費が必要になってくると、それは国が責任を

持って出せって。 
 そのことと、国はこういう測定値というか、

観測値に基づいた中で分析して、外国ルートを

通じた中で、中国とかに発生源はここだろうと

思われるような、そこの国に対してしっかりと

物を言うというか、対策を講じるというか、そ

ういうことの手だてというのは、何か具体的に

しているんですか。そういうことをやっぱり、

実効策を県の方からぶつけていくというのが必

要なんじゃないんですか。測定値を出している

以上は。その辺の取り組みはどうなっているの

かというのをお知らせをしてください。 
【立石環境部長】 外国からの移流の部分につき
ましては、日中韓の3カ国の環境大臣会合とい
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うのがございまして、そこで、昨年の5月に共
同の調査をして原因の解明に当たろうというお

話になっておりまして、既に実務者レベルでの

会議というのが開催されております。 
 そういう意味では、国レベルでは、既に外国

からの移流の問題についてスポットを当てた形

で検討が進められているところでございます。 
 先ほどの健康影響調査につきましては、当然、

国レベルでも健康影響調査は進められておりま

して、本県も政府施策要望あたりでしっかりそ

れを進めてもらうように要望もしておりますし、

特に、髙比良(元)委員おっしゃったように、本
県は移流といった部分で地理的な特性もござい

ます。そういう意味では、都道府県レベルでは

はじめて県独自でそういった健康影響調査とい

うのを手がけておりまして、それで得られたデ

ータ等につきましては、これは国の方に十分提

供して、できるだけタイアップした形で健康へ

の影響の度合いといったところを、今後見てい

ければと考えているところでございます。 
【髙比良(元)委員】 最後にするけれども、高性
能のマイクロ顕微鏡の開発によって、ＰＭ2.5
の内容というのはもう明らかになっているでし

ょう。二酸化炭素の固まりで、しかもとがって

いると。冗談じゃないですよ。だから、これが

発生されている箇所はどこだろうと、そういっ

たところは、もう具体的な推測、その域までき

ているじゃないか。大体わかっているんだよ。 
 だから、そうなったら、もっと国に対して取

組を促進させるような、実際被害をこうむって

いる本県としては、他県と一緒になっての話だ

ろうけれども、もう少し全国知事会あたりで訴

えていくとか、いろんな国に対する訴えのツー

ルがあるんだから、これは率先してやるべきだ

と思うな。何か受動的な取り組み方だけにとど

まっていたら、県民が不幸ですよ。 
 そういう意味で、県民の命を守るという観点

から、ぜひ国に対する申し入れも強くやってい

く、そのための方策を講じるということについ

てもいろいろ検討していただきたいと思ってい

ます。時間がないので要望にとどめておきます

が、部長の決意だけ、もう一遍だけ聞かせてく

ださい。 
【立石環境部長】 ＰＭ2.5については、一番は
健康影響ですね、これがどの程度あるのかとい

うのが一番関心事でありますので、それはでき

るだけ早く解明すると、それを提供するという

のが、国あるいは自治体に課せられた責務だろ

うと思いますので、そういったところを十分踏

まえて、今後、健康影響調査に当たりたいと思

います。 
【江口委員】 先ほど髙比良(元)委員でしたかね、
5ページにあった、自然公園施設関係の移譲の
問題がありましたが、私もこれは管理はちゃん

としてもらわないといかんと思っているんです

よ。移譲するにしても、県が直接管理するにし

ても、目につくところ、市内で一番近いところ

の水辺の森公園あたりは、これでもかというぐ

らいにしょっちゅうね、管理は行き届いていま

す。何かよくやっているなと。 
 だけれども、自然公園と言われるところは人

目につかないところ、だけれどもいいところは

いっぱいあるんですね。私も上五島とか、あち

こち何カ所か回ってきました。そして、長崎市

内だったら、野母崎の権現山とか、やっぱりい

いところなんですよ。ああいうところも、やっ

ぱり管理が行き届かないと、だんだん荒れ地に

なってきています。特に権現山からは、場所に

よっては軍艦島がきれいに見えるところがある

んです。ところが、植栽が生い茂ってどうしよ
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うもない。これは、ちょっと剪定をすることに

よって、あの権現山から軍艦島が見える場所だ

と、すばらしい。あそこは、特に渡り鳥がずっ

と飛んでいく場所、コースになっているんです。

だから、時期によっては愛鳥家の人たちが双眼

鏡を持ってきて集まっています。 
 そういう場所が県内にはあちこち、結構ある

んですね。だから、管理はちゃんとしてもらわ

ないと、せっかくの長崎県の、長崎県民の財産

ですから、そういうところには県民、もしくは

他県から来る人もたくさんおるでしょうしね。

そのあたりは重ねて、これは要望というか、ぜ

ひ管理はちゃんとしていただきたいと思います。

市町に移譲する、しない、関係なしにね。よろ

しいでしょうか。 
【川越自然環境課長】 今、お話しになったのは、
九州自然歩道等になっているところかと思いま

す。 
 先ほど髙比良(元)委員のご説明のところで、
少し混乱するようなことを言ってしまいました。

九州自然歩道の関係だけで、年間大体500万円
弱の予算、県の単独施設で大体500万円で1,000
万円弱というのが、大体の管理費でございます。 
 今、お話がありましたように、九州自然歩道

の関係です。基本、路線が通っていれば12万円
で、それに改良等したキロ数掛ける破算額みた

いな形で計算して各市町に費用を、権限委譲交

付金という形でお渡ししてやっていただいてい

ますが、やはりまだ管理が不十分だというとこ

ろは県民の方からも意見をいただいているとこ

ろですので、引き続き、我々としても、実際見

るところは見て、市町にやっていただくところ

はやっていただきますし、また、よりよい管理

ができるように努力をしていきたいと思います。 
【江口委員】 管理の問題で、特に予算的にちょ

っとかかるようなところが、例えば地元の市に

移譲されていると、管理をお願いされている。

「そういうことは県に言ってください」とか、

そういうことがあるわけですよ。だから、やっ

ぱりそういうことがないように、管理だけは皆

さんがちゃんと見て、何のために県がつくって

いるのかということを、そもそもに戻っていた

だければ、さっき言いましたように、長崎県内

にはいい場所がたくさんあります。ぜひそのあ

たりはよろしくお願いしておきたいと思います。 
 それから、さっきありました浄化槽の問題で

すけれども、法定点検と保守点検の話がありま

したが、まさかどっちかだけやっているという

ところがあるんでしょうか、浄化槽によっては。

法定点検はしないで保守点検だけやっていると

か、そんなことは考えられないんですけれども、

いかがですか。 
【川内水環境対策課長】 保守点検と法定検査を
それぞれだけやっているところがないかという

ところでございますけれども、基本的には義務

づけられておりますし、法律的にもしなくては

いけないということになっておりますので、基

本的に設置管理者にしていただくようになって

おります。 
 ただ、先ほどもちょっとお話があったように、

受検拒否者という方がおられまして、その方に

ついては保健所を通じて、浄化槽協会と保健所

で受検していただくということで、何度も足を

運んで指導をしているところでございます。 
【江口委員】 ということで、特に法定検査とい
うのは浄化槽法で決められた法定検査ですよ。

年に一回検査しなさいと。これが、法定検査と

いうことは、法律で決まった検査をしてないと

ころがまだあるわけですね。長崎県で検査率が

どのぐらいか、8割か幾らかという話をちょっ
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と聞いていますが、私は法律で決められた義務

があるにもかかわらず、検査を受けられてない

というのは、これはどうしようもないんですね。

私はいつもこういう問題の時は、車でもちゃん

と車検というのは2年に一遍とかしなければ乗
れないわけですね。乗った時に何かあった時は、

本人がそれこそ賠償しなければならないという

ことになりますので、こういうことを考えてい

くと、法定検査というのは何のためにあるのか

ですね。実態が、長崎県でどれぐらいなんです

か、法定検査の受検率。 
【川内水環境対策課長】 平成24年度ベースで
いきますと、11条検査で80.3％、7条検査で91％、
合わせまして80.6％ということでございます。 
【江口委員】 今のは、7条と11条と合わせてと、
そんな理屈は成り立ちませんよ。7条というの
は、設置者が必ず検査をしなければならないわ

けですから、使われないわけですよ。法定検査

が8割というのは高いか低いかになると、よそ
の県と比べて長崎県は高い数字になりますよと

かおっしゃるかわからないけれども、2割ぐら
いがずっと法定検査をしてないわけだから、こ

のあたりは法律が何のためにできたかというこ

とと、水環境という立場から考えると、やっぱ

り8割でいいか、悪いかじゃなくて、決められ
た検査はやっぱりちゃんとやると、受検しても

らうと、そういう立場に立って、所管としては

毅然たる態度で臨んでいただきたいと思います。 
 それは、いろんな理由があると思いますよ。

引っ越してその家主がいなかったとか、そうい

うのも中にはあるかもわかりません。しかし、

だからといって、そのあたりが、要するに検査

するというか、管理をする、監督をする立場か

ら、そういう柔軟性を持っていくということに

なると、えらいことになってしまうことになり

ますので、そのあたりはちゃんとした態度で受

検率を上げることについてはやっていただきた

いと思います。この浄化槽の問題については、

また次の議会の時でも発言をしたいと思います。 
 もう一つは、合特法という言葉がありますが、

あまり聞かれてないでしょうかね。「下水道の

整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関

する特別措置法」という法律がありますが、こ

れは随分古い、昭和50年代にできた法律ですけ
れども、これはできた背景とかいろんなことは

もう抜きにしますが、当然、所管としてはおわ

かりでしょうから、この合特法から見た場合に、

これが当然、一般廃棄物の処理をするに当たっ

ては、市町が事務ということでやらないといか

んわけですけれども、そのことで汲み取りの業

者がたくさんあるわけですけれども、長崎県で

79市町村があった時と、今、合併して21市町に
なりました。その時の業者の数と、エリア、範

囲の決め方ですね、今、合併して21市町になっ
た時の今の現状で、業者間の問題とか、地域で

そういうトラブルがあるのかないのか、あって

いるのかということについては、あってはいか

んことだと思いますけれども、そういうことが

ないために、この法律が私はできているんだと

解釈しているんですよ。 
 ということで、特に長崎市を中心にした旧長

崎市と7カ町が合併した大きなところとか、佐
世保市もそうですね。そういう合併することに

よって現場で、業者間のエリアの問題というこ

とで、特に長崎県の中で今問題があっていると

ころがないかどうか、いかがでしょうか。 
【矢野廃棄物対策課長】 市町に確認したところ、
トラブルはあってないということでお聞きして

おります。 
【江口委員】 わかりました。そうであればいい
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んですけれども、私もちらっちらっとそういう

話を聞くことがあります。これは、今日は時間

がありませんから、詳しいことは申し上げませ

んが、問題は、合特法によって市町が合理化の

事業計画というものを本来ならばつくっていか

なければなりません。その物差しでもって、現

状どうなっているかということは、当然、判断

しないといかんわけでしょうけれども、長崎県

の中で21市町ある中で、合理化事業計画そのも
のが立てられるかどうかということが、私はつ

くらないといかんと、義務だと思っていますけ

れども、つくったところの市町については、県

に対して承認を得ることができるということが

法律の中に書いてあります。 
 そういうことを含めて、今後、事業計画その

ものがあるかないかも含めて、そして、そうい

う問題があっているかどうかも含めて、今日は

このあたりにとどめて、次の議会の時にでも、

もっと中身について議論というか、提案もして

いきたいなと思っています。 
 発言を終わります。 
【山本(啓)委員長】 休憩します。 
 

― 午後 ４時５３分 休憩 ― 

― 午後 ４時５３分 再開 ― 
 

【山本(啓)委員長】 委員会を再開します。 
 本日の委員会はこれにてとどめ、明日は、午

前10時から委員会を再開し、環境部審査の続き
を行います。 
 本日は、これをもって散会いたします。 
 お疲れさまでした。 
 

― 午後 ４時５４分 散会 ― 
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１、開催年月日時刻及び場所 

  平成２６年７月８日 

自   午前１０時 １分 

至   午後 ３時５７分 

於   本館５－Ａ会議室 
 
 
２、出席委員の氏名 

委員長(分科会長) 山本 啓介 君 

副委員長(副会長) 吉村  洋 君 

委 員 田中 愛国 君 

 〃   小林 克敏 君 

 〃   野本 三雄 君 

 〃   江口  健 君 

 〃   徳永 達也 君 

 〃   久野  哲 君 

 〃   髙比良 元 君 

 〃   外間 雅弘 君 

 〃   友田 吉泰 君 
 
 

３、欠席委員の氏名 

な   し  
 
 

４、委員外出席議員の氏名 

な   し  
 
 

５、県側出席者の氏名 

環 境 部 長 立石 一弘 君 

環 境 部 次 長 濵田 尚武 君 

環 境 政 策 課 長 山下 三郎 君 

未来環境推進課長 山口 正広 君 

水環境対策課長 川内 俊英 君 

廃棄物対策課長 矢野 博巳 君 
自 然 環 境 課 長 
（ 参 事 監 ） 川越 久史 君 

 
 

県 民 生 活 部 長 辻  良子 君 

県 民 協 働 課 長 村井 正人 君 

男女共同参画長 吉野ゆき子 君 

人権・同和対策課長 古瀬 達郎 君 

交通・地域安全課長 久保 宗一 君 

統 計 課 長 松本 和也 君 

生 活 衛 生 課 長 本多 秀男 君 
食 品 安 全 ・ 
消 費 生 活 課 長 大串 正文 君 

 
 

交 通 局 長 山口 雄二 君 

管 理 部 長 田渕 和也 君 

営 業 部 長 松尾  剛 君 
 
 
６、審査の経過次のとおり 

 

― 午前１０時 １分 開議 ― 
 

【山本(啓)委員長】 おはようございます。 
 それでは、委員会を再開いたします。 
 なお、小林委員から、所用により本委員会出

席が遅れる旨連絡があっておりますので、ご了

承お願いいたします。 
 それでは、質疑を続行いたします。 
【久野委員】 おはようございます。 
 私は1点だけです。「新」行財政改革プラン
の中の県有施設のあり方の見直しについて、質

問させていただきたいと思います。 
 長崎県交通公園等々も含めて、これは長崎市

に要望していきたいというようなことで、平成

23年から継続的に協議をされております。それ
で、合意をされた中では、県も市と一緒になっ

てぜひ協議を進めていただきたいと思うところ

でございますけれども、こういうふうなことに

ちなんで一つだけ、例えばこういうようなこと

があるんですね。 
 まず、佐世保市に隠居岳というのがあります。
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これは田中委員もご存じだと思います。この隠

居岳は標高が670メーターです。その山の中腹
にウォーカーズパークというのがあるんですけ

れども、これは皆さんはご存じかどうかわから

ないんですけれども、環境課長は、多分ご存じ

だろうと思います。 
 こういうふうなウォーカーズパークというの

が実はあるわけでございまして、これはどうい

うことかと言えば、自然歩道のルート案内とか、

地域の自然情報の展示をした学習、あるいはま

た、研修ができるような建物です。 
 そういうことで、これは木造平屋建てで、外

観はログハウス風の建物であります。名づけて

「隠居の森遊歩館」というようなことで、こう

いうふうな施設が建っております。そして、そ

の公園内には、テントが10張りぐらい張れるよ
うな広場もきちんとなっているわけでありまし

て、特に夏場あたりになりますと、県内外から

来られるわけです。キャンプ等々で訪れるとい

うふうなことでございます。 
 そこで、この施設を調べてみますと、用地は

佐世保市の用地、市有地というようなことで、

用地買収はあっておりません。ということで、

この建物だけでどれくらいかとうと、1億8,000
万円だそうです。これは内訳をよく調べてみる

と、国が5,000万円、これは平成8年から平成9
年度にかけて5,000万円、そして、長崎県が
5,000万円、そして佐世保市が8,000万円という
ことで1億8,000万円、これは、普通、民間では
こういうふうな1億8,000万円の建物なんか、と
てもじゃないですけれども、つくりきれない。

こういうふうな施設でありまして、公費だけこ

ういうふうにして1億8,000万円、実はすばらし
い建物であるわけであります。 
 このウォーカーズパークは佐世保市が管理を

なされて、そして、その後は地域の皆さん方で

この部分の管理を委託するということになって

おります。地域といえば、平松町なんですね。

平松町の方で、管理といえば、例えば清掃、あ

るいはまた、周囲の草刈りとか、そういうよう

なことじゃないかなと。 
 それで、この前、何カ月前ですか、私に地域

の知り合いの方から電話がございまして、一回

このウォーカーズパークを見てくれというよう

なことで、私は実は現地に行きました。これは

山の中です。ずうっと山の中です。行ったとこ

ろが、これは本当に、先ほど申し上げましたよ

うに、1億8,000万円という建物の土台がシロア
リでえらいやられている。これは、誰が見ても

わかるようなシロアリ。あの土台は、ログハウ

スですから、すばらしい木材を使いながらやっ

ているわけね、建物は。というのが、シロアリ

が本当にひどいですよ。 
 これを今までそのまま放置をしておくこと自

体、どうかなというように私は思ったんです。

それで、県に尋ね、市に尋ねしてみると、これ

は、先ほど申し上げましたように、県の方はこ

うして5,000万円の拠出をやりましたと、国から
は5,000万円、市が8,000万円出しておりますよ
というふうなことであったわけであります。 
 特にこの問題については、完全に市の管理で

すから、市に対しても、あるいは町内の皆さん

方に対しても全くいろいろ言うつもりはありま

せん。ただ、私は県に対して言いたいことは、

国も県も金さえ出せばそれでいいのかというふ

うな気がしてならないわけです。補助金を出し

た以上は、その施設がどのような状況で使われ

ているのか、施設の不具合とか何かはないのか、

あるいはまた、お客さんがどれくらい来て、ど

れくらいの活用度があるのか、これはやっぱり
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金を出した以上は、少なくともそういうふうな

中身は協議をする必要があるんじゃないかと思

います。 
 これが、本当にあそこまでシロアリが出て、

誰でもわかるような状況の中で、県が、例えば

金は出したけれども、後は全然知らないのか、

それとも、定期的に現地調査をやっているのか

どうか、まずその点についてお聞かせいただき

たいと思います。 
【川越自然環境課長】 今、委員からお話があり
ましたウォーカーズパークでございますけれど

も、長距離自然歩道という、長崎でありますと、

県内は島原半島の口之津から佐世保の栗の木峠

まで212キロにわたる歩道です。その間、ずう
っと歩く時に休憩したり、キャンプしたり、そ

ういった場所の一つとしてウォーカーズパーク

というものが平成8年から平成9年、2カ年かけ
て整備されたものです。 
 この施設につきましては、先ほど委員からお

話がございましたように、佐世保市が国と県、

それぞれ約3分の1の補助を受けて実施したも
のでございます。したがいまして、昨日、委員

会でお話のありました県有施設ではなく、一市

有の施設として市が整備したものでございます。

整備に当たりましては、市の方でも管理を行っ

ていくということで、こちらとしても補助をし

ているものですので、整備後の維持管理につい

ては、国または県が管理することなく、市が責

任を持ってやっていくということが原則という

ふうに考えております。 
 したがいまして、このウォーカーズパークに

関しましては、利用者数等については国立公園

全体で把握しておりますので、そういった中で

どのくらいというような話はわかってくるんで

すが、施設の維持管理上の問題ということにつ

きましては、佐世保市の責任においてやってい

ただくということで、県の方が主体的な管理と

いうものは行っていない、そのような状況にご

ざいます。 
【久野委員】 佐世保市が管理をすると、これは、
当然私もわかっているんです。先ほど申し上げ

ましたように、公費を使うと、これはあくまで

も税金ですよね。1億8,000万円、これは税金な
んですよ。私が申し上げたいのは、施設につい

てはもっと大切に使うと、いわゆる管理保全を

しっかりやっていただきたいというふうに思う

ところであります。 
 今、県として現地調査とかなんとかはやられ

ていますか。 
【川越自然環境課長】 昨日の話と少し混ざって
しまっているところがあるかと思いますが、県

有施設につきましては、当然、当課の方で管理

をし、その際、うちの方では人手が不足してお

りますから、市町に対して交付金という形で一

部費用を渡しまして管理を行っているというよ

うな状況でございますが、今、ご指摘のありま

したウォーカーズパークにつきましては、市の

施設となっておりますので、うちとしては管理

は行っていませんし、費用というものも負担を

していないという状況でございます。 
【久野委員】 あくまでも市の管理と言われれば、
市の管理なんですけれども、私はその後もやっ

ぱり、金を拠出した以上は、ぜひひとつ現地を

年に1回、あるはまた、2回にしても結構なんで
すけれども、調査をしていただきたいなと。 
 これは、また別件になりますけれども、4～5
年前ですが、いわゆるベンチャー企業をやりま

したね。私はこれは一般質問で取り上げて、こ

れは大きな問題になって、特別委員会までなっ

たわけですけれども、このベンチャー企業、い
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わゆるバイオラボですよ。これに対しても1億
円県が支出をして、後は知らんぷりと。そして、

ふたをあけてみたら、なんのことはない、1億
円は紙切れ同然でしょう。こういうふうな状況

になるものですから、これも似たようなケース

なんですね。 
 例えば、長崎から市の方に移譲しますという

ふうな公園の問題とか、こういうケースがいっ

ぱいあると思うんです。県が市町に移譲する、

金は出しますというふうな問題等とかいろいろ

あると思います。 
 私が申し上げたいのは、先ほど言ったように、

これはあくまでも公費ですから、もっと大事に、

大切にというのを県の方としても、金を出した

以上は、それくらいのことはやはりやっていた

だきたいということをぜひひとつお願いを申し

上げたいと思いますが、環境部長、この点につ

いて今後どうするかというようなことを、あく

までも移譲したら移譲して、そちらの方でその

まま管理するんですよというのか、それとも、

先ほど申し上げましたように、県も金を出した

以上は、少なくとも定期的に市とか町と協議を

しながら、どういうふうな状況なのか確認をす

る必要があるのではないかと私は思うんですけ

れども、いかがでしょうか。 
【立石環境部長】 今、お話の施設につきまして
は、事業スキームにおきましては、自然環境課

長がお話したとおりでございますけれども、確

かに、委員おっしゃるように、いわゆる県費、

国費等が出ておりまして、それの適正な執行と

いうか、適切な使途という面では、必要な調査

というか、それは佐世保市との連携の中で行う

べき話だろうと思いますので、それは十分に意

を用いて、今後対応していきたいと思います。 
【久野委員】 わかりました。 

【髙比良(元)委員】 今の話に関連しますが、昨
日は時間がなくてぺらぺらやったから、何か議

論が薄かったかなと思うものだから、最後に一

言だけ言わせてもらいたいと思うんだけれど、

その行革プランの中で県有施設の移譲というか、

適正管理について、自然公園施設について数々

移譲していくという話ですね。全体たくさんあ

る中での一部かもしれないけれども、これはど

う考えてもおかしいと思う、どう考えても。今

まで自然公園施設整備費の国庫補助というのが、

要するに、それでずっとやってきたわけだな。

ところが、それが公共事業費がないものだから、

外れて、今その制度がなくなった。そうすると、

県有施設を新たに自然公園施設として整備する

ということもかなわなくなってきている。実態

はそうでしょう。だから、新しいものがもうで

きない。国立公園を持っている、あるいは県立

公園を持っていると言いつつね。 
 そうしたら、今までに多くの税金を投資して

せっかくつくってきたその施設を、県としてし

っかり責任持ってつくってきたものを、これを

手放していって、管理が今後どうなるかよくわ

からないという危惧がある中で、こういう形で

移譲するというのはおかしいよ。あるものをし

っかり活用して利用の増進を図らせると。高浜

の園地にしても、蛤浜の園地にしても、例えば

五島市とか、あるいは新上五島町とか、そこの

人たちだけの限定利用ということで、したがっ

て、町で管理する方がベターだという話だった

らいいけれども、違うだろう。国立公園の特別

地域の中だろう。違うのか。そこの中だったら、

全県下的に利用するわけよ。あるいは、他県か

らも来て利用を図ってもらいたいということで

整備をした話なんですよ。田代原の野営場なん

かも、キャンプのメッカじゃないですか、県内
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で。金をかけてやってきた。こういうものを一

人雲仙市だけに放り投げてしまって、後は市の

管理の中で主体的にやってくれというのは、こ

れはつくった側として無責任であるし、そして、

今後の展望ということを考えた時に、なかなか

新たな整備が難しい中では、基本的につくった

ものをしっかり保全をしつつ利用の増進を図る

というのが基本的な行政の取組の姿勢であろう

と思うし、なおかつ言えば、生物多様性の戦略

とかつくる。そういう中で自然とのふれあいと

かいろんなことをやっぱりうたっている。この

ことをさらに進めなければいかん。そういうつ

くった施設を利用しながらという話にもなって

くるわけだよ。さっきの九州自然歩道の話もあ

ったけれどもさ。 
 なんで行革プランの中でこんなことを、移譲

すると。しかも交付金で、これは何年かに限定

された話ですよ。たかだか15万円とか、そうい
うことも、もう押しつけの話なんだよ。おかし

い、どう考えても。これは、やっぱりプランを

見直すべきだ。 
 だから、委員長、これは委員会から申し入れ

をして、もう一度、少なくとももう一遍多角的

にしっかり検討をしろと、今言ったような趣旨

において。それくらいのことは、委員会の申し

入れとしてやっていいと思うんだよ。これは、

そのまま移譲して、後は知らんというのはおか

しいよ。そうでしょう。そのままにしておくわ

けにはいかんな。環境部長、どうだよ、これ。

新行政推進室あたりと話をして、ちょっと練り

直しをしたらどうですか。必要なものについて

は、ちゃんとそこに維持管理費がかかったって

きちんとやる。だって、自然環境課はそれでし

かもうやれないんだから、実際のところ。自ら

つくったものを全部手放してしまうという話に

なるんだろう。やらなきゃいかんことが課題が

増える中で、持ち物が少なくなってしまってい

る。戦う武器がなくなってしまう、おかしな話

でしょう。どうですか。 
【立石環境部長】 昨日来、県有施設のあり方と
いったものを議論いただいております。今のと

ころ、行革プランの項目に挙がっているという

ことで、移譲に向け、地元との協議を進めてい

るわけですけれども、その協議の中で、今後の

施設の管理のありようといったものを、いま一

度議論を深めさせていただきたいと思います。 
【山本(啓)委員長】 ほかに質問はございません
か。 
 休憩します。 
 

― 午前１０時１８分 休憩 ― 

― 午前１０時１８分 再開 ― 
 

【山本(啓)委員長】 委員会を再開します。 
【江口委員】 今の県有施設のことなんですが、
私も、昨日ちょっとふれましたけれども、私は、

せっかくの財産がどう活かされるかということ

は、要するに交流人口を増やそうということも

含めて、場所場所によっては、ＰＲの仕方によ

っては、県外からの人たちもどんどん呼び込む

ものが中にはいっぱいあるんですよ。そういう

視点、観点に県の立場としては立ってもらいた

いと思うんです。 
 今のように、地元の市町に移譲したというこ

とによって、そういう全体的な取組がなかなか

難しいかもわかりません。だけれども、県の立

場で、これからどんどん交流人口を増やしてい

こうと、こういうことは県民所得の問題も含め

てこういう取組になっているわけですから、せ

めてここはもう一回、抜本的に考え方を変えて

もらって、こういう施設をもっともっと、これ
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まで以上に有効に活用していこうということも

含めて、そういう観点から、今のようなことを

検討してもらえればと思っていますけれども、

よろしくお願いします。 
【山本(啓)委員長】 それでは、ほかに質問がな
ければ、終わりたいと思います。 
 よろしいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 
【山本(啓)委員長】 環境部関係の審査結果につ
いて整理をしたいと思いますので、しばらく休

憩いたします。 
 

― 午前１０時２０分 休憩 ― 

― 午前１０時２０分 再開 ― 
 

【山本(啓)委員長】 委員会を再開します。 
 これをもちまして、環境部関係の審査を終了

いたします。 
 引き続き、県民生活部の審査を行います。 
 しばらく休憩します。 
 

― 午前１０時２１分 休憩 ― 

― 午前１０時３１分 再開 ― 
 

【山本(啓)委員長】 委員会及び分科会を再開い
たします。 
 これより、県民生活部の審査を行います。 
【山本(啓)分科会長】 まず、分科会による審査
を行います。 
 予算及び報告議案を議題といたします。 
 県民生活部長より、予算及び報告議案説明を

お願いいたします。 
【辻県民生活部長】 おはようございます。 
 県民生活部関係の議案についてご説明いたし

ます。 
 予算決算委員会環境生活分科会関係議案説明

資料の県民生活部をお開きください。 

 今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

第1号議案「平成26年度長崎県一般会計補正予
算（第1号）」のうち関係部分、報告第1号知事
専決事項報告「平成25年度長崎県一般会計補正
予算（第6号）」のうち関係部分であります。 
 まず、第1号議案につきましては、歳入予算
について1,718万7,000円の増、歳出予算につい
て1,718万7,000円の増を計上いたしておりま
す。 
 補正予算の内容につきましては、消費生活安

全・安心推進事業費について、記載のとおりで

ございます。 
 次に、報告第1号につきましては、歳入予算
について784万3,000円の減、歳出予算について
5,163万6,000円の減を計上いたしております。 
 補正予算の主な内容につきましては、記載の

とおりでございます。 
 以上をもちまして、県民生活部関係の説明を

終わります。 
 よろしくご審議を賜りますようお願いいたし

ます。 
【山本(啓)分科会長】 以上で説明が終わりまし
たので、これより予算及び報告議案に対する質

疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
【江口委員】 今、説明がありました1,718万
7,000円ですが、消費生活安全・安心推進事業費、
テレビ番組の広報啓発とか、市町の消費生活相

談体制の整備ということですけれども、この中

身を具体的に説明していただけませんか。 
【大串食品安全・消費生活課長】 今回、6月補
正で1,718万7,000円計上させていただきます
けれども、記載のとおり、テレビ番組による広

報啓発と市町の体制整備ということで上げてい

ます。 
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 その中身につきましては、大きく2つござい
まして、まず一つが、くらしホッと安全・安心

事業ということで、これはテレビ関係でござい

ますけれども、消費者トラブルに巻き込まれる

ことが多い高齢者等に対しまして、必要な情報

を地元テレビ4局の方で、生活情報番組の中で
わかりやすく伝える広報番組を放送したいとい

うことで計上しております。 
 それともう一つが、消費者行政活性化事業と

いうことでございます。これにつきましては、

県や市町の消費生活相談員への研修会とか講座

に要する費用、それと消費生活センターや相談

窓口の新設拡充を行おうとする市町に対する補

助金ということで計上しております。 
【江口委員】 それじゃあちょっとわかりにくい
んですけれど、テレビ報道で、最近特に、中身

については、以前と比較にならないぐらいの巧

妙なやり方でこういう問題は起こってきている

んですね。だから、どういう中身を報道される

のか、中身については、皆さんがつくられたも

のをテレビ会社にお願いするのか、そのあたり

とか。 
 それから、各市町の消費生活相談体制という

のが、今現状どうなっているかということなん

かについて、もう少し詳しく説明いただけませ

んか。 
【大串食品安全・消費生活課長】 まず、テレビ
番組の方でございますけれども、ＮＢＣ、ＫＴ

Ｎ、ＮＣＣ、ＮＩＢでございますが、例えば一

つの事例とか、対象者につきましては、寸劇を

用いてそういったコーナーでお知らせするとか、

再現シーンを職員とかテレビ局の方で制作した

りとか、紙芝居形式でやったりとか、そういう

ことで、各局それぞれ内容は違いますけれども、

これは契約締結の暁には、それぞれのテレビ局

の方と協議いたしまして、具体的な内容につい

てはセンターの方で一応案を出して、テレビ局

の方と一緒に制作していくという流れで考えて

おります。 
 それと、市町の相談体制でございますが、ま

ず、消費生活センターにつきましては、平成20
年度時点で考えますと、3市町にセンターがご
ざいました。その後、平成21年度に新たな国の
方の活性化交付金というのができまして、それ

でもって県の方から市町の方に補助金を支出す

るということで、現在では11の市町で消費生活
センターが開設されております。そういった相

談員につきましても、平成20年当初は、6市町
で17名という専任相談員でございましたけれ
ども、現在では17市町で32名の専任相談員とい
うのが配置されております。 
【江口委員】 テレビ会社にお願いするのはいい
んですけれども、そうしたら、どれぐらいの時

間帯で、どれぐらいのサイクルでやっていくの

かというのはどういう予定を計画されておりま

すか。 
 それと、市町の相談体制というのが、今現在

で17市町ですか、体制ができているのは。あと
残りはどうなっているのか。 
【大串食品安全・消費生活課長】 放送時間帯と
か、番組でございますけれども、例えばＮＢＣ

でございますが、大体10回程度の放送を計画し
ております。そのうち6回くらいにつきまして
は6分程度の放送、それと4回については短い1
分程度の放送ということで、そういうことでイ

メージは持っております。 
 あと、具体的にはまた、放送会社の方の番組

編成と申しますか、そういうのがございますの

で、その中で協議をしていきたいと思っていま

す。 



平成２６年６月定例会・環境生活委員会・予算決算委員会（環境生活分科会）（７月８日） 

- 129 - 

 それと、市町の方でございますけれども、17
市町というのは専任相談員が配置されている市

町でございまして、残りの4市町は職員が相談
を受けております。 
【江口委員】 まず、テレビのスポットのことな
んですが、さっき言いましたように、中身がだ

んだんだんだん、その都度その都度、巧妙にな

って変わってきている。だから、一番新しい情

報を県民の皆さんに発信してもらわないといか

んということがあるでしょうし、テレビのスポ

ットが、果たしていいのかどうかも含めて、こ

のあたりはどうですかね。ということがわかり

ません。だから、皆さんたちがテレビスポット

で、この1,718万7,000円のうち、テレビスポッ
トにどれぐらい充てられるのか、あと、市町相

談体制に、そのうちのどのぐらいを充てられる

のかとか、大体内容は決まっているんでしょう

から。 
 それと、専任の相談員がおるところは17市町
でしょう。あとは職員がやっているという話で

すよね。その専任がやっているところと、そう

でないところの差というのは、これでいいのか

どうかというのは、どうなんですか。21市町全
部、例えば専任の人を配置するというもくろみ

があるのかないのかも含めてですよ。 
 そして、この相談体制を敷いた時に、こうい

う問題に対して、以前と比べたら、だんだん解

決というか、そういうクレームがなくなってき

てこういう状況になっているとかということも

含めて、ちょっと話をしてくれませんか。 
【大串食品安全・消費生活課長】 まず、予算の
方でございますけれども、テレビのスポット放

送ということで1,230万円ほど計上を考えてお
ります。 
 それと、市町の支援を含めまして講座の開設

とか、研修会の経費としまして480万円ほど、
合わせて1,718万7,000円ということで予算計
上はいただいております。 
 それと、専任でやっている市町の内容でござ

いますけれども、やはり専任である程度の研修

を受けた方とか、認定と申しますか、そういっ

た資格をお持ちの方が受けられている支援につ

きましては、非常に内容がきめ細やかな対応を

されていると伺っております。 
 それと、配置をされていない市町につきまし

ては、逆に市町の職員の方から県の方に相談が

回ってきたりとかそういうこともございます。 
 県の方針としましては、基本的にセンターの

設置につきましては、市につきましては13市が
ございますけれども、現在11市ですから、あと
2つ、来年度末までに設置をお願いしたいとい
うことで取り組んでおります。 
 それと専任相談員につきましては、全市町、

あと4の市町がまだ専任で配置されていません
けれども、これにつきましても、来年度末まで

に全てに配置ということで計画を持って取り組

んでいるところでございます。 
【江口委員】 身近な問題の相談を受けてもらう
というのは、市町に対してそういう相談員の方

を配置されてやられた方が、要するに、県内を

考えていくと、身近に相談体制がとられている

ところに相談を持ち込むということが一番いい

のかもわかりませんしね。そうすると、そこら

あたりにもうちょっと予算の配分を考えながら、

体制を充実させた方がいいんじゃないかと私は

思います。 
 しかし、皆さんたちが補正予算で今対応を考

えられていることは、テレビのスポットと相談

体制ということで、今、大体予算の配分、中身

はわかりましたけれども、いずれにしても、成
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果がちゃんと出るような形でやってもらわない

といかんと思いますので、そのあたりは要望に

とどめておきたいと思います。 
 よろしくお願いします。 
【髙比良(元)委員】 消費者行政活性化補助金の
話ですけれども、ここの補助対象というのは、

具体的に何々。研修の話だけだけれども、それ

だけですか。 
【大串食品安全・消費生活課長】 メニューが幾
つかございまして、例えばセンターの新設とか、

開所に関するもの。それとか職員の研修、いろ

んな相談体制の整備ということで、人件費につ

きましても、相談員の人件費とかもございます。 
【髙比良(元)委員】 人件費にも充当できるわけ
だ。これは、どれくらいの割合でできるんです

か。 
 各市町で窓口をつくりましたと、この全体の

運営経費に対する県と市町との負担割合という

か、どういうふうな形になっているのか、ざく

っと言って。 
【大串食品安全・消費生活課長】 人件費につき
ましては、2分の1ということでなっております。 
 それと、全体的な予算でございますけれども、

これは国の方から活性化交付金ということでい

ただきまして、県の方で基金を積み立てて、そ

こから市町の方に補助いたしますけれども、基

本的には10分の10、人件費につきましては2分
の1でございますけれども、10分の10の補助金
ということで市町の方には配付しております。 
 今年度で申しますと、当初予算で約4,200万円
ほど市町の補助金ということで計上しておりま

す。 
【髙比良(元)委員】 そうすると、かなり手厚い
措置をやっているわけですね。なんでその4つ
がまだ残っているんだろうね。そこをぜひ、し

りをたたいてから、設置をするように促してい

かんといかんね。そうですか。 
 この消費生活相談員の身分はどういうふうに

なっているんですか。 
【大串食品安全・消費生活課長】 身分は、非常
勤の嘱託でしています。 
【髙比良(元)委員】 県はどうなっているのか。 
【大串食品安全・消費生活課長】 県の場合です
と、7名の相談員を配置しております。 
【髙比良(元)委員】 相談員は、だから、嘱託な
んですか。 
【大串食品安全・消費生活課長】 嘱託でござい
ます。 
【髙比良(元)委員】 市町がつくる分についても
2分の1相当での補助金で経費を支出するとい
う話なんですが、県の相談員に対する手当だと

か、身分保障とか、あるいは労働条件の改善と

か、そういう取組というのはしているんですか。 
 あるいは、そのことに準拠した形で、市町が

設置する相談員についても、同じような条件と

いうか、枠組みで対処してくれという話になっ

ているんですかね。確認したいと思います。 
【大串食品安全・消費生活課長】 まず、県の相
談員の身分でございますけれども、賃金につき

ましては、基本、県の嘱託職員は18万円という
のがございますけれども、それに加えまして、

まず、資格を持っているかどうか。これは国民

生活センターの方で研修を受けまして、任意の

資格ですけれども、相談員という資格を得た方

につきましては5年までと、5年を過ぎてから10
年までと、10年以上ということで、若干の上乗
せをしております。 
 それと労働条件ですけれども、嘱託ですから、

週29時間の勤務時間で週4日勤務ということに
なっております。 
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 あと、市町につきましては、それぞれの市町

の方で条件がございますので、必ずしも県の方

に準拠しているということではないというふう

に理解しております。 
【髙比良(元)委員】 これは保険も入っているん
ですか。 
【大串食品安全・消費生活課長】 社会保険関係
は入っています。 
【髙比良(元)委員】 基本的に窓口で一番役割を
果たしているというのは、まさに相談員なんだ

よね。そして、長くお勤めの方もいろいろおら

れると思うんだよね。やっぱり給与所得という

か、そこの部分も含めた中で、幾つかご不満と

いうか、そういうのがあっているやにも聞いて

いる、以前ね。要するに、勤務年数に応じたと

ころで、やっぱりそこを一定改善させてやって

いくというのが必要だというふうに思っている

んだけれども、この辺についての配慮というの

はどういうふうになっているんですか。最後に

しますけれども。 
【大串食品安全・消費生活課長】 不満というお
話がございましたけれども、以前あったという

のは私も聞いておりますけれども、それに対し

まして処遇の問題もございますが、例えば研修

を受ける機会ということで、長い方で20年超し
ている方もいらっしゃいますけれども、20年は
ベテランですので、いろんな研修会を希望され

ています。それで、現在におきましても、例え

ば福岡とか東京の方で行われています研修会へ

の参加をしていただいたりということを行って

いるところでございます。（「いや、だから、

賃金が上がっていくこと」と呼ぶ者あり） 
 賃金につきましては、先ほど5年、10年とい
う区切りで順に上げているとご説明いたしまし

たけれども、全国的に言いますと、かなり高い

方ということでデータを持っています。たしか、

全国で12位ぐらいと記憶しておりますけれど
も、現状ではなかなかこれ以上というのは難し

い面があるかもしれませんけれども、そこにつ

いては、また今後、必要に応じて検討していき

たいと思っています。 
【山本(啓)分科会長】 ほかに質疑ございません
か。 
【友田委員】 今の関係なんですけれども、専決
で減額をされている分ですね、消費者行政活性

化事業費における消費者行政活性化補助金の減、

599万6,000円、これは同じ事業ですよね。今、
補正予算484万4,000円上げておられる分の事
業が、平成25年度においては599万6,000円残っ
ているということなんですが、今のお話のよう

に、例えば事業そのものは10分の10でできます
よということ、人件費は2分の1の充当というこ
とでしたけれども、そういう有利な事業であっ

て、なおかつ、市民、県民に対してこういった

啓蒙活動というのは非常に重要だと思うんです

が、599万6,000円残った要因というか、このあ
たりはどのように分析されておられますか。 
【大串食品安全・消費生活課長】 今、ご指摘が
ございましたけれども、内容につきましては、

市町の補助額の減ということで減額補正してお

ります。この交付金、補助金と申しますのが、

通常の土木の工事に関する補助金とイメージが

違いまして、例えばセンターの運営経費、人件

費もありますけれども、使用料とか、委託料と

か、物品購入費、そういうあらゆるものにかか

っているものですから、市町にとってはぎりぎ

りまで使えるものは使いたいということが一つ

ございます。 
 それで、最終的に3月末まで市町の方で使え
なかった分について、今回、上がっているわけ
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ですけれども、具体的には、例えば備品を購入

して、その分が安く上がったというケースもご

ざいますし、委託も、入札の結果によって下が

ったということもございます。それの積み重ね

で600万円ほどの減となったということでござ
います。 
【友田委員】 私の松浦も、今年度から、市の職
員のＯＢの方が配置をされています。非常に積

極的にやられていますので、ある程度のスキル

を持っておられる方が相談員にいることについ

ては非常にいいんでしょうけれども、そういう

人ばかりが、常に体があいてないこともありま

すから、ぜひこういう補助金で、先ほどおっし

ゃったとおり、やっぱり研修とかそういうのに

行っていただいて、そして、いろんな相談に速

やかに対応できるような体制を県からもバック

アップしていただくように、そのことを要望し

ておきたいと思います。 
【山本(啓)分科会長】 ほかに質疑はありません
か。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
【山本(啓)分科会長】 ほかに質疑がないようで
すので、これをもって質疑を終了いたします。 
 次に、討論を行います。 
 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
【山本(啓)分科会長】 討論がないようですので、
これをもって討論を終了いたします。 
 休憩します。 
 

― 午前１０時５０分 休憩 ― 

― 午前１０時５２分 再開 ― 
 

【山本(啓)分科会長】 分科会を再開いたします。 
 予算及び報告議案に対する質疑・討論が終了

しましたので、採決を行います。 

 第1号議案のうち関係部分及び報告第1号の
うち関係部分は、原案のとおり、それぞれ可決・

承認することにご異議ございませんか。 
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

【山本(啓)分科会長】 ご異議なしと認めます。 
 よって、予算及び報告議案は、原案のとおり、

それぞれ可決、承認すべきものと決定されまし

た。 
【山本(啓)委員長】 次に、委員会による審査を
行います。 
 県民生活部は、委員会付託議案がないことか

ら、所管事項についての説明及び提出資料に関

する説明を受けた後、陳情審査、所管事項につ

いての質問を行います。 
 県民生活部長より総括説明をお願いいたしま

す。 
【辻県民生活部長】 今回、県民生活部関係の議
案はございませんので、議案以外の主な所管事

項についてご説明いたします。 
 環境生活委員会関係議案説明資料の県民生活

部をお開きください。 
 今回ご報告いたしておりますのは、県民協働

の推進、男女共同参画の推進、大浦お慶プロジ

ェクト事業、人権尊重の社会づくりの推進、交

通安全対策の推進、カネミ油症対策、食品の安

全・安心対策、「長崎県「新」行財政改革プラ

ン」に基づく取組についてであり、内容につい

ては記載のとおりであります。 
 なお、食品の安全・安心対策につきましては、

補足説明資料を配付させていただいております。 
 以上をもちまして、県民生活部関係の説明を

終わります。 
 よろしくご審議を賜りますようお願いいたし

ます。 
【山本(啓)委員長】 次に、提出のあった「政策



平成２６年６月定例会・環境生活委員会・予算決算委員会（環境生活分科会）（７月８日） 

- 133 - 

等決定過程の透明性等の確保などに関する資

料」及び「政府施策要望に関する提案・要望の

実施結果」について説明を求めます。 
【村井県民協働課長】 それでは、初めに「政策
等決定過程の透明性等の確保及び県議会・議員

との協議等の拡充に関する決議」に基づきまし

て、本委員会に提出いたしました県民生活部関

係の資料について、ご説明いたします。 
 1ページ目をお開き願います。 
 1,000万円以上の契約案件につきましては、本
年3月から5月の実績は、資料記載のとおり、計
2件となっております。 
 次に、2ページ目をお開き願います。 
 附属機関等会議の結果につきましては、本年

3月から5月の実績は、長崎県食品の安全・安心
条例（仮称）制定検討委員会など計2件となっ
ており、その内容は、資料3ページから4ページ
に記載のとおりでございます。 
 続きまして、去る6月11日及び12日に実施を
いたしました「平成27年度政府施策に関する提
案・要望について」、県民生活部関係の要望結

果をご説明いたします。 
 県民生活部関係におきましては、重点項目の

「原油価格高騰対策について」、及び一般項目

の「カネミ油症被害者の救済について」の2項
目について、要望を実施いたしました。 
 重点項目の要望実績につきましては、要望先

が国土交通省、経済産業省であり、野上国土交

通副大臣ほか3名に対して、知事、副知事より、
離島におけるガソリンの揮発油税の減免等の要

望を行いました。 
 また、揮発油税等減免が実現するまでの間、

現在、国により実施されております離島ガソリ

ン流通コスト支援事業の継続につきまして、資

源エネルギー庁の資源・燃料部石油流通課長に

対し、辻部長から要望を行いました。 
 石油流通課長からは、離島ガソリン流通コス

ト支援事業については、平成27年度の予算確保
に向けて努力したいとのご意見をいただきまし

た。 
 次に、一般項目につきましては、厚生労働省

医薬食品局食品安全部企画情報課長に対して、

辻部長、本多生活衛生課長より、さらなるカネ

ミ油症の被害者の救済のため、診断基準を見直

すことなどについて要望を行い、診断基準につ

いては、今後も科学的知見に基づき、必要に応

じて見直しを検討していきたいなどのご意見を

いただきました。 
 以上が、県民生活部関係の要望結果でありま

すが、今回の政府施策に関する提案・要望の実

現に向け、引き続き取組を行ってまいります。 
 以上で説明を終わらせていただきます。 
【山本(啓)委員長】 次に、食品安全・消費生活
課長より補足説明の申し出があっておりますの

で、これを受けることといたします。 
【大串食品安全・消費生活課長】 長崎県食品の
安全・安心条例（仮称）につきまして、補足説

明をさせていただきます。 
 生産から消費までの一貫した食品の安全性と

信頼の確保がより一層図られるよう、条例の制

定に向けて事務を進めているところでございま

す。 
 まず、これまでの検討経過でございますが、

補足説明資料－①の「食品の安全・安心条例（仮

称）に係る検討の経過」をご覧ください。 
 検討におきましては、県民の代表で構成する

検討委員会を設置して、昨年の7月10日を皮切
りに検討を開始し、これまでに4回の検討委員
会を開催してまいりました。 
 資料の白地の部分でございますが、7月10日
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の第1回検討委員会では、条例制定の基本方針
として、平成15年度に策定の食品の安全・安心
確保に関する基本指針と、平成16年度から施行
の人と環境に優しい農林漁業推進条例の内容を

漏らさず統合すること、事業者の自主的取組の

促進と、それに対する県の積極的支援を補強す

ること、そして、もって豊かな県民生活と関連

産業振興の礎とすることという3つの方針につ
いて了解をいただきました。 
 この方針に沿って検討を重ね、昨年10月10日
に開催の第2回検討委員会では、条例のたたき
台となる骨子案について、また、本年1月23日
に開催の第3回検討委員会では、これを条文形
式にあらわした素案、及びその素案に基づくパ

ブリックコメントの実施についてご了解いただ

き、さらには、5月20日に開催の第4回検討委員
会では、パブリックコメントを踏まえた修正に

ついてご協議いただき、検討委員会の最終案と

して了解をいただいたところでございます。 
 一方、資料の網かけの部分になりますけれど

も、県議会に対しましては、昨年7月1日の環境
生活委員会で、各界各層の県民代表で構成する

検討委員会を設置して、条例制定の検討を開始

する旨ご説明し、検討委員会での検討の結果に

ついては、環境生活委員会にその都度ご報告さ

せていただきました。 
 10月1日と12月17日の環境生活委員会で、検
討の状況及び骨子案について、さらには、本年

3月19日の環境生活委員会において、条例素案
の説明とパブリックコメントの実施について説

明するとともに、今後の予定として、県議会を

はじめ条例制定検討委員会や県民の皆様のご意

見等を踏まえながら検討を重ね、本年9月の定
例月議会の条例案の提案を経て、平成27年度か
らの施行を目指してまいりたいとご説明してい

たところでございます。 
 なお、パブリックコメントにつきましては、

14件のご意見をいただき、そのうち1件につい
て素案に反映させていただいております。 
 次に、条例素案の内容でございますが、補足

説明資料－③でございます。「長崎県食品の安

全・安心条例（仮称）」素案の概要をご覧くだ

さい。カラーのコピーでございます。 
 それとあわせまして、補足説明資料－②とい

うことで、条例の素案もお配りしておりますけ

れども、資料③の方で要点を簡潔にまとめてお

りますので、こちらの方で説明をさせていただ

きます。 
 まず、左上に記載の前文でございます。ここ

で条例を策定する至った経緯や趣旨を述べてい

ます。 
 要約いたしますと、食生活の安心は、食品の

安全性を信頼することで初めて得ることができ

る。現在の食生活は非常に豊かなものとなって

いるが、今なお、食品の安全性や信頼を損なう

事態が発生しており、また一方で、氾濫する情

報が消費者や食品関連事業者を困惑させ、風評

被害や食品ロスへの懸念など、より一層の安

全・安心への取組、消費者のより正しい理解が

求められている。 
 加えて、県産食品の信頼を高めることは、広

く産業の振興に寄与し、観光立県としての地位

をさらに高め、また、販路拡大やブランド化の

必須要件となるものである。そこで、条例を制

定して、関係者すべてがおのおのの責任と役割

を果たすことによって、食品の安全・安心の確

保を推進していくという決意を明らかにしてお

ります。 
 次に、総則でございます。第1条から第7条ま
ででございます。 
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 まず、第1条の目的で、安全かつ安心な食品
の生産及び供給の確保を図ることにより、県民

の豊かな暮らしの実現に寄与することを目的と

する。そのために、基本理念、関係者の責務・

役割を明らかにし、施策を総合的かつ計画的に

推進するとしております。 
 なお、第2条につきましては、語句の定義の
ため、記載を省略しております。 
 続いて、第3条の基本理念につきましては、
一つ目の○に、県民等の健康の保護が最重要で

あることを基本認識とし、本県の食品の安全性

の確保・向上が食品関連産業の振興及び県民の

豊かさの向上にもつながるという認識のもと、

必要な措置が、生産から消費に至る一連の行程

の各段階で適切に行われなければならないとい

うこと。2つ目の○で、食品の安全性は科学的
知見をもって判断されるべきもので、信頼確保

のための施策は、消費者の視点に立つ必要があ

るということ。そして、3つ目の○で、食品の
安全・安心の確保は、関係者それぞれの責任・

役割の認識、相互理解・連携協力が必要である

ということを挙げております。 
 そして、この基本理念を受けまして、第4条、
第5条、第6条で、県の責務と食品関連事業者の
責務、県民の役割を規定しております。 
 食品関連事業者の責務につきましては、食品

の安全性の確保に関し、第一義的責任を負って

いることを認識し、必要な措置を食品供給行程

の各段階において適切に講じること。食品に対

する信頼確保のため、関係法令等遵守すること

はもとより、食品関連事業者としての倫理に従

い、事業活動を行うよう努めるということなど

を規定しております。 
 また、消費者であります県民に対しましても、

食品の安全・安心の確保に関する知識・理解を

深め、適切な判断力を養うように努めることを

役割として求めています。 
 それから、左下の部分でございますけれども、

第7条の環境保全への配慮でございます。 
 ここでは、人と環境に優しい農林漁業推進条

例の中で規定されていた内容を関係者全般に広

げて規定しております。 
 次に、資料の右側の方に移っていただきまし

て、推進体制でございます。 
 第8条で、県が推進計画を策定し、総合的か
つ計画的に施策を推進していくということ、そ

の実施状況は公表して、右にありますとおり、

外部の諮問機関として、食品安全・安心委員会

を置いて意見や助言をいただくということにし

ております。 
 それから、第9条から第12条において、国、
地方自治体、事業者、消費者団体等との連携・

協働により施策を推進していくということ、そ

の他、危機管理体制の整備、安全のための調査

研究の推進についても規定しております。 
 次に、右中ほどにグレーの部分で記載してお

りますけれども、総合的、計画的な施策の推進

ということで、大きく3つの柱を立てておりま
す。 
 まず、1番目の柱が、ピンク色の部分でござ
いますけれども、食品の安全・安心確保のため

の施策としまして、第13条から第18条で、県に
よる関係法令や条例等に基づく監視、指導、検

査等必要な措置による安全性の確保や表示の適

正化、また、生産段階での関係法令に違反した

農林水産物の出荷・販売停止と、それを受けた

県の勧告と、それに従わない場合の公表、さら

に、人の健康に悪影響を及ぼすような食品に関

する情報を入手した場合の県に対する申し出を

規定しております。 
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 次に、2番目の柱としまして、食品関連事業
者の自主的な取組の促進のための施策でござい

ます。第19条から第21条で、食品のより高い安
全性を確保するための食品関連事業者の自主的

な管理水準の向上や情報の提供と充実と、県の

積極的な支援、食品関連事業者の適切な対策と

県への申し出、県の適切な助言、そして、食品

関連事業者の自主回収及び県への報告と、県の

適切な助言・指導、必要がある場合の公表を規

定しております。 
 そして、3番目の柱としまして、食品に関す
る理解促進と信頼確保のための施策でございま

す。第22条から第24条で、県の取組として情報
の収集と、食品関連事業者や県民に対する適切

な情報提供、関係者間の相互理解、信頼関係の

構築のための必要な施策の実施、そして、食育

及び地産地消施策との連携を規定しております。 
 最後に、条例の本文にはございませんけれど

も、右下に、条例制定の意義と効果を記載して

おります。 
 以上で補足説明を終わらせていただきます。 
 ご審議のほどよろしくお願いいたします。 
【山本(啓)委員長】 ありがとうございました。 
 以上で説明が終わりましたので、陳情審査を

行います。 
 配付いたしております陳情書一覧表のとおり、

陳情書の送付を受けておりますので、ご覧くだ

さい。16番と20番が審査対象となっております。 
 陳情書について、何かご質問はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
【山本(啓)委員長】 質問がないようですので、
陳情につきましては、承っておくこととします。 
 次に、議案外の所管事務一般に対する質問を

行うことといたします。 
 まず、「政策等決定過程の透明性等の確保な

どに関する資料」について、質問はありません

か。 
【田中委員】 ちょっと参考までに聞かせてもら
いたいと思うんだけれども、県民生活部の生活

衛生課で犬の捕獲抑留等業務委託というのがあ

るね。これは、多分保健所業務だと思うんだけ

れども、県下の実態は、長崎市とか佐世保市は

おのおのの保健所でやっていると思うので、そ

のほかのところは県がやるような実態になって

いるのかどうか。 
 それともう一つは、財源の裏づけはどうなっ

ているのか。国からきているのか、県の単独で

やっているのか。そこら辺において、保健所を

持っている自治体との関係がちょっと微妙に変

わってくるんだけれども、お聞かせください。 
【本多生活衛生課長】 まず、捕獲抑留業務です
けれども、これは、委員おっしゃるとおり、長

崎市と佐世保市、こちらの方は保健所を所管し

ておりますので、それぞれの保健所で実施して

おります。それ以外のところは県立保健所所管

ということで業務を実施しております。 
 また、財源の話でございますけれども、国か

らの財源はございませんので、事業費につきま

しては、全額それぞれ自治体での負担になって

おります。 
【田中委員】 結論から言うと、保健所業務とい
うのは、本当は市にやった方が、県としては助

かるんだけれども、出だけだからね。長崎市と

佐世保市は独自でやっているわけだから。これ

は、県単独の持ち出しとなれば、その分、保健

所がないところはそれで助かるけれども、でき

るだけ統一して、保健所が移せるような体制に

できるといいと思うんですよ。保健所の政令都

市は15万人以上か何かになっているはずなん
だ。例えばの話、諫早もなければ、諫早・大村
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で一つ実施されてやってほしいということにな

れば、県としては、私はプラスになる要素があ

ると思うんだけれども、見解だけ聞いて終わり

ます。 
【本多生活衛生課長】 保健所の設置については、
地域医療圏の中で、私も数字をはっきり覚えま

せんけれども、20万人に一つ設置することがで
きるというふうなことで記憶をしております。 
 捕獲抑留業務につきましては、今、保健所を

設置していない市町については県で担当してい

ると申しましたけれども、違反犬に関する苦情

は、市町が登録事務とか、注射済証の交付事務

を持っておりますので、やはり違反犬というこ

とで捕獲を実施しますので、こういった関係で、

市町にもやはり協力していただいて実施してい

る。ですから、佐世保市、長崎市はそれぞれ独

自に実施をしていただいておりますけれども、

それ以外の市町におきましても、やっぱり捕獲

とかという業務につきましてはご協力をいただ

きながら、県も実施をさせていただいていると

いう状況でございます。 
【山本(啓)委員長】 ほかに質問はございません
か。 
【髙比良(元)委員】 これは、なんで随契なのか。 
【本多生活衛生課長】 平成26年度犬捕獲抑留
業務委託につきましては、今年度は随契となっ

ておりますけれども、当初、一般競争入札を実

施して、不調となった結果、随契で契約を結ん

だということでございます。 
【髙比良(元)委員】 不調の理由は。 
【本多生活衛生課長】 不調の理由でございます
けれども、入札に応募があったのは1業者のみ
でございました。そういった関係で、金額的に

折り合わなかったということだと思っておりま

す。 

【髙比良(元)委員】 発注仕様はどうなっている
んですか。この1者だけが、佐世保、長崎を除
いたところのオール長崎を、全部担うと、そう

いう枠組みになっていないのか。 
【本多生活衛生課長】 仕様書ですけれども、要
件として、県内に限定することなく応募いただ

くことができるようにしておりますけれども、

ただ、狂犬病の予防の関係で、捕獲員、狂犬病

予防技術員の指定をすることができる人間、指

定された人間の数を示して入札を行っている関

係、それと、捕獲抑留業務そのものが技術的に

専門性を必要とするということで、応札が、申

し込みが少なかったものではないかと考えてお

ります。 
【髙比良(元)委員】 規模の大小はあると思うん
だけれども、同じような業務をやっているとこ

ろというのは、県内で何カ所ぐらいあるんです

か。 
【本多生活衛生課長】 同じような業務をやって
いるところというのは、県内では1者だけとい
うふうに認識しております。 
【山本(啓)委員長】 暫時休憩します。 
 

― 午前１１時１５分 休憩 ― 

― 午前１１時１７分 再開 ― 
 

【山本(啓)委員長】 委員会を再開いたします。 
 ほかに質疑ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
【山本(啓)委員長】 次に、「政府施策要望に関
する提案・要望の実施結果」についての質問は

ありませんか。 
【田中委員】 これも参考までに聞かせてもらう
けれども、原油価格高騰対策について、離島に

おける揮発油税の減免措置等を要望する、これ

はもっともなことで、それはそれでいいのよ、
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やってもらいたい。 
 ただ、長崎県の税収の中で、地方譲与税で地

方揮発油譲与税というのが20億円ほど入って
くるんだよね。この根拠は、全国の揮発油税を

集めて、長崎県には長崎県に回ってくると思う

んだ。こちらで減免して、税金を払わんでくれ

と言っていて、そしてこっちでは、税金をくれ

という形になると思うんだ、形としてはね。こ

の20億円というのもばからならないんでね、20
億円長崎県に入ってくるわけだから。 
 そこまでやるよりも、政策なので、ならば、

もらうものをもらって、その範囲内で、県単事

業での離島対策みたいな政策も可能ではあるん

だよね。だから、揮発油税の地方譲与税の仕組

みはどうなっているのか。プールしたのが長崎

県に戻ってくるのか、長崎県分だけは精算して

ちゃんとくるのかね。精算してくるとなると、

あまり意味がないんだね。そこら辺のシステム、

仕組みをお聞かせ願いたい。 
【村井県民協働課長】 今、田中委員からご質問
がありました件ですけれども、ガソリンには揮

発油税と地方揮発油税、2つがかかっておりま
す。今、委員がおっしゃった地方揮発油税は、

全額県と市町にくるようになっております。 
 離島部分の地方揮発油税なんですけれども、

そこの部分につきましては、今、要望でガソリ

ンの地方揮発油税等を減免した時に、当然税収

は減ります。その額というのが、先にちょっと

試算したのがございます。実は、今、離島のガ

ソリン価格を下げるということで、国から実施

事業がございます。それが、離島ガソリン流通

コスト支援事業というのがございます。これは、

ガソリンの運送形態、あるいは運送時間によっ

て、1リットル当たり10円から25円の単価があ
りますけれども、これの補助が離島のガソリン

の販売にはあっています。 
 そこで、昨年度、平成25年度1年間の販売量
なんですけれど、4万5,171キロリットルござい
ます。それに基づいた形で、今回、国の方に施

策要望しておりますのが、揮発油税、地方揮発

油税のうち本則分、いわゆる法律に基づいた分

に、さらに特例措置で25円10銭というのがかか
っておりまして、その特例部分の25円10銭につ
いて減免の要望しております。 
 その25円10銭という中に、さっき申しました、
さらに揮発油税と地方揮発油税が入っておりま

して、それが25円10銭のうち、地方揮発油税が
80銭になっております。その分を、仮にですけ
れども、収入が減になったとすれば、さっき申

しました、昨年度1年間、4万5,171キロリット
ルありますので、これに25円10銭分のうちの80
銭分が地方揮発油税になりますので、これを掛

け合わせますと、離島分で全部で3,614万円、こ
れは平成25年度分での試算となります。 
 ただ、実際、県と市町の地方譲与税を算出す

る時は、道路延長とか、違う要件で出しており

まして、実際は今、推定した額よりも多くきて

いるのが実態でございます。これがそのままく

るというわけではなくて、全国の中でプールし

た中での配分になりますけれども、そこの配分

の算出というのは、また、実額ではなくて、算

定方式の個々の事項がございますので、それに

応じてきております。 
【田中委員】 賢いやり方といえば、賢いやり方
かもわからんけれども、ちょっとせこいやり方

だな。払う方は払わんで、プールした全体から

は、ちゃんと長崎県はくださいよと、今の話を

聞くとね、そういう理屈になるんだけれども。

それは長崎県の選択として賢い選択だから、議

論はいいけれども、幾らぐらいかかるかなとい
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うと、離島の差額で3,600万円ぐらいが助かって
いるということならば、それはそれとして、了

とします。 
【村井県民協働課長】 今申しました約3,600万
円は、もし仮に昨年度の販売量で、今県が要望

しております減免をしましたら、3,600万円ぐら
いになるという額でございます。 
【田中委員】 はい、オーケーです。 
【山本(啓)委員長】 ほかにございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
【山本(啓)委員長】 次に、議案外所管事務一般
について、ご質問はありませんか。 
【田中委員】 1点だけ、交通・地域安全課長に
要望というか、お願いをしたいんですが、私が

経験したことで、今年70歳になったんですよ。
高齢者講習を受けてくださいというのが来た。

たまたま今年は、私は免許更新の年だったので、

高齢者講習を受けてくださいという案内は、も

ちろん誕生日から5カ月前、誕生日過ぎて1カ月、
6カ月の猶予で案内は来ました。70歳以上は受
けてくださいということでね。私は、70歳にな
った朝、免許を取っている講習会場に連絡をし

た。そうしたら、なんとね、2カ月ぐらいはあ
いてないという話なんです、高齢者講習。私が

行ったのは早岐の佐世保自動車学校だけれども、

あそこは一月半ぐらい待たなきゃいかん。大塔

自動車学校、佐世保中央自動車学校に行ったら、

2カ月ぐらいは待たなきゃだめですよと。私は、
1カ月で免許更新は切れるのよ。それで、2カ月
待たされるとなると、事実上免許更新できない。

それで、私も名前を言って、早岐の自動車学校

には、1カ月しか余裕がないので入れさせてく
ださいと言って、免許更新の2日前だったかな、
ようやく滑り込んで高齢者講習を受けました。

助かりました。それで免許更新に行けたからね。

しかし、実態がそういうことだということが認

識されているのかどうか。そんなに混んでいる

というのを、2カ月ぐらい待たなきゃ講習が受
けられないというのをね。 
 だから、あの案内をせっかくくれるんだった

ら、2カ月ぐらいは余裕を持ってやってくださ
いよという話がちょっと書いてあると安心して

行くんだけれども、私は、たまたま70歳になっ
てから高齢者講習を受けるものと思っていたか

ら、70歳になった誕生日に連絡をとったら、こ
れから2カ月ぐらいは受けられないような実態
がある。免許更新は1カ月でしなければいかん。
困りましたよ。まあ、うまくいったからいいけ

れども、そういう実態が把握されているのかど

うか。 
 だから、これは実態が把握されているとする

と、委託料とかなんとかの関係があるので、い

ろいろ研究してもらわないといかんと思うけれ

ども、各自動車学校の講習の枠を、私が行った

時は1日6人でした。だから、この枠をもう少し
広げてもらうか、案内の中に、2カ月ぐらいは
混んでいますよということを一筆書いてもらう

とありがたいなと、参考までに発言させていた

だきました。 
【久保交通・地域安全課長】 今、委員おっしゃ
ったとおりの高齢者講習という形で、私も認識

をしております。 
 免許の更新に関しましては県警本部の所管と

いうことで、具体的な内容まで私はまだ把握し

ておりませんので、今言った内容については、

確実に県警本部の方にも伝えて対応するという

形をとりたいと思いますので、よろしくお願い

いたします。 
【田中委員】 はい、わかりました。 
【山本(啓)委員長】 ほかにございませんか。 
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【江口委員】 県民協働の推進ということで、今
年12団体の応募があったということですけれ
ども、これからずっと絞られていくんでしょう

けれども、今後のスケジュールはどうなってい

るのか、まず、お伺いします。 
【村井県民協働課長】 「ＮＰＯと県がともに働
くプロジェクト」の事業の進捗状況等でござい

ます。 
 今年度ですけれども、5月7日に今年度の事業
募集の期限を切っておりました。そこにＮＰＯ

等から12件応募があっております。 
 それを踏まえまして、県の行政とＮＰＯがと

もに協働して事業を行うという事業でございま

すので、所管課の方と6月6日に、いわゆる目的
とか事業内容のマッチングの面談会を開催しま

した。これを踏まえまして、月末の申請までに

関係者間で練り上げを行ってもらったところで

ございます。 
 12件の応募のうち、実際に申請まで至ったの
が8件になっております。 
 この8件を踏まえまして、もう予定をされて
おりますけれども、7月15日に一次審査という
ことで協働に妥当な事業がないかどうか、目的

が合っているかどうかということを、まず1次
審査を7月15日にいたしまして、さらに、そこ
でまたご意見をいただいたのを踏まえて事業を

練り上げて、10月の上旬に2回目の審査を行い
まして、そこで5件の採択を予定しているとこ
ろでございます。 
 そして、10月に採択した後、決定した後は、
すぐに協定書を結んで事業の実施に着手という

ことで、今考えております。 
【江口委員】 昨年度は3件でしたかね、採択さ
れたのは。ということで、昨年の3件と、今年
は、今12件から、10月に絞られて5件というこ

とですけれども、この事業内容はそれぞれ全く

違うのか、大体似たようなのが、例えば去年の

3件と、今年の12件が応募になった、そして8件
残った、これから絞られて5件ということです
が、その中で事業内容が全く違うものを皆さん

たちが採用されていくのか、それとも、事業内

容は大体似ておってでも、そういう意欲があれ

ばいいんだということで採用されていくのか、

このあたりはいかがでしょうか。 
【村井県民協働課長】 今年度の事業の採択は、
これから検討していく事業なんですけれども、

基本的には、事業の中身が同じだから採択しな

いということではありません。 
 ただ、結果としまして、去年の平成25年度の
事業が、例えば女性特有のがんの早期発見の検

診とか、あるいは環境マイスターといいまして、

省エネとかをよくご存じの認証された方がエコ

ドライビングをいろんな方に説明して体験をさ

せて、エコに関する認識等を深める、あるいは

エコカーを購入するという事業などでありまし

たが、結果として、今回8件になっております
事業と、昨年の3件とは事業内容は異なったも
のになっております。 
 ただ、同じだからといって、もう最初から認

めないという形では考えておりません。 
【江口委員】 そうすると、去年の3団体と、今
年、最終的に5団体というか、5ＮＰＯ法人が残
るんでしょうけれど、これからそういうことで、

県民協働ということでのテーマでどんどん広が

りが期待できるということで解釈していてよろ

しいんでしょうね。そういう期待をしたいと思

います。 
 それから、今ちょっと話がありました交通安

全対策についてですけれども、全然違うところ

で、資料があったんですけれども、交通安全計
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画の実施状況ということで、この資料の中に、

特に部長説明の中にもありますように、ここ数

年、高齢者の事故が随分多くなっているんです

よね。ここにも述べてありますように、65歳以
上の高齢者が、全体に占める割合も4割に増え
ているということで、特に高齢者向けのいろん

な対策を講じられていると思いますが、具体的

にどういうことをこれからされようとするのか。 
 これまでの資料を見てみますと、平成20年か
らずっとデータが出ていますが、65歳以上の方
の死亡事故は、平成20年が25名、平成21年が35
名、平成22年が29名、そして平成23年が27名、
平成24年が25名、平成25年が31名ということで、
特に65歳以上の中でも75歳以上の方が非常に
数が多いんです。 
 ということで、特にこの何年かは高齢者の死

亡事故が多いということで、このあたりの取組

をされているということを伺っていますが、し

かし、これは結果がなかなか出てこないという

ことも含めて、具体的な高齢者対策については

どのようなことを今検討されて実施されていま

すか。 
【久保交通・地域安全課長】 今、委員おっしゃ
いましたとおり、高齢者の交通事故は非常に右

肩上がりという状況で、そういう対策としまし

て、まず高齢者の運転中の事故、それと、また

歩行中の事故というのがそれぞれ多くなってい

るという状況がございますので、それぞれにつ

いて対策等考えています。 
 まず、運転者対策につきましては、加齢によ

り反射神経が弱くなって事故につながっている

というケースも考えられますので、一つとしま

して、参加体験型の講習会というのをやってお

ります。 
 具体的には、自動車学校等をお借りしまして、

実際に高齢者の方に反射神経とか、運動機能の

低下等について認識をしていただく。また、実

際に車を運転していただいて、自分のくせ等を

実際に感じ取っていただいて指導をしていく、

そういう体験型の講習会等を今進めているとこ

ろでございます。 
 加えまして、高齢になると、ややもすると身

体機能の低下ということで運転が不安という方

もおられますので、そういう方につきましては、

免許の自主返納ということも促進をしておると

ころでございます。 
 プラス、今度は歩行者対策としましては、昨

年あたりの統計を見ますと、自宅近くで事故に

遭われる、死亡事故に遭うという方が非常に多

い状況がございます。 
 そういうことから、今後は自宅周辺の事業者

等にご協力いただきまして、例えば医院とか歯

医者さん、それとか薬局、これらの窓口の人た

ちに、高齢者が立ち寄った時には、「交通ルー

ルを守りましょう」と一声をかけていただく、

そういうふうな声かけ運動もこれから取り組ん

でいく、こういう対策をとるようにしておりま

す。 
【江口委員】 要するに、高齢者の運転される方
の死亡事故と歩行者の事故という話がありまし

た。これはデータを見ると、歩行者の死亡事故

は多いんですよね。運転される方以上に、歩行

者の死亡事故はものすごく多いんですよ。 
 ということで、今、体験型ということもおっ

しゃいましたけれども、特に運転される方につ

いては、今、話がありましたように、自主返納

をもっともっと進めていってもらいたいという

のもありますが、南部の竿浦でよく高齢者の交

通死亡事故があるんですよ。皆さんが講習会を

やっているとかなんとか話がありますけれども、
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あそこの竿浦というか、499の道路を見てもら
えばわかるように、私はあそこを通っています

が、道路幅がものすごく広くなったんです。そ

して、道路幅が広くなった割には、まあ、横断

歩道も何カ所かあるんですね。ところが、道路

照明がものすごく暗いんです。このあたりは死

亡事故につながるということ、私もこれまであ

そこの道路を走るたびにひやっとすることが何

回もあります。道路幅が広いということと、直

線になっていますので、車はどんどん飛ばすん

です。そうすると、道路照明が非常に弱いと、

直前までわかりにくいんですね。こういうこと

は再々あります。 
 だから、皆さんたちはこのデータを出されて

いるということはわかりますが、これは所管と

しては、県警本部ともよく連携をとってもらっ

て、また、道路管理者とも連携をとられて、そ

ういう特別に集中するところについて、原因は

何なのかということを一回調べてもらった方が

いいんじゃないかと思うんですね。特に、あの

道路幅が広い、そして、横断歩道を渡ってもら

えばいいけれども、横断歩道には必ず照明灯が

ついていますよ。ところが、横断歩道以外のと

ころに道路照明はあるかというと、ないんです

ね。だから、瞬間暗くなるところがいっぱいあ

るんです。あの竿浦というところは、今まで過

去何回もあっているんですよ、死亡事故が。私

は地元だから、よくわかります。 
 だから、特別にそういう死亡事故が多発して

いるところについて、ただ、講習会とかなんと

かで解決できるものかどうかも含めて、要する

に道路そのものについてのハード面というか、

ソフト面も含めて、何か対策を講じた方がいい

んじゃないかなというのはあるんですね。そう

なると、皆さんたちの所管から離れて、県警本

部であるとか、もしくは道路管理者とも、これ

はよく検討してもらわないといかん問題じゃな

いかと思います。 
 私は現実、そこを何回も通って思うんですよ。

死亡事故があった後にも通りましたけれど、非

常に照明が暗いものだから、事故になりやすい

雰囲気ですよ、あそこはね。一回走ってみたら

どうですか、夜、暗い時に。そして、その実感

をされて、今、私が言っていることは、そうだ

と、多分思われると思いますよ。 
 ということで、そういうことを含めた上で今

後の対策もぜひ講じてもらわないといかん、講

じていただきたいと思いますが、いかがですか。 
【久保交通・地域安全課長】 交通安全対策につ
きましては、今、委員おっしゃいましたように、

そういう講習会というソフト面プラス、事故に

遭わないような環境づくりというのも大きなテ

ーマとして取り組んでおるところでございます。 
 今、例えば事故等ありました場合に、県警本

部を含めて道路管理者と現場点検というのを実

施しまして、どこに問題があったか、そういう

のを検証しまして、その講習や施設の見直し等

含めてやっているところでございまして、その

場所について照明等が暗いということでござい

ますけれども、そういう現場点検をしながら改

善をやっているということでございます。 
【江口委員】 道路によっては、これでもかとい
うぐらい照明がついているところはいっぱいあ

るんですよ。ところが、暗いところはそういう

ことでね。しかし、死亡事故が多発していると

いうことだから、あえて今、私は言っているん

ですよ。地元だからよくわかるものだから、ぜ

ひそこは、皆さんたちにも実際見てもらって、

今のようなことで、なんであそこは照明をもっ

と明るくしないのかなと思うぐらいあるんです。
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事故があるたびに大浦署が出ていって、交通課

が全部出ていって、そのことについて処理はち

ゃんとしていますけれども、今後の対策につい

ては、それは緊急事態だ何だと言いながら、講

習会をやりました、そうなんだというのがあり

ますが、そういうハード面での対策というのは

ぜひ講じていかなければ、なかなか減少するこ

とは難しいんじゃないかと思います。重ねてこ

の件については言っておきますので、対応方、

よろしくお願いいたします。 
 それから、さっき犬の件がありました。とこ

ろで、これは、環境省が犬猫の殺処分ゼロとい

うことを目指して取り組んでいますが、これは

環境部はいなくてもいいんでしょうか、県民生

活部の中でね。ということで、今、環境省が犬

猫の殺処分ゼロということを目指して取り組ん

でいますが、このことについて、今、県の取組

はどんな感じなんでしょうか。 
【本多生活衛生課長】 委員のおっしゃるとおり、
殺処分につきましてはゼロを目指すということ

で国は動いておられます。その基本となるのが

動物愛護管理法という法律がございまして、こ

の法律の中で犬の引き取りとか、あるいは処分

を減らしていくということで動いております。 
 長崎県におきましても、国の法律の中で計画

を立ててそのことに取り組むようになっており

ますので、長崎県動物愛護推進計画というのを

平成26年度から実施しております。 
 当初の分は、平成20年度に一番最初の計画を
立てましたけれども、5年がたちましたので、
改定をしております。 
 そういった中で、10年後の国の目標が、平成
16年度に立てた目標の75％減ということにな
っておりますので、長崎県としましても、平成

26年度から取り組んで10年後までに平成18年

度実績の75％を目標として実施しております。 
 中身としましては、まず、猫の引き取りが多

いものですから、猫の所有者明示措置というも

の、飼い猫であれば必ず誰の猫かわかるように

首輪なり、マイクロチップというのもございま

すけれども、所有者明示をしていただくという

ことと、今、外猫といいまして、外で飼われて

いる猫がたくさんいるんですけれども、家の中

で飼っていただくということ、そうすることに

よって繁殖を外ですることがないということと、

もう子どもが必要でないという猫につきまして

は避妊去勢をお願いするというふうな啓発を行

っております。 
 それと、処分につきましてゼロにするために

は、引き取ったものについてどなたかが飼って

いただければいいわけですけれども、そういっ

た譲渡についても里親登録制度とか、あるいは

ホームページ上での情報提供による引き取り、

こういったものを今、積極的に実施していると

ころでございます。 
【江口委員】 だから、国も年間で16万頭とか
10何万頭ぐらい引き取っているという数字も
データとして出ていますけれども、長崎県で引

き取られている数が犬猫でどれぐらいおって、

そして、そのうち殺処分がどの程度されている

のかという実態についてはどうですか。 
【本多生活衛生課長】 長崎県の引き取りとか処
分の状況でございますけれども、違反犬捕獲、

犬につきましては760頭が捕獲されております。
猫につきましては、捕獲は法的にできませんの

で引き取りになりますけれども、犬猫合わせて

5,441頭、そして、犬猫の里親登録とか、インタ
ーネットを通じた譲渡が604頭、捕獲した犬の
返還頭数が170頭、差し引き、犬猫の殺処分頭
数は5,427頭になります。 
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【江口委員】 そうすると、この数字から見ると、
殺処分ゼロを目指すというのはなかなか難しい

問題ですよね。このあたりの取組は、具体的に、

それは当然、引き取ったものを里親の方が、そ

うしたら自分たちがということで何とかやって

いかなければ、殺処分がゼロになることはない

ですよね。 
 今、アニマルポリスであるとか、そういった

ことを設置してどうだこうだという話もありま

すから、おっしゃることはわからないわけでは

ないけれども、しかし、現実はなかなか厳しい

んじゃないかと思いますね。これは、国を挙げ

て今取り組んでいる殺処分ゼロということでい

くために、長崎県で具体的にこれからの取組に

ついては、目標値は掲げましたと。しかし、こ

れから、さっき話がありましたように、平成26
年から10年後ですか、殺処分ゼロというのは。
（「そうです」と呼ぶ者あり）要するに、犬と

か猫について引き取り手というのはそんなにな

いんですよね。捕獲、引き取って殺処分が5,427
ということは、ほとんどが殺処分されていると

いうことですよね、これは、合わせてもね。こ

れをゼロに持っていくということはなかなか難

しいことだと思います。 
 特に猫なんかの去勢手術というのも安い金額

でできないでしょう。あれは1頭1万円か幾らか
かるんじゃないですかね。そして、去勢につい

ては、具体的に県下でどのような取組をされて

いるんですか。 
【本多生活衛生課長】 まず、犬猫の引き取りの
数ですけれども、平成20年度に目標を掲げた時
の平成18年度の数字から5年後、昨年ですけれ
ども、引き取りは約60％削減しております。詳
細な数字は、今手元にありませんが、5年間で6
割削減できておりますので、今後10年、全くゼ

ロにするということは非常に厳しい、おっしゃ

るとおり厳しいと思いますけれども、相当数を

削減できるように努力したいと考えております。 
 それから、避妊去勢の金額ですけれども、雄

が1万円から1万2,000円ぐらい、雌が1万8,000
円から2万円ぐらい。そこは若干、開業獣医さ
んは自由診療でございますので、金額の差は出

てくるかと思います。 
 それと、避妊去勢の助成の関係ですけれども、

こちらの方は長崎市、佐世保市、川棚町で助成

措置がされております。そのほか、猫の避妊去

勢につきましては、県の獣医師会の方が、地域

猫ということで地域の中で管理をしていただく

分につきましては、避妊去勢の助成を実施して

おります。 
 ただ、先ほど申し上げました犬猫の引き取り

頭数が5,441ということで、殺処分のほとんどに
なっておりますけれども、猫につきましては、

生まれてすぐという猫がほとんどになっており

ます。 
【江口委員】 これは、だから、飼い主の皆さん
たちにもよっぽど理解をしてもらわないといか

ん問題が中にあるんじゃないかと思います。マ

イクロチップなんかは必ずつけてくれというこ

ともやってくれさえすれば、飼い主はわかるん

でしょうけれども、ということで、引き取らざ

るを得ないという理由がどこにあるのか、これ

だけの数がほとんど猫については殺処分されて

いるということですから、解決するためには難

しい問題じゃないかなと思います。しかし、国

を挙げて殺処分ゼロを目指しているということ

であれば、当然長崎県もそれに横並びして頑張

っていこうということですから、大変ですけれ

ども、これは努力して頑張ってもらいたいとし

か言いようがないと思います。 
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 もう1点、今年の当初予算で女性就労に関し
て専門の支援センターができるということで、

当初予算で予算を組んだんですけれども、今、

準備段階はどんな感じになっていますか。 
【吉野男女共同参画室長】 女性就労総合サポー
ト事業につきましては、産業労働部の総合就業

支援センターの中で開設するということにして

おりまして、今のところ、来年の2月開設予定
ということで準備を進めております。 
【江口委員】 来年の2月開設ですか。そうです
か。そうしたら、今の段階では、私が今まで聞

いた範囲では、これは全部委託するんでしょう。

そのあたりはどうですか。 
 要するに、男女共同参画室の方から、例えば

県の担当職員がどなたか一人ぐらい入るとか、

そうじゃなくて、全部委託するであるとか、そ

のあたりがよくわからないのですが、当初予算

で上げて2月開設というのはかなり時間が長い
ですよね。これは、知事が目玉みたいなことで

発表というか、取り組む姿勢だったんですよ。

当初予算の時に、これは今までかつて取り組ん

だことがないということで、鳴り物入りという

か、そういうことで知事が当初予算の時に発表

したというか、打ち出した項目だったんですけ

れどもね。それにしては、それから2月開設と
いうのは、1年ぐらいかかってからやっととい
うことになるんでしょうけれども、何がそんな

に時間がかかっているんですか。 
【吉野男女共同参画室長】 一応、最初はもうち
ょっと早めということではあったんですけれど

も、長崎西洋館の中に設置するということで、

そちらの方での先行予約等が入っているという

こともあって、なかなか工事に入る時期が、秋

から少し後ろに倒れたということで、2月開設
するということになりました。 

 委託の方は、男女共同参画室の方でとった予

算も産業労働部の方に渡して、そちらから一括

で委託をしていただくということで、こちらか

ら職員を出すということではなくて、運営人員

ということで、人員の配置も含めて委託をさせ

ていただくということです。 
【江口委員】 2月開設って、えらい時間がかか
るなと思うんですけれども、何か建物をつくっ

て、それで今準備をしていますということであ

ればわかるけれども、西洋館の中に一つのコー

ナーに持っていくだけでしょうからね。それで

それぐらいの時間がかかるというのは、ちょっ

と私は理解できないんですけれどもね。 
 このことは、目玉みたいなことで知事が取り

組んだ一つの項目なんです。だから、もうちょ

っとスピードアップして開設ができないのかな

と思うんですけれども、今の説明じゃ、私もな

んで時間がかかっているのかというのが理解で

きないんですよ。当初予算で組んで、そして2
月開設といったら、丸々1年でしょう。この6月
とか、もう夏場ぐらいには開設する準備で進ん

でいくのかなと、私も期待をして待っているん

ですけれども、それが、今ごろ2月と言われた
ら、これは当初予算を組んだ時のもくろみと全

然外れているんじゃないですか。何が大きな原

因なんですかね。部長、わからないでしょうか。 
【吉野男女共同参画室長】 長崎西洋館の方との
協議は、一括して産業労働部の方でしておりま

して、そちらの協議の結果、2月ということに
なっておりまして、こちらの方では、すみませ

ん、詳細についてはわかりません。 
【江口委員】 就業のことだから、直接は産業労
働部かもわかりません。しかし、窓口は男女共

同参画室ですよ。そこで予算が上がってきたわ

けだから、当初予算の時にね。だから、今のよ
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うに産業労働部と言われても、皆さんたちが所

管の窓口として、一番直接関係あるところの担

当としては、今のような答弁では、私はちょっ

と理解しにくいなと思います。 
 いずれにしましても、当初予算で知事が取り

組んだことに対しては、ちょっと何をかいわん

やというか、1年ぐらいかかってしか開設がで
きないということは、そうしたら、要するにこ

の取組の目的は何だったのかということになる

んですよ。あえて女性のための就労支援センタ

ー窓口を設けて、そして、女性がいろんな場所

で就労しやすいように環境を整えるためにこの

窓口をつくって頑張っていこうと、そして、そ

ういう中から支援をしていこうということだっ

たんでしょうからね。そう思いますが。 
【辻県民生活部長】 女性就労総合支援の窓口に
つきましては、産業労働部が設置します総合就

業支援センター内に併設するという形になって

おりまして、そのセンター設置そのものが遅れ

ているということで、来年の開設になるという

ことでございます。 
【江口委員】 ということは、これは女性就労の
問題と、もう一つ、産業労働部が当然やらない

といかん問題はあるんですよ。だから、全体的

におくれているところ、産業労働部をここに連

れてこないとわからないかもしれないけれども、

今の段階では話していることはわかりましたが、

中身についてはちょっと理解しがたいものがあ

ります。 
 ということで、私が了解したと言ったら、話

がおかしくなったらいかんから。 
【山本(啓)委員長】 暫時休憩します。 
 

― 午前１１時５７分 休憩 ― 

― 午前１１時５８分 再開 ― 
 

【山本(啓)委員長】 委員会を再開します。 
 午前中の委員会はこれにて終了いたしまして、

午後は1時30分より再開いたします。 
 

― 午前１１時５９分 休憩 ― 

― 午後 １時３０分 再開 ― 
 

【山本(啓)委員長】 委員会を再開いたします。 
 午前中に引き続き、質疑を行います。 
 まず、午前中の続きですけれども、女性就労

総合サポート事業における女性専用窓口につい

ての説明を求めます。 
【吉野男女共同参画室長】 当初予算の編成時に
は、平成26年10月を予定しておりましたが、平
成26年3月の県議会で予算審議の終了後、長崎
西洋館に確認しましたところ、12月28日まで他
社による利用予約があることが判明したため、

変更となったものです。 
 今後の予定としましては、本年12月下旬にセ
ンターの整備工事に着工しまして、2月上旬に
センターの開所という予定になっております。 
【山本(啓)委員長】 江口委員、よろしいでしょ
うか。 
【江口委員】 そういう理由ということはわかり
ました。であれば、午前中も言いましたように、

当初予算で知事の肝いりで取り組んできたこと

でありましたので、そういうことであればある

ほど、議会のこの委員会の中でも、こういうこ

とだったんだということだけは、質問する前に、

そういう話を説明だけでもしていただければわ

かったんじゃないかと思います。 
 それぐらいこの問題は重要視をされた、一つ

のテーマでもありましたのでね。ということで、

今後、よろしくお願いいたします。 
【山本(啓)委員長】 ほかに質疑はありませんか。 
【小林委員】 今のような10月にできるという
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ことを公表しておきながら、西洋館の先に借り

ている方が、実は12月までという格好になった
と、それでおくれているんだと。相当な肝いり

で、江口委員からご指摘があったように、やっ

ぱり今回の目玉だと思うんだよな。そんなのが、

平成26年度に当初予算をつけて、平成26年度が
まさに終わらんとしているころにこれができる

ということであるから、つくることに対しての

1年間、中身については、目標とするところの
役割を果たすことができないと、こんなような

ことについてはどう思うのか。 
 産業労働部が物を借りたりするような役割を

担って、中身については県民生活部の男女共同

参画室がやるとかというようなことになってい

るんだけれども、なんでこういうふうに期待を

裏切るようなことばかりやるんだろうなと、県

民の目線から言えばそうなるだろうね。言われ

ても仕方がないと思うんだよ。ここのところに

ついては、いつわかったのか。そして、場所は

そこしかないのか。そこが一番便利がいいのか、

今言っている西洋館のところが。そこはどうな

んですか。 
【吉野男女共同参画室長】 現在、長崎西洋館の
方に若者向けの施設が既に入っておりまして、

そこに高齢者とか女性の分もあわせて入って総

合就業支援センターをつくるということになっ

ておりまして、今のところそのワンフロアの中

に、いろんな相談がワンストップでできるとい

うことで、西洋館ということで考えております。 
【小林委員】 だから、これは、直接県民生活部
の男女共同参画室が乗ったというわけじゃない

かもしれないが、結局、10月という表明をして
いたのか。それが4カ月ぐらいおくれるわけで
すか。何かあまりにもずさんというか、10月だ
と発表するなら、当然何もかもできて、準備万

端にして10月にオープンできると、誰だって思
うさ。なんでそういう連携がうまくいってない

んだろうか。 
 こんな目玉が、こんなやって発表した日にち

を大幅に超えるということ。同時に、じゃ、な

んでかというと、今みたいに、先に12月まで使
っているとかそんなことは、どっちかというと、

あまり理由にならないような理由なんですよね。

その辺のところが、ちょっと私としては、何と

いうかな、どこまで真剣に考えているのかとい

うことに、どうしても話がなっていくんだよね。 
 2月は、やっぱりこういうことの中で、今年
度は何もできない。それについては、県民生活

部長が代表して、10月に緒について、さあスタ
ートということの中で、幾らか県民の期待に応

えるということだったんだろうけれども、2月
だったら何もできんじゃないか。そんなような

ていたらくをやっていてどう思っているのか。 
【辻県民生活部長】 女性就労総合サポート事業
につきましては、産業労働部との連携を図って

事業を執行するわけでございますが、結果とし

て連携がとれていない形になったのは非常に残

念であると思っております。 
 ただ、本サポート事業につきましては、ウー

マンズジョブほっとステーションのみならず、

女性活躍推進に向けた企業への取組としまして、

活躍推進フォーラムも開催したいと思っており

ますので、これにつきましては年内までの開催

ということでしていきたいと思っております。 
【小林委員】 いろいろ言いようもあるけれど、
やっぱりちゃんとつくらんといかんぞ、それは。

女性の活躍とか、女性の躍進ということが今言

われているのに、何かこういうようなていたら

くをやっていたら、今みたいな答弁でも納得は

できないということになる。やはり横の連携の
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ことがよく言われるけれども、特にこれからメ

ーンテーマとしてやっていくんだから、そうい

う展開に残念だということをもう一回部長に申

し上げて、部長の方も産業労働部との関係を密

にしてもらって、そしてこういうことがないよ

うに、しっかり県民の期待に応えることができ

るように、ひとつお願いをしたいと思います。 
 そこで、これに関連する質問なんですが、今

度の成長戦略の一環として、「女性のさらなる

活躍」というような1項が入った。これは成長
戦略の中のとても大事な部分、重要な位置づけ

がなされておるわけですね。 
 この背景というのはおわかりだろうと思うん

だけれども、なんでこれが成長戦略の一環とし

て、いわゆる中枢を占めるぐらいの位置づけで、

女性のさらなる飛躍とか活躍というようなこと

について、長崎県の女性の活躍を目指していく

というポストのあなたとして、まず、それをど

ういうふうに受け止めておられるか、その辺の

感想、受け止め方を聞いておきたいと思います。 
【辻県民生活部長】 少子高齢化が進展し、労働
力人口が減少する中で、女性の潜在的な力を引

き出すということは、時代的にも大変重要にな

ってくることと思われます。 
 成長戦略の中に、「女性の活躍推進」が位置

づけられておりますが、単なる男女共同参画だ

けではなくて、女性の力というのは成長戦略の

一つに位置づけられるほど大きい力を持ってい

るということを、今回改めて政府の中で引き出

しになったわけでございます。 
 ということで、長崎県におきましても、これ

まで以上に女性の活躍推進ができるような場の

創設というのを、産業労働部、ほかの部局とも

連携しながら、今後も推進を図っていきたいと

考えております。 

【小林委員】 その成長戦略の一環として、安倍
内閣で、アベノミクスの中の「3本の矢」とい
う中においての、今回の6月29日の閣議決定、
この中で「女性のさらなる飛躍・発展」と、こ

ういうようなことがきちんと出てきて、その背

景というのは、確かに人口の減少とか、生産人

口の減というような現象というようなことが、

そこの中の背景としてあると思うんです。 
 ということは、長崎県として、今まで女性の

力を最大発揮できるような、そんな対策は、ど

ちらかというと乏しかったと、こういうような

見方をしているのか、また、本当に女性の力を

最大に発揮できるような対策はおくれておった

のではなかろうかと、そんなようなことを考え

ますが、国の方で成長戦略の一環として、女性

のさらなる飛躍ということが改めて出てきたん

だから、その流れに追いつこうということの中

で今やっているような感じがするわけだけれど

も、要するに、潜在的な力であるところの女性

の力を最大限発揮できるような対策が講じられ

ておったかどうか、この辺のことについてはど

ういう受け止め方をしていますか。 
【吉野男女共同参画室長】 男女共同参画の推進
につきましては、県の方では、国の男女共同参

画社会基本法と、県の長崎県男女共同参画推進

条例に基づきまして基本計画を定めまして、現

在が長崎県男女共同参画基本計画の第2次なん
ですが、これは平成23年度から平成27年度の計
画となっております。その中でも市町や関係団

体等と連携しながら、いろんな男女共同参画の

取組や推進をしてきたところでございます。 
 この中で、最近の動きとしまして、国の方も、

そういうふうに女性の活躍ということを言って

おりまして、県でもこれまで女性のチャレンジ

ということでは、大浦お慶プロジェクト等にも
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取り組んでまいりましたけれども、また今度新

たに、女性に特化した就労サポートであります

とか、それについての企業への働きかけという

ものは今までなかったということもございまし

て、女性に特化した部分で今年度からやってい

こうということで考えています。 
【小林委員】 要するに、今度の成長戦略の一環
として、女性のさらなる飛躍とか発展というの

は、やっぱり今言われたような背景があるわけ

でしょう。まず、人口減少に対する一つの問題

点やその対策、それから、今言われる、女性が

潜在的な力を持っているのにもかかわらず、そ

れを引き出すことができていないと。やはり生

産人口の減少ということで、これから労働人口

も減少していくんだと。人口全体も減っていく

けれども、そうやって生産労働人口まで減って

いくんだと。こういう背景の中での今の成長戦

略の一環としての今回の発表ではないかと思う

んですよ。 
 今までのやり方の中で、新たに違うやり方と

いうのを明らかにされましたが、今回のこうい

う対策によって、長崎県がどう変わっていくの

かと。女性の力を最大に発揮できるような形に

するために、いろいろ要件があると思うんです。

そういうところの中で、まず何といっても、人

口減少対策については、子どもを生んでいただ

かなければいかん。この子どもを生んでいただ

くということについて、育児をしながら働くこ

とができるという両刀遣いの状態をもっともっ

と、社会に進出しやすいような環境を整備して

いこうと、これを今までより以上にやっていこ

うというような考え方の取組。 
 それと、やはり働くということについては育

児を兼務するとか、同時進行できるということ

については、保育園の整備から始まって、何と

いっても結婚、出産、子育て、そして仕事との

両立というようなことが出てくるわけだけれど

も、これまでの環境整備をどういう形で今まで

と違うやり方に、今回、取り組んでいこうとし

ているのか。 
 確かに言われるような、後でまた議論したい

と思うけれども、企業へのそれなりの働きかけ

というのは、これまでなかったと思うんだ。本

人任せのところが多かった。今回こういうよう

におくれて、来年2月みたいなことを言ってい
るけれども、これ以上おくれることはないだろ

うと思うけれども、そこのところで、今までと

違うものの相談が、どういう形の中できちんと

形としてあらわれるような体制ができているの

か。これまでと違うということについての新た

な取組、そして気合いを入れた、結果を出すと

いうようなところの取組、新しい事業所をつく

ることによってどういうふうに変わっていくの

か、その辺のところをどういうふうに考えてお

られるのか、答えを求めたいと思います。 
【吉野男女共同参画室長】 女性就労総合サポー
ト事業につきましては、2本の柱で進めること
にしておりまして、1つ目は、女性に特化した
就労支援ということで総合相談窓口をつくりま

す。そこは、今すぐ就労という方だけではなく

て、子育てがもう少し落ち着いたら就労しよう

かなというような中長期的な希望を持っている

ような女性の就労も相談を受け付けると。 
 それから、子育て中の方には託児施設等を設

けまして、そういう方も気安く相談に来られる

ような施設にしたいと考えておりまして、そう

いう総合相談の窓口をつくりますとともに、一

方では、実際に女性が働きに出る、社会で活躍

するためには職場環境の整備が必要であるとい

うことがありますので、まずは企業の方の理解
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もしていただきたいということがあって、企業

の方にも回りながら、女性の登用促進でありま

すとか、就業についてのお願いをして回るとい

うことと、あとは、女性の活躍推進についての

県全体の気運を醸成したいということがござい

まして、フォーラムの方を開催して、全体的に

企業への取組と気運の醸成ということで進めて

いきたいと考えております。 
【小林委員】 今、長崎で女性就労総合サポート
事業ということで事業所をつくるというお話が

あったとおりなんだけれども、これは結局は総

合相談ということなんだけれども、長崎に一つ

しかないということになっていくと、これは長

崎市の人だけが優先されるような、距離的に言

うと。これを県下のいろんなところにつくる用

意があるのかどうか。その辺のところについて

は、先の見通しということについてはどうなん

ですか。 
【吉野男女共同参画室長】 確かに、長崎市内に
つくるということがありますので、長崎市内周

辺の方までという部分もあるのかもしれません

けれども、求職者の数が一番多いのが長崎市で

ございますので、まずは長崎市につくりまして、

成果と課題等を見ながら、長崎のマザーズハロ

ーワーク等もありますので、そういうところと

か、また県北でありますとかは、実際につくっ

た後の成果と課題を見て検討していきたいと考

えております。 
【小林委員】 だから、こういう新たな取組を、
女性の活躍推進というような形の中で、こうい

うサポート事業をやりますよと、具体的に一歩

前進するという格好で、長崎市にまずつくって

みると、ここは評価をしたいと。しかし、これ

が今言うように、長崎市民の方々が中心になっ

て、人口が多いだけに就労人口数が多いんだか

ら、まずここでひとつやってみようと、こうい

うようなことになったわけですね。 
 そうすると、当然この対策については、県単

独でやるだけではなくして、市町とともに歩ん

でいかなければ、連携をとっていかなければ、

人口減少をはじめとして全てのことについては、

働ける環境とかというのは、やっぱり市町とも

どもにやっていかなければいかんわけでしょう。

長崎市だけがそれによって助かったということ

になって、あとはこれまでと全然何も変わらな

いと、何の対策も打ってないというようなこと

にもなりかねないと。やっぱりここは市町との

連携を強めて、それなりに一緒になって歩んで

いかないと、こんなサポート事業を市町全部、

1カ所ずつつくるとか、県央に1つ、県北に1つ
とか、なかなか予算との関係もあったりして、

意気込みはわかるけれども、現実にはどうなの

かと、こうなってくる。だから、市町との連携

を絶対に強めていかなければ、女性の活躍推進

という格好で言うけれども、現実には、県だけ

で何ができるかと、こんなような格好になって

いくわけだよ。 
 だから、その辺のところの大局の市町との連

携、これをつくるに当たって、あるいはこうい

う女性のさらなる飛躍というものについて、市

町と一回でも連絡協議会とか、あるいは一回、

担当者とも話し合ったことがあるのかどうか、

その辺はどうなんですか。 
【吉野男女共同参画室長】 市町の方とは担当課
長会議を開催しておりまして、その中で連携を

図っております。 
 今後とも、その辺は必要に応じて開催しなが

ら連携を図っていきたいと思っています。 
【小林委員】 この辺のところは、私はしっかり
物申しておきたいと思うんだよ。市町とただ事
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務的に連絡をとりあって、じゃ、こういうよう

な県の対策、県としてこれをある意味での目玉

としてやっていくんだと。だから、これを一緒

になって、やっぱり一緒の意識の中で共有をす

るものとして市町にも協力してもらわないと、

結局は、いつも言うんだけれども、何でもそう

だけれども、県だけ太鼓打って、市町は全然そ

れを知らぬ存ぜぬ。まあ、話としてはあったけ

れどもと。市町に何か予算の配分でもしながら、

ぜひやってほしいとか、県の方でもこういうよ

うなやり方をするから、市町と連携してやるん

だという具体的な話は何かありますか。 
【吉野男女共同参画室長】 市町との連携につき
ましては、今度、女性就労総合サポートセンタ

ーを開設しますけれども、それに際して周知徹

底ということで、改めて市町の方にはお願いを

したいと思っておりますし、今度開催を予定し

ていますフォーラムにつきましても、県だけで

進めていっても理解は深まりませんので、市町

でありますとか、経済団体でありますとか、い

ろんなところにお願いしながら、一緒になって

やっていきたいと思っております。 
【小林委員】 やっていきたいと思いますという
中で、まだ具体的な話がきちんとできていない

ということが明らかになったじゃないか。大体

こういう事業を立ち上げる前に、まず、やっぱ

り担当者会議の中で、どうやればいいかと。大

体こんなような女性就労総合サポート事業はど

こから出てきた話か、誰が提案したのか。市町

と関係者と全部話し合いながら、こういうよう

なものが足りない、こういうものを県で音頭を

とってやってもらいたい。そして、そういう流

れが市町にも流れて、長崎県の実態は、一緒に

なって同じ方向を向いて、それなりの人口減少

対策、それから、女性がさらなる飛躍ができる

ような環境整備をやっていくんだと。そうでな

ければ、本当の答えは出てこないわけだよ。 
 そんなようなことが、実はあなたたちも最近

就任されたばかりだから、前任者がどこまで話

を市町と詰めておったかと。県民協働課長なん

かは、ついこの間までは県庁舎をつくっていた

んだから。県民生活部長だって、全然違うとこ

ろをやっていたし、男女共同参画室長だって全

然別のところをやっていたんだよ。だから、そ

ういうような連携プレーが全然できないんだよ。

2年ないし3年ぐらいでかわらなければならな
いという理由はよくわかっているつもりだけれ

ども、そういう意味で、全然継続性というか、

人がかわっても事業の内容とか目的については

きちんきちんと市町と連携しながらやっていく

んだという、そんなものができていないという

ことがとても残念。だから、人がかわることに

よって、事業が途中で暗礁に乗り上げていく。

そしてまた、あたかも一からやり直すかのよう

な、そんなことばかり繰り返しているんだよ。

だから、成果につながらないわけだよ。私はそ

う思うんだけれどね。 
 だから、もう少し市町と連携をとりながら、

人口減少と女性の社会進出、これはとても大事

なこと。口で言うことは簡単なことだけれども、

要は、女性就労総合サポート事業、相談するこ

とによって何がどう解決されるかということに

ついてがよくわからないんだけれども、女性が

社会進出をするために、さっきも言ったけれど

も、結婚があって、出産があって、それから育

児についての相談、子育て、就労と、こういう

ようなことにつながっていかないと、これは社

会のさらなる飛躍とか、女性の活躍とかという

のはないわけだよ。 
 だから、そういうところについて、これまで
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と違う、こういう事業所がある意味できたこと

によって何がどう変わるのかということについ

て、例えば就労なんかの相談に行っても、そこ

から、まず、企業についての話がいろいろある

だろうと思うけれども、ここのところの役割は

どういう形の中で、今、2つの柱ということを
言われたけれども、1つは企業との関係をきち
んと、同レベルの中でやっていきたいと言って

いるんでしょう。企業の理解なしにはこれは先

に進まないんだから。これが1本の柱。 
 1本の柱は、子育てと仕事を両立できるよう
な環境をサポートしていくと、この2つの柱だ
と思うんだよ。 
 だから、このサポート事業所をつくることに

よって、これまでよりどんなことがどう変わっ

ていくのかと、こんなようなことについて期待

を持たせていただくような方針とか、あなた方

の基本的な考え方は披瀝できますか。 
【吉野男女共同参画室長】 女性就労総合サポー
ト事業につきましては、委員がおっしゃいまし

たとおり、妊娠、出産、結婚、子育て、そうい

うさまざまなライフステージに応じてきめ細や

かな支援をしていこうというものでございます。 
 例えば、一旦やめた方については、再就職の

ための研修であるとか、そういうものの相談と

研修を行いますとか、起業される方については

起業相談を受けます。現在働いている方につき

ましては、さらなるキャリアアップというもの

の研修も行っていくという形で、いろんな段階

にいらっしゃる女性のサポートをできるだけき

め細やかにやっていくという事業になっており

ます。 
【小林委員】 やっぱり女性が、何度も言うよう
に、口で言うことは簡単なんだよな。あなたた

ちは難しいと思うんだぞ。そんな簡単なもんじ

ゃないと思うんだよ。結婚があって、出産があ

って、育児があって、子育てがあって、就労が

あってと、そんなのを大体何人のスタッフで、

どれくらいの成果を出そうとしているのか、目

標はどういうようなことを考えているのか。 
 そのスタッフは、予算も総体的に1,200万円ぐ
らいしかないんだろう。そんな状態の中で、こ

れは当然、平成26年度当初予算が1,200万円だ
けれども、これは借りるだけで精いっぱい、予

算をいっぱい余らかすであろうと、こういうよ

うなことがもう容易に推測できるわけだよ。事

業の実態は、単に、西洋館の中にサポート事業

所をつくりましたよというだけで平成26年度
は終わってしまうんだよ。予算は大幅に余る。

こういうようなことで、事業の内容は何ひとつ

なかったということになる。これもとても残念

なんだけれどね。 
 だから、そんなようなことを考えていけば、

大体何名ぐらいのスタッフを用意して、どれく

らいの方々に対応できるような、就労のあっせ

んから子育てとか、そんなような形。室長、こ

れはなかなか難しいぞ。とにかくこれはどんな

ふうにそこのところを考えているのか、口で言

うことは簡単なんだよ。我々も、実際、大変だ

ろうなと思っているんだよ。あなたは相当苦労

するぞと。帳面消しみたいな格好になりはしな

いかと思って、大変痛みを感じているんだよ。

しかし、あなたは選ばれて男女共同参画室長に

なったわけだから、そこで最高の力を発揮しな

ければいかんだろうけれど、大体どれくらいの

実績をつくろうとしているのか。何名ぐらいの

スタッフで、何名を本当に就労に導いたり、こ

れができたために、おかげで助かったと、両立

ができるようになったとか、そんなような目標

というのがあるんですか。出たとこ勝負でしか
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ないのか、こんなのは。どうですか。 
【吉野男女共同参画室長】 センターの人員体制
なんですけれども、仮称で「ウーマンズジョブ

ほっとステーション」といいますけれども、そ

こに就労支援相談ブースと、ひとり親自立支援

ブースがございます。あと、保育室というか、

託児室の方を設ける予定にしております。ひと

り親自立支援ブースは、こども家庭課が所管す

る、今、社協にある部分がこちらに移ってくる

という形になるんですが、就労支援相談ブース

につきましては、2名の体制ということで、統
括管理をされる方1名と相談員1名ということ
で、いずれも、できればキャリアカウンセラー

というか、そういう資格を持たれている方で、

相談対応もしますし、講座等も計画していただ

くという形になっています。また、あと託児室

の方は2名、保育士さんを置くというような形
を予定しています。 
 実際ここの同じフロアにハローワークコーナ

ーも一緒に入るようになっていまして、相談を

受けた方が、場合によってはそこからハローワ

ークにつないで、就業の方につなげるというこ

とも考えています。 
 利用の予想なんですけれども、一応これは、

ウーマンズジョブほっとステーションの方では、

マザーズハローワークと中高年の就業相談セン

ターがりそなビルの方にあるんですが、それら

の利用状況等を参考にさせていただいて、年間

で500人の利用を見込んでいまして、その中で
200名の就業を予定しているということで、あ
くまで年間なんですけれども、ということで予

定しております。 
【小林委員】 1年間で500人の方々が相談に来
るであろうと、それで、200名の方々が就労に
つくことができればということを大体考えてお

られると。それを年間の目標とされていると。 
 だけど、いろいろ中身を見れば、実際にスタ

ッフなんかも本当に足りるだろうかというよう

な考え方だし、今はもちろん目標を立てて、そ

れを目指して努力をしていくしかないと思うん

です。 
 本当に今、長崎県の人口減少とかというのは

とんでもない状態になってきている。この間か

ら私も一般質問の中で取り上げたけれども、や

がて2040年までに、基本的に3町が人口1万人を
切るんだと。そして、間もなくしたら10市が、
また同じように人口1万人を切るんだと。まさ
に自治体が消滅する可能性が高いという中に、

10市3町が長崎県の中で入っているということ。 
 だから、国の呼びかけで女性のさらなる飛躍

とか、そんなようなことはとても大事なことで、

それはいいとしても、これは相当本腰を入れて

やっていかなくちゃいかんと思っているんだよ。

だから、市町との連携が、どんなことがあって

も欠かせないと。だから、県だけでこれが一人

でできるはずがない。いかにして市町と同じレ

ベルで問題を共有して、一緒になってやってい

くかと。そのために、県として予算づけ的なも

のをどういうようにして市町をバックアップし

ていくのか。これは市町に頑張ってもらわない

と、県だけで、このサポート事業一つだけで、

そんな200名が、もし仮に予定どおりになった
としても、全体の潜在的な女性の力を発揮して

いるということまでになっていかないと思う。 
 だから、それは大変だと思う。まず、そこの

ところについては県民生活部として横の連携を

十分、福祉保健部だとか、産業労働部だとか、

これは全庁を挙げてやってもらわないと、とん

でもない結果になりますよということを指摘し

て、大変だと思います。我々も質問しているけ
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れども、大変だと思いますよ。もし私があなた

にかわってそこの室長にと言われたら、本当に

手探り状態になるよ、どうすればいいのかと。

こんな状態の中で何ができるのかと。 
 そういうことで、事業所を立ち上げることも

一つの大きな前進だけれども、そこからどんな

結果につなげていくかということはとても大事

なこと。しかし、口で言うほどそう簡単なもの

ではないかもしれない。大変でしょうけれども、

しっかり頑張ってもらいたいと思います。 
 それからもう一つ、企業との関係ですが、何

といっても、これは就労ということの前提に立

って、子育てと両立をしながらということにな

ってくると、企業の理解がどれほど大事になる

かということ。企業の方々は、失礼だけれども、

それほどもうかって利益を上げている会社ばか

りでは、あればいいんだけれども、正直に言っ

て、必要以上の従業員体制というのが現実には

難しいわけだよ。普通の一般社会においては、

県庁あたりと違うわけなんだよ。一人何役とい

うことをやっていただかなければ成り立たない

ようになってくる。何といっても支出の中で人

件費の占める割合が、企業が生きるか死ぬかと

いうところにかかってきているわけだよ。 
 企業との連携の中において、企業の経営者に

どこまで本当にそういうものをきちんと理解し

てもらえるか、この辺のところは相当やっぱり、

言うはやすく、これまた難しいと思うんです。

現実は、そんなやって余裕がないわけだから。

だから、こうやって出産した時の休みのとり方

とか、その後におけるところの働きやすい環境

を会社の中でつくって差し上げるとか、あるい

は企業の中に保育園をつくるとか、いろいろ補

助があったとしても、支援はあったとしても、

全然ゼロ円というわけにはいかないから、やっ

ぱり設備投資とか、環境整備のためには、当然

事業主もそれなりのきちんとした役割というこ

とで支出が求められるわけだよ。 
 そういうことだから、経営者の方々に同じレ

ベルを持ってくださいと言っても、波に、バス

に乗り遅れたらいかんというようなありがたい

経営者の方々もいらっしゃるであろうと思うけ

れども、この辺のところは、これまた言うはや

すし、行うは難しなんだよ。 
 ですから、さっきの200名というのが、そう
いう企業主のご了解の上でということになって

いかなくちゃいかんのだろうけれども、ここの

ところも一つの課題として、ここは答弁してく

ださいと言っても大変だから、その辺のところ

は答弁は不要でありますけれども、しっかりや

ってもらたいと思う。 
 それから、これは国の仕事といえども、103
万円と130万円の所得税控除の問題が出てきて
おりますよ。こういう税の、社会保障制度の仕

組みというのも根幹的に形を変えていただかな

ければ、働きたいと思っても103万円を超えた
ら所得税ががばっと取られる、扶養から外れざ

るを得ない。また一方においては、130万円と
いう仕組みもある。103万円と130万円、なんで
2つ別々にあるのかと、こんなことだって、ま
だまだ国の整備をしっかりやってもらわないと、

かけ声は女性の躍進なんていうことを言ってい

るけれども、中身については大変だと思ってい

るんです。 
 だから、これはいろいろと横たわる問題が多

い。しかし、大変だ、大変だと言って何もしな

いというわけにはいきませんので、ぜひ、今私

が申し上げたように、本当に大変だと思います

けれども、あえて県庁挙げてこういう問題に取

り組んでいただかなければ大変な結果になって
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しまう。こういうことでございましょうから、

ぜひ頑張っていただくようにお願いをしておき

たいと思います。 
【山本(啓)委員長】 ほかに質問のある方はござ
いませんか。 
【久野委員】 午前中の田中委員、江口委員に関
連するかと思いますが、交通対策関係です。 
 これもお話がございましたように、今年の5
月末現在、高齢者の死亡率が4割以上というよ
うなことですね。昨年が高齢者が7割というよ
うなことで、本当に高齢者の皆さん方の交通事

故、死亡事故は多いです。今から全国で4人に1
人が65歳以上というような高齢社会を迎える
中で、もっともっと高齢者の事故は増えるんじ

ゃないかと思います。 
 そこで、具体的にどうするのかというような

ことで、先ほどから江口委員の方からもあり、

回答がございましたけれども、私は、高齢者の

死亡事故を本当に真剣に考えて止めるとするな

らば、もっと現実的なことをやっていかないと、

今までのようなやり方では交通事故、お年寄り

の皆さん方の事故を減らすということはできな

いと思います。 
 ですから、現実的なというようなことを言い

ましたけれども、車の方は、高齢者の皆さん方

はシルバーマークを貼っております。これもち

ょっと小さいなと思うんですけれども。しかし、

歩行者の高齢者の皆さん方は何もないですね。

こういう皆さん方に、例えば年齢がどうなのか

わかりませんけれども、70歳で田中委員はばり
ばりでということですから、例えば75歳、ある
いはまた、80歳以上という皆さん方に対しては、
外出をされる、あるいはまた散歩をされるとい

うような方には、先ほどの車の高齢者のシルバ

ーマークじゃないですけれども、例えば黄色の

ジャケットを支給するとかして、そういうふう

な現実的なことをやっていかないと、絶対交通

事故は減らないと思うんです。ですから、もう

少しそこらあたりを真剣に考えていただいて、

これは県、市町、警察、財源の問題はいろいろ

あると思うんですけれども、もう少し財源をひ

ねり出して、何とかひとつそういうようなこと

を、長崎県民全体が、例えば75歳以上、80歳以
上はジャケットを着るんだというようなことを

もっともっと宣伝されるようなことはできない

かなと思います。 
 いつもそういうふうな感じで見ているんです

けれども、どうしてもお年寄りということにな

ると、歩道にしてもなかなか気づかない。特に

スピードを出していくなら、そういうような事

故が起きるわけですから、ぜひこれは何らか、

運転手が見えるような形の中で、高齢者である

んだというような現実的なものを持ってやって

いただきたいというように思うんですけれども、

いかがでしょうか。 
【久保交通・地域安全課長】 今、委員おっしゃ
いましたように、高齢者の歩行事故は非常に問

題になっているところでございます。 
 今、黄色い服とかいうようなお話もございま

した。要は高齢者を視認できる、早く見つけら

れるような対策ということでございますけれど

も、一つの対策としまして、今、県、県警本部

も含めて、夜あたりに見やすいように反射材の

普及促進ということで一つ大きく取り組んでい

るところがございます。要は、ライトが当たっ

て光るということで、そういうのを各自治体等

の協力を得て、当然、県警本部も含めて配布を

しております。そういうことで高齢歩行者の方

には、運転者に早く見つけていただくため、反

射材の普及促進という形の啓発をしているとこ
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ろでございます。 
 また、あわせまして、反射材の配布があって

も、なかなか身につけていただけないというの

がございますので、本年度に入りまして、その

反射材をエコバック、買い物袋に反射材をつけ

たものを高齢者の講習あたりで配布しているよ

うな取組をしております。 
 あわせて、高齢者の方々にも外出の際は明る

い服装を身につけていただく、そういう啓発活

動も行っているというような状況でございます。 
【久野委員】 わかりました。先ほどから言って
います反射鏡、今日も西日本新聞だったですか

ね、この前まで総務委員会で一緒だった坂谷県

警交通部長、今は佐世保署長になっておられま

す。今日も新聞に載っておりましたように、警

察の方からバス会社の方に反射鏡を贈呈されて

いたとありますけれども、この反射鏡も小さい

ということであれば、どうかなと思うんですね。

ですから、本当に全体的に見えるような形の中

でいけば、ここも一番いいかなと思うんですけ

れども、そこらあたりもいろいろと検討なされ

て、ぜひひとつ高齢者の皆さん方が交通事故に

遭わないようにしていかないと、昨年みたいに

交通事故の7割近くが高齢者で亡くなるという
こと、こんなあれはないですね。 
 ですから、本当に現実的なことで交通対策を

やっていただきたいというふうに思っておりま

す。とにかく高齢者であるんだというのが見え

るような形の中で、そして、先ほど言われまし

たけれども、身につけていただけないというの

なら、つけていただけるような工夫も、これは

逆に言えば、マスコミさんたちを通じながらで

も、80歳以上はつけましょう、75歳の高齢者の
皆さんは自分の身を守るためには必ずつけてい

くとか、もっともっとＰＲされていいんじゃな

いかなというふうに思いますので、ぜひ長崎県

の高齢者対策に力を入れていただきたいという

ことを要望しておきたいと思います。 
【髙比良(元)委員】 それでは、3点ばかりお伺
いしたいと思います。 
 まず、やさしいものからやっていきます。条

例の関係、スキームはよくできていると思うん

ですよ。だから、中身については言いませんが、

その中で推進計画をつくるんだね、それから、

安全・安心委員会をつくるんだよね。これは具

体的にいついつまでにつくろうとしていますか。 
 しかも、推進計画というのは、具体的にどう

いうふうな内容として構築しようという、イメ

ージでいいや、そこから話をしてくれませんか。 
【大串食品安全・消費生活課長】 まず、安全・
安心委員会でございますけれども、現在、同様

の安全・安心委員会をつくっておりまして、そ

れをまた継続してということで、イメージでは

考えています。 
 現在、県の方で食品の安全・安心の推進につ

きましては、外部の委員から意見をいただくと

いう形をとっておりますけれども、その名称も

安全・安心委員会ということでつくっておりま

して、また新たに同様の委員に、構成になると

思いますけれども、それを継続してというのが

一つございます。 
 それと、計画の関係ですけれども、県の方で

食品の安全・安心推進基本指針というのがござ

いまして、それと同様にアクションプランとい

うのがございます。現在、アクションプランを

行動計画ということで、いろんな数値目標を掲

げたところでつくっておりますので、その期間

が平成27年度までとなっておりますので、来年
度また新たな計画ということで策定したいと思

います。 
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【髙比良(元)委員】 今あるアクションプランを
計画に練り直すと、そういう話なんですか。 
【大串食品安全・消費生活課長】 現在のアクシ
ョンプランをまた、更新という時期を迎えます

ので、その段階で新たな推進計画ということで

策定したいと考えております。 
 現在、基本指針というのが一つございまして、

条例まではいきませんけれども、これがいろん

な方向性を決めていると、指針がございます。

それとは別にアクションプランというのがござ

います。この中でいろんな推進計画を具体的に

立てるというのがございまして、このアクショ

ン計画をベースとしまして、新たな基本計画と

いうのを策定したいと思っております。 
【髙比良(元)委員】 だから、練り直すやつとい
うのはいつぐらいにつくるんですかと、今のや

つを練り直すというのは。 
【大串食品安全・消費生活課長】 平成27年度
中に策定することになります。来年度策定する

予定です。 
【髙比良(元)委員】 そこね、今、アクションプ
ランがあると、私は読んだことがないものだか

ら、大変失礼しましたけれども、練り直しをす

る計画の中身とか、つくり方いかんでこの条例

が本当に生きるかどうか、そこが分水嶺、分か

れ道ですね。 
 いろんな計画をつくる中で、新しい取組も含

めた中で、こういうのはぜひ推進をしてもらい

たいなと思うようなことが多々散りばめてあっ

たりするわけですね。その辺は、だから、ぬか

りなくという中で、しかも、それを必ず、今や

っていることをベースとするんだったらば、さ

らに上乗せをするとか、上をするとか、少し動

かしていく。実際上は、これの進捗管理をやっ

ていくというのはこの委員会になるわけでしょ

う。そこにエンジンを求めるわけでしょう。今

のやつでやるというんだったらば、新しい役割

がされないといかんのだから、そういう意味で

は、いろんな体制の補強とか、中身の対策とか、

そういうことも含めながら、ぜひ推進方を期待

したいと思っています。 
 これは今からだよね、要するに、具体的に。

計画のつくり方いかんだと思っていますから、

そういう意味で、ぜひ期待をしますので、よろ

しくお願いします。 
 次、ＮＰＯの関係でほかの委員からも若干質

問がありましたけれども、協働事業についてお

尋ねをします。 
 行革プランの83ページに載っていることを
ベースとしながらやっていきたいと思います。 
 そもそも協働事業と言う時に、仮にＮＰＯ側

の提案事業ということで見た時に、県として具

体的に協働というのはどういう関係性を持って

やっていくのか。 
 所管課協議というのがかなり時間がかかるよ

うな中身かなと思ったりもしているんだけれど

も、従来は、ありていに言って、県の方で発案

をして、この指とまれ方式で個々に参画をする

というような、そういったところに対して補助

金を出すとか、そういう仕組みでやってきたん

だけれども、そうじゃなくて、ＮＰＯが提案を

して、県がかかわって協働して、コラボしてや

るというんだけれども、そういう時には、県と

してどういう役割を持って、どういう具体的な

実効ということが出てくるんですかね。 
【村井県民協働課長】 昨年度から実施をしてお
ります「ＮＰＯと県がともに働くプロジェクト」

でございます。 
 これにつきましては、今、髙比良(元)委員か
らご質問がありました、県としてのかかわり合
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いというところをどうするかということなんで

すけれども、もともと協働というところの捉え

方というのは、まだ明確に、はっきりした定義

というのはありません。今、現在進行形でいろ

んな自治体とか、民間は民々でもやられていま

すけれども、そういうところで現在進行中のも

のでございます。 
 私どもが今、事業を行っている協働と申しま

すのは、一般論で言いますと、2つ以上の異な
る組織とかセクターが対等な立場、今まではど

ちらかというと、例えば県の事業でも補助金な

り、委託金なり、ほぼ県がやりたいということ

の業務、事業内容をＮＰＯ等にやっていただい

たというところなんですけれども、今回のとも

に働くプロジェクトにあっては、県と事業企画

を提案してきたＮＰＯが一緒に、対等と申しま

すか、事業費もＮＰＯが10分の1以上出すとい
うところもありますし、基本的に協定書を結ん

で、いわゆる業務の役割分担というのをはっき

りさせてともに行うという事業でございます。 
 抽象的ですけれども、例えば平成25年度やっ
ております事業で申しますと、昨年度は実は3
事業ございまして、1つ事業をご紹介しますと、
今度8月に視察の方でも予定をさせてもらって
いますけれども、「環境マイスターを活用した

エコドライブ、エコカー普及の仕組み」という

形で事業を一つやっております。 
 ここで申します、環境マイスターというのは

自動車販売店の方なんですけれども、この方は、

いわゆる温暖化とか省エネの関係の知識という

ものを研修で得ています。それを県の環境部の

方とＮＰＯとで認証しまして、そこの知見とか

知識というのを広く県民の皆さんに普及させて、

温暖化を抑制しようという事業です。 
 具体的な事業は環境マイスターという方を活

用しましてエコドライブ、省エネにつながる自

動車運転の操作、これはシミュレーションの機

械がございまして、それで体験をしてもらい、

温暖化の抑制等に向けた自動車の操作を理解し、

あるいは、そこでまたエコカーの認識を深めて

もらうということも一緒にやっております。 
 そこで県の役割でございますけれども、県は、

例えば市町とか、いろんな関係者との連絡調整

という役割をまず持っています。あわせて、県

の方では、環境部の方なんですけれども、温室

ガス削減目標とかがありますので、そういうと

ころもあわせて、そういう場に来られた方に示

しながら、実際に現場でやっている業務内容に

ついてはＮＰＯが主体でやっていただいて、い

ろんな連絡調整や事業内容というのはそれぞれ

役割を、協定を結んで、実際やる時に話しあい

ながらやっております。 
 従来、県では補助とか、委託とか、共同開催

というのはありましたけれども、どちらかとい

うと、従来の分は県主体の業務の内容をやって

いただいたというような感じのものがほとんど

だと思いますけれども、この事業は、どちらか

といいますと、そういう役割分担をしながら取

り組もうという形です。 
 あわせて、そこに、実はほかの違う関係団体

も一緒に来てもらって、やれるところはやろう

という仕組みも一緒にあわせて持っております。 
【髙比良(元)委員】 あまり説明が上手じゃない
な。時間ばかりかかって、何を言いたいのかな

という感じだったけれども、要するに、提案さ

れた事業企画の土俵にお互い乗っかって、そし

て事業内容をお互い分担してやっていこうと、

そういうふうなネットワークということを考え

ているわけ。それをもって協働事業と言ってい

るわけですか。 
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 私は、それだったら、申請件数も少ないし、

具体的な事業化を図りましたということで、オ

ーケーと言ってから一緒になってやっていこう

かと、最終的な採択に至るというのは、件数的

にはそんなに伸びは出てこないと思うよ。 
 そういうやり方も、確かに協働でしょう。し

かし、例えば各課が持っている一定の政策目的

に奉仕するいろんな事業のパッケージというの

はたくさんあるわけよね。じゃ、民間が主体に

なって、それこそ対等という話があったけれど

も、あなたたちは得意分野でこの分はやっても

らって、じゃ、我々は今まで考えていた事業と

いうのを、そこに極力連携というか、マッチン

グするような格好で、あるいは重層的に事業執

行を組み合わせる中で、我々はこの事業をやっ

ていきますよというようなことがあっても、そ

れは協働と呼べると思うんです。 
 だって、やろうとすれば、政策目的に奉仕す

るものであれば、それは民間として主体的にや

っていく、尊重しながらやっていく。行政は行

政として考えたことをやっていく。それは途中

で合わせていけばいいんだから、複合的に相乗

効果が出るような仕組みをつくればいいんだか

ら。だから、必ずしも提案された事業の中に、

一つの土俵だけに限定して、そこの中で一緒に

やると、そういうことだけじゃなくて、今言っ

たようなことも、当然、協働という概念で捉え

ていいと思うんだよ。 
 私は、むしろそうすることの方が、ＮＰＯと

いった主体性というのはより出てくるし、より

広がりを持った取り組み方ができるんじゃない

かと思うんですよ。何となれば、本当にあなた

が言うような枠組みであれば、すり合わせをう

まくやって、この提案、よしわかったと、本当

に我々が考えていたことを、本当にあなたたち

はよく言ってくれましたねと。じゃ、そこの中

で我々としてできることというのはどういうこ

と、あるいはこういうことをやっていくよと。

言ってみれば、そこに自分たちの、よく言えば

分担なんですけれども、悪く言えば、要するに

自分たちのテリトリーをとろうとするというか、

ＮＰＯが本来だったらやれることを、だから、

県が後追いで入っていくことによって、ちょっ

と違う形になるというか、そういうふうなこと

も、まさに対等と言われるから、そういう状況

が生まれかねないとも、出てくるんじゃないか

と思うんだよな。 
 この辺はどうかな。逆に県が提案するという

のは、県提案型もあるんでしょう。そこで協働

と言う時に、県民参加型事業とこの協働事業と

いうのはどう違うのか、そうしたらば。ここは

だから、あまり同じ土俵の中にという限定した

やり方というのは本当にいいのかなというのは、

ちょっとその辺の考えは、今までどういう議論

をしてきたんですか。 
【村井県民協働課長】 私の説明がちょっと、昨
年度からやっております、「ＮＰＯと県がとも

に働くプロジェクト」、これを主にさせていた

だきました。 
 今、髙比良(元)委員がおっしゃいますように、
協働というのは、多分に民間と民間、民間とま

た違う団体、いろんな形態があろうかと思いま

す。実際ＮＰＯが活動する助成の支援というの

を企業がやっているところもあります。一緒に

やろうというところも。例えば労金とかＪＴ、

あるいは九電の方も、職員と助成金を出して一

緒にやろうというところもあります。 
 私どもも単に、さっき私が説明したのは、県

がやっている事業のともに働くプロジェクトの

説明を主にさせていただきましたけれど、やは
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りいろんな形態の中でＮＰＯなりが活動すると

いうのは、委員おっしゃるとおり、進めていか

ないといけないと思っています。 
 今、私どもの県の方でＮＰＯ等の基盤強化と

いうところから、いろんなセミナーとか、相談

事業もやっております。そこの中でそういう企

業からの支援とか、団体が活動している情報と

かも、もちろんホームページとかでいろんな情

報発信もしておりますけれども、そういう中で

ＮＰＯ団体に情報をいろいろお示しして、広が

りと申しますか、協働の広がりは進めていきた

いと考えています。 
【髙比良(元)委員】 抽象的でよくわからないん
です。 
 今、県民協働課長が言うような枠組みにある

と、一つ危惧されるのは、行政というのはいろ

んなことを考慮して、いろんなことを踏まえる

中で、しかも専門的な知識というか、あるいは

情報というか、そういうものをやっぱり一般の

市民よりは当然たくさん持っているわけであっ

て、要するに、事業推進に当たっての専門家な

んですよ。そこをどう捉えるかどうかというこ

とを委員会でもいろいろ議論するけれども、一

般の人から比べれば、専門家であることは間違

いない。 
 そうすると、民間から上がってきた企画に対

する評価というのは、勢い、やっぱりもっと事

業効果を出さないといかん。金もつくんだから

ね。あるいは、もっと事業目的をはっきりさせ

た中で、それぞれが所管している政策目的によ

り奉仕するような、そういうふうになっていな

いとだめだとか、やっぱり注文が多く出てくる

可能性というのは当然にあると思う。そうした

ら、せっかくやろうかと出てきた芽というのが、

本当に育てていけるのかなと。最初から100点

のものはないので。 
 ところが、まさに協働という話になると、一

緒にやるという話になると、なかなか行政も引

けないというか、そういう話になって、かえっ

てやり方が難しくなるんじゃないか。事業を否

定しているわけでもなんでもないんです。取り

組み方というか、枠組みのバリエーションをも

う少し広げたらどうかという視点で反証してい

るので、聞いてもらえると思っているんだけれ

ども。というのは、使いたいけれども、なかな

か足かせになるようなことが多くて、やっぱり

難しいという話がよく返ってくる。私に相談が

あるのは。だから、県民協働課はどんどん推進

したい。ところが、各部が抱えていて、ちょっ

と後ろ向きとか、そういうことがままあって、

かなり厳しいリクエストとか注文がついてしま

うということによってつぶれてしまう。 
 案の定、さっき言った事例から言うと、最初

12件申請がある中で8件になったという話だろ
う。もったいない話なんだよな。ここら辺の事

業執行の仕組みというか、枠組みというのはも

う一度、少し枠を広げるような形で考えられな

いかな。せっかく件数も増やしたことでもある

しね。そこのところは、全部同じパターンでや

るというんじゃなくて。私は、協働型社会をつ

くっていくというのは、これはもう待ったなし

の、やっぱり正しい方向であるのは間違いない。 
 ただ、気をつけなければいかんのは、この間、

協働事業というので、県の水産部の方で提案し

てああいうことをやっただろう。あれはまさに

県民参加型で、県主導の話ですよ。そうじゃな

くて、やっぱりＮＰＯあたりがまさに自立ある

市民社会をつくっていくイノベーターとしての

役割、その自覚のもとでやろうという話だった

らば、基本的にそこはその主体性に任せていか
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なければいけない。そうした中で、金は出すけ

ど口は出さないと、後ろから。だから、そうい

ったものが働きやすい環境をつくるというのは、

本来、行政の役割だと思っているんだ、私は。

そこを育てる引き上げ方について、あまり中に

入ってああだこうだと言うと、かえって縛りを

かけてしまうという思いがあるもんだから、実

際、そういう声も聞くもんだから、だから、も

う少しここの事業を、決して否定するわけでは

ありません。やり方のバリエーションをもう少

し工夫をしてみたらどうかというふうに思うん

だけれども。 
 それと、そういうことも手伝うものだから、

最終的な決定までの期間がものすごく長いんで

す。残された期間は5カ月ぐらいしかない、10
月末というのは。7カ月だから、要するに公募
から始まって決定までが。残りは5カ月しかな
い。3年間のうちの1年間は、だから、半年もな
いよ。3月はほとんどできないから。どうせま
た、実績報告だなんだかんだといろんなことを

出さなきゃいかんわけでしょう。 
 いろんな難しい縛りがあるからこそ、決定ま

でに時間がかかってしまうというこの辺のこと

もあるし、もう少しどうかなと思うんだけれど

も、どうですか。 
【村井県民協働課長】 確かに、ＮＰＯ等との協
働というのは、まさに委員ご指摘のとおり、Ｎ

ＰＯが持っている地域の専門性とか、柔軟性、

それを活用することに意味があると思います。 
 県の行政との協働という時には、どうしても

県の方は法律とか、前例というのをやっぱり主

に考えていくところはあろうかと思いますけれ

ども、その部分については、やはりせっかくこ

の事業を実施しますので、研究をさせていただ

きたいと思っております。 

【髙比良(元)委員】 この件についてはもうやめ
ますけれども、私は、だから、一つの目的に向

かってこっちからの手法、こっちからの手法と

合わせわざでやるとか、そういうことがあって

いいと思っているんだよ。その方が、むしろう

まくいくというふうに思っていますから、さら

に検討をやってみてください。決して事業を否

定するものではありません。 
 3点目ですが、同じく行革プランの個別項目
の中で交通公園の問題があるんだな。昔からず

うっと同じことをやっているんだ。いまだに解

決していない。案の定、同じです。文書で取り

交わした内容というのはかなり開きがあって、

これじゃ溝が埋まらないと思うよ。 
 そこでお尋ねですけれど、この交渉の進め方

について、まずは、あくまでも交通安全の教育

施設ということで、県が今持っているものを、

そういうふうな機能を今後も果たしてもらうと

いうことで市に移管をしようとしているのかど

うか、そこから議論をしたいと思っています。 
【久保交通・地域安全課長】 長崎市に移管の協
議の中で、長崎市としても、今委員がおっしゃ

いましたように、教育事業に必要な施設という

ことで、その部分については必要だということ

で話し合いをしております。 
【髙比良(元)委員】 そうであれば、なぜ県は市
に移管をするんですか。ちょっと本論に返って

議論したいと思います。 
【久保交通・地域安全課長】 今の交通公園の利
用実態としまして、かなりの人が利用していた

だいておるところなんですが、その約9割が長
崎市民の方たちが利用しているということで、

地元で運営した方がいいんじゃないかというこ

とで移管を協議しているというような状況でご

ざいます。 
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【髙比良(元)委員】 9割の利用者が長崎市民だ
から、それは長崎市が担った方が適切ではない

かという根拠は、具体的に何があるんですか。 
【久保交通・地域安全課長】 根拠といいますか、
長崎市民の方がそうやって多く使われるという

ことで、地元の自治体がそれを運営するという

ことで考えて、そういう移管を進めた方がいい

のではないかということで移管を進めていると

いう状況でございます。 
【髙比良(元)委員】 それは使い方というか、利
用の促進に当たっての県の姿勢にもかかわって

くるというふうに思いますよ。だから、長崎市

の中に、使いやすいところにあって、そこを利

用するのは市民が多いものだから、だから云々

というのは、より多くの県民が、交通安全教育

としての施設として本当に必要な施設であれば、

より広く利用を促進するために、長崎市以外の

ところにもいろんな呼びかけをして、例えば子

どもたちの課外授業であるとか、老人会だなん

だかんだといったところもたくさんわけだから、

そういうところに呼びかけて使わせるというか、

広く啓発をしていく、そのコアにするというよ

うな取組があってしかるべきであって、今、交

通・地域安全課長が言ったような話をすると、

もう全部、県有施設なんか要らないという話に

なってしまう。どこかの市町に置いているんだ

から、そこがやっぱり利用が一番多いんだから

というのは、例えば県立博物館にしたって、美

術館だって、一番利用が多いのは長崎市民です

よ。これは割合、シェアはどれぐらいになって

いるかわからないけれども、これは圧倒的に長

崎市民だと思いますよ。県立図書館のこの間か

らの議論もあったけれども、逆に長崎市を尊重

するということでそういうふうな話をしたんだ

けれども、しかし、そういうことじゃなくてと

いうことで、結論としては、だから、大村の方

に置いた方が適当だという話になったんだよね。 
 だから、どうもそういう意味から見ると、ち

ょっと今の理屈だけではなかなか釈然とこない。

交通・地域安全課として、本当にあの施設が交

通安全の教育施設として必要だというのであれ

ば、これは県として責任を持って運営すべきで

すよ。そして、利用の促進を図るべきですよ。

と思いますが、いかがですか。 
【久保交通・地域安全課長】 交通公園の必要性
につきましては、子どもの交通安全教育という

ことで、こういう施設がなかなかない。必要性

はあろうかと思います。 
 具体的には、やっぱり交通安全教育というこ

とで、いろいろな机上の教えとかしているわけ

ですけれども、実際にこうやってゴーカート等

に乗ってシミュレーションすることによって交

通の流れが具体的にわかるということで、子ど

もの交通安全の一翼を担っているということで、

統計的なものはございませんけれども、必要不

可欠ではないかということは思っております。 
 そういうことで、今、委員おっしゃいました

ように、交通公園は県が運営しております。そ

れで、各自治体の子ども等に利用していただく

ように、長崎市を含めて周辺の各市町の広報誌

等に掲載したり、いろいろな児童教室に夏休み

とか、冬休み等に活用していただくような広報

啓発を進めているというのが今の実情でござい

ます。 
【髙比良(元)委員】 だから、今の答弁というの
は、まさに本当に必要なものであって、県とし

てもより活用というか、利用が進むように、そ

ういったことを促しているという話でしょう。

そうしたらば、市の方に移管するというのは矛

盾するじゃない。本当は、もっと活用したいと、
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そういうことをおっしゃる一方で、他に委ねて

しまおうというのはおかしな話だと思うんだ、

私は。 
 これは課長には大変失礼で、こうやって責め

るのは大変失礼だけれども、もう随分昔からこ

の行革プランの中にあって、もう行き詰まって

しまって、しかしながら、やっぱり何としても

と、これは、昔から背後霊みたいなものでずう

っとある意味やっているような話なんです、言

葉は悪いけれども。ここはもう一度立ち止まっ

て考え直すと、そういうことじゃないかと思う

ものだから問題提起をしているんです。 
 お話を要約したら、本当に必要なものだと、

シミュレーションも含めた中で。やっぱり机上

で教えるということじゃなくて、実際に体験を

させると、そういうことこそが一番大事なんだ

と。だからこそ、まさに交通公園の存在意義が

あるというのであれば、これはやっぱり県とし

て、もっと活かしていったらどうなんですか。 
 ちなみに、今どういうふうな運営になってい

るんですか。 
【久保交通・地域安全課長】 今、交通公園の運
営につきましては、交通安全協会に委託をして

いる状況です。 
【髙比良(元)委員】 仮に長崎市に移管をしたと
しても、やっぱり運営は同じようになると思い

ますよ。交通安全協会、そういったところにな

ると思いますよ。 
 要するに、いろんな経費がかかりますよと。

そこが、何というかな、理屈づけをするために、

利用の大半が市民だからと、後からとってつけ

ているだけの話なんです。それは、言ってみれ

ば。そこは、私は議論として論理の飛躍と陥没

があると思っているんだな。 
 ほかに代替手段があって、交通安全教育をす

るについて、ほかに選べる手段というのはたく

さんあって、そっちの方のやり方を工夫という

か、さらに増やしていけば、必ずしもこれとい

うのは、そこまで持っておく必然性がないとい

う話だったらば、じゃ、これはやっぱり別な目

的からも取り扱いを協議していいんじゃないか

というような思いも実はあって議論をしたいと

思ったんだけれども、交通・地域安全課として

絶対これは要るんだという話だったらば、持っ

ておけばいいじゃん。さっきから交通安全対策

の議論が盛んになされて、もっとこうして、あ

あしてというような話が出るぐらいなんだから。

交通安全教育というのは必要なんでしょう。必

要ですよ。どうなんだろう、この辺の基本的な

認識というのは。部長、どうですか。 
【辻県民生活部長】 交通公園について県の施設
は、この長崎交通公園だけでございますが、県

内には佐世保市に昭和47年に交通公園が設置
されております。そういう意味合いにおきまし

ては、地域に根差した交通安全教育というのは

各地域で運営されてもいいのではないかという

考え方も一方にはあると思います。 
 ただ、利用者のほとんどが長崎市民という実

態でありますので、そういうことも含めながら、

今後、長崎市とも協議をしてまいりたいと思っ

ております。 
【髙比良(元)委員】 佐世保市の交通公園という
のは、具体的にどういう内容なの。それと、こ

の長崎の交通公園との違いというのはどういう

ことがあるんですか。基本的には同じような中

身なの、どうなんですか。しかも、それは佐世

保市が単独でつくったんだな。ちょっと内容を

教えてください。 
【久保交通・地域安全課長】 長崎の交通公園に
つきましては、県の方が条例に基づいて設置し
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ているということで、佐世保市の方は佐世保市

が管理運営しているという状況です。 
【髙比良(元)委員】 そういうことじゃないんだ
よ。具体的な内容です。要するに、機能として

どうなのかという話なんだよ。長崎交通公園と

同じようなものをつくっているんですか。それ

とも、長崎交通公園というのはもっとたくさん

の、いろんな交通安全の教育施設がある中で、

佐世保市より優越性があるという話になってい

るのかどうなのかということですよ。 
【久保交通・地域安全課長】 中身につきまして
は、電動ゴーカートとか、自転車等の乗り物を

活用した交通安全指導、同じような内容でござ

います。 
 長崎の交通公園と佐世保は同じ内容でござい

ます。 
【髙比良(元)委員】 基本的には、長崎市と内容
的に同類ものが佐世保にはあって、佐世保は自

らつくったという話なのか。そうなると、難し

いね。 
 その前に、佐世保の運営費というのはどれく

らいかかって、今、長崎交通公園の場合は幾ら

というのは、そこら辺の比較というのはやって

いるの。その上で管理運営費をどうするかとい

うことで協議をしているんですか。 
【久保交通・地域安全課長】 長崎の交通公園に
つきましては約1,500万円、佐世保の管理費は
1,200万円ということで理解をしております。 
 ただ、長崎の交通公園につきましては1,590
万円ですけれども、その半額を長崎市に負担を

いただいているという状況でございます。 
【髙比良(元)委員】 1,590万円と1,200万円、オ
ーダーとしてあまり変わらないんですね。中身

的にはあまり変わらないということ。しかも、

長崎交通公園については、既に2分の1の運営費

を長崎市に負担をしてもらっているということ。

それなら、県でそのまま持っていてもいじゃな

いの。そのほかに管理運営費とかかかってくる

のか。 
【辻県民生活部長】 佐世保市の管理運営費は
1,269万円でございまして、1,300万円近い支出
ということでございます。 
 考え方はそのようにいろいろございますので、

交通安全教育のあり方も含めて、今後検討して

まいりたいと思っております。 
【髙比良(元)委員】 これは、昔つくった行革プ
ランの中の項目なんだよな。だから、盲目的に

やらないといかんという話になってはしないか

なと思っているんだよ。 
 実は、環境部の中でも議論してから、もう一

度見直せと強く申し入れをしているんだけれど

も、本当に必要だったらば、あるいは、今やっ

ていることについてもう少し付加価値を高めれ

ば、付加価値というのは利用促進という話です

よ。中身を改築するとかいう話じゃなくてね。

そういうことをやれば、県で持っていくことに

ついての存在意義もさらに高められると。経費

的にも市からも負担を求めているという話だっ

たら、そこら辺がどうしても、いやぁ、やっぱ

りお荷物になるから、あまり言葉はよくないけ

れども、そういうことで引き受けないという話

だったらば、管理運営費はもう少し増やせとか、

そういうふうな負担のやり方もあるので、これ

は何としても、とにかく譲らないといかんと、

前から決まった方針だからと、そこに固定しな

いで、どうやったら、本当に着地点としてうま

くいくのかということは、もう少し議論をした

方がいいと思いますよ。そのように、ぜひ取組

をお願いしたいと思いますが、部長にもう一度

ご決意というか、ご認識を賜れば幸いでござい
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ます。 
【辻県民生活部長】 ただいま委員の方からご意
見をいただきましたが、先ほどご説明しました

とおり、県内には別の施設もございますし、そ

ういうことも含めまして施設のあり方、費用負

担、これまでの経緯というのも含めて検討して

いきたいと考えております。 
【田中委員】 今の交通公園の件だけれども、聞
いていて、私が怒られているような感じがした

んだけれども、もう14～15年前になると思うけ
れど、野本行革委員長の時に、この問題を私が

取り上げてやったんですよ。 
 というのは、交通公園だから、長崎市は県が

出す、佐世保市は佐世保市が出すというのはお

かしいじゃないかと。だから、佐世保市に県が

お金を出しなさいと、むしろね。出さないのな

らば、長崎市もやっぱり市でやってもらうべき

じゃないかと。やっぱり平等にしないとおかし

いんじゃないかというのがスタートだったんで

すよ。だから、もう14～15年、問題は解決して
ない。ただ、その間に、半額長崎市が出すとい

うことが、途中でプラスになったんです。だけ

れども、それからまだ進展していない。 
 今、話があったのは、長崎県の県有墓地もそ

の時に話題になった。あれはもう解決したのか

なという気もするんだけれども、ロシアの人の

墓地か何かだったんだけれども、県有墓地。 
 だから、もう14～15年前、議会が行革でやり
なさいと言ったことなのよ。その発端は、私が

質問したことなんだけれどもね。だから、まだ

やってないから怒られているんだけれども、長

崎市にやらせなくてもいいのよ。佐世保市の方

を県がやってくれたらいい。両方やっていると、

そうすると、助かるわけだ。佐世保市もそれは

望んでいる。ぜひそういう方向でお願いしたい

と思う。 
【辻県民生活部長】 県有の交通公園を持ってい
るのは、九州各県では宮崎県1県でございまし
て、宮崎県と長崎県だけという状況にあるのも

事実でございます。（「しかし、貴重な施設で

ございますから、ぜひ県でやってください」と

呼ぶ者あり） 
【山本(啓)委員長】 暫時休憩します。 
 

― 午後 ２時４９分 休憩 ― 

― 午後 ２時５１分 再開 ― 
 

【山本(啓)委員長】 委員会を再開します。 
 そのほか質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
【山本(啓)委員長】 ほかに質問がないようです
ので、県民生活部関係の審査結果について、整

理したいと思います。 
 しばらく休憩いたします。 
 

― 午後 ２時５２分 休憩 ― 

― 午後 ２時５２分 再開 ― 
 

【山本(啓)委員長】 委員会を再開いたします。 
 これをもちまして、県民生活部関係の審査を

終了いたします。 
 次に、交通局の審査を行いますが、一旦休憩

をいたしまして、15時5分から再開いたします。 
 

― 午後 ２時５２分 休憩 ― 

― 午後 ３時 ５分 再開 ― 
 

【山本(啓)委員長】 委員会及び分科会を再開い
たします。 
 これより、交通局の審査を行います。 
【山本(啓)分科会長】 まず、分科会による審査
を行います。 
 報告議案を議題といたします。 
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 交通局長より、報告議案説明をお願いいたし

ます。 
【山口交通局長】 交通局関係の議案についてご
説明いたします。 
 予算決算委員会環境生活分科会関係議案説明

資料の交通局をお開きください。 
 今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

報告第15号知事専決事項報告「平成25年度長崎
県交通局事業会計補正予算（第2号）」であり
ます。 
 これは先の平成26年3月定例月議会の本委員
会において、専決処分により措置することにつ

いて、あらかじめご了承いただいておりました

平成25年度予算の補正を、3月31日付けをもっ
て専決処分させていただいたもので、最終的な

整理を行ったものであります。 
 収益的収支及び資本的収支の補正の内容は、

それぞれ記載のとおりであります。 
 以上をもちまして、交通局関係の説明を終わ

ります。 
 よろしくご審議を賜りますようお願いいたし

ます。 
【山本(啓)分科会長】 以上で説明が終わりまし
たので、これより報告議案に対する質疑を行い

ます。 
 質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
【山本(啓)分科会長】 質疑がないようですので、
これをもって質疑を終了いたします。 
 次に、討論を行います。 
 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
【山本(啓)分科会長】 討論がないようですので、
これをもって討論を終了いたします。 
 報告議案に対する質疑・討論が終了しました

ので、採決を行います。 
 報告第15号は、原案のとおり承認することに、
ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
【山本(啓)分科会長】 ご異議なしと認めます。 
 よって、報告議案は、原案のとおり承認すべ

きものと決定されました。 
【山本(啓)委員長】 次に、委員会による審査を
行います。 
 議案を議題といたします。 
 交通局長より総括説明をお願いいたします。 
【山口交通局長】 交通局関係の議案についてご
説明いたします。 
 環境生活委員会関係議案説明資料の交通局を

お開きください。 
 今回、ご審議をお願いいたしておりますのは、

第9号議案「長崎県営バス運賃等条例の一部を
改正する条例」であります。 
 これは、国が定める「一般貸切旅客自動車運

送事業の運賃・料金の届出及び変更命令の処理

要領」の改正に伴う貸切バス運賃・料金の改正

及び県外向け高速バス事業者の乗車券類の払戻

手数料等の改定に伴う所要の改正をしようとす

るものであります。 
 次に、交通局関係の所管事項についてご説明

いたします。 
 今回ご報告いたしますのは、営業・広報活動

について、「長崎県「新」行財政改革プラン」

に基づく取組についてで、その主な内容につい

てご説明いたします。 
 営業・広報活動については、新たな県営バス

利用者の掘り起こしのため、これまで不足して

いたと思われる営業・広報活動を充実させるこ

とが重要であると考え、諫早市や大村市の各自

治会へ路線バスの現状を説明し、利用のお願い
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をしているところであります。 
 また、東長崎地域時刻表を新聞折り込み広告

として配布したほか、職員による高速シャトル

バス時刻表の一般家庭へのポスティング、県庁

職員への利用呼びかけなど、積極的に広報活動

を実施しております。 
 今後も、各自治体の広報誌など各種広報媒体

を活用したＰＲや、各路線の利用ニーズに応じ

た営業・広報活動を実践し、一便あたりひとり

でも多くの方に県営バスを利用していただける

よう、利用促進に努めてまいりたいと考えてお

ります。 
 「長崎県「新」行財政改革プラン」に基づく

取組については、「公営企業の経営健全化」に

つきましては、中期経営計画に基づき経営健全

化策に取り組んできたほか、増収・増客対策に

ついても積極的に取り組んできたところであり

ます。 
 なお、平成29年度までを計画期間とする中期
経営計画につきましては、計画を策定した平成

24年12月以降、経営環境が大きく変化したこと
から、本年3月に計画の見直しを行ったところ
であります。平成26年度においては、増収・増
客対策による収入確保に積極的に取り組むほか、

抜本的な事業構造の見直しを図ることに加え、

安定的な新たな財源確保の検討など、一層の経

営健全化に努めるとともに、積極的に地域へ出

向き、それぞれの地域に応じたきめ細かな情報

発信について取り組んでまいりたいと考えてお

ります。 
 次に、別冊でお配りしております追加1をお
開きください。 
 平成26年8月ダイヤ改正等については、長崎
市内の「三原団地～滑石団地線」及び「女の都

団地～滑石団地線」について、本年8月1日の運

行開始を予定しているほか、本年4月1日のダイ
ヤ改正に合わせて実施した東長崎地区の運賃値

下げについては、本年5月1日に再度値下げを行
い、競合する他事業者と同額運賃となるよう調

整いたしました。 
 バス乗務前の呼気検査におけるアルコール反

応に係る職員の処分については、去る6月6日、
バス乗務前の呼気検査において、交通局の子会

社である長崎県央バス株式会社の運転士から、

呼気1リットル中、0.18ミリグラムのアルコール
分が検出されたため、同社において、6月18日
付けで懲戒処分としましたことをご報告いたし

ます。 
 バスの乗務は行っていないとはいえ、今回の

不祥事が生じたことは大変遺憾であり、公共交

通を担うバス事業者として県民の皆様に深くお

詫び申し上げます。 
 このようなことが二度と起こることがないよ

う、改めて職員一人一人の自覚を高め、バス事

業者として信頼回復と飲酒運転の撲滅に努めて

まいります。 
 詳細につきましては、それぞれ記載のとおり

であります。 
 なお、第9号議案「長崎県営バス運賃等条例
の一部を改正する条例」、「政策等決定過程の

透明性等の確保及び県議会・議員との協議等の

拡充に関する決議」に基づく提出資料について、

補足説明資料を配付させていただいております。 
 以上をもちまして、交通局関係の説明を終わ

ります。 
 よろしくご審議を賜りますようお願いいたし

ます。 
【山本(啓)委員長】 次に、営業部長より補足説
明を求めます。 
【松尾営業部長】 それでは、第9号議案「長崎
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県営バス運賃等条例の一部を改正する条例案」

について、補足説明をさせていただきます。 
 お手元に環境生活委員会の交通局関係議案補

足説明資料をお開き願います。 
 まず、1ページをお開き願います。 
 改正内容は2つございます。一つは、国が定
める貸切バス運賃料金制度の改正に伴う改正、

もう一つは、県外向け高速バス事業者の乗車券

類の払戻手数料等の改定に伴う改正となってお

ります。 
 まず、貸切バス運賃についてでございますが、

国制度の変更に合わせ、貸切運賃を「時間制運

賃」、「キロ制運賃」、「行先別運賃」から、

「時間・キロ併用制運賃」に一本化し、貸切料

金についても運賃に乗じた基準に改めるという

ものでございます。 
 制度改正の背景といたしましては、平成12年
度に実施された規制緩和で事業者数及び車両数

が大幅に増加した結果、価格競争が激化し、そ

れに伴い事業者収入が低下、安全意識の低下や

過労運転の常態化、届出下限運賃を下回る取引

の広がりなど、これまでの貸切バス市場の構造

的な問題が、平成24年4月に発生いたしました
関越道における高速ツアーバスの事故をきっか

けに浮き彫りとなり、国の定める「一般貸切旅

客自動車運送事業の運賃・料金の届出及び変更

命令の処理要領」の改正につながったものであ

ります。 
 国の基準の改正の主なポイントといたしまし

ては、届出の際に、下限運賃を下回る運賃の届

出を行う場合に、審査が厳格化されるとともに、

実際に届出と異なる運賃・料金で運行した場合

について、罰則が強化されております。 
 また、運賃及び料金の算定基礎に掲げる人件

費や車両償却費が見直され、安全対策への経費

も原価に盛り込まれるようになっております。 
 また、これまで「時間制運賃」、「キロ制運

賃」、「行先別運賃」など事業者間で異なった

複雑な運賃体系から、「時間・キロ併用制運賃」

に一本化し、利用者にとって合理的でわかりや

すいものとなっております。 
 これらの国の制度改正に伴い、県営バスの貸

切バス運賃及び料金につきましても、所要の改

正をしようとするものでございます。 
 次に、県外向け高速バスの回数乗車券の払戻

手数料につきましては、九州全体の高速バス路

線の販売促進を図るため、九州内の高速バス事

業者で予約システムを共同運営し、取り扱いを

統一しておりますが、今回の消費税率の引き上

げに伴い、九州内の事業者で協議した結果、回

数乗車券の払戻手数料等について、消費税増税

相当分を転嫁することになったことを受けまし

て、回数乗車券についての払戻及び再発行にか

かる手数料を、現行200円から210円に変更する
ために所要の改正を行うものでございます。 
 以上をもちまして、私からの補足説明を終わ

らせていただきます。 
 よろしくご審議を賜りますようお願い申し上

げます。 
【山本(啓)委員長】 以上で説明が終わりました
ので、これより議案に対する質疑を行います。 
 質疑はありませんか。 
【友田委員】 この貸切運賃の改正ですけれども、
今、説明があったように、時間制運賃、キロ制

運賃、行先別運賃から、時間・キロ併用制運賃

に一本化をするということで、そこは理解でき

ました。ただ、そうした時に、県営バスの競争

力というか、結局、時間・キロ併用制運賃にし

ても、事業者ごとに価格設定は異なるわけです

か。国の規定によって変えることで、この時間・
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キロについては幾らという基準が設けられて、

他社との競争という意味では同じ土俵に上がる

のか、このあたりを少し教えてもらえますか。 
【松尾営業部長】 運賃の制度そのものにつきま
しては、これは県営バスのみならず、全ての貸

切事業者、地区別には異なるんですが、同一地

区内でございますと、同じ条件になります。 
 ただ、上限と下限というのが定められており

まして、その中にあっては、それぞれ差をつけ

ることができるということになっております。 
 また、そのほかに、例えば私どもでございま

すと、セーフティバスの認定というのを県下で

2つ受けておるものの1つでございまして、安全
の評価をいただいておりまして、そういうこと

をアピールして、受注を増やすための努力をし

てまいりたいと思っております。 
【山本(啓)委員長】 ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
【山本(啓)委員長】 質疑がないようですので、
これをもって質疑を終了いたします。 
 次に、討論を行います。 
 討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
【山本(啓)委員長】 討論がないようですので、
これをもって討論を終了いたします。 
 議案に対する質疑・討論が終了しましたので、

採決を行います。 
 第9号議案は、原案のとおり可決することに、
ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
【山本(啓)委員長】 ご異議なしと認めます。 
 よって、第9号議案は、原案のとおり可決す
べきものと決定されました。 
 次に、提出のあった「政策等決定過程の透明

性等の確保などに関する資料」について説明を

求めます。 
【田渕管理部長】 「政策等決定過程の透明性等
の確保及び県議会・議員との協議等の拡充に関

する決議」に基づき本委員会に提出いたしまし

た交通局関係の資料についてご説明いたします。 
 1,000万円以上の契約案件については、資料の
1ページ目以降に記載のとおり、本年3月の実績
は1件、本年4月から5月までの実績は7件の計8
件となっております。 
 以上をもちまして、補足説明を終わらせてい

ただきます。 
 よろしくご審議いただきますようお願いいた

します。 
【山本(啓)委員長】 次に、議案外の所管事務一
般に対する質問を行うことといたします。 
 まず、「政策等決定過程の透明性等の確保な

どに関する資料」について、質問はありません

か。 
【髙比良(元)委員】 一々質問させてもらいたい
と思います。私は、残念ながら、交通局関係は

初めてなものだから、いろはの質問になるかも

しれないけれども、お許しをいただいて幾つか

質問させてもらいたいと思っているんだけれど

も、まず、インタンク軽油の購入のことについ

て、これは結局、不調になったので、施行令に

基づいて随契でやったんだけれども、具体的に

入札参加者というのは何者あって、予定価格は

幾らだったのか。 
【田渕管理部長】 まず、インタンクの購入です
けれども、最初に一般競争入札を行います。1
ページ目の3月分につきましては、5者の一般競
争入札で行いまして、不落になりまして、最終

的にその中の低いところの3者で見積もり合わ
せをして決定したということでございます。 
【髙比良(元)委員】 ほかの案件についても予定
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価格のことについて、徴求の仕方についてお尋

ねしたいと思っているんだけれども、結局ナン

バー7もそうなんだけれども、宇佐美が入って
きた時のいきさつというかいろいろあって、な

かなか石商あたりとうまくいかないところがあ

って、廉売をするということでいろいろあって、

がたがたあったんだけれども、結果として安売

りをするとかあって、結局は、入札に付するも

のですから、安いところということでこういう

ふうになったのかもしれないけれども、予定価

格は、具体的にどういう形で徴求したんですか。

5者も入って全部それを超えたという話なんだ
けれども。 
【田渕管理部長】 予定価格の決定につきまして
は、ドバイの原油の価格とか、公営企業の九州

の価格とか、あるいは消費者物価指数の関係と

か、そういうのを総合して決定しております。 
【髙比良(元)委員】 それは、交通局で独自に算
定をしたということ。（「はい」と呼ぶ者あり） 
 実勢価格が十分に反映されていたのかな、そ

うすると。その時に算定した資料というか、そ

の辺が少し古いということで、実勢価格が上が

ってきたということが反映されてなくて、した

がって、結局不落ということになったんじゃな

いのか。そういうことはないんですか。 
【田渕管理部長】 実際この数カ月、1年以内に
どんどん原油が上がっているものですから、結

果的に不調が多くなっております。 
 以前は落札した例もございますけれども、最

近では不調が続いております。 
 その決定についても、九州各県では、私ども

は安い方で買っていると考えております。 
【髙比良(元)委員】 結局、施行令に基づくとこ
ろは、不調であったけれども、最低価格で出し

たところとの随契という話だから、そこのとこ

ろの価格はどうかということは言いませんけれ

ども、あまりいいことじゃないんだよね。 
 だから、予定価格の算定についてはより慎重

になってやっていかなければいかんだろうと思

っているんだけれども、その予定価格というこ

とに関して、あわせたところで聞きますが、今

度はタイヤの方です。5ページの分だけれども、
荒木タイヤが落札している。なんでこの2者だ
けなのかということがそもそもあるんだけれど

も、これは逆に言えば、荒木タイヤの落札価格

というのは、予定価格にものすごく接近し過ぎ

ている。あるところなんか、落札率で見ると、

99％超えているんだ。限りなく100に近づいて
いる。こういうのって、普通はあり得ないんだ

けれども、この予定価格はどういうふうな形で

調整したんですか。 
【田渕管理部長】 タイヤにつきましては、今、
一般競争入札で行っておりまして、契約の単価

につきましては、タイヤの規格、サイズとか、

種類とか、新品とか再生など、その規格に応じ

て落札者の決定を行っております。 
 予定価格の設定のやり方ですけれども、タイ

ヤの単価につきましては、従来の契約単価をも

とに、物価指数を参考に試算をしているところ

と、あと、組替の単価につきましては、長崎県

の最低賃金の動きを見ながら参考に試算をして

おります。 
【髙比良(元)委員】 よそから見積もりをとった
とか、そういうことはないわけだな。これもや

っぱり交通局独自でやったという話だな。（「は

い」と呼ぶ者あり） 
 そうしたらば、言ってみれば、この算定式と

いうのが、この荒木タイヤがわかっているとい

うような、そういうふうに、ちょっと邪推かも

知れないけれども、思われてならないぐらいの



平成２６年６月定例会・環境生活委員会・予算決算委員会（環境生活分科会）（７月８日） 

- 171 - 

高い落札率だよね、めちゃめちゃ。もう数字が

ほとんど合っているんだよ。通常はあり得ない

話だと思っているんですよ。 
 この荒木タイヤというのは、昔からこれをと

っているの。 
【田渕管理部長】 荒木タイヤともう一つの会社
とかいろいろございますけれども、荒木タイヤ

さんはずっと落札されている業者の一つでござ

います。 
【髙比良(元)委員】 これね、競争性が本当に発
揮されているかという意味で言うと、非常に疑

問があるんだな。なんでもう一方の日本タイヤ

販売という1者しかいないのか。県内にはタイ
ヤ販売業者というのはいっぱいあるじゃないか。

なぜこの2者だけに限られて、しかも荒木タイ
ヤがこんなに予定価格すれすれでとれるのかな

というのは、よくわからないんだけれどもな。

よくわからないというようなことに対して、ど

ういうふうにお答えになるんですかね。 
 ここは、だから、ちゃんと入札の手続という

のは正々堂々と公正に行っているということに

ついて、でも、結果としてこういうふうになっ

ていることについて、認識というか、考え方を

聞きたいと思っているんだけれども。 
 それで、さっき言った、なんで2者だけなの
か。 
【田渕管理部長】 入札の手続につきましては、
適正にやっております。 
 タイヤの購入につきましては、新品を購入す

る場合と、その後、組替、更正タイヤといいま

して、新品を使った後の更正を使う場合とあり

まして、その部分について仕様書にいろいろ明

記してありまして、そのあたりで縛られてくる

のではないかと思っております。 
 現在、平成21年度から一般競争入札を行って

おりますけれども、それ以前につきましては、

3業者による指名競争入札を行っておりました。
その時にブリジストンタイヤ九州販売が、他社

の入札額に対応できないとの理由で辞退された

ので、現在、実質2者ということでございます。 
【髙比良(元)委員】 荒木タイヤというのは県内
業者ですか。（「はい」と呼ぶ者あり） 
 だから、要するに参加資格要件というか、仕

様書が特別に難しい内容になっていて、2者だ
けしか限定して参画できないというのは、そう

いうことじゃないのかな。違うの。バスのタイ

ヤというのはそんなに特殊なもので、やっぱり

厳しいのかな。その特殊性というか何かあった

ら、その辺をちょっと教えてもらえませんか。 
【山口交通局長】 大型バス、あるいはトラック
も同様かと思いますけれども、取り扱える業者

が少ないということで、結果的にこのようにな

っているというふうに考えております。 
【髙比良(元)委員】 だから、やっぱり特殊なん
ですか、バスのタイヤというのは。バスのタイ

ヤを扱っているタイヤ業者というか、販売店と

いうか、ディーラーが限られているということ

なんですか。 
【田渕管理部長】 数が多いものですから、何百
本とかあるものですから、数に応じていただけ

るのは少ないということでございます。 
【髙比良(元)委員】 だから、そういうことなん
です。一括納入なんだろう、要するに。そこの

ところを営業所単位で分けて、少し分けてやっ

ていくとか、そういう工夫はできないのか。も

う一遍に更新をしなきゃいかんのか。バスだっ

て、いつ導入したかによって、いろいろ違いが

あると思うんだけれども、摩耗の仕方とか、タ

イヤ交換の時期とかあると思うんだけれども。

これは、年間の分を全部まとめてするんですか。
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（「契約は、単価契約をしています」と呼ぶ者

あり）単価契約か。何とも言えんな。 
 この荒木タイヤの件なんだけれども、一遍不

調になってから、再度、組み替えてやっている。

結局、荒木タイヤが入札した金額というのは、

従前にやった金額と同じになっている。これは

落札という話なんだけれども。ということは、

予定価格を組み替えたということだね。これは、

予定価格はいろいろ試算をして、ぬかりなくや

って、公正・適正な手続をやっているとさっき

答弁があったけれども、これはどういう事情で

こういうふうに予定価格を変えたんですか。 
【田渕管理部長】 2回目の予定価格ですけれど
も、1回目の入札の時の2回目の一番安い価格で
すね、それを確認いたしまして決定しておりま

す。 
【髙比良(元)委員】 それは、だったら、入札で
はないじゃないか。さっきの施行令に基づく随

契と一緒の話であって。だから、組み替えてや

ったんだろう、これは。そう書いている、組替

単価契約と。更正タイヤ及び組替単価契約と、

それで落札業者と。（「その組替は違うんです」

と呼ぶ者あり）どういう意味ね、これは。（「そ

の組替は、タイヤを付け替えることです」と呼

ぶ者あり）更正タイヤ及び組替、組替は替える

ということなんですか。 
 でも、結果、落札という話じゃないよね。今

の管理部長の説明だったらば、随契だよ。違う

のか。だって、不調になったんだろう、最初は。 
【山本(啓)委員長】 休憩します。 
 

― 午後 ３時３０分 休憩 ― 

― 午後 ３時３０分 再開 ― 
 

【山本(啓)委員長】 委員会を再開します。 
【田渕管理部長】 1回目の不調の後に2回目の

入札をいたしましたけれども、その時の予定価

格の設定につきましては、参考見積もりをとっ

て、それを予定価格にして決めております。 
【髙比良(元)委員】 だから、荒木タイヤからと
ったんだろうな、それは。 
 ちょっと初めてだから、なかなか何とも言え

ないけれども、何か合点がいかんような気がし

てならんな、とつぶやいているということだけ

言っておきます。 
 2ページの県央地区運行業務委託なんだけれ
ども、交通局長の山口局長が、ここは、県央バ

ス株式会社の代表取締役山口雄二社長に対して

業務委託やっているわけだな。そういうことだ

ろう。（「はい」と呼ぶ者あり）これは、商法

で言うところの取締役の競業避止義務違反とい

うか、利益相反行為にならないんですか。 
【田渕管理部長】 契約につきましては、諫早営
業所長が取締役の一員になっておりますので、

契約自体は交通局長と諫早営業所長で契約して

おりまして、先ほど委員がおっしゃっていまし

たようなことにはなっておりません。 
【髙比良(元)委員】 それでいいのか。商法上間
違いないんだな。 
【田渕管理部長】 公認会計士に確認しながらや
っています。 
【髙比良(元)委員】 わかった。 
 3番の交通産業ビル敷地の土地の賃借料の話
なんだけれども、賃借料の見直しというのは、

ずっと行っていないの。これで全部統一してい

るんですか。 
 それとあわせて、交通局の収入というのは幾

らになっているのか。 
【田渕管理部長】 土地の契約ですけれども、こ
こは1団体からお借りしているんですけれども、
実勢価格というか、地価とか、そういうことも
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含めてずっと更新しておりまして、今までの経

過から言いますと、上がったり、下がったりし

ています。 
 交通局の全体の収入ですけれども、3,500万円
程度ございます。 
【髙比良(元)委員】 交通局の賃貸料というのは
3,500万円ぐらいあるということね。そして、地
価の動向に合わせたところで賃料の単価の設定

については見直しをやっていると、そういうこ

とだな。それでいいんだな。（「はい」と呼ぶ

者あり） 
 最後にしますけれども、4ページの興亜損害
保険、これも1者だけなんだよな、3,300万円。
これはなぜ1者だけなのか、説明してください。 
【松尾営業部長】 今年は2者来られて、1者が
当日辞退されて、1者の入札になっております。 
 昨年までは2者が応札されておりました。 
【髙比良(元)委員】 これは自動車保険だろう。
なんで1者とか、2者とか、そんな限定された話
なの。 
【松尾営業部長】 自動車の任意保険でございま
す。我々のようにバス、高速貸切、あるいは定

期、スクール、公用車、そういうふうなバスの

いわゆる任意保険を入札にかけておるわけでご

ざいますが、前、調べたところ、こういう形で、

実態として、バス事業者が必ずしも入札をして

いるわけじゃなくて、件数でしたりされている

実態があるようなんですが、入札自体はそれほ

ど普遍的なものではないようでございます。 
 それで、一応関係の保険会社の方にきちんと

情報を伝えて話し、明快に台数と保障の限度額

等を全部知らしめた上で、残念ながら、応札が、

今のところ2者なり1者なりという状況でござ
います。 
【髙比良(元)委員】 入札は普遍的なものじゃな

いと、それは回答にはなっていないんです。こ

れは入札しなければいかんのだ、基本的に。や

っぱり競争性を発揮させた中でやって、どうし

てもそこが条件がそぐわない時の話なんですか

ら、それ以外のことについてはね。 
 バスの任意保険を扱っているところというの

がそもそも少ないんですか。限られているわけ。 
【松尾営業部長】 聞くところによると、今、大
体4者あります。 
【髙比良(元)委員】 4者あって、なんで4者入っ
てこないの、入札に。 
【松尾営業部長】 そこら辺になりますと、一応
4者の方には、先ほど申し上げたとおり、お知
らせというか、情報はきちんと伝えまして、こ

ういう入札があるということは話をしておりま

す。 
 ただ、その場合に、あとは金額等向こうの方

で応札されないということしか、今のところわ

かりません。 
【髙比良(元)委員】 最後にしますけれども、そ
れは、万が一の時の補償額は幾らということは

こっちの方で決めて、そして、それに見合う保

険料という格好での入札をしているんですね。 
 そうしたら、そもそもやっぱり保険会社とし

てリスクが大き過ぎるというようなことで、結

局、入札は辞退すると、そういうことですか。 
【田渕管理部長】 昨年とおととしの額を申し上
げますと、2者応札がありまして、どちらの年
も500万円程度の差がございまして、今回につ
いては、1者はおりられたということだと思い
ます。例年、500万円程度の差がございました。 
【髙比良(元)委員】 差があってと、それは主体
的にやっていることだけれども、なんで2者し
か出ないのかということを問うているわけです。 
 それは、だから、ありていに言えば、仕様書
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というか、参加要件・資格の中での縛りが多過

ぎて、そこでやっぱり出られないんじゃないか、

そういうことはありませんね、どうですかとい

うことで聞いているわけよ。この手のものとい

うのは、得てして発注者側にそういうふうな自

己都合の理由が多過ぎるものだから、実は機会

が本当に開かれていないということがあって、

入札の競争性が発揮できないと、そういう基本

的な問題点があるから、それで聞いているんで

すよ。 
【松尾営業部長】 私どもとしては、全くそうい
う制限を設けているつもりはございませんで、

保険の対人は、例えば無制限、対物は、高速・

貸切だったら1,000万円、その他だったらば対人
は無制限と対物は200万円という限度でやって
いるんですが、ただ、恐らく考えるのは、一つ

あるのが、リスクということで、やはりバス会

社になりますと、何かあった時の、我々が払う

保険料と支払う保険金、そこら辺のリスクを考

えられて来ないのかなと我々は思っておったと

ころでございます。 
【髙比良(元)委員】 建設的な話じゃないから、
もうやめるけれども、ちょっと勉強してからや

りたいと思います。 
【山本(啓)委員長】 ほかに質疑はございません
か。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
【山本(啓)委員長】 次に、議案外所管事務一般
についてご質問はありませんか。 
【江口委員】 交通会館ビルが移転するとか、取
り壊しとかという議論は置いておいて、バスセ

ンターが今の場所から、新幹線の駅舎ができる

ことと同時に、センターそのものが移動します

ね。これは間違いなく決定でしょう。まず、確

認しておきます。 

【田渕管理部長】 今の交通産業ビルが老朽化が
激しいものですから、建て替えかどうかという

議論を2年前にこの委員会でさせていただいて、
交通局としては、その議論を踏まえながら、新

しいところの土地区画事業区域内に移転するこ

とを表明しております。 
【江口委員】 私は、だから、ビルそのものを建
替えかどうかということは一応置いておいても、

今のバスセンターですね、バスが発着するとこ

ろについては、要するに、今の長崎駅舎は、新

幹線と同時に新駅舎ができますが、そちらの方

にバスセンター発着場というのが移動すること

は決定したんでしょう。そこらあたりを今確認

しているんです。 
【田渕管理部長】 それはもう決定しております。 
【江口委員】 それで、一番心配になるのは、結
局今のバスセンターだと、浦上方面から駅方向

に来るバス、路線バスも含めてかなりのバス路

線があるんですが、バスセンター発着場が駅舎

の方に移動することによって、今後は、あの国

道206号を右折をせんといかんことが発生する
わけです。かなりの量のバスの台数があの道路

を、要するに右折するわけですけれども、この

あたりについては、今でも乗用車があそこを右

折する、タクシーも右折することはありますが、

路線バスを含めて県営バスがあそこを右折する

ということについて、これはかなり大きな問題

じゃないかなと思っているんです。これは、交

通量をさばくにおいてでもね。そのあたりにつ

いては、今いろんなことを検討されているんで

しょうか。 
 あの道路は平面交差ですから、新幹線が通っ

てきて、駅舎が新しくなってでも、まさか立体

交差で、国道がまた別にできるということじゃ

ないんでしょうから。そうすると、完全に平面
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で右折のバスをどうやってさばくかということ

が問題だと思うんですが、私はそのあたりが非

常に心配になるんですけれども、そこらあたり

について、交通局として、右折に対する特別な

考えはあるんでしょうか。 
【松尾営業部長】 今、委員お尋ねの件でござい
ますが、市内線、矢上からであるとか、女の都

の方から出てくる、いわゆる市内を走っている

路線というのはターミナルに入っておりません。

いわゆる市内線については、駅は通過型で通っ

ております。ターミナルには寄らず、ターミナ

ルは高速でありますとか、県内高速、県外高速

といったバスは入りますけれども、市内線につ

いては、駅前は通過をして通っております。 
 今後、新幹線が開業後、市内線をどうやるか

というのは考えていかなければならないことで

すが、市とも協議をしていくことになるわけで

ございますが、基本的には、我々としては、駅

前につきましては通過をするというのがまずメ

ーンになろうかと思っております。今と同じよ

うに通過をすることがメーンになるのではない

かと思っています。 
 ただ、必要に応じて複線として、駅の西側な

り、駅の中はどういうことになるか次第でござ

いますが、入るのもあると思うんですけれども、

基本的な形としては通過をしていって、右折で

入るというのはそれほど多くはない、生活路線

についてはそうないんじゃないかと思っている

ところです。 
【江口委員】 それほどないといっても、今は全
くゼロだけれども、新しくなると、バスの発着

場がどこになるかというのは、今後の検討もさ

れるんでしょう。だから、今からどうせろとい

うことは難しいんですけれども、そういうこと

を想定した上で、バスの回し方というのをよく

考えて検討してもらわないと、あそこの交差点

は普通でさえも、九州で一番交通量が多いんで

すね。そこに、今度は右折のバスがどんどん入

ってくるということになると、渋滞も含めて、

交通量のさばき方というのは非常に問題じゃな

いかなと、素人ながら心配いたしますので、今

の時点から、そういうことを含めていろいろ検

討していただきたいと、これは、今日時点では

要望だけにとどめておきます。 
【山本(啓)委員長】 ほかに質疑はございません
か。 
【久野委員】 残念ながら、6月18日、県央バス
で、運転前の呼気検査で基準値を超えるアルコ

ールが検出されたということで、停職2カ月と
いうようなことで報告をいただきました。本当

に残念なことだなと思うんです。 
 内容については、運転前日、午後9時半以降
もお湯割り3杯というふうなことで聞いている
わけですけれども、運転前の飲酒については、

何時間前という基本的な考え方というよりも、

基本的な指導をされているのか、どういうふう

な指導をされているのか。 
【田渕管理部長】 飲酒につきましては、勤務時
間8時間前は飲酒を禁止しておりまして、でき
るだけ10時間はあけるように、今、指導してお
ります。 
【久野委員】 大体8時間から10時間だろうとい
うふうに思っています。 
 例えば、私どもも佐世保で交通機関の方と、

2種あるんですけれども、途中でぽっとやめる
んですね。あれっ、なんでかなと思ったら、明

日は運転だからということで、やっぱり交通関

係の仕事なんです。タクシーにしても、バスに

しても、ぴたっとやめられる。これは本当にす

ごいなと思うんですね。そういうふうなことで、
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やっぱり本人のいろいろなあれもあると思うん

ですけれども、やはりプロ意識を持ってやって

いるというようなことなんです。 
 そこで、お客さんを事故なく安全に運ぶとい

うのがプロだろうというふうに思います。プロ

としての認識がやっぱり甘いんじゃないかと思

うんです、こういうことで引っかかるというこ

と自体が。この点について、どういうふうに思

いますか。 
【田渕管理部長】 委員おっしゃるように、本人
の自覚が足りなかったと思っています。指導に

つきましては、私たちは徹底的にやっているつ

もりでおったんですけれども、結果として本人

の意識に届かなかったと考えております。残念

なことでございます。 
【久野委員】 この問題については、ぜひひとつ
徹底をしていただくようにお願いしたいと思い

ます。平成26年度の重点目標の中にも、事故防
止に向けた取組の中に、自ら考え行動に移すと

いううよなことで、それぞれ職員の皆さん方、

運転者の皆さん方を含めて小集団活動というの

をやられています。この小集団活動というのは、

本当に見事だと思います。これは、自ら考え行

動を起こさせるということで、我々も企業にお

るころには、小集団活動というのは定例的にや

っていました。いかにして災害をなくすか、い

かにして効率よく、能率よく仕事ができるかと

いうようなことで、この小集団活動というのは

非常にいいことだなというふうに思うんですけ

れども、この小集団活動をやられて、バスの関

係で成果というのはどういうふうに上がったの

か、ちょっとお聞きをさせていただきます。 
【松尾営業部長】 私ども小集団活動というのは、
委員おっしゃったとおり、自ら現場における気

づきやノウハウ、そういったことを考えて安全

を図っていくということでございまして、今回、

平成24年度と平成25年度と比べまして、事故数
が大きく削減できたことも、この小集団活動の

成果だというふうに考えております。 
【久野委員】 この小集団活動ですね、ぜひ定着
させていただいて、やっぱりプロ意識を徹底す

るというようなことが一番大事だろうと思いま

すので、ぜひひとつお願いをしておきたいと思

います。 
 特に県営バスというのは、今後も公営企業の

経営健全化と交通安全、この2つについては、
県としての模範となるような交通機関というよ

うなことで、ぜひひとつつくっていただきたい。

やっぱり1件でもこういうふうな事故があると、
あるいはまた、事故というよりもこういうふう

な呼気とかなにか出るということになりますと、

やはりこれは模範とはならない。私どもとして

は、やはり県としての模範としてのいわゆる県

営バスということで、これは県央バスも含めて

ですけれども、やっていただきたいということ

を要望しておきたいと思います。 
【山本(啓)委員長】 ほかに質疑はございません
か。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
【山本(啓)委員長】 ほかに質問がないようです
ので、交通局関係の審査結果について、整理し

たいと思います。 
 しばらく休憩します。 
 

― 午後 ３時５０分 休憩 ― 

― 午後 ３時５０分 再開 ― 
 

【山本(啓)委員長】 委員会を再開します。 
 これをもちまして、交通局関係の審査を終了

いたします。 
 引き続き、分科会長報告及び委員長報告の取
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りまとめなどの委員間討議を行います。 
 理事者退席のため、しばらく休憩いたします。 
 

― 午後 ３時５１分 休憩 ― 

― 午後 ３時５２分 再開 ― 
 

【山本(啓)委員長】 委員会を再開いたします。 
 今定例会で審査いたしました内容について、

7月14日月曜日の予算決算委員会における環境
生活分科会長報告及び7月16日水曜日の本会議
における環境生活委員長報告の内容について協

議を行います。 
 それでは、審査の方法についてお諮りいたし

ます。 
 協議につきましては、本委員会を協議会に切

り替えて行うことといたしたいと存じますが、

ご異議ありませんか。 
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

【山本(啓)委員長】 ご異議ないようですので、
そのように進めることといたします。 
 それでは、ただいまから委員会を協議会に切

り替えます。 
 

― 午後 ３時５３分 休憩 ― 

〔協議会〕 
 

― 午後 ３時５４分 再開 ― 
 

【山本(啓)委員長】 委員会を再開いたします。 
 環境生活分科会長報告及び環境生活委員会委

員長報告については、協議会における委員の皆

様の意見を踏まえ、報告させていただきます。 
 次に、閉会中の委員会活動について協議した

いと思いますので、しばらく休憩いたします。 
 

― 午後 ３時５５分 休憩 ― 

― 午後 ３時５６分 再開 ― 
 

【山本(啓)委員長】 委員会を再開いたします。 
 閉会中の委員会活動については、こちらの方

で作成し、ご案内し、皆様方にお諮りしますが、

おおむね協議会中に検討した内容で進めてまい

りたいと思います。 
 これをもちまして、環境生活委員会及び予算

決算委員会環境生活分科会を閉会いたします。 
 大変お疲れさまでした。 
 

― 午後 ３時５７分 閉会 ― 
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環境生活委員会審査結果報告書                      

 

 

 本委員会に付託された事件について審査の結果、下記のとおり決定したので報告する。 

 
      平成２６年７月８日 

環境生活委員会委員長  山本 啓介 

 

  議長  渡辺 敏勝 様 

 

記 

 

１ 議  案 

 

番 号      件        名 審査結果 

第 ３ 号 
知事の調査等の対象となる法人の範囲を定める条例の一部を

改正する条例（関係分） 

原案可決 

第 ９ 号 長崎県営バス運賃等条例の一部を改正する条例 原案可決 

第 １ ２ 号 財産の取得について 原案可決 

計  ３件（原案可決 ３件） 
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